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はじめに

文部科学省では 「行政機関が行う政策の評価に関する法律 （平成１４年４月施、 」

行）を受け策定された「文部科学省政策評価基本計画 （平成１４年３月、文部科」

） 「 」（ 、学大臣決定 及び 平成１６年度文部科学省政策評価実施計画 平成１６年３月

文部科学大臣決定）に基づき、所掌する政策について平成１５年度の実績評価を自

ら実施した。

文部科学省では、事業評価、実績評価、総合評価の３つの評価方式を用いて政策

評価を実施しているが、この実績評価では、指標や主な政策手段等の状況を踏まえ

つつ、施策ごとに施策目標（基本目標）及び達成目標の達成度合い又は達成に向け

ての進捗状況を把握して事後評価を行った。評価の実施に際しては、次の各点に留

意した。

（１）評価の方法等

実績評価を実施するに当たって、まず、政策の体系を明らかにし、所掌する政

策について評価するため、「文部科学省の使命と政策目標」として９つの政策目

標と４２の施策目標を設定し、施策目標に対して更に具体的な達成目標を設定し

た。

実績評価では、目標ごとに平成１５年度の達成度合いを測定するため、指標等

のできる限り定量的データなどを用いて分析を行い、施策の効果について検証し

た。

今回は、昨年実施した実績評価の経験等を踏まえ、以下に示すとおり評価の実

施方法等について改善を行った。

まず、施策目標（基本目標）及び達成目標の達成度合いをより厳密に分類する

、 、「 」、「 」、ため 昨年度の３段階の分類を改め 想定した以上に達成 想定どおり達成

「 、 」、一定の成果が上がっているが 一部については想定どおり達成できなかった

「想定どおりには達成できなかった」の４段階による表記とした。また、施策の

特性等から、年度ごとに達成度合いを記述することが困難な場合にも、施策の進

捗状況として「想定した以上に順調に進捗 「概ね順調に進捗 「進捗にやや遅」、 」、

」、「 」 。れが見られる 想定したどおりには進捗していない の４段階により記述した

なお、これらは、各目標に対する達成度合いをわかり易く定性的に示したもので

あり、達成度合いのランク付けを行ったものではない。

その上で、各達成目標の達成度合いを踏まえつつ、施策目標（基本目標）全体

の達成度合いを判断することができるよう、施策目標ごとに添付した説明図にお

いて、各達成目標の達成が施策目標の達成にどのようにつながったのかについて

分かりやすく図解するとともに、評価票の「施策の達成状況」の欄の充実に努め
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た。

加えて、各施策目標及び達成目標と、これらを達成するために行った行政活動

との関係を明確にするため、評価票に「政策手段」の欄を新設し、施策目標ごと

の説明図においても分かりやすく図解した。

なお、文部科学省の政策は、効果が発現するまで長期間を要するものが多いこ

と、また、地方自治体をはじめとした多様な政策実施主体が関わること等の特性

を踏まえながら、引き続き効果的な評価の実施に努めることとする。

（２）評価結果の活用等

文部科学省においては、平成１５年度の実績評価の結果について、現在実施し

ている施策や平成１７年度予算概算要求等への適切な反映を図ることとしてる。

また、本評価書は、文部科学省政策評価会議（議長：事務次官）において決定

した後、文部科学省のホームページ等を通じて公表する。

さらに、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、学識経験者等を構

成員とする「政策評価に関する有識者会議 （座長：伊藤大一・政策研究大学院」

大学教授）の委員から評価票の見直し等評価方法の改善について助言を得るとと

もに、実績評価書の作成に当たっては、有識者会議を開催して評価の内容や実施

方法等について直接助言をいただいた。



文部科学省の使命と政策目標

文部科学省の使命： 教育、科学技術・学術、文化、スポーツの振興を未来への先行投資と位置づけ、これを通じ 「人材・教育・文化大国」と「科、
学技術創造立国」を実現する。

政策目標１ 生涯学習社会の実現 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革
生涯にわたって学ぶ機会が提供され、学んだ結果が適切に評価さ 世界水準の優れた研究開発成果の出る仕組みの構築とそのための
れる社会の実現を目指す 基盤の整備を図る

施策目標１－１ 生涯を通じた学習機会の拡大 施策目標５－１ 競争的かつ流動的な研究開発システムの構築
施策目標１－２ 地域教育力の活性化 施策目標５－２ 評価システムの改革
施策目標１－３ 家庭教育の支援 施策目標５－３ 創造的な研究機関・拠点の整備
施策目標１－４ 奉仕活動・体験活動の推進による青少年の豊かな心 施策目標５－４ 優れた研究者・技術者の養成・確保

の育成 施策目標５－５ 研究開発基盤の整備
施策目標５－６ 科学技術活動の国際化の推進

政策目標２ 確かな学力の向上と豊かな心の育成
確かな学力の向上と豊かな心の育成のための初等中等教育を推進 政策目標６ 科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革
する 科技術の振興に対する国民の理解の増進及び信頼の獲得と科学技

施策目標２－１ 確かな学力の育成 術の成果の社会への還元を推進する
施策目標２－２ 豊かな心の育成と児童生徒の問題行動等への適切 施策目標６－１ 産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進

な対応 施策目標６－２ 地域における科学技術振興のための環境整備
施策目標２－３ 信頼される学校づくり 施策目標６－３ 国民の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲得
施策目標２－４ 快適で豊かな文教施設・設備の整備

政策目標７ スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実
政策目標３ 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興 生涯スポーツ社会の実現と国際競技力の向上を目指したスポーツ

国際競争力を支える多様な人材を育成し、先端的・独創的な研究 振興及び健康教育と青少年教育の充実を推進し、子どもから大人
成果によって世界に貢献するとともに、地域の産業・文化、生涯 まで心身ともに健全な社会を実現する
学習等の知的拠点を形成する 施策目標７－１ 生涯スポーツ社会の実現

施策目標３－１ 大学などにおける教育研究機能の充実 施策目標７－２ 我が国の国際競技力の向上
施策目標３－２ 大学などにおける教育研究基盤の整備 施策目標７－３ 学校体育・スポーツの充実
施策目標３－３ 意欲ある学生への支援体制の整備 施策目標７－４ 学校における健康教育の充実
施策目標３－４ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 施策目標７－５ 青少年教育の充実と健全育成の推進

政策目標４ 科学技術の戦略的重点化 政策目標８ 文化による心豊かな社会の実現
国家的・社会的課題に対応する研究開発の重点化した推進と急速 我が国固有の伝統文化を継承・発展させるとともに、優れた芸術
に発展しうる領域への先見性、機動性をもった対応を実現すると 文化の振興を図ることにより、文化による心豊かな社会を実現す
ともに未来を切り拓く質の高い基礎研究の推進を図る る

施策目標４－１ 基礎研究の推進 施策目標８－１ 芸術文化活動の振興
施策目標４－２ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進 施策目標８－２ 文化財の次世代への継承・発展
施策目標４－３ 情報通信分野の研究開発の重点的推進 施策目標８－３ 文化振興のための基盤整備
施策目標４－４ 環境分野の研究開発の重点的推進 施策目標８－４ 国際文化交流の推進による芸術文化水準の向上、文化を
施策目標４－５ ナノテクノロジー･材料分野の研究開発の重点的推進 通じた国際貢献、諸外国との相互理解の増進
施策目標４－６ 原子力分野の研究・開発・利用の推進
施策目標４－７ 宇宙分野の研究・開発・利用の推進 政策目標９ 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進
施策目標４－８ 海洋分野の研究開発の推進 人づくりなどに資する国際交流・協力の推進を通じて豊かな国際
施策目標４－９ 社会基盤等の重要分野の推進や急速に発展しうる領 社会の構築の一翼を担う

域への対応 施策目標９－１ 日本人の心の見える国際教育協力の推進
施策目標９－２ 諸外国との人材交流の推進
施策目標９－３ 大学等による国際協力活動及び国際協力に携わる人材の

育成・確保
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平成１５年度　文部科学省実績評価総括表

政策目標 施策目標 基本目標・基本目標の達成度合い 達成目標（（　）の数字は達成年度） 達成目標の達成度合いまたは進捗状況 ページ

１　生涯学習社
会の実現

１－１　生涯を通じた学習機会の拡
大

高度で体系的かつ継続的な学習機会を提供する高等教育機関
において、学習者の多様なニーズに対応し、生涯を通じた幅広い
学習機会を提供する。

１－１－１
放送大学において、学生数１０万人を目指す。（平成１６年度）

想定どおり達成 21

概ね順調に進捗
１－１－２
各大学における社会人受け入れ体制の整備状況に応じて、大学の受け入れられる社
会人数を増加させる。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

１－１－３
各大学院における社会人受け入れ体制の整備状況に応じて、大学院の受け入れられ
る社会人数を増加させる。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

１－１－４
社会が求める即戦力となる人材の養成のため、専修学校において受け入れられる社
会人の数を増加させる。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

１－１－５
地域における生涯学習の機会を拡充するため、大学等における公開講座の開設数を
増加させる。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

１－２　地域教育力の活性化 地域における様々な現代的課題等に対応するため、多様な学習
活動の機会や情報の提供、様々な機関・団体が連携することに
より、地域における学習活動を活性化させる。

１－２－１
ＮＰＯや地域の大学等との組織的連携を通して、地域学習活動や学習成果を生かし
たまちづくりを拡充・振興する。（１６年度）

想定どおり達成 25

概ね順調に進捗
１－２－２
完全学校週５日制に対応した週末などにおける子ども等の体験活動の受け入れの場
を全国的に拡充する。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

１－２－３
行政とIT関連NPO等との連携による地域住民のためのIT学習活動について、前年度
における取り組み数より増加させる。（平成１５年度）

想定どおり達成

１－２－４
学校教育・社会教育に関する情報・研修番組や学習番組等を全国で受信できるよう、
「教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネット）」について、公民館等社会教育施設や
学校等における受信設備の配置を進める。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

１－２－５
学校教育・社会教育を通じて、各種の優れた教育用コンテンツの活用・促進を図ること
により、ITを活用した教育及び学習の質的向上を図る。（平成１８年度）

想定どおり達成

１－２－６
学校教育・社会教育に関する情報・研修番組や学習番組等を全国で受信できるよう、
「教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネット）」について、公民館等社会教育施設や
学校等における受信設備の配置を進める。（平成１７年度）

想定どおり達成

１－３　家庭教育の支援 近年の都市化、核家族化、少子化、地域における地縁的なつな
がりの希薄化等を背景として、親の間に、子育ての負担感や子ど
もの教育の仕方がわからないといった育児に関する悩みなどが
広がっていることが指摘されている。このような、親の子育ての悩
みや負担感を軽減するなど、子育てに関する学習機会の充実や
情報の提供、親が２４時間いつでも相談できる体制の整備、地域
で子育てを支援するﾈｯﾄﾜｰｸの形成等の観点から家庭教育に対
する支援の充実を図る。

１－３－１
「妊娠期子育て講座」を全国3,000講座で実施する。（平成１５年度）

想定どおり達成 31

想定どおり達成
１－３－２
「就学時健診等の機会を活用した子育て講座」を全国20,000講座で実施する。（平成１
５年度）

想定どおり達成

１－３－３
「思春期の子どもを持つ親を対象とした子育て講座」を全国で10,000講座実施する。
（平成１５年度）

想定どおり達成

文部科学省の使命：教育、科学技術・学術、文化、スポーツの振興を未来への先行投資と位置づけ、これを通じ、「人材・教育・文化大国」と「科学技術創造立国」を実現する。
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１－３－４
該当するすべての家庭に「家庭教育手帳」、「家庭教育ノート」を順次配布する。（平成
１５年度）

想定した以上に達成

１－３－５
17時以降においても電話等により、親が悩み等について相談できる体制を８割程度の
都道府県に普及・定着させる。（平成１５年度）

想定した以上に達成

１－３－６
「新エンゼルプラン(平成11年12月　関係６大臣合意)」に沿って、子育てサポーターの
配置による地域における子育て支援ネットワーク構築事業を実施することにより、子
育て支援のネットワーク構築のノウハウ等が他の市町村へ波及するなど、各市町村に
おける子育て支援のネットワークの整備を活性化・推進する。（平成１５年度）

想定どおり達成

１－４　奉仕活動・体験活動の推進
による青少年の豊かな心の育成

全国的に学校内外を通じた青少年等のボランティア活動などの
奉仕活動・体験活動の推進体制の整備を行い、当該活動の大幅
な拡充を図る。

１－４－１
国レベルでの情報収集・提供や自治体の活動支援などを行う「全国体験活動ボラン
ティア活動総合推進センター」を平成14年度中に開設し、情報収集・提供システムを確
立するなど、その役割を十分に果たせるよう機能の拡充を図る。（平成１６年度）

想定どおり達成 36

概ね順調に進捗

１－４－２
国において、平成14年度中に関係府省及び全国規模の関係団体相互の連携協力関
係を構築するための協議の場として「全国奉仕活動・体験活動推進協議会」を構成
し、活動に関する情報の共有など、幅広い関係者による継続的な連携協力関係の構
築を図る。（平成１６年度）

想定どおり達成

１－４－３
全国の都道府県・市町村において、活動に関する情報提供・相談等のコーディネイト
を行う支援センターが整備されるよう支援する。（平成１６年度）

想定したとおりには進捗していない

１－４－４
全国の都道府県・市町村において、幅広く関係機関や団体等との連携を図り活動の
推進に向けた諸課題について協議を行う推進協議会が整備されるよう支援する。（平
成１６年度）

想定したとおりには進捗していない

１－４－５
全国の小・中・高校において、７日間以上のまとまった体験活動の取組が行われるよ
う支援する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２　確かな学力
の向上と豊か
な心の育成

２－１　確かな学力の育成 基礎・基本を徹底し、自ら学び自ら考える力などまで含めた「確か
な学力」を身に付けさせる。

２－１－１
学習指導要領の目標・内容に照らした児童生徒の学習状況の改善を図り、知識・技能
はもとより、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力等まで含めた「確かな学力」を育成す
る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 40

概ね順調に進捗
２－１－２
少人数指導・習熟度別指導の実施など、個に応じた指導の充実を図る。（平成１７年
度）

概ね順調に進捗

２－１－３
教員一人あたりの児童生徒数の欧米並の水準（小：18.6人、中14.6人）への改善を進
める。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－１－４
学校教育への社会人等の活用の増加（平成１６年度までに約５万人を全国の学校に
導入等）を推進する。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

２－１－５
英語教育の改善の目標や方向性を明らかにし、その実現のために国として取り組む
べき施策を盛り込んだ「英語が使える日本人」の育成のための行動計画を策定し、計
画に基づいた施策を実施することにより、今後５カ年で「英語が使える日本人」を育成
する体制を確立する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

２－１－６
学校での朝読書等の読書活動を充実するとともに、平成１４年度からの５年間で、学
校図書館の蔵書について、新たに４千万冊を整備する（およそ２０％の増を図る）。（平
成１８年度）

概ね順調に進捗
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２－２　豊かな心の育成と児童生徒
の問題行動等への適切な対応

他人を思いやる心、生命や人権を尊重する心、自然や美しいもの
に感動する心、正義感や公正さを重んじる心、勤労観・職業観な
ど、子どもたちに豊かな人間性と社会性を育むための教育を実現
するとともに、児童生徒の問題行動等への適切な対応を図る。

２－２－１
幼稚園から高等学校までの全ての学校種において、体験活動をいかした道徳教育や
地域人材の積極的活用など特色ある充実した道徳教育を実施する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 45

概ね順調に進捗
２－２－２
全国の小・中・高校において、７日間以上のまとまった体験活動を実施する。（再掲）
（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－２－３
児童生徒が望ましい勤労観、職業観を身に付け、個々の能力・適性に応じて主体的に
進路を選択することができるよう、職場体験やインターンシップ（就業体験）の充実等
を通じて、キャリア教育の推進を図る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－２－４
全国の公立中学校において、全ての生徒が専門的な教育相談を受けることができる
体制を整備する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－２－５
不登校対策に関する中核的機能（スクーリング・サポート・センター）を充実し、学校・
家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムを整備する。（平成１７年
度）

概ね順調に進捗

２－２－６
学校・教育委員会・関係機関からなるサポートチームの組織化など、地域における支
援システムづくりについて研究し、その成果の普及を図る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－２－７
障害のある子ども一人一人のニーズに応じてきめ細かな支援を行うために乳幼児期
から学校卒業後まで一貫して計画的に教育を行うとともに、学習障害、注意欠陥／多
動性障害、自閉症などについて教育的支援を行うなど教育に特別のニーズのある子
どもについて適切に対応する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－３　信頼される学校づくり 保護者や地域住民に信頼される学校作りを進めるため、地域に
開かれた学校づくりや教員の資質向上を進めるとともに、特色あ
る学校作りをすすめ、学校施設の耐震化を推進する。

２－３－１
全公立学校において自己評価を実施し、その結果を公表する。（平成２２年度）

概ね順調に進捗 50

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

２－３－２
全公立学校の６割に学校評議員を設置する。（平成１６年度）

想定した以上に達成

２－３－３
全都道府県・指定都市教育委員会における教員評価システムの改善を目指す。（平
成１７年度）

概ね順調に進捗

２－３－４
全都道府県･指定都市教育委員会における指導力不足教員に関する人事管理システ
ムの導入を目指す。（平成１５年度）

想定どおり達成

２－３－５
教員の実践的指導力の向上を図る一環として、概ね全ての教員がコンピューターを
使った指導を実施できるようにする。（平成１７年度）

進捗にやや遅れが見られる

２－３－６
教員の資質向上に関しては、教員の養成・採用・研修段階を通じた教育委員会と大学
との連携推進が重要であることから、各都道府県・指定都市教育委員会の８割が、教
員研修の改善を目的とした大学との連携の取組を行うことを目指すとともに、中核市
においてもこれらの取組が促進されることを目指す。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

２－３－７
公立小中学校施設の耐震補強や改築事業について国庫補助を行うこと等により、地
方公共団体の計画的な取組を支援し、公立小中学校施設の耐震化を重点的に推進
する。（平成２０年度）

進捗にやや遅れが見られる

6
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２－３－８
生徒や保護者が実質的に中高一貫教育校を選択することが可能となるよう、通学範
囲の身近なところに数多く設置されることを目標に整備を促進する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

２－４　快適で豊かな文教施設・設
備の整備

児童生徒が安心して学習でき、教育内容・方法の多様化や社会
のニーズに対応した文教施設・設備の整備を図る。

２－４－１
公立小中学校施設の耐震補強や改築事業について国庫補助を行うこと等により、地
方公共団体の計画的な取組みを支援し、公立小中学校施設の耐震化を重点的に推
進する（平成20年度）

進捗にやや遅れが見られる 55

進捗にやや遅れが見られる
２－４－２
児童生徒５．４人に１台の教育用コンピュータを整備する。（平成１７年度）

想定どおり達成

２－４－３
概ねすべての公立学校が高速インターネットに常時接続できるよう推進を図る。（平成
１７年度）

想定どおり達成

２－４－４
５年間で環境を考慮した学校施設（エコスクール）を２００校以上整備する。（平成１８
年度）

想定した以上に達成

３　個性が輝く
高等教育の推
進と私学の振
興

３－１　大学などにおける教育研究
機能の充実

活力に富み国際競争力のある大学づくりを目指して、大学の改革
を推進するとともに、大学の適切な評価システムを育成すること
等によって、大学などにおける教育研究の充実を図る。

３－１－１
各大学におけるファカルティディベロップメント、厳格な成績評価（GPA)等の教育内容・
方法の改善などに取り組む大学を増加させる。（毎年度）

想定どおり達成 58

概ね順調に進捗
３－１－２
大学におけるインターンシップ(授業科目として位置づけられているものに限る。）の実
施率を5割以上とする。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

３－１－３
大学における教員の任期制の導入や公募制の実施によって、教員の流動化を促進さ
せる。（毎年度）

想定どおり達成

３－１－４
各大学等による自己点検・評価の実施及び実施結果の公表が100%となるよう促進す
るとともに、大学評価・学位授与機構によるすべての国立大学等に対する大学評価を
本格実施する。（平成１５年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

３－１－５
診療に必要な基本的な知識、技能及び態度を有する医師・歯科医師を養成するた
め、臨床実習開始前に行う客観的かつ総合的な試験システムの定着を促す。（平成１
７年度）

想定した以上に順調に進捗

３－１－６
第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、学問分野別に、世界的
な研究教育拠点を形成し、国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進する。
各大学の戦略により、各大学の個性や特色の明確化が図られ、大学全体の水準向上
や活性化を図る。（平成１９年度）

想定した以上に順調に進捗

３－１－７
大学教育の改善に資する種々の取組のうち特色ある優れたものを選定し、広く社会に
情報提供を行うなどにより、高等教育の活性化の促進を図る。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

３－１－８
　専門職大学院制度の周知などを通じて同制度の円滑な導入を図り、高度専門職業
人の養成を推進する。（平成１５年度）

想定どおり達成

３－１－９
大学の学部等の設置認可に関し、従来は文部科学大臣の認可が必要であった事項
の相当程度を届出で可能とすることにより、公私立大学の機動的・弾力的な組織改編
を可能とする。（平成１５年度）

想定どおり達成

３－１－１０
国立大学の法人化及び公立大学法人制度の創設により、各大学の自主性・自律性を
高め、国公立大学の教育研究の活性化を図る。（平成１６年度）

概ね順調に進捗
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３－１－１１
学校法人制度の改善を図ることにより、学校法人が課題に対して主体的・機動的に対
応していくための体制改善を行い、もって私立大学の活性化を図る。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

３－２　大学などにおける教育研究
基盤の整備

国立大学等施設を重点的・計画的に整備し、大学などにおける教
育研究基盤の整備を図る。

３－２－１
国立大学等施設緊急整備５か年計画に基づき、約600万㎡の国立大学等の施設整備
を重点的・計画的に行う。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

65

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

３－２－２
施設の効率的・弾力的利用を図るための施設検討委員会等の設置などの体制づくり
を推進する。（平成１７年度）

想定どおり達成

３－２－３
施設の効率的・弾力的利用を図るための学内規定の整備を推進する。（平成１７年
度）

想定どおり達成

３－３　意欲ある学生への支援体制
の整備

教育を受ける意欲と能力のある者がより多くこれを受けられるよ
う奨学金の充実を図る。

３－３－１
学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、基準適格申請者に対す
る貸与率の改善に努める。（毎年度）

想定どおり達成 68

想定どおり達成
３－３－２
奨学金を希望する者がより多くこれを受けられるよう、貸与人員の増員に努める。（毎
年度）

想定どおり達成

３－３－３
学生生活費等の動向を踏まえ、学生が安心して学べるよう、貸与月額の充実に努め
る。（毎年度）

想定どおり達成

３－３－４
奨学金事業の原資となる奨学生からの返還金を確実に回収するため、口座振替（リ
レー口座）への加入を促進する。（毎年度）

想定どおり達成

３－３－５
奨学金希望者及び大学等担当者の利便性の向上及び処理の迅速化等のための申
請手続の電子化を推進する。（毎年度）

想定どおり達成

３－４　特色ある教育研究を展開す
る私立学校の振興

私立学校の振興に向け、私立学校における教育研究条件の維
持・向上、経営の健全性の向上を図る。

３－４－１
学校法人の収入構成に占める寄付金収入の割合を高める。（毎年度）

想定どおりには達成できなかった 72

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

３－４－２
学校法人の収入構成に占める事業収入の割合を高める。（毎年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

３－４－３
私立大学及び私立専門学校における教育又は研究に係る経常的経費に対する補助
金の割合を高めるために、経常費補助のより一層の充実を図る。（毎年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

３－４－４
私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び
幼稚園の教育に係る経常的経費に対する補助割合の向上を図るなど、経常費補助
のより一層の充実を図る。（毎年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

３－４－５
財務状況を公開している文部科学大臣所轄学校法人の割合を高め、できる限り１０
０％に近づける。（平成１６年度）

想定どおり達成

４　科学技術の
戦略的重点化

４－１　基礎研究の推進 研究者の自由な発想に基づく基礎研究を幅広く、着実に、かつ持
続的に推進し、人類の知的資産の拡充に貢献するとともに、世界
最高水準の研究成果や、新たなブレークスルーをもたらす優れた
研究成果を生み出す。

４－１－１
第２期科学技術基本計画の方針に沿って、基礎研究について一定の資源を確保す
る。（平成１７年度）

想定どおり達成 75

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

４－１－２
第２期科学技術基本計画の競争的資金の倍増を目指すとの方針に沿って、基礎研究
を推進するための競争的資金（科学研究費補助金及び戦略的創造研究推進事業）の
拡充に努める。（平成１７年度）

想定どおりには達成できなかった

8
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４－１－３
優れた研究成果が生み出され活用されるよう、間接経費の拡充等、競争的研究資金
の制度改革を進める。 （平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

４－２　ライフサイエンス分野の研
究開発の重点的推進

ライフサイエンス研究を戦略的・重点的に推進することにより、革
新的な創薬・医療技術及び食料や環境問題への対応のための
基盤技術を開発し、ゲノム情報を活用した創薬や個人にあった医
療等を実現し、活力ある経済社会の創造に資する。

４－２－１
タンパク質の全基本構造の1/3（約3000種）以上の構造及び機能を解析し、解析結果
の特許化を図る。(平成１９年度 )

概ね順調に進捗 78

概ね順調に進捗
４－２－２
ライフサイエンス研究の基盤となる生物遺伝資源（バイオリソース）及びそのゲノム情
報について、戦略的に開発・収集・保存・提供を行う体制を確立する。(平成１８年度 )

概ね順調に進捗

４－２－３
基礎研究の成果を実用化につなげていくための実施体制や支援体制を整備し、基礎
研究成果の臨床応用への橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）や最先端の解
析機器開発を推進するなどにより、革新的な成果を創出する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－２－４
対象とする疾患について30万人規模のサンプル及び臨床情報を収集するとともに、Ｓ
ＮＰ（一塩基多型）の解析を実施し、個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の
実現に資するための基盤を整備する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－２－５
再生医療の実現のために必要な幹細胞利用技術等を世界に先駆けて確立し、その実
用化を図る。（平成２４年度）

概ね順調に進捗

４－２－６
実際の生体や細胞を用いて実施している薬剤応答解析等を、先端生命情報技術等に
よってシミュレーションするプログラムを開発する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－２－７
高齢者が健康で幸福な生き方を実現できることを目標に、がんなどをごく初期の段階
で発見、早期治療を可能とするレーザー技術、分子バイオ技術、ポジトロンCT（PET)
などの光技術を融合した診断・検診技術等を開発する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－２－８
国家的・社会的要請の高い脳、ゲノム、免疫・アレルギー研究やバイオインフォマティ
クス研究等の分野において、基礎的・先導的な研究を推進する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－３　情報通信分野の研究開発
の重点的推進

先端的な情報科学技術の研究開発及び研究開発に関する情報
化を推進する。

４－３－１
大学等における情報通信技術のうち、実用化が期待できる技術（モバイル、光、デバ
イス）等について重点投資を行い、プロジェクト研究として推進し、プロジェクト研究成
果の実用化・企業化を目指す。（平成１８年度）

概ね順調に進捗 84

概ね順調に進捗

４－３－２
観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高速・広帯域のネットワーク
を必要とする高エネルギー・核融合科学をはじめとする先端分野の研究を一層推進
するため、先端的研究機関を最速10Gbpsの回線で接続するスーパーSINETのノード
（接続拠点）数を28機関において整備し、さらに順次拡充する。（平成１５年度）

想定どおり達成

４－３－３
世界最高水準の高度情報通信システム形成のための鍵となるソフトウェア開発を実
現させ、いつでもどこでも誰でも安心して参加できるＩＴ社会の構築に資する。（平成19
年度）

概ね順調に進捗

４－３－４
分散したコンピュータを高速ネットワークで結び、百テラフロップス級の計算処理能力
を持つグリッド・コンピューティング環境を構築し、産学官連携の推進や、ナノ分野等他
分野と情報通信分野との連携の下で行う融合領域研究を進展させることにより世界
水準の高速コンピューティング環境の実現を目指す。（平成19年度）

概ね順調に進捗
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４－４　環境分野の研究開発の重
点的推進

地球温暖化、水循環、資源循環、有害化学物質等の地球環境問
題は、我々人類の社会生活と密接な関連を有し、重大な影響を
及ぼす恐れがあることから、総合科学技術会議の環境分野推進
戦略を受け、その影響を科学的に解明し、適切な対応を図るため
の研究開発を推進する。

４－４－１
ARGO計画に基いたフロートの展開を実現し、海洋データを全地球規模で収集する。
人工衛星からの地球観測により、地球変動予測に不可欠な観測データを取得する。こ
れらの観測により、国際的な地球観測の枠組であるIGOS（統合地球観測戦略）の活
動を通じた地球環境観測体制の強化を図る。（平成１8年度）

進捗にやや遅れが見られる 87

概ね順調に進捗

４－４－２
南極地域観測第Ⅳ期5カ年計画に基づき、南極地域観測事業を推進し、地球温暖化、
オゾンホール等の地球規模での環境変動の解明に向けた研究・観測を行う。(南極地
域観測は、昭和51年に統合推進本部が定めた「南極地域観測事業の将来計画基本
方針」に基づき、5カ年を1単位とする観測計画を策定）（平成１７年度）

概ね順調に進捗

４－４－３
地球温暖化等に関する精度の高い予測を実現することを目的として、約10Ｋｍメッ
シュスケールの全球大気･海洋各モデル及び高解像度結合モデルを開発する。（平成
１８年度）

概ね順調に進捗

４－４－４
世界最高の計算処理速度を有する地球シミュレータ(最大性能40Tflops)を平成13年度
に開発し、高精度の地球環境変動のシミュレーションを実現するため、全球大気・海洋
各モデル等を用いたシミュレーションを世界最高レベルの速度で駆動させるためのプ
ログラムを開発する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－４－５
大学･研究機関の英知を結集し、各種観測データを集約することにより、気候変動に
関する政府間パネル(IPCC)における第4次評価報告書に寄与できる精度の高い温暖
化予測を目指して｢日本モデル｣（大気海洋結合モデルの高度化、地球温暖化予測統
合モデルの開発、高精度・高分解能気候モデルの開発）を開発する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－４－６
日本を中心としたアジア･モンスーン地域における陸水循環過程の解明に向け、各研
究機関が共同で高解像度の水循環モデルを開発する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－４－７
「持続型経済社会」の実現に向けて、都市・地域から排出される廃棄物･バイオマスを
無害化処理と再資源化（原料化･燃料化）に関する技術開発を行うとともに、その実用
化と普及を目指して、要素技術、影響･安全性評価及び経済･社会システム設計に関
する研究開発を産学官の連携・協力により行う。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－５　ナノテクノロジー・材料分野
の研究開発の重点的推進

ナノテクノロジーに関して、我が国における産学官の英知を結集
した戦略的な取組みを行うとともに、物質・材料に関して、重点的
に投資を行うことにより、総合的かつ戦略的な研究開発を進め、
世界に先駆け技術革新を先導する。

４－５－１
分野別バーチャルラボによって１０～２０年後の実用化・産業化を展望した挑戦的な研
究に関して研究者の緊密な連携の下に効果的な研究を行う。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 92

概ね順調に進捗

４－５－２
ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合によって、生体適合材料等を開発し、人
体の機能を代替・補助する医療用機器を創製するとともに、国際的な医療産業におけ
る競争力の強化を図る。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－５－３
2010年頃に訪れると予想されるシリコン電子デバイスの微細化の限界を打破するた
め、より小型、より高速、より省電力の新原理のデバイスをバイオテクノロジーを利用
した新原理プロセスを用いて世界に先駆けて開発し、ＩＴ分野において世界を先導する
ことを目指す。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

４－５－４
広範な科学技術分野の研究開発に資するとともに、産業の技術革新のための基盤技
術として重要な、世界最先端のナノ計測、分析、評価機器を開発する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗
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４－５－５
ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの一環として、大型・特殊施設・設備の共同利用
の促進を行い、また、情報収集・発信及び研究者の交流促進を図り、総合的に研究活
動を支援することを通じて、我が国におけるナノテクノロジーを戦略的に推進する。（平
成１８年度）

概ね順調に進捗

４－５－６
強度２倍かつ寿命２倍の超鉄鋼材料技術を実現する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－６　原子力分野の研究・開発・
利用の推進

損なわれた国民の信頼を回復し、原子力を社会が受容できるよう
安全に制御、管理する技術と社会的制度を確立しながら、長期的
なエネルギーの安定供給、原子力を利用する先端科学技術の発
展、国民生活の質の向上に向けて、原子力の多様な可能性を最
大限引き出す研究開発を行う。

４－６－１
長期的なエネルギー安定供給を実現するため、高速増殖炉サイクルの炉・再処理・燃
料製造の実用化候補の更なる絞込みを行う。同時に、高速増殖炉サイクル技術の実
用化に向け、「もんじゅ」の運転再開に向けた準備を進める。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

96

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

４－６－２
物質・生命科学並びに原子核・素粒子研究の展開のため、世界最高レベルのビーム
強度を持つ陽子加速器を建設する。（大強度陽子加速器計画）（J-PARC）（平成１9年
度）

概ね順調に進捗

４－６－３
原子核物理学やRI利用等の広範な研究に資するため、水素からウランまでの全元素
のＲＩを世界最大の強度でビームとして発生させ、実験を開始する。（ＲＩＢＦ）（平成１８
年度）

概ね順調に進捗

４－６－４
身体的負担の少ないがん治療法を普及させるため、重粒子線がん治療臨床試験の
高度先進医療としての承認申請を厚生労働省に対し行う。（平成１６年度）

想定した以上に順調に進捗

４－６－５
ＩＴＥＲの建設活動を開始する。（平成１６年度）

想定したとおりには進捗していない

４－６－６
六ヶ所再処理施設の操業が予定されている平成１７年度までに、同施設に対する必
要な保障措置システムの確立を行う。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

４－７　宇宙分野の研究・開発・利
用の推進

宇宙というフロンティア分野で先端科学技術に挑戦し、「人類の将
来につながる知見を獲得」するとともに、「社会経済への貢献」及
び「宇宙活動基盤の強化」を目指す。

４－７－１
月・地球型惑星、小惑星、磁気圏など太陽系科学探査技術の確立に向けて、第１７号
科学衛星（ＬＵＮＡＲ－Ａ）や月周回衛星（ＳＥＬＥＮＥ）の開発、打上げ、運用を行う。ま
た、第２０号科学衛星（ＭＵＳＥＳ－Ｃ）「はやぶさ」の運用を行う。（平成１９年度）

進捗にやや遅れが見られる 100

想定したとおりには進捗していない

４－７－２
宇宙からの天文観測において最先端の観測技術の確立に向け、第２１号科学衛星（Ａ
ＳＴＲＯ－Ｆ）や第２２号科学衛星（ＳＯＬＡＲ－Ｂ）、第２３号科学衛星（ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ）
の開発、打上げ、運用を行う。（平成２０年度）

進捗にやや遅れが見られる

４－７－３
高度な地球観測技術の確立に向けて、陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）や温室効果ガス
観測技術衛星（GOSAT）の開発、打上げ、運用を行う。また、米国の地球観測衛星（Ａ
ｑｕａ）に搭載されたＡＭＳＲ－Ｅ、環境観測技術衛星（ＡＤＥＯＳ－Ⅱ）「みどりⅡ」の運
用を行う。（平成２１年度）

想定したとおりには進捗していない

４－７－４
高度な衛星通信技術の確立に向けて、光通信技術試験衛星（ＯＩＣＥＴＳ）や技術試験
衛星Ⅷ型（ＥＴＳ－Ⅷ）、超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ）の開発、打上げ、運用を
行う。また、データ中継技術衛星（ＤＲＴＳ）「こだま」の運用を行う。（平成２２年度）

進捗にやや遅れが見られる

４－７－５
宇宙輸送系技術の完成と維持・発展による自在な打ち上げ手段の確保に向けて、平
成１７年度からの民間移管に向けて、Ｈ－ⅡＡロケットを９号機まで確実に打ち上げる
とともに、開発を完了する。（平成１６年度）

想定したとおりには進捗していない
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４－７－６
日米欧加露の国際協力の下で行われている国際宇宙ステーション（ISS)計画を推進
し、有人宇宙活動の基礎的な技術の確立、宇宙環境利用の促進に向けて、我が国初
の有人宇宙施設「きぼう」を開発、運用する。（平成２７年度）

進捗にやや遅れが見られる

４－８　海洋分野の研究開発の推
進

地球全表面の7割を占め、多様な資源・空間を有する海洋に関す
る調査研究を行うことで、気候変動、地殻変動等の地球変動現象
を解明し、国民生活の質の向上など経済社会への貢献を目指
す。

４－８－１
エルニーニョ源である西太平洋からインド洋にかけての暖水プール域における熱収支
の変動機構を明らかにするために、海洋観測ブイシステムにより、海洋・大気と淡水
の空間分布と時間変化を把握する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗 105

概ね順調に進捗
４－８－２
地球規模の高度海洋監視システムを国際協力により構築し、地球変動予測の実施に
不可欠な海洋データを全地球規模で収集する。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

４－８－３
地球温暖化等の精度良い予測を実現することを目的として、約10kmメッシュスケール
の全球大気・海洋各モデル及び高解像度結合モデルを開発する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

４－８－４
日本列島の地殻変動に密接に関係するフィリピン海プレート・太平洋プレートの沈み
込み帯及び伊豆・小笠原・マリアナ弧に重点を置いて構造イメージングを進め、プレー
ト沈み込み帯に伴う流動・変形・破壊過程を含む時空間スケールの異なるプレート挙
動並びに島弧地殻の形成過程を表現する新しいプレート挙動モデルを開発する。（平
成１７年度）

概ね順調に進捗

４－８－５
深海に生息する微生物を対象に、高圧下でのみ発現する遺伝子群や好圧性微生物
だけが持つ特殊な遺伝子の発現調整機能の解明、極限環境特性のひとつである超
臨界水中の分子特性並びに環境応答生物機能の解明、さらに解析を完了した深海微
生物のゲノム情報を利用した産業応用技術の開発を行う。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

４－８－６
地球環境変動、プレートテクトニクス、地震発生メカニズム等の地球科学に関する研
究を促進するために、最終的に海底下の地層からマントル物質を含む有用な試料を
採取できる地球深部探査船の建造を行う。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

４－８－７
自律型無人潜水機の研究において、動力源として燃料電池を用い、最大使用深度
3500ｍ、航続距離300ｋｍという性能を持つ技術試験1号機を開発し、基本性能の技術
を確立する。（平成１６年度）

概ね順調に進捗

４－９　社会基盤等の重要分野の
推進や急速に発展しうる領域への
対応

豊かで安心・安全で快適な社会を実現するために、社会の抱えて
いるリスクを軽減する研究開発や国民の利便性を向上させ、質の
高い生活を実現するための研究開発を推進する。

４－９－１
全国主要９８断層帯の活断層調査結果等により、「全国を概観した地震動予測地図」
を作成する。（平成１６年度）

想定どおり達成 109

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

４－９－２
地震災害に負けない都市を創るため、地震による被害を最小限にするための共用の
研究施設「Ｅ－ディフェンス（実大三次元震動破壊実験施設）」を完成させる。（平成１６
年度）

想定どおり達成

４－９－３
大都市圏において大地震が発生した際に人的・物的被害を軽減化できることを目指し
た研究開発を推進し、地震防災対策に関する科学的・技術的基盤を確立する。（平成
１８年度）

概ね順調に進捗

４－９－４
地球観測等への利用が可能な成層圏プラットフォーム飛行船システムを実現するた
め、飛行船の成層圏到達技術及び定点滞空技術を確立する。（平成１６年度）

想定どおり達成

４－９－５
移動時間短縮に貢献する次世代超音速機の実現を目指して、最適機体形状設計技
術を確立する。（ただし、１４年度の試験における不具合等を踏まえ、平成１５年度から
２年程度、ジェット実験機の開発に係る再検討を実施。１６年度は航空科学技術委員
会に対し、中間報告を実施予定）（平成１８年度）

想定どおりには達成できなかった
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４－９－６
テラヘルツ光を利用した医療システムの開発とその基盤技術の開発を行うとともに、
テラヘルツ光高感度検出・イメージング等の検出技術の研究開発を行う。（平成１９年
度）

想定どおり達成

５　優れた成果
を創出する研
究開発環境を
構築するシステ
ム改革

５－１　競争的かつ流動的な研究
開発システムの構築

競争的資金の改革及び拡充等により競争的な研究開発環境を
整備するとともに、任期制の広範な普及等による人材の流動性を
向上させ、競争的かつ流動的な研究開発システムを構築する。

５－１－１
競争的資金の倍増の方針に沿って文部科学省における競争的資金の倍増を目指
す。（平成１７年度）

想定どおりには達成できなかった 113

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

５－１－２
第２期科学技術基本計画、総合科学技術会議等の方針を踏まえながら公正で透明性
の高い評価の確立を図るとともに、評価に必要な体制を整える。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－１－３
競争的資金の中の間接経費を拡充する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－１－４
我が国の研究開発活動の中核を担う国研、独法研究機関における任期制の広範な
普及を図る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－１－５
国研、独法研究機関における研究職の採用について原則公募を目指す。（平成１７年
度）

概ね順調に進捗

５－１－６
学位取得後の早い段階から、研究者の流動性向上に向けた環境を整備する。（平成
１７年度）

想定どおり達成

５－２　評価システムの改革 科学技術を振興するため、研究者を励まし、優れた研究開発活
動を奨励していくとの観点から適切な評価を実施する。また適切
な評価の実施により、研究開発活動の効率化・活性化を図り、よ
り優れた研究開発成果の獲得、優れた研究者の養成を推進し、
社会・経済への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を
果たす。

５－２－１
すべての自然科学関係の国立試験研究機関等において評価結果の資源配分等への
反映状況を公表する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 117

概ね順調に進捗
５－２－２
評価に必要な資源を十分確保するため、評価予算の科学技術関係経費（文部科学省
分）に占める比率を倍増する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－２－３
適切な評価が実施されるよう、評価結果等をデータ化した評価データベースを作成す
るとともに、評価業務に携わる人材が評価データにアクセス可能な体制を構築する。
（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－２－４
評価人材の養成・確保のため、研究開発評価に関する研修や講演会等を実施する。
（平成１７年度）

想定どおり達成

５－２－５
フォローアップ等により、毎年度文部科学省の所掌に係る研究開発の評価活動の内
から文科省指針に示された評価の意義等に沿って実施された優れた活動を把握し、
広く紹介する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－３　創造的な研究機関・拠点の
整備

優れた成果を生み出す研究開発システムを実現するため、機関
のマネージメントの改革等を促進し、国際的に一流の研究開発拠
点を構築する。

５－３－１
研究者の任期付雇用体制のための人事・評価制度を策定し、研究開発実績を、資金
の配分、給与に反映させるシステムを確立する。（東京大学先端科学技術センター）
（平成１８年度）

想定どおり達成 120

概ね順調に進捗

５－３－２
ニーズに応じた研究開発プロジェクトとして弾力的に推進する。企業との共同研究促
進のための体制を構築する。（意思決定の迅速化、ＮＰＯ法人の設立等）（大阪大学大
学院工学研究科）（平成１８年度）

想定どおり達成
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５－３－３
若手研究者の育成システムを構築し、研究開発成果に基づく評価制度を確立する。
研究支援部門の整備を行う。（京都大学大学院医学研究科）（平成１９年度）

概ね順調に進捗

５－３－４
ベンチャー企業の設立及びそのノウハウの報告書作成（産業技術総合研究所）（平成
１９年度）

概ね順調に進捗

５－３－５
工学系の先進科学技術と医学系の生命・健康科学との融合により、新たな医工学研
究拠点を形成する。（東北大学大学院医学系研究科）（平成２０年度）

概ね順調に進捗

５－３－６
英語を公用語とした国際的な競争的な研究拠点の実現する。（物質・材料研究機構）
（平成２０年度）

概ね順調に進捗

５－３－７
知の創造から社会還元まで一貫した責任体制で研究を推進し、科学技術駆動型の経
済・地域活性化を目指した産学官連携拠点を育成する。（北海道大学創成科学研究
機構）（平成２０年度）

概ね順調に進捗

５－４　優れた研究者・技術者の養
成・確保

我が国の将来の研究活動等を担う優れた研究者・技術者の養
成・確保。

５－４－１
「ポストドクター等１万人支援計画」の趣旨を踏まえ、ポストドクトラル制度等の質的充
実を図りつつ、政府全体として優れた若手研究者に対し、フェローシップ等による１万
人規模の支援を行い、若手研究者の自立性向上等を目指す。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 123

概ね順調に進捗
５－４－２
競争的資金によるポストドクターを確保する機会の拡充を図り、研究指導者の明確な
責任の下、若手研究者の資質向上を図る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－４－３
ポストドクターの流動性向上に向けた環境を整備し、学位取得後の早い段階から、多
様な研究環境の選択による若手研究者自身の創造性豊かで広い視野を有する研究
能力の涵養を目指す。（平成１７年度）

想定どおり達成

５－４－４
技術士資格が欧米の同種資格と同程度に普及することを目指し、技術士登録者数の
着実な増加を達成する。（平成１７年度）

想定どおり達成

５－４－５
海外の技術者資格との相互承認に向けた協議を進める。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－５　研究開発基盤の整備 独創的・先端的な研究開発を進めるため、施設整備はもとより、
知的基盤（①研究用材料、②計量標準、③計測方法・機器等、④
データベース）研究情報基盤などの研究開発基盤の整備を図る。

５－５－１
2010年を目途に、知的基盤整備計画（科学技術・学術審議会阿部前会長より遠山大
臣に平成１３年8月３０日に答申）に記載された重点的に整備する知的基盤（①研究用
材料（微生物等の生物遺伝資源等）、②計量標準、③計測方法・機器等、④データ
ベース）の整備について、⑥指標に示されているような整備目標を達成する。（平成２
２年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

126

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

５－５－２
多様な物質・材料の構造解析をはじめとして、従来の光源では達成できない未踏の科
学技術領域の開拓に寄与する施設である大型放射光施設（SPring-8：Ｓｕｐｅｒ Ｐｈｏｔｏ
ｎ ｒｉｎｇ ８ＧｅＶの略称）の共用利用をさらに促進し、優れた研究成果を社会に還元する
ため、施設整備等を進め、利用者数が前年度に比べて拡大するよう運用を図る。（平
成１６年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

５－５－３
観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高速・広帯域のネットワーク
を必要とする高エネルギー・核融合科学をはじめとする先端分野の研究を一層推進
するため、先端的研究機関を最速10Gbpsの回線で接続する超高速研究ネットワーク
（スーパーSINET）のノード（接続拠点）数を平成15年度までに28機関において整備し、
さらに順次拡充する。 （平成１７年度）

想定どおり達成
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５－５－４
世界水準の教育研究成果の確保を目指し、国立大学等施設緊急整備５か年計画に
基づき、約６００万㎡の国立大学等の施設整備を重点的・計画的に行う。（再掲）（平成
１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

５－６　科学技術活動の国際化の
推進

国際的な取組が必要とされている研究を国際協力プロジェクトと
して推進するとともに、研究成果等の積極的な海外発信を行い、
我が国の科学技術活動を認知させる。また、研究者国際交流を
促進するとともに、国内の研究環境を国際化する。

５－６－１
地球規模の問題の解決を目指した研究や国際的な取組が必要となる基礎研究等に
ついて、国際協力プロジェクトを推進する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗 130

概ね順調に進捗

５－６－２
研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、研究水準を世界に発信するた
め、海外で開催される国際会議等で研究発表を行う研究者の派遣を拡充する。（平成
１７年度）

概ね順調に進捗

５－６－３
研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、研究水準を世界に発信するた
め、我が国の主導により開催する国際会議に対する支援を拡充する。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

５－６－４
研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するため、外国人研究者の受
入れを拡充する。また、帰国後も我が国との関係を維持・発展させるための様々な取
り組みを充実させる。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

５－６－５
研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するため、海外の優れた研究
機関で研究する経験を積めるよう日本人研究者の派遣を拡充する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

６　科学技術と
社会の新しい
関係の構築を
目指したシステ
ム改革

６－１　産業を通じた研究開発成果
の社会還元の推進

産学官連携を強化するとともに、大学における知的財産の創出を
刺激・活性化し、大学発の研究成果の産業化を拡充することによ
り、研究成果の社会還元を実現する。

６－１－１
大学発特許取得数を１０年間で１５倍に増加する。（平成２２年度）

進捗にやや遅れが見られる 134

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

６－１－２
大学発特許実施件数を５年後に１０倍に増加する。（平成１７年度）

進捗にやや遅れが見られる

６－１－３
大学等の産学官連携、知的財産、技術経営（MOT）に係る専門知識や経験を有する
人材を５年後に５倍に増加する。（平成１９年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

６－２　地域における科学技術振興
のための環境整備

地域の研究開発に関する資源やポテンシャルの活用や地域にお
ける科学技術振興のための環境整備を行うことにより、我が国の
科学技術の高度化・多様化、ひいては当該地域における革新技
術・新産業の創出を通じた我が国経済の活性化を図る。

６－２－１
知的クラスターを１０拠点程度育成する（平成１８年度）

概ね順調に進捗 137

概ね順調に進捗
６－２－２
産学官連携の拠点となるエリアを１５～２０ヶ所程度育成する（平成１８年度）

概ね順調に進捗

６－２－３
各事業を通じた大学等の産学官連携による研究開発を３割程度増加させる（平成１８
年度）

概ね順調に進捗

６－２－４
地域施策を通じた大学等の特許権の出願件数を３割程度増加させる。（平成１８年
度）

想定した以上に達成

６－２－５
知的クラスター創成事業の実施地域で産業クラスターとの合同成果発表会等を毎年
開催する（平成１８年度）

想定どおり達成

６－２－６
知的クラスター創成事業や都市エリア事業における参加企業を増加させる。（平成１８
年度）

概ね順調に進捗
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６－２－７
すべての都道府県、政令指定都市が独自の科学技術政策大綱や方針を策定するよ
うに促す。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

６－３　国民の科学技術に対する理
解の増進及び信頼の獲得

理科・数学に重点を置いた教育課程の研究開発、実験・観察を重
視した活動の推進及び学校と大学・研究機関等との効果的な連
携方策や研究者の業績発信等を推進し、児童生徒の科学的体
験の機会を充実させるとともに、これらについての知見を確立す
る。また、広く国民に向けたメディアを活用した科学技術について
の情報発信、科学館や科学系博物館の活動強化を実現し、国民
の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲得を図る。

６－３－１
①理科・数学に重点を置いた教育課程の研究開発等を行うスーパーサイエンスハイ
スクールを指定し、その活動を支援することによって、理科・数学教育について特色あ
る取組を推進し、成果の普及を図るとともに、我が国の将来の科学技術を支える人材
を育成する拠点のモデル形成を図る。②都道府県単位のモデル地域を指定し、域内
の小・中学校において、科学に対する知的好奇心や探求心、科学的な見方や考え方
の育成に取り組む科学技術・理科教育推進モデル事業を実施し、理数教育の充実を
図る取組を推進する。（平成１8年度）

概ね順調に進捗 141

概ね順調に進捗

６－３－２
①大学、研究機関、民間企業等と学校、教育委員会の連携によって行われる実験等
の取組や教員研修を支援し、児童生徒が科学技術や研究者・技術者に触れる機会を
充実させるあり方の調査研究、②研究者の情報発信等のあり方について知見を得る
等の科学技術・理科についての学習支援手法の調査研究、を行うサイエンス・パート
ナーシップ・プログラムを推進する。（平成１8年度）

概ね順調に進捗

６－３－３
研究機関等における最先端の研究成果等を学習素材として活用し、先進的な科学技
術・理科教育用デジタル教材や学校等にこれらを提供するためのシステムを開発し、
開発手法について公開する。また、開発したデジタル教材を用いた学習活動について
評価を実施する。希望する教員や各地域において成果の活用を図る。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

６－３－４
ＴＶメディアを活用した科学技術番組を開発し、その普及を推進すること、また、科学館
等における先駆的な手法を用いた科学技術に関する展示の開発を行うとともに、その
活用を推進することにより、国民に科学技術についてわかりやすく伝える。（平成１8年
度）

概ね順調に進捗

６－３－５
最先端の科学技術及び科学技術の理解増進に関する内外への情報発信及び交流の
ための拠点として、日本科学未来館の整備・運営を行う。運営に当たっては、各年度
当たり５０万人以上の来館者数を確保する。（平成１8年度）

概ね順調に進捗

６－３－６
科学技術行政についても、広く国民等の多様な意見を募集するとともに、その過程の
公正の確保と透明性の向上を図る。（平成１8年度）

概ね順調に進捗

７　スポーツの
振興と健康教
育・青少年教育
の充実

７－１　生涯スポーツ社会の実現 国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じ
て、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる
生涯スポーツ社会を実現する。

７－１－１
成人の週一回以上のスポーツ実施率を二人に一人（５０％）とする。（平成２２年度）

概ね順調に進捗 145

概ね順調に進捗
７－１－２
全国の各市町村において少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成する。
（平成２２年度）

概ね順調に進捗

７－１－３
総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業を引き続き実施する。（平成１５年度）

想定どおり達成

７－１－４
総合型地域スポーツクラブの運営を担う人材の育成のため、クラブマネージャー養成
講習会を実施し、１００名以上の参加者を得る。（平成１７年度）

想定した以上に達成

７－１－５
生涯スポーツコンベンションを開催し、意見交換会やシンポジウム等を通じて生涯ス
ポーツの振興を担う関係者の連携・協力を図る。（平成１７年度）

想定どおり達成

７－１－６
各都道府県において少なくとも一つは広域スポーツセンターを育成する。（平成２２年
度）

概ね順調に進捗
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７－１－７
全国の半分以上の都道府県において広域スポーツセンター育成モデル事業を実施す
る。（平成１７年度）

想定した以上に達成

７－２　我が国の国際競技力の向
上

平成２０年までにオリンピック競技大会におけるメダル獲得率３．
５％を実現する。

７－２－１
トップレベルの競技者を組織的・計画的に育成するため、一環指導システムを構築す
る。（平成１７年度）

進捗にやや遅れが見られる 149

概ね順調に進捗
７－２－２
ハード・ソフト両面において充実した機能を有するナショナルレベルの本格的なトレー
ニング拠点を整備する。（平成２０年度）

概ね順調に進捗

７－２－３
専門的な技術指導を行う専任コーチを競技団体に配置し、配置にあたってはメダル獲
得の期待の高い競技に重点を置く。（平成２０年度）

概ね順調に進捗

７－２－４
競技者各人の特性に応じた専門的な技術指導を行うことができる指導者（コーチ、ス
ポーツドクター、アスレティックトレーナー）を平成２０年までに新たに５千人養成する。
（平成２０年度）

概ね順調に進捗

７－２－５
トップレベルの選手に対し、国内外での強化合宿を実施する。（平成２０年度）

概ね順調に進捗

７－２－６
高度な専門的能力を有する指導者を養成・確保するための研修制度（ナショナルコー
チアカデミー）を確立する。（平成２０年度）

進捗にやや遅れが見られる

７－２－７
スポーツ医・科学情報に関する研究成果の活用を図るため、国立スポーツ科学セン
ターと関係機関との連携・協力体制を強化する。（平成２０年度）

概ね順調に進捗

７－３　学校体育・スポーツの充実 地域、学校において、たくましく生きるための健康や体力を培うた
め、子どもの運動に親しむ資質・能力を育成し、体力を向上させ
るための取り組みを推進する。

７－３－１
児童生徒の体力の低下傾向を上昇傾向に転じさせる。（平成２２年度）

進捗にやや遅れが見られる 153

概ね順調に進捗
７－３－２
児童生徒の体力の低下の問題や体力の重要性について理解を促し、体力向上のた
めの取組がなされるような全国キャンペーンを実施する。（平成２２年度）

想定どおり達成

７－３－３
児童生徒が主体的に体を動かすようになるための資料を作成配布する。（平成２２年
度）

想定どおり達成

７－３－４
地域のスポーツ指導者を体育の授業や運動部活動に積極的に活用する取組を推進
する。（平成２２年度）

概ね順調に進捗

７－３－５
中学校や高等学校において、複数校合同運動部活動など他の学校や地域と連携して
運動部活動を活性化する取組を推進する。（平成２２年度）

概ね順調に進捗

７－４　学校における健康教育の充
実

児童生徒が健康で安全な学校生活を送れるような条件整備を行
うとともに、生涯にわたって健康で安全な生活を自ら営んでいくた
めの知識や態度を養う。

７－４－１
全中学・高校における薬物乱用防止教育について、実施割合を改善する。（平成１７
年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

156

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

７－４－２
学校独自の危機管理マニュアルの作成などすべての学校における安全管理に係る取
組を進め、学校における重大な事故件数を減らす。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

７－４－３
全小・中学校における食に関する指導の取組状況を改善する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

７－５　青少年教育の充実と健全育
成の推進

青少年の豊かな人間性をはぐくむため、自然体験活動の充実、
子どもの読書活動の推進、国際交流の促進等により、青少年の
健全な育成の推進を図る。

７－５－１
自然体験機会を得た青少年の割合を、平成１４年度の割合を基準として、維持し又は
増加させる。（平成１７年度）

進捗にやや遅れが見られる 160

概ね順調に進捗
７－５－２
自然体験活動に係る指導者の養成及び登録制度を構築する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗
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７－５－３
自然体験活動に資する場所の登録件数を増加させる。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

７－５－４
子どもの読書活動に関する社会的気運の醸成を図るとともに、地域における子どもの
読書活動推進体制の整備を図る。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

７－５－５
国際交流を通じ、我が国及び各国における青少年及び青少年育成指導者相互の認
知度・理解度の向上を図る。（平成２０年度）

概ね順調に進捗

８　文化による
心豊かな社会
の実現

８－１　芸術文化活動の振興 我が国の芸術文化水準の向上を図るとともに、国民全体が、芸
術文化活動に参加できる環境を整備する。

８－１－１
優れた芸術創造活動への支援を継続し、芸術創造活動を活性化させる。（平成１７年
度）

概ね順調に進捗 166

概ね順調に進捗
８－１－２
新進芸術家の海外への留学を支援することにより、芸術創造活動を活性化させる。
（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－１－３
新進芸術家の国内での研修を支援することにより、芸術創造活動を活性化させる。
（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－１－４
公立文化会館や劇場等における優れた自主企画・制作及び公演に対する重点支援を
行い、芸術創造活動を活性化させる。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－１－５
子どものための公立文化施設における公演機会の提供を継続し、芸術文化の普及活
動水準を向上させる。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－１－６
子どものための学校における芸術文化に触れる機会の提供を継続し、芸術文化の普
及活動水準を向上させる。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－２　文化財の次世代への継承・
発展

文化財のうち重要なものの指定等を行い、保護のための必要な
措置を講ずるとともに、専門職員等の資質向上や文化財に関す
る情報化の推進により文化財の次世代への継承・発展を図る。

８－２－１
近代の分野を含め文化財のうち重要なものの指定等を着実に行い、保護のため必要
な措置を講ずることにより、その適切な保存整備・活用を図る。（平成１８年度）

想定どおり達成 170

想定どおり達成
８－２－２
文化財の保存・活用の取組を充実させて、文化財に携わる人材の確保と資質の向上
を図るため、文化財の保存・活用に関する研修の実施を推進する。（平成１８年度）

想定どおり達成

８－２－３
都道府県及び市区町村の文化財行政に携わる者を対象に職務遂行に必要な基礎的
事項及び実務上の課題に関する講習会を行い、文化財行政の向上に資する。（平成
１８年度）

想定どおり達成

８－２－４
国指定文化財について、文字情報及び画像情報をデジタル化し、その公開の促進を
積極的に進める。また、国立博物館・美術館等の所蔵品をデジタル化し、その分の公
開の促進を積極的に進める。（平成１８年度）

想定どおり達成

８－３　文化振興のための基盤整
備

高度化、多様化しつつある国民の文化への関心の高まりに応え
るため、新たな文化拠点等の整備を行うほか、文化に関する総合
的な情報システムの構築を進める。また、文化活動を支える基盤
である国語及び著作権制度の普及・啓発を図る。

８－３－１
国立新美術館の整備を行う。（平成１８年度）

概ね順調に進捗 173

概ね順調に進捗
８－３－２
九州国立博物館（仮称）を開設する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－３－３
文化庁ホームページを含めた文化情報総合システムの情報内容の充実を図る。（平
成１７年度）

概ね順調に進捗

８－３－４
国民の国語に関する意識の把握に努めるとともに、国語の普及・啓発を図るため、よ
り広範に、国語に関する協議会等を開催する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗
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８－３－５
著作権の普及・啓発を図るため、より広範に、著作権に関する講習会等を開催する。
（平成１７年度）

概ね順調に進捗

８－３－６
著作権教育の充実を図るため、全国の中学３年生にマンガ教材を配布する。（平成１
９年度）

想定どおり達成

８－４　国際文化交流の推進による
芸術文化水準の向上、文化を通じ
た国際貢献、諸外国との相互理解
の増進

我が国の文化芸術活動の水準を向上し、文化を通じた国際貢献
を行うとともに諸外国との相互理解の増進を図るために、文化芸
術振興、文化財保護における国際文化交流を推進する。

８－４－１
ハイレベルな海外の芸術家・文化財専門家を招へいし、国際文化交流のためのネット
ワークの構築を図る。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった
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一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

８－４－２
我が国の芸術団体が海外公演を行うことにより、文化芸術振興及び国際文化交流を
推進する。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

８－４－３
海外の芸術団体と我が国の芸術団体とが共同制作公演を行い、文化芸術振興及び
国際文化交流を推進する。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

８－４－４
世界の文化遺産保護における国際協力について我が国の経験や技術を活用するた
めに、文化財専門家の派遣や招へい研修の充実を図る。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

９　豊かな国際
社会の構築に
資する国際交
流・協力の推進

９－１　日本人の心の見える国際教
育協力の推進

開発途上国の貧困削減を進めるための最重要分野の一つであ
る教育分野に対して、国際教育協力懇談会（文部科学大臣の私
的懇談会）における議論を踏まえつつ、我が国の経験と人材を生
かした効果的な国際教育協力を実現させ、また、我が国の「内な
る国際化」を推進する。

９－１－１
拠点システムを整備し、協力経験の豊富な理数科教育、教員研修制度、教育行政、
学校運営の諸分野において開発途上国における協力経験を蓄積・分析し、協力関係
者に伝達するとともに、協力経験の浅い他の分野においては、ワークショップの開催
や開発途上国における現地調査などにより、我が国の教育経験に関する情報提供と
対話プロセスの強化を行う。以上の活動を通じ、我が国の教育経験を広く途上国に普
及する。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

181

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

９－１－２
青年海外協力隊をはじめとする国際協力事業への現職教員の参加体制を整備・強化
し、毎年度の参加人数が１００人以上となるようにする。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

９－１－３
行政から草の根までを含めた幅広い協力を実現するため、NGOや地方自治体との会
合を定期的に開催する。（平成１７年度）

概ね順調に進捗

９－１－４
「万人のための教育」を主導するユネスコへの協力を通じて、開発途上国における就
学率の向上、識字率の向上、教育のすべての局面における質の改善など、「ダカール
行動の枠組み」で示された目標に向けた取り組みに貢献する。（平成２７年度）

概ね順調に進捗

９－２　諸外国との人材交流の推進 諸外国との人材交流等をとおして、国際的人材育成を推進すると
ともに、諸外国の人材養成への協力、我が国と諸外国の相互理
解の増進、我が国の経済・社会構造の国際化等を図り、豊かな
国際社会を構築する。

９－２－１
１０万人の留学生を我が国に受け入れる。（平成１６年度）

想定どおり達成 185

概ね順調に進捗

９－２－２
私費外国人留学生学習奨励費給付制度を通じて、成績優秀で、学習意欲のある留学
生が経済的に安心して勉学に専念できる留学環境の整備充実を図る。（平成２０年
度）

概ね順調に進捗

９－２－３
留学生宿舎の整備を通じて、留学環境の整備を図る。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

９－２－４
国内外において実施され、渡日前に入学許可を得ることを可能とするため、日本留学
試験の実施を推進する。（平成１９年度）

概ね順調に進捗

19



政策目標 施策目標 基本目標・基本目標の達成度合い 達成目標（（　）の数字は達成年度） 達成目標の達成度合いまたは進捗状況 ページ

９－２－５
諸外国の初等中等教育段階の教職員を招へいし，我が国の教育制度，教育事情に
関する理解を深める機会を提供するとともに，我が国教職員との交流することにより，
相互理解の増進及び教職員の資質向上を図る。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

９－２－６
諸外国の行政官・学者・専門家を招へいするとともに，我が国の行政官・学者・専門家
を諸外国に派遣し，交流等を通じて相互理解の増進を図り，教育・文化・スポーツ・学
術・科学技術分野における二国間の連携協力関係を図る。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

９－２－７
スポーツの普及・発展に寄与するとともに、友好親善や国際的な視野と資質を持った
青少年の健全育成を目的として、諸外国との交流競技会等を行うスポーツ交流事業
を推進する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

９－２－８
外国語教育の多様化を推進するため、英語以外の外国語教育に取り組んでいる都道
府県を推進指定地域に指定し、地域の関係機関との連携のもとに実践的な調査研究
を行い、外国語教育の一層の推進を図る。また、国際理解教育を推進する観点から、
日本人高校生を諸外国に派遣する。（平成１８年度）

概ね順調に進捗

９－３　大学等による国際協力活動
及び国際協力に携わる人材の育
成・確保

大学が有する「知」を活用した国際開発協力を効果的・効率的に
進めるために、国際教育協力懇談会（文部科学大臣の私的懇談
会）における議論を踏まえつつ、大学が組織として国際開発協力
活動を行うための基盤を整備する。
また、国際開発協力に携わる人材の育成・確保をはかる。

９－３－１
国内大学における国際開発協力ポテンシャル（協力可能な教員、途上国への協力実
績、協力に関する抱負等）を把握し、援助機関等の外部機関に対し国内大学を紹介
可能とするため、大学組織および教員のデータベースを整備し、登録大学を300大
学、登録教員を3000人まで増やす。（平成１７年度）

一定の成果があがっているが、一部に
ついては想定どおり達成できなかった

190

一定の成果があがっているが、
一部については想定どおり達成できなかった

９－３－２
大学における国際開発協力活動を支援するサポート･センターを整備し、同センターを
通じ、５の援助機関、１０の国内外大学関係機関、５のその他連携機関との連携を開
始・強化する。（平成１６年度）

想定どおり達成

９－３－３
開発途上国の開発問題を専門とする若手人材が国際開発協力活動等に携わることを
推進し、人材の育成を図る。（平成１８年度）

概ね順調に進捗
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①上位の政策名 政策目標１ 生涯学習社会の実現

②施策名 施策目標１－１ 生涯を通じた学習機会の拡大

③主管課 （主管課）生涯学習政策局政策課 （課長：久保公人）
及び関係課 （関係課）生涯学習政策局生涯学習推進課 （課長：桒原靖）

（課長名） 高等教育局大学振興課（課長：小松親次郎）／専門教育課（課長：杉野剛）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 16
高度で体系的かつ継続的な学習機会を提供する高等教育機関におい 概ね順調に進捗

て、学習者の多様なニーズに対応し、生涯を通じた幅広い学習機会を提
供する。

達成目標１－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 16
放送大学において、学生数１０万人を目指す。

達成目標１－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
各大学における社会人受け入れ体制の整備状況に応じて、大学の受け

入れられる社会人数を増加させる。

達成目標１－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
各大学院における社会人受け入れ体制の整備状況に応じて、大学院の

受け入れられる社会人数を増加させる。

達成目標１－１－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
社会が求める即戦力となる人材の養成のため、専修学校において受け

入れられる社会人の数を増加させる。

達成目標１－１－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
地域における生涯学習の機会を拡充するために、大学等における公開

講座の開設数を増加させる。

⑤ 各達成目標の 達成目標１－１－１
現 達成度合い又 放送大学は、身近な学生の学習活動の拠点である学習センターの整備・充実及びそのブラン

、 、状 は進捗状況 チ施設であるサテライトスペースの設置等を行ってきたことにより 平成１５年度の学生数は
の （達成年度が 約９万９千５百人と着実に増加しており、達成目標の達成度合いについては、想定どおり達成
分 到来した達成 している。
析 目標について
と は総括） 達成目標１－１－２
今 大学においては、社会人特別選抜の促進、長期履修学生、サテライト教室の制度化等により
後 社会人の受け入れ体制の整備が進んでいる。平成１５年度における社会人特別選抜の導入大学
の 数は、４５２校と平成１４年度と比較して３０校増加しており、概ね順調に進捗している。
課
題 達成目標１－１－３

上記の施策（長期履修学生、サテライト教室等）に加え、大学院の高度専門職業人養成機能
の充実等により、平成１５年度の大学院における社会人の数は、１１，０００人強と平成１４
年度（１１，０００人弱）と比較して、順調に増加している。

達成目標１－１－４
専修学校においては、職種に応じた専門的能力を持つ人材やＩＴ社会の即戦力となる人材を

育成するため、様々な教育プログラムの開発事業を推進している。これにより、分野や地域を
超えた学校間連携や、産業界との連携基盤が生まれるなど、専修学校における教育の高度化・
活性化が図られ、高度な職業能力を有する人材の育成が行われている。

平成１４年度からはキャリアアップのための先導的な教育プログラム開発を行う「専修学校
社会人キャリアアップ教育推進事業」として、１４年度は２１か所、１５年度は１７か所にお
いて、プログラム開発を実施するとともに、報告書の配布や報告会を実施するなどして、その
成果の普及を図るなど、専修学校が社会人を受け入れられる環境整備を進めており、概ね順調
に進捗している。

達成目標１－１－５
大学公開講座は、地域住民に対し広く高度な学習の機会を提供する極めて意義のあるもので

あり、年々着実に地域に定着している。開設講座数及び受講者数は増加傾向にある。平成１５
年度実績については、今年度中に調査することとしており、その結果を踏まえた上、今後も引
き続き開設講座数の増加に努める。

施策目標（基 施策目標１－１の下の各達成目標については、 放送大学の学生数が着実に増加し想定どお
本目標）の達 り達成していること、大学院における社会人の数も順調に増加していること、大学等における
成度合い又は 公開講座の開設数も増加していることなどにより、個人の自発的な能力開発を推進するための

（施策目標１－１）21



進捗状況 体制の整備が進められたことから、これは 「生涯を通じた幅広い学習機会を提供する」とい、
う基本目標の達成に寄与したものと言える。

また、このほか基本目標の「学習者の多様なニーズに対応」という観点に関しては、大学、
大学院、専修学校でそれぞれの特色に応じた学習が提供され、社会人キャリアアップのための
教育プログラムの開発等も進んでいることから、一定の成果が見られる。

、 、 。以上の状況を総合的に勘案すると 施策目標１－１については 一定の成果が上がっている

今後の課題 達成目標１－１－１
（達成目標等 放送大学では、学生数の確保に加え、生涯学習の中核的機関として、学生一人一人の多様な
の追加・修正 ニーズに適切に応えられているのかというサービス向上の視点が必要である。また、放送大学
及びその理由 に限らず、ｅ－ラーニングを始めとする通信制教育一般を含めた学習機会の提供を行うことが
を含む） 重要である。

また、開設講座の質的充実等の観点から新たな達成目標の設定についても検討をすすめる。

達成目標１－１－２、１－１－３
厳しい雇用情勢の中で、離職者が誇りと生きがいをもって再就職に向けてキャリアアップの

ために学ぶ仕組みをつくるなど、社会人により対応した施策を展開するとともに、人々の多様
化、高度化した需要や地域ニーズに合致するような学習環境の質的・量的な充実を図る必要性
が高まっている。

このため、社会人が、大学等において、社会の変化に対応できる職業能力を育成することが
重要であり、大学等が専門的な内容や先端の知識・技術の学習機会の提供を行うキャリアアッ

、 、 、プ講座を開設するため 文部科学省としてはそのモデルプログラムの開発 普及を図ることが
引き続き必要である。

達成目標１－１－４
より社会人が専修学校において学びやすくなるように、ｅ－ラーニングによる通信教育の推

進など多様な学習機会の提供を可能とする仕組みの整備を進める必要がある。
また、正規雇用を目指しながら、それが得られないフリーター等が増加している現状を踏ま

え、フリーター等が職業能力を向上させる上で必要となる知識・技術に関する教育の提供を行
うことが必要である。

さらに、今後、技術の高度化・複雑化等への即応や大学における「特色ある大学教育プログ
ラム」の実施を踏まえ、モデルとなる学校への重点支援や、より一層の教育内容の高度化が求
められている。

なお 平成１６年３月に中央教育審議会生涯学習分科会において取りまとめられた報告書 今、 「
後の生涯学習の振興方策について（審議経過の報告 」では、生涯学習の振興の観点から、今）
後、重点的に取り組むべき分野の一つとして、職業能力の向上が掲げられ、その中核的機関で
ある専修学校の更なる充実を図ることが、大きな課題であるとの指摘がなされたことから、特
色・個性を有する各学校にその教育方法・内容等の高度化を重点的に行う研究開発を委託し、
その成果の普及等を通して、専修学校教育全体の充実とレベルアップを図っていくことも必要
である。

達成目標１－１－５
大学公開講座は、年々増加傾向にあるが、国立大学の法人化に伴う自主性の向上や平成１６

年度より実施する「大学等開放推進事業」によって得られた調査結果等を有効的に活用するこ
とより、引き続き、人々の多様化、高度化する学習需要や地域ニーズに対応した講座の開設及
び内容の充実を図っていく必要がある。

評価 結 果の 放送大学の生涯学習の中核的機関としての機能の充実を図るため、地上デジタルテレビ放送
年度以降 の設備整備を平成 年度から３年計画で進め、デジタル化のメリットを活かしたサービスの16 16

の政策への反 向上、製作番組の有効活用等を行う。
映方針 また、平成 年度予算において、フリーター等を対象とした短期教育プログラムの開発や16

実務・教育連結型人材育成システム（日本版デュアルシステム）を取り入れたカリキュラム開
発等を行う「専修学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業」を実施する。さらに、職業能力
の向上の中核的機関である専修学校の全体の質の向上を図る観点から、その振興体制の整備・
充実を検討する。その他、新たにｅ－ラーニングを活用した若者の自立・挑戦の支援について
検討を始め、遠隔教育に関する施策の充実を図る。

さらに、今後の大学等公開講座の様々な課題を解決するため、有効な方策について調査研究
などを行う「大学等開放推進事業」を平成１６年度予算において実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

76,229 84,086 89,770 99,281 99,504放送大学の学生数（人）
（達成目標１－１－１関係）

336 362 399 422 452社会人特別選抜の導入大学数
（達成目標１－１－２関係）

8,094 9,406 10,287 10,973 11,080大学院における社会人の数（人）
（達成目標１－１－３関係）

42,046 56,416私立専修学校における社会人の数（人） － － －
（達成目標１－１－４関係）

大学等における公開講座の開設講座数（講座） －16,009 13,275 18,469 18,669

（施策目標１－１）22



（施策目標１－１）23

うち国立大学における公開講座の開設講座数 ( － )（ ） ( ) ( ) ( ) ( )1,159 1,440 1,752 1,881
（達成目標１－１－５関係）

5,092 4,712 4,224 3,922 3,459参考指標 大学（学部）における社会人特別選抜枠による入
学者数（人）
（達成目標１－１－２関係）

2,701,104 2,740,023 2,765,705 2,786,032 2,803,980大学の在籍者数
2,448,804 2,471,755 2,487,133 2,499,147 2,509,374うち学部の在籍者数（人）

205,311 216,322 223,512 231,489うち大学院の在籍者数（人）
191,1251（達成目標１－１－２、１－１－３関係）

703,498 702,277 706,198 720,591 743,313私立専修学校の在籍者数（人）
（達成目標１－１－４関係）

大学等における公開講座の受講者数（人） －728,257 790,510 859,487 893,439
（達成目標１－１－５関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

放送大学の整備・ ・教育研究の充実（大学院の学年進行に伴う教育研究体 百万円9,561
充実 制の整備など）
（達成目標１－１ ・学習センターの計画的整備（面接授業・客員教員等の
－１） 充実、国立大学との施設合築など）

大学等における社 ①モデルプログラムの開発，②フォーラムの開催を実
会人キャリアアッ 施する。 百万円24
プ推進事業
（達成目標１－１

、 ）－２ １－１－３

専修学校社会人キ 専修学校と産業界が連携し、個々の職種に応じた専門的 百万円395
ャリアアップ教育 能力の育成を図るため、キャリアアップのための先導的
推進事業 な教育プログラム開発を推進する。
（達成目標１－１
－４）

大学公開講座（国 大学が持っている総合的、専門的教育研究の機能を広く 百万円273
立学校特別会計） 社会に開放し、地域住民に対し広く生活上、職業上の知 （国立学校特別
（達成目標１－１ 識、技術及び一般教養を身に付ける学習の機会を提供す 会計）
－５） る。

⑧備考



施策目標１－１（生涯を通じた学習機会の拡大）

平成１５年度の実績評価の結果の概要

＜達成目標１－１－１＞
放送大学において、学生数10万人を目指す。

→平成１５年度の学生数は、約９万９千５百人と着
実に増加しており、想定どおり達成している。

＜達成目標１－１－２＞
各大学における社会人受け入れ体制の整備状

況に応じて、大学の受け入れられる社会人数を増
加させる。
→平成１５年度における社会人特別選抜の導入
大学数は、着実に増加しており、概ね順調に進捗
している。
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↓
概
ね
順
調
に
進
捗

＜達成目標１－１－３＞
各大学院における社会人受け入れ体制の整備

状況に応じて、大学院の受け入れられる社会人数
を増加させる。
→平成１５年度の大学院における社会人の数は、
順調に増加しており、概ね順調に進捗している。

＜達成目標１－１－４＞
社会が求める即戦力となる人材の養成のため、

専修学校において受け入れられる社会人の数を増
加させる。
→専修学校が社会人を受け入れられる環境整備を
進めており、概ね順調に進捗している。

＜達成目標１－１－５＞
地域における生涯学習の機会を拡充するため、

大学等における公開講座の開設数を増加させる。
→開設講座数及び受講者数は増加傾向にあり、
今後も引き続き開設講座数の増加に努める。
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な
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専修学校社会人キャリア
アップ教育推進事業

３９５百万円
・キャリアアップのための
先導的な教育プログラム
の開発の推進等

放送大学の整備・充実
９５６１百万円

・教育研究の充実
・学習ｾﾝﾀｰの計画的整備
等

大学等における社会人
キャリアアップ推進事業

２４百万円
・モデルプログラムの開発
・フォーラムの開催

大学等における公開講座
の開設を促進
・大学公開講座（国立学
校特

別会計）２７３百万円

24
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①上位の政策名 政策目標１ 生涯学習社会の実現

②施策名 施策目標１－２ 地域教育力の活性化

③主管課 （主管課）生涯学習政策局政策課 （課長：久保公人）
（ ） （ ） （ ）及び関係課 関係課 生涯学習政策局生涯学習推進課 課長：桒原靖 ／社会教育課 課長：竹下典行

（課長名） ／男女共同参画学習課（課長：清水明）／参事官（参事官：森本 浩一）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
地域における様々な現代的課題等に対応するため、多様な学習活動の

機会や情報の提供、様々な機関・団体が連携することにより、地域にお
ける学習活動を活性化させる。

達成目標１－２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 16
ＮＰＯや地域の大学等との組織的連携を通して、地域学習活動や学習

成果を生かしたまちづくりを拡充・振興する。

達成目標１－２－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
完全学校週５日制に対応した週末などにおける子ども等の体験活動の

受け入れの場を全国的に拡充する。

達成目標１－２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 15
行政とＩＴ関連ＮＰＯ等との連携による地域住民のためのＩＴ学習活

動について、前年度における取り組み数より増加させる。

達成目標１－２－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
学校教育・社会教育に関する情報・研修番組や学校番組等を全国で受 概ね順調に進捗

信できるよう 「教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネット 」につ、 ）
、 。いて 公民館等社会教育施設や学校等における受信設備の配置を進める

達成目標１－２ー５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成15 18
学校教育・社会教育を通じて、各種の優れた教育用コンテンツの活用

・促進を図ることにより、ＩＴを活用した教育及び学習の質的向上を図
る。

達成目標１－２－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 16
男女共同参画の促進に関するモデル事業を毎年実施し、その成果を広

く都道府県教育委員会等に周知することにより、普及・啓発を図る。

⑤ 各達成目標の 達成目標１－２－１
平成12、13年度の委嘱によるNPOとの連携にかかるモデル事業の実施の成果を踏まえ、平成14現 達成度合い又

年度からは事業内容や事業対象も見直した上で、補助事業として実施。平成15年度の達成目標の達状 は進捗状況
成度合いについては、平成15年度において、結果として536事業の取り組みがあったことから、平成1の （達成年度が
6年度までに1,100の活動の実施を達成するとする目標を概ね達成している（平成13年度までは、モデ分 到来した達成
ル事業であったため、活動数は46にとどまっている。）。析 目標について

また、平成１４年度から実施している生涯学習まちづくりモデル支援事業において、大学等の高等と は総括）
教育機関の有する人的・知的・物的資源を最大限に活用した取組が進められている。今

さらに、１６年度については、より一層の連携を図る観点から、 との連携にかかるモNPO
デル事業を協働関係の構築やネットワークの機能に重点を置いたものに転換するとともに、引
き続き大学等との連携を促進する必要がある。

以上のことから、達成目標の達成度合いについては、想定どおり達成している。

達成目標１－２－２
平成１５年度の達成目標の達成については、全ての都道府県において、地域の教育力の活性

化に向けた１，０２２（全国の市町村数の約３分の１程度）のモデル地域が指定され、週末等
における子どもの活動支援や高齢者等の幅広い世代間とのふれあい交流などの事業が実施され
るなど、概ね順調に推移した。これは、平成１４年度の実績（同じく全都道府県で８２１のモ
デル地域が指定された）からも順調に増加しており、地域資源を活用した子どもたちの体験活
動等の受け入れの場が着実に増加している。

モデル地域での取組内容としては、特に週末において、高齢者等とのふれあいをサポートす
るものや、ゴミ収集や農業体験を通じた地域の身近な自然環境に対する関心や規範意識を生む
もの、体育館や校庭を活用したスポーツに親しむものなどで約７割が占められた。残りの約３
割については、週末を中心とした、学校や社会教育施設、地域の自然環境を活用したプレイパ
ークづくりなどの、子どもの居場所再生のための取組であった。

達成目標１－２－３
平成15年度の達成目標の達成度合いについては、平成15年度において結果として71事業の取り

組みがあり、平成14年度よりも取り組み数が増加している。
また、本事業においては、障害のある人や高齢者を対象とした講座や、パソコンの起動の仕方やイ

（施策目標１－２）25



ンターネット操作といった基礎的な学習からＩＴサポーターの育成やホームページ作成など技能向上を
図る講座も開催されており、パソコンを活用した多様な学習機会の提供が行われている。

こうした各地域における取り組みを勘案すると、今年度の達成目標に対する達成度合いについて
は想定どおり達成しているといえる。

これまでの本事業への取り組みを経て、行政と民間団体等とが連携し事業を行うことにより、より多
様で高度なIT学習活動が可能となるなど、本事業の意図する効果について各地域に一定の普及が
図れたものと考えている。

なお、本事業以外でも地域のパソコン活用事例を収集したところ、パソコンを活用してのＴシャツ作
りや、農業を営む方を対象にした農業簿記パソコン講座、インターネットの情報検索を利用した旅行
計画作成づくりなど様々な学習活動がなされており、各地域においてパソコンを活用し各種事業展開
が図られていることがわかる。

達成目標１－２－４
， ， ，平成１５年度の達成目標の達成については 平成１５年度において 平成１４年度と比較し

エル・ネットの受信施設数が ヵ所から ヵ所へと増加しており，概ね順調に進捗し2,093 2,177
ている。

達成目標１－２－５
平成１５年度の達成目標に関しては、教育用コンテンツの活用・高度化事業、教育用コンテ

ンツの奨励事業、インターネット活用教育実践コンクールの事業に取り組んだ。教育用コンテ
、 、 、ンツの活用・高度化事業では 委託費が前年に比べ大幅に削減されたが 当初の目標であった

年間の実践事例公開数 をほぼ達成。また、教育用コンテンツの奨励事業では、例年と同1,000
水準の申請があり、審査の結果 作品を文部科学省選定とした。また、インターネット活用236
教育実践コンクールでも昨年度の応募実績を上回り、審査委員からもレベルの向上の指摘を受
けたことから、想定どおり達成と判断。

達成目標１－２－６
平成 年度においては、男女共同参画の促進に関するモデル事業「男女の家庭・地域生活15

充実支援事業」を全国 か所で実施、その成果をまとめた事例集を作成し、都道府県教育委10
員会等に配付し周知を図っていることから、想定どおりに達成している。
なお、地方において本事業における事例をモデルとした自主的な取組等が見られ、着実に成

果の普及が図られているものと考える。

施策目標（基 施策目標１－２の各達成目標については、上記のとおり、想定どおり達成又は概ね順調に進
本目標）の達 捗している。
成度合い又は これらの達成目標を達成することで、地域における多様な学習機会の拡大、学習活動の情報
進捗状況 の提供、行政と民間との連携などが促進されたものと推論することができるが、これは 「地、

域における学習活動を活性化させる」という基本目標の達成に寄与するものと言える。これら
のことは、エルネット受信局数、教育用コンテンツ、ＮＰＯの連携数等の増加などの具体的な
裏づけが上がってきている。

以上を総合的に勘案すると施策目標１－２については、一定の成果があがっているものと判
断できる。

基本目標については、 年度が達成年度となっており、１５年度までの達成目標の達成度16
合いの状況については、想定どおり達成又は概ね順調に進捗しているところであり、１６年度
についても引き続き事業の実施・改善がなされることから、地域における学習活動を活性化さ
せることによる地域教育力の活性化は、その規模及び質の両面においても、一定の成果を達成
するものと考える。

今後の課題 達成目標１－２－１
指標が順調に推移していることから、これまでの補助事業の効果が現れているものと推測できる（達成目標等

が、地域のニーズに対応した事業展開を図る必要があるため、今後は現状の把握や分析を行ったうの追加・修正
えで事業の企画をし、事業の実施を行う必要がある。また、事業実施後には評価を行い、次の事業に及びその理由
反映できるようする仕組みが求められる。を含む）

「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」を実現するための地域再生が政府全体のまた、
課題となっており、教育・文化・スポーツを通じた地域づくりに一層取り組む必要がある。

達成目標１－２－２
当該達成目標のための平成 ～ 年度における取組では，子どもたちの週末の体験活動の14 15

機会として、全国の約３分の１の市町村でモデル事業が実施されるなどの実績が上がっている
ところである。

本来であれば、このような取組は、地域独自の自発的な取組に任せるべきところであるが、
核家族化や地域における人間関係の希薄化などを背景に、地域住民同士の交流活動の場が十分
に整っていない現状も踏まえ、国はそのきっかけを意図的に設けるため、緊急的かつ計画的に
取り組んでいるところである。

全国の約３分の１の市町村でモデル事業が実施されたが、依然として地域や家庭の教育力の
低下が背景と考えられる子どもたちに関わる重大事件が発生するなど、青少年の問題行動が深
刻化していることから、地域社会で心豊かな子どもたちを育成する気運の醸成は益々急務とな
っているため、今後も、地域社会との協力の下、日常生活において地域の大人の教育力を結集
し、緊急かつ計画的に子どもたちの放課後等におけるスポーツや文化活動などの様々な体験活
動や地域住民との交流活動等を行う子どもの居場所づくりを支援する必要がある。

達成目標１－２－３
指標が順調に推移していることや、事例収集の結果により、地域においては多様なＩＴ学習活動が

行われていると推測できるが、ＩＴを効果的に活用して社会教育事業の一層の活性化を図ることが求

（施策目標１－２）26



（施策目標１－２）27

められる。

達成目標１－２－４
エル・ネット受信局数が順調に増加していることから，想定した水準が達成されていると推

， ， ， ， （ ）測されるが 今後は 受信設備の配置に関し 受信設備 ヵ所のうち 当初 平成 年2,177 10
整備された ヵ所についての無償貸与期間が平成 年度末をもって終了となるため，各1,070 16
受信局の意向を確認する必要がある。また，地域・家庭教育力活性化推進費補助金が一般財源
化となっている。これらの課題を踏まえ，今後は設備の適正な配置や利用の促進について取り
組んでいく必要がある。また、図書館ネットワークを活用することについて検討を始める必要
がある。

達成目標１－２－５
参考指数が順調に推移していることから 「教育用コンテンツの活用・高度化事業」をはじ、

めとする関連施策の効果が現れているものと推測されるが、教育用コンテンツの奨励事業では
ＤＶＤ等のメディア教材の審査対象への追加を要望する声が多いことから、教育映画等審査規
程の改定が必要である。また、子ども等に与えるテレビ番組の影響指摘されている事から、今
後、安心して親子で見られる、現代的課題に対応したテレビ番組の制作・放送を振興する施策
が必要である。

達成目標１－２－６
男女共同参画の実現に向けては、男性も女性も共に家庭・地域社会・仕事に参画し責任を分

かち合うことが重要であり、特に女性のキャリア形成支援につながる学習情報の提供や学習の
コーディネート等のワンストップサービス化や様々な経歴を評価し次につなげていく橋渡しシ
ステムの構築が課題となっている。さらに方針決定過程への女性の参加の低さが指摘されてい
ることから、女性の方針決定過程への参加を支援する必要がある。

評価 結 果の 達成目標１－２－１
地域のニーズに対応した事業展開を図るため、本達成目標を達成するための施策を１５年度をもっ16 年度以降

て終了することとし、現状の把握や分析、それを踏まえた事業の企画・実施、実施後の評価までを一の政策への反
体的に行うことを目的とした新たなNPO支援事業を平成１６年度から実施する。映方針

政府全体の課題である地域再生を踏まえ、大学等との連携による既存資源の活用のみまた、
ならず、新たに地域づくりを推進するための基盤の整備を図る施策の展開を検討し、その振興
体制の整備・充実を図る。

達成目標１－２－２
週末や放課後を利用して、恒常的に家庭、地域、学校がそれぞれの教育力の充実を図るとと

、 。 、もに それらの教育力を結集していけるような環境づくりを行うことが重要である このため
平成 年度からはこれまでの取組の成果も踏まえ、学校等を活用して、緊急かつ計画的に子16
どもたちの居場所（活動拠点）を確保し、地域の大人の教育力を結集して、子どもたちのスポ
ーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する。

達成目標１－２－３
達成年度が到来する平成１５年度をもって、本達成目標を達成するための既存の施策が終了する

ため、１６年度から新たに、地域のニーズに対応した事業展開を図るため、現状の把握や分析、それ
を踏まえた事業の企画・実施、実施後の評価までを一体的に行うことを目的とした新たな施策の実施
とその達成目標を平成１６年度から設定する。（達成目標：社会教育施設が中心となった社会教育の
活性化のための先駆的な事業の実施や評価を一体的に行い、全国に広く普及する。）

なお、この中でＩＴがどのように活用されているか、その他、事例収集等により地域におけるＩＴ学習
活動についても把握し、達成目標の達成度合いの参考としていきたいと考えている。

達成目標１－２－４
これまでの施策の効果を維持しつつ，引き続き受信設備の配置を進めていくに当たり，今後

は，受信設備の適正な配置や利用の促進を行っていくものとする。また、１６年度以降は、図
書館ネットワークの活用等の検討を行う。

達成目標１－２－５
これまでの施策の効果を維持しつつ、デジタル教材への対応を進めるため、教育用コンテン

ツの奨励事業の審査対象にＤＶＤ等を加える。更に生涯学習におけるテレビの影響という課題
や、アンケート調査から得た改善点「テーマを広げる 「視聴機会の多角化」等を踏まえ、平」
成１５年度まで行っていた「教育テレビ事業」を国民の現代的課題に幅広く応えること，放送
に合わせコンテンツ化による利用機会の拡大を図ることを視点に見直し、平成１６年度から、
教育用コンテンツの活用・促進事業の中に教育放送通信事業として位置づける。

達成目標１－２－６
男女共同参画の促進に関するモデル事業については、全国の参考事例となるものとして引き

続き実施し、その成果の普及を図る。地方において本事業をモデルとした取組が行われつつあ
り、男女共同参画社会の形成促進に向けて今後さらに成果の普及・定着を図る必要がある。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

生涯学習分野のＮＰＯの連携によるまちづくり支 － － －36 46
（ ）援事業を実施している事業数 平成１３年度終了

（達成目標１－２－１関係）
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466 536地域ＮＰＯとの連携による地域学習活動活性化支 － － －
（ ）援事業を実施している事業数 平成１４年度開始

（達成目標１－２－１関係）

821 1,022地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推
進事業における事業数（平成１４年度開始）
（達成目標１－２－２関係）

63 71地域ＮＰＯとの連携による地域学習活動活性化支 － － －
援事業のうち、ＩＴ学習活動を実施している事業
数（平成１４年度開始）
（達成目標１－２－３関係）

1,340 1,606 1,894 2,093 2,177エルネット受信施設数
（達成目標１－２－４関係）

か所 か所「男女の家庭・地域生活充実支援事業」委託件数 10 10
（達成目標１－２－６関係）

参考指標 公民館におけるインターネット接続率（％） － － －45.5 52.4
（達成目標１－２－３関係）

図書館におけるインターネット接続率（％） － － －65.3 75.0
（達成目標１－２－３関係）

博物館におけるインターネット接続率（％） － － －54.3 60.3
（達成目標１－２－３関係）

1,783 2,781教育用コンテンツの活用・高度化事業において開
、 、発された 普通教室におけるＩＴ活用実践事例の

（ ）ＮＩＣＥＲへの登録数 達成目標１－２－５関係

91 91 42 76インターネット活用教育実践コンクール
応募数（年度ごと）
（達成目標１－２－５関係）

278 275 236教育映画等審査
「文部科学省選定」作品数（年度ごと）
（達成目標１－２－５関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

地域ＮＰＯとの連 地域が抱える課題に関し、地域住民が身近な問題とし 百万円105
携による地域学習 て関心をもち、地域社会全体で課題解決に取り組むこと
活動活性化支援事 ができるよう、行政とＮＰＯをはじめとする民間団体と
業（地域・家庭教 の連携による地域学習活動の活性化を支援するため「地
育力活性化推進費 域ＮＰＯとの連携による地域学習活動活性化支援事業」
補助金） を実施
（ ）達成目標１－２－１

（ ）達成目標１－２－３

生涯学習まちづく 市町村と高等教育機関が組織的に連携した地域住民の 百万円41
りモデル支援事業 学習成果や能力を活かしたまちづくりの取組みを支援
（達成目標１－２ し、生涯学習まちづくりのモデルとなる施策を展開。
－１）

地域と学校が連携 地域の教育力の活性化及び奉仕活動・体験活動の充実 百万円2,068
協力した奉仕活動 を総合的に推進するため、全国的なフォーラムの開催等
・体験活動推進事 の社会的気運の醸成に向けた取組を行うとともに、都道
業（達成目標１－ 府県や市町村における推進体制の計画的な整備充実や地
２－２） 域の実情に即した子どもの多様な活動促進を図るモデル

事業を行う「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験
活動推進事業」を実施。

学習拠点施設情報 地域住民の学習拠点としての機能の向上を図るため、社 353百万円の
化等推進事業（地 会教育施設の情報化等を促進するための設備整備を実 内数
域・家庭教育力活 施。

）性化推進費補助金
（達成目標１－２
－４）

教育用コンテンツ ・教員を中心とし、学識経験者、教育関係団体等からな 180百万円
の活用・促進事業 る「コンソーシアム （協議会）に対して、普通教室」
（達成目標１－２ における教育コンテンツの活用した実践事例の蓄積・
－５） 公開を行う「教育用コンテンツの活用・高度化事業」
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を実施。
・教育に利用される映画等の教育用コンテンツについ

て，教育上価値が高く，学校教育又は社会教育に広く
利用されることが適当と認められるものを選定し，普
及・促進を図る「教育用コンテンツの奨励事業」を実

施。
・学校教育、社会教育において優れた教育実践を顕彰す

「 」 。る インターネット活用教育実践コンクール を実施

男性の家庭・地域活動の両立及び女性の社会の意思決定 百万円「男女の家庭・地域生 30
の場への参画促進に資する学習活動等を行う「男女の家活充実支援事業」

庭・地域生活充実支援事業」を実施（ ）達成目標１－２－６

⑧備考 ・平成１５年度からは 「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」と「子ども放課後、
」 、「 」週末活動等支援事業 を統合し 地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業

として実施。
※地域・家庭教育力活性化推進費補助金は平成１６年度より廃止（一部は一般財源化 。）



＜達成目標１－２－２＞
完全学校週５日制に対応した週末などにおける子ども等の体験活

動の受け入れの場を全国的に拡充する。
→地域の教育力の活性化に向けた１，０２２のモデル地域が指定さ
れるなど、概ね順調に進捗している。

＜達成目標１－２－１＞
ＮＰＯや地域の大学等との組織的連携を通して、地域学習活動や

学習成果をいかしたまちづくりを拡充・振興する。
→平成１５年度においてNPOとの連携やまちづくりにかかる事業の
順調な進捗や成果があったことから、想定どおりに達成している。

行政、教育
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施策目標１－２（地域教育力の活性化）
平成１５年度実績評価の結果の概要

＜達成目標１－２－５＞
学校教育・社会教育を通じて、各種の優れた教育用コンテンツの

活用・促進を図ることにより、ＩＴを活用した教育及び学習の質的向
上を図る。

→各種事業の着実な実施により想定どおり達成と判断。

＜達成目標１－２－３＞
行政とＩＴ関連ＮＰＯとの連携による地域住民のためのＩＴ学習活動

について、前年度における取り組み数より増加させる。
→前年度より取り組み数が増加し、想定どおり達成している。

＜達成目標１－２－４＞
学校教育・社会教育に関する情報・研修番組や学習番組等を全

国で受信できるよう、「教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネッ
ト）」について、公民館等社会教育施設や学校等における受信設備
の配置を進める。
→エル・ネットの受信施設数が2,093ヵ所から2,177ヵ所へと増加して
おり，概ね順調に進捗している。

＜達成目標１－２－６＞
男女共同参画の促進に関するモデル事業を毎年実施し、その成

果を広く都道府県教育委員会等に周知することにより、普及・啓発
を図る。
→平成15年度は、全国10か所でモデル事業を実施し、想定どおり
に達成している。

地域ＮＰＯとの連携によ
る地域学習活動活性化
支援事業（地域・家庭教
育力活性化推進費補助
金）

１０５百万円

地域と学校が連携協力し
た奉仕活動・体験活動推
進事業

２０６８百万円

学習拠点施設情報化等推
進事業（地域・家庭教育力
活性化推進費補助金）

３５３百万円の内数

教育用コンテンツの活用・
促進事業

１８０百万円

男女の家庭・地域生活充
実支援事業

３０百万円

生涯学習まちづくりモデ
ル支援事業

４１百万円
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①上位の政策名 政策目標１ 生涯学習社会の実現

②施策名 施策目標１－３ 家庭教育の支援

③主管課 （主管課）生涯学習政策局男女共同参画学習課 （課長：清水明）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標１－３（基準年度：13 年度 達成年度：15 年度） 想定どおり達成
近年の都市化、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの

希薄化等を背景として、親の間に、子育ての負担感や子どもの教育の仕
方がわからないといった育児に関する悩みなどが広がっていることが指
摘されている。このような、子育ての悩みや不安を解消し、一人一人の
親が自信を持って子育てができるよう、子育てに関する学習機会の充実
や情報の提供、親が２４時間いつでも相談できる体制の整備、地域で子
育てを支援するﾈｯﾄﾜｰｸの形成等を通じ、家庭教育に対する支援の充実を
図る。

達成目標１－３－１（基準年度：14 年度 達成年度：15 年度） 想定どおり達成
平成 15 年度末までに「妊娠期子育て講座」を全国で毎年 3,000 講座

実施する。

達成目標１－３－２（基準年度：13 年度 達成年度：15 年度） 想定どおり達成
平成 15 年度末までに「就学時健診等の機会を活用した子育て講座」

を全国で毎年 20,000 講座実施する。

達成目標１－３－３（基準年度：13 年度 達成年度：15 年度） 一定の成果が上がっ
平成 15 年度末までに「思春期の子どもを持つ親を対象とした子育て ているが、一部につ

講座」を全国で毎年 10,000 講座実施する。 いては想定どおり達
成できなかった。

達成目標１－３－４（基準年度：11 年度 達成年度：15 年度） 想定した以上に達成
平成 15 年度末までに該当するすべての家庭に「家庭教育手帳」、「家

庭教育ノート」を順次配布する。

達成目標１－３－５（基準年度：11 年度 達成年度：15 年度） 想定した以上に達成
平成 15 年度末までに、17 時以降においても電話等により、親が悩み

等について相談できる体制を８割程度の都道府県に普及・定着させる。

達成目標１－３－６（基準年度：11 年度 達成年度：15 年度） 想定した以上に達成
「新エンゼルプラン(平成 11 年 12 月 関係６大臣合意)」に沿って、
平成 15 年度末までに、子育てサポーターの配置による地域における

子育て支援ネットワーク構築事業を実施することにより、子育て支援の
ネットワーク構築のノウハウ等が他の市町村へ波及するなど、各市町村
における子育て支援のネットワークの整備を活性化・推進する。

⑤ 各達成目標の 達成目標１－３－１
現 達成度合い又 達成年度である平成 15 年度の達成目標 3,000 講座に対し、平成 14 年度が 1,978 講座で達成
状 は進捗状況 目標の約 70%、平成 15 年度が 2,539 講座で達成目標の約 85%と順調に伸びており、想定どお
の （達成年度が り達成したといえる。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標１－３－２
と は総括） 達成年度である平成 15 年度の達成目標 20,000 講座に対し、平成 13 年度が 12,759 講座で達
今 成目標の約 65 ％、平成 14 年度が 15,306 講座で約 80%、平成 15 年度が 17,190 講座で約 86%
後 と順調に伸びており、想定どおり達成したといえる。
の
課 達成目標１－３－３
題 達成年度である平成 15 年度までの達成目標 10,000 講座に対し、平成 13 年度が 103 講座で

達成目標の約 3 ％と、想定していたとおりには進捗していなかったが、平成 14 年度が 4,446
講座で達成目標の約 148%と、大幅に実績が伸びた。そこで、平成 15 年度は、達成目標を平
成 14 年度実績のおよそ倍にあたる、10,000 講座に見直した。平成 15 年度実績は 7,186 講座で
あり、達成目標の約 72%にあたり、一定の成果が上がっているが、一部については想定どお
り達成できなかったといえる。

達成目標１－３－４
達成年度である平成 15 年度の配布目標 363 万部に対し、実配布数が約 394 万部であり、想

定していた目標に対して約１１０％となっている。また、平成 11 年度より毎年、実配布数は
配布予定数を超え、また、アンケートでは講座参加者の約 9 割が講座に参加してよかったと回
答し、家庭教育手帳及び家庭教育ノートの配布対象者の 8 割以上が子育てに役立ったと回答し
た。想定した以上に目標を達成したといえる。
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達成目標１－３－５
達成年度である平成 15 年度の達成目標の達成度合いについては、平成 15 年度末までの達成

目標が８割程度の都道府県に普及・定着させることであったのに対し、約 9 割にあたる 42 都
道府県で実施されていることから、想定した以上に達成している。平成 11 年度の達成度合い
は 4 割に満たなかったが、平成 12 年度は約 75%、平成 13 年度から平成 15 年度はいづれも約
90%と、およそ 9 割の都道府県で当該事業が普及・実施されており、想定した以上に目標は達
成したといえる。

達成目標１－３－６
達成年度である平成 15 年度までの達成目標 1,880 人に対し、平成 12 年度は 1,114 人と達成

目標の約 60%にとどまったが、平成 13 年度は 1,529 人と達成目標の約 80%になり、平成 14 年
度は 2,196 人で約 117%、平成 15 年度は 2,940 人で約 156%と順調に実績が伸び、想定した以
上に達成したといえる。

施策目標（基 施策目標１－３「家庭教育の支援」の下の各達成目標について、達成目標１－３－１から１－
本目標）の達 ３－２においては、上記のとおり各達成目標の達成度合いが 80%前後と良好であり、想定ど
成度合い又は おり達成している。達成目標１－３－３については、達成目標のおよそ 70 ％という実績を考
進捗状況 慮し、一部については達成できなかったと判断するが、講座数は順調に伸びており、一定の成

果が上がってきていることから、基本目標として掲げていた、「子育てに関する学習機会の充
実」に寄与したものと言える。

このほか、基本目標の「子育てに関する学習機会の充実や情報の提供」という観点に関して
は、家庭教育手帳、ノートに関するアンケート調査においても、約 8 割以上の者が役立ったと
回答した。また、子育て講座の参加者に対し実施したアンケート調査においても、9 割以上の
参加者が「参加して良かった」「次回も参加したい」と回答していることから、関係施策を引
き続き実施していくことが必要である。

また、各達成目標の達成度合い又は進捗状況は、事業開始年度こそ、あまり高くはないもの
の、その後順調に推移し、達成年度には達成目標の達成度合いはほとんどが 80 ％を超え、な
かには想定した以上に目標を達成したものもある。

今後の課題 達成目標１－３－１から達成目標１－３－３
（達成目標等 教育委員会と福祉保健部局等との連携のノウハウが蓄積され、多くの親が参加する乳幼児健
の追加・修正 診などの様々な機会を活用して、子どもの発達段階に応じた学習機会が提供され、参加者の満
及びその理由 足度も高い。このように、各都道府県によって実施市町村数や取組内容に差があるものの、効
を含む） 果が現れており、平成１６年度以降は、これまで蓄積したノウハウを活かしながら、地方公共

団体自らが実施していくべきと評価し、平成１５年度限りで「子育て学習の全国展開事業」を
廃止する。

今後の課題としては、子育てに無関心な親や孤立化する親など、これまで手の届きにくかっ
た親へのアプローチも含めた効果的な家庭教育に関する学習機会の提供が必要である。

達成目標１－３－４
平成１１年度から、該当する全ての親に対して、家庭教育手帳・ノートの配布が想定された

以上に達成されたものの、年々増加する児童虐待や思春期の子どもの問題の深刻化など、家庭
教育手帳、家庭教育ノートの作成時以降の社会情勢等の変化が深刻化しており、子どもの発達
段階により応じたものとするため内容等の改善を図ることが必要である。

達成目標１－３－６
各都道府県によって実施市町村数や取組内容に差があるものの、指標が順調に推移し、「子

育て支援ネットワークの充実事業」などの関連施策の一定の効果が現れており、平成１６年度
以降は、これまで蓄積したノウハウを活かしながら、地方公共団体自らが子育てサポーターの
配置を実施していくべきと評価し、平成１５年度限りで「子育て支援ネットワークの充実事業」
を廃止する。

今後の課題として、これまで全国に配置されている子育てサポーターに対し、相互連携の促
進や情報交換の機会を提供するなど、子育てサポーターの資質向上を図るリーダー的人材の養
成が必要である。

以上のほか、基本目標全体としては、すべての親を対象とする家庭教育支援や地域や社会全
体で支える家庭教育支援という課題があり、このため、今後は、地方公共団体が十分なかかわ
りを持ちながら、ＮＰＯや子育て支援団体等の様々な民間の団体や人材の力を活用した、地域
ぐるみの家庭教育支援という観点で見直す必要がある。

評価 結 果の 平成１６年度においては、上記の評価結果を踏まえ、子育てに無関心な親や孤立する親など、
16 年度以降 これまで手の届きにくかった親を含むすべての親への家庭教育支援を充実するため、子育て支
の政策への反 援団体等のマンパワーを活用して、行政と子育て支援団体等が連携した家庭教育に関する学習
映方針 機会やこれまで市町村で養成してきた子育てサポーターの資質向上を図るリーダー的人材の養

成を行う。また、平成１１年度から配布してきた家庭教育手帳、家庭教育ノートの内容等の改
善を図り、新家庭教育手帳として、子どもの発達段階により応じたものとするため、これまで
の２分冊から３分冊にして作成・配布する。

達成目標１－３－１から１－３－３及び１－３－６について
平成１５年度限りで補助事業から委託事業に変わったが、引き続き平成１６年度以降におい

ても新規委託事業である「家庭教育支援総合推進事業」の中で地域の実情に応じて実施するこ
ととする。このため、達成目標を平成１５年度までの各講座（妊娠期子育て講座、就学時健診
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等を活用した子育て講座、思春期の子どもを持つ親を対象とした子育て講座）ごとの年間開設
講座数とすることを改め、親等に対するさまざまな機会を活用した子育て講座の年間開設講座
数とする。

１－３－６について、子育てサポーターの委嘱により、子育てネットワークの整備は着実に
進んでいることから、平成１６年度以降においては、子育てサポーターの委嘱は実施せず、新
規委託事業である「家庭教育支援総合推進事業」の中で、子育てサポーターの資質向上を図る
ためのリーダー養成講座を実施する。そのため、平成１５年度までの達成目標であった子育て
サポーターの配置数を改め、リーダーの委嘱数を新たに達成目標とする。

達成目標１－３－４について
これまで２分冊であった家庭教育手帳を子どもの発達段階に応じたものとするため内容等の

改善を図り、平成１５年度より３分冊に改訂した。これまでの達成目標の進捗度合い及び達成
度合いは想定していた以上であるが、３分冊になり、配布対象が増えたことから、引き続き「家
庭教育手帳①②③」の配布数という指標で評価を行う。

達成目標１－３－５について
家庭教育２４時間電話相談に関する調査研究は平成 14 年度まで実施されており、現在は、

家庭教育に関する電話相談事業は都道府県単独事業として多くの自治体で実施されている。（今
年度も、44 都道府県(約 94%)で実施。）このため、「平成１５年度末までに、１７時以降にお
いても電話等により、親が悩み等について相談できる体制を８割程度の都道府県に普及・定着
させる。」という達成目標は、十分達成できたと評価。（なお、家庭教育２４時間電話相談に関
する調査研究は平成１４年度で終了。）

平成 17 年度以降においては、すべての親に対するきめ細やかな家庭教育支援を最重要課題
として、親が子育て中の悩みや不安を払拭し、自信を持って子育てができるよう、より効果的
な子育て学習の実施に資する手引き等の作成･配布や、ＩＴを活用した家庭教育支援手法の開
発・普及、行政と子育て支援団体等が連携した家庭教育に関する学習機会の提供など、家庭の
教育力の向上に向けた総合的な施策を推進する。また、家庭教育支援推進のため、必要な施策
の企画・立案体制の充実・強化を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

妊娠期子育て講座数 － － － 1,978 2,539
（達成目標１－３－１関係）

就学時健診等を活用した子育て講座数 － － 12,759 15,306 17,190
（達成目標１－３－２関係）

思春期の子どもを持つ親を対象とした子育て講座 － － 103 4,446 7,186
数
（達成目標１－３－３関係）

「家庭教育手帳」の配布数 580 万部 413 万部 290 万部 206 万部 206 万部

「家庭教育ノート」の配布数 1,440 万 147 万部 159 万部 176 万部 188 万部

（達成目標１－３－４関係） 部

１７時以降に家庭教育電話相談事業を実施してい 17 府県 35 道府 42 都道 42 都道 44 都道

る都道府県数 県 府県 府県 府県

（達成目標１－３－５関係）

「子育てサポーター」の配置数 － 1,114 人 1,529 人 2,196 人 2,940 人

（達成目標１－３－６関係）

参考指標 ＜手帳＞
※「家庭教育手帳」・「家庭教育ノート」は役に立 84.7 ％
っているか（役立っていると回答した者の割合） ＜ノート＞

83.3 ％

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 15 年度
（上位達成目標） 予 算 額

子育て学習の全国 519 百万円
展開

（達成目標 妊娠期の親を対象として子育て講座を行う「子育て学習
１－３－１関係）の全国展開」を実施

（達成目標 就学時健診等を活用して、子どもを持つ親を対象として
１－３－２関係）子育て講座を行う「子育て学習の全国展開」を実施

（達成目標 思春期の子どもを持つ親を対象として子育て講座を行う
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１－３－３関係）「子育て学習の全国展開」を実施

家庭教育手帳等の 乳幼児や小学生等を持つ全国の親を対象として家庭教育
作成・配布 手帳及び家庭教育ノートの配布を行う「家庭教育手帳 －
（達成目標 の作成・配布」を実施
１－３－４関係）

家庭教育２４時間 しつけや子育てに悩みや不安を持つ親などを対象とし
電話相談に関する て、電話等により気軽に相談できる体制の在り方につい －
調査研究 ての実践的な調査研究を行う「家庭教育２４時間電話相
（達成目標 談に関する調査研究」を実施
１－３－５関係）

子育て支援ネット 地域の子育て経験者などを対象として子育てサポータ 560 百万円
ワークの充実 ーとして委嘱を行う「子育て支援ネットワークの充実」
（達成目標 を実施
１－３－６関係）

⑧備考 ※達成目標１－３－３について 基準年度である平成 13 年度から平成 14 年度までは達成目
標は毎年 3,000 講座実施することであったが、平成 14 年度にすでに想定していた以上に
達成したため、平成 15 年度においては達成目標を平成 14 年度実績のおよそ倍にあたる
10,000 講座に見直した。

※「家庭教育手帳」及び「家庭教育ノート」の改善と活用のあり方に関する調査研究報告書
(Ｈ 14･7 ㈱ＵＦＪ総合研究所作成)
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地域・家庭教育力
活性化推進費補助金
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全国展開
519百万円
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平成15年度末までに「妊娠期子育て講座」を
全国で毎年3,000講座実施

⇒平成１５年度は、達成目標の約８５％の
２，５３９講座に到達し、想定どおり達成

達成目標１－３－２
平成15年度末までに「就学時健診等の機会を
活用した子育て講座」を全国で毎年20,000講座
実施
⇒平成１５年度は、達成目標の約８６％の
１７，１９０講座に到達し、想定どおり達成

達成目標１－３－３
平成15年度末までに「思春期の子どもを持つ親を対象とした
子育て講座」を全国で毎年１０，０００講座実施

⇒平成１５年度は、達成目標の約７２％の
７，１８６講座に到達し、一定の成果が
上がっているが、一部については想定
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達成目標１－３－６

平成15年度末までに該当するすべての家庭に
「家庭教育手帳」、「家庭教育ノート」を順次配布
⇒平成１５年度の達成目標の約１１０％の
約３９４万部に到達し、想定した以上に達成

平成１５年度末まで１７時以降においても電話等
により対応できる相談体制を８割程度の都道府
県に普及・定着させる
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平成15年度末までに、子育てサポーターの配置によ
る地域における子育て支援ネットワーク構築事業を実
施し、子育て支援のネットワークの構築のノウハウ等が
他の市町村に伝わることにより、各市町村において子
育て支援のネットワークを整備
⇒平成１５年度は、子育てサポーターの配置数が昨年
度に比して増加するなど、想定した以上に達成
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①上位の政策名 政策目標１ 生涯学習社会の実現

②施策名 施策目標１－４ 奉仕活動・体験活動の推進による青少年の豊かな心の育成

③主管課 （主管課） 生涯学習政策局社会教育課（課長：竹下 典行）
及び関係課 （関係課） 初等中等教育局児童生徒課（課長：坪田 眞明）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標１－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
全国的に学校内外を通じた青少年等のボランティア活動などの奉仕活 概ね順調に進捗

動・体験活動の推進体制の整備を行い、当該活動の大幅な拡充を図る。

達成目標１－４－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
国レベルでの情報収集・提供や自治体の活動支援などを行う「全国体 想定どおり達成

」 、験活動ボランティア活動総合推進センター を平成 年度中に開設し14
平成 年度までに、情報収集・提供システムを確立するなど、その役16
割を十分に果たせるよう機能の拡充を図る。

達成目標１－４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
国において、平成 年度中に関係府省及び全国規模の関係団体相互 想定どおり達成14

の連携協力関係を構築するための協議の場として「全国奉仕活動・体験
活動推進協議会」を構成し、平成１６年度までに、活動に関する情報の
共有など、幅広い関係者による継続的な連携協力関係の構築を図る。

達成目標１－４－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
平成 年度までに、全国の都道府県・市町村において、活動に関す 想定したとおりには16

る情報提供・相談等のコーディネイトを行う支援センターが整備される 進捗していない
よう支援する。

達成目標１－４－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
平成 年度までに全国の都道府県・市町村において、幅広く関係機 想定したとおりには16

関や団体等との連携を図り活動の推進に向けた諸課題について協議を行 進捗していない
う推進協議会が整備されるよう支援する。

達成目標１－４－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 17
平成17年度までに、全国の小中高校において、７日間以上のまとまっ 概ね順調に進捗

た体験活動の取組が行われるよう支援する。

⑤ 各達成目標の 達成目標１－４－１
現 達成度合い又 平成 年 月に「全国体験活動ボランティア活動総合推進センター」を開設し、ホームペ14 7
状 は進捗状況 ージにより全国の支援センター一覧や活動事例等の情報提供を行ってきたところ。平成 年15

、 、の （達成年度が 度においても 全国の支援センターや国民が活用しやすいものとするよう継続的に内容の更新
分 到来した達成 構成の見直しを図っているところである。
析 目標について さらに、 年度からは、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターにおいて「全国体16
と は総括） 験活動ボランティア活動総合推進センター」の単独設置を行うことになったことにより、継続
今 的な設置・運営が可能となった。
後 以上のことから、本目標は 年度が達成年度となっており、現段階において 「全国体験活16 、
の 動ボランティア活動総合推進センター」の継続的な設置・運営が可能となり、全国の支援セン
課 ター等に対する情報提供など、その役割は今後とも十分に果たしていけるため、達成目標は、
題 想定どおり達成したといえる。

達成目標１－４－２
平成 年 月に、 府省庁及び全国規模の関係団体 団体から構成される「全国奉仕活14 11 11 23

動・体験活動推進協議会（第 回 」を開催、平成 年度においても第 回（ 月 、第 回1 15 2 5 3） ）
（ 月）と継続的に会議を開催し、相互の連携協力関係の構築に向けての情報交換や意見交12
換等を行っているところである。

さらに， 年度においても、 年度と同様に開催することを予定している。16 15
以上のことから、本目標は 年度が達成年度となっており、現段階において、関係府省庁16

及び関係団体等との継続的な連携協力関係が図られたことから、達成目標は、想定どおり達成
したといえる。

達成目標１－４－３
平成 年度から 年度の 年間で全国的に整備することを目標としており、平成 年度14 16 3 15

は、 都道府県及び全国の約 割程度の市町村で整備されたが、約半数に満たない整備状況46 4
であり、進捗にやや遅れが見られている。

本目標は， 年度が達成年度となっており、市町村において委託事業により整備された支16
援センター及び当該事業を契機として自主的に整備された支援センター等を含め、全国規模で
の取組が図られると考えている。

達成目標１－４－４

（施策目標１－４）36



平成 年度から 年度の 年間で全国的に整備することを目標としているが、平成 年14 16 3 15
度は、 都道府県及び全国の約４割程度の市町村で整備されたが、約半数に満たない整備状44
況であり、進捗にやや遅れが見られている。

本目標は、 年度が達成年度となっており、市町村において委託事業により整備された推16
進協議会及び当該事業を契機として自主的に整備された推進協議会等を含め、全国規模での取
組が図られると考えている。

達成目標１－４－５
平成15年度においては 「豊かな体験活動推進事業」を昨年に引き続き実施し、各都道府県、

に「体験活動推進地域・推進校」を指定するとともに、都市部から農山漁村や自然が豊かな地
域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境における豊かな体験活動を促進
する地域間交流推進校を新たに設け、他校のモデルとなる体験活動の推進を図った。また、全
国６ブロックで開催するブロック交流会の発表校の事例をまとめた事例集を教育委員会に配布
したところである。学校において体験活動を実施している平均日数については、日数は減って
いるものの、小学校においては既に年７日間以上の体験活動を実施しており、概ね順調に進捗
しているものと判断する。

施策目標（基 基本目標の達成度合いについては、達成目標１－４－１及び１－４－２について、国レベル
本目標）の達 のの達成度合いについては「想定どおり達成 、達成目標１－４－５についても「概ね順調に」
成度合い又は 進捗している」と考えられるが、達成目標１－４－３及び１－４－４については、全国整備を
進捗状況 目的とした市町村の整備状況は平成１５年度の委託実績から見ると約４割程度であり 「進捗、

にやや遅れが見られる」状況である。
上記のような状況であるが、これまでの達成目標に向けた取組により、整備市町村数は前年

度比約 倍であり、ボランティア活動者の総人口にも増加が見られていることから、基本目標2
にあるボランティア活動の拡充については、ある程度の成果が見られていると考える。

基本目標については、 年度が達成年度となっており、特に市町村における支援センター16
に対して、 年度における支援センターの活動事例集等を広く配布するなど、その機能の充15
実を図り、ボランティア活動の拡充を図っていきたいと考えている。

今後の課題 達成目標１－４－１
（達成目標等 「全国体験活動ボランティア活動総合推進センター」については、平成 年度より国立教16
の追加・修正 育政策研究所社会教育実践研究センターにおける単独予算措置により、設置・運営されること
及びその理由 となった （ ～ 年度は，文部科学省からの委嘱事業で設置・運営）。 14 15
を含む） このことから、 年度以降は当該センターにおける自主的な運営に任されることとなった16

が、今後も当該センターと積極的な連携を図り、全国の支援センターの継続的な設置・運営に
向けた支援や調査研究の実施等 「全国体験活動ボランティア活動総合推進センター」の運営、
内容の充実を図っていく必要がある。

達成目標１－４－２
「全国奉仕活動・体験活動推進協議会」については、これまでと同様に関係府省庁・関係団

体における情報交換を引き続き行うとともに、これまでの連携協力体制を基盤として、 年16
度の達成年度以降（ 年度以降）も継続的な設置が行われるよう、省庁連携を踏まえた事業17
展開の方策を検討するなど、協議内容の充実を図っていく必要がある。

達成目標１－４－３
委託事業による支援センターが未整備の 都道府県及び市町村については、支援センターの1

機能を有するセンターを既に有しているところもある。
今後は、委託事業を契機として自主的に整備された支援センター等を含め、全国的な実情を

把握する必要がある。

達成目標１－４－４
委託事業による協議会が未整備の３都道府県及び市町村については、既存の協議会等で自治

体の諸課題について協議する場を有しているところもある。
今後は、委託事業を契機として自主的に整備された推進協議会等を含め、全国的な実情を把

握する必要がある。

達成目標１－４－５
達成年度が未到来のため、目標の達成に向けて引き続き学校における体験活動の充実を図る

必要がある。

評価 結 果の 平成 年度予算においては、平成 年度に引き続き、推進体制の計画的な整備・充実を図16 15
年度以降 る。このほか、新たに、国民一人一人が奉仕活動・体験活動を身近なものとしてとらえ、日常16

の政策への反 生活の一部として継続して取り組んでいけるような社会的気運を醸成するため、国民の関心を
映方針 引き付けるような広報啓発・普及活動の全国展開や、活動の活性化に向けた調査研究等に必要

な経費を計上している。
体験活動については 「豊かな体験活動推進事業」を実施し、各都道府県に「体験活動推進、

地域・推進校」を指定し、他校のモデルとなる体験活動の推進を図るとともに、都市部から農
山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境におけ
る豊かな体験活動を促進する。また、長期にわたる集団宿泊等の共同生活体験等を行う。

「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」については、 年度で達成年16
度が到来する。

年度以降は、これまで行ってたきた体制整備について、委託事業が終了した後も、その17
機能を継続的なものとする必要がある。

よって、これまでの行政における継続的な設置のみならず、民間における設置への移行につ
いての方策を導き出すため、地域の企業や大学等との連携を図った事業の展開が必要となって
くる。

（施策目標１－４）37



（施策目標１－４）38

さらに、これまでの主に子どもを対象とした事業展開から、地域の子どもから大人までを対
象とした事業展開へと事業対象世代を拡大し、地域全体でボランティア活動に取り組む施策を
展開するなど、地域社会の活性化と、その下での地域の教育力の再生を図る必要がある。

以上のことから、 年度以降の施策目標は、これまでの「奉仕活動・体験活動の推進によ17
る青少年の豊かな心の育成」から 「地域教育力の活性化」へ移行することを考えている。、

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

1 1支援センター整備数 国 ― ― ―
（委託件数）

45 46都道府県 ― ― ―

699 1,194市町村数 ― ― ―

1 1推進協議会整備数 国 ― ― ―
（委託件数）

44 44都道府県 ― ― ―

717 1,126市町村 ― ― ―

学校において体験活動を実施している平均日数
（達成目標１－４－５関係）

・小学校 9.2 8.4
・中学校 6.4 6.2
・高等学校 6.9 6.5

6,958 7,121 7,219 7,397 7,792参考指標 ボランティア活動者人数（総人口）の推移
（把握人数：千人）
（ 年「ボランティア活動年報」社会福祉法人2003

全国社会福祉協議会調）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

地域の教育力の活性化及び奉仕活動・体験活動の充実 百万円「地域と学校が連携 2,068
を総合的に推進するため、協力した奉仕活動・
国レベルにおいては、ボランティア活動に関する全国体験活動推進事業」

規模の情報収集・提供及びコーディネイト等を行う「全（達成目標１－４－１

国体験活動ボランティア活動総合推進センター」の整備～１－４－４）

充実を図る。
また、関係府省庁及び関係団体等で構成される「全国

奉仕活動・体験活動推進協議会」の整備充実を図る。
さらに，都道府県・市町村レベルにおいては 「体験、

活動ボランティア活動推進センター」等の設置など、ボ
ランティア活動の推進体制を計画的に整備する。

※平成１５年度事業評価（新規・拡充事業）実施対象

「豊かな体験活動 児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むため、他校のモ 百万円381
推進事業」 デルとなる推進校を指定し、様々な体験活動を行う。
（ ）達成目標１－４－５

⑧備考 ・平成 年度からは 「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」と「子ども放課後15 、
週末活動等支援事業」を整理・統合し 「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推、
進事業」として実施。

・平成 年度は 「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」のうちのメニ16 、
ュー「子ども週末活動等支援事業」を廃止。
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施策目標１－４　奉仕活動・体験活動の推進による青少年の豊かな心の育成
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達成目標１－４－５
　全国の小中高校において、７日以上のまとまった体験活動を実
施する。
→小学校においては既に年７日間以上の体験活動を実施して
おり概ね順調に進捗している

達成目標１－４－１
　全国体験活動ボランティア活動総合推進センターを平成１４年
度中に開設し、平成１６年度までにその役割を十分に果たせるよ
う機能の充実を図る。
→平成14年度の開設後、継続的に機能の充実が図られてお
り、想定どおり達成

達成目標１－４－３、１－４－４
　平成１６年度までに全国の都道府県・市町村に支援センター及
び推進協議会を整備する。
→市町村の整備状況は支援センター・協議会ともに約４割
であり、想定したとおりには進捗していない

達成目標１－４－２
　全国奉仕活動・体験活動推進協議会を平成１４年度中に構成
し、平成１６年度までに活動に関する情報の共有など、幅広い関
係者による継続的な連携協力関係の構築を図る。
→継続的に協議会を開催しており、想定どおり達成

　地域と学校が連携協力した奉仕
　活動・体験活動推進事業
　　　　　　　　　　　２,０６８百万円

　・全国体験活動ボランティア活動
　　総合推進センターの整備充実

　
 
　・全国奉仕活動・体験活動推進
　　協議会の整備充実

　
　・都道府県・市町村レベルの推
　　進体制整備

　豊かな体験活動推進事業

　　　　　　　　　　　　３８１百万円

全国体験活動ボラン
ティア活動総合推進
センターの機能充実
により情報収集・提
供システムが確立さ
れた

全国奉仕活動・体験
活動推進協議会に
より関係府省や全
国規模の関係団体
相互の情報の共有
など連携協力関係
の構築が図られた

都道府県の支援セ
ンター・協議会は整
備されたが、市町
村の支援センター、
協議会の整備状況
は約４割。さらなる
整備・拡充と自治体
の設置状況等の分
析が課題
問題

学校における体験活
動の実施が図られた



①上位の政策名 政策目標２ 確かな学力の向上と豊かな心の育成

②施策名 施策目標２－１ 確かな学力の育成

③主管課 （主管課）初等中等教育局教育課程課（課長：常盤豊）
及び関係課 （関係課）初等中等教育局初等中等教育企画課（課長：前川喜平）／

（課長名） 財務課（課長：藤原誠）／児童生徒課（課長：坪田眞明）／
特別支援教育課（課長：山下和茂）／国際教育課（課長：山脇良雄）／
教科書課（課長：片山純一）／施設助成課（課長：鬼澤佳弘）／
教職員課（課長：戸渡速志）／参事官（課長：中川健朗）
生涯学習政策局参事官（課長：森本浩一）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度 ） 概ね順調に進捗13 17
基礎・基本を徹底し、自ら学び自ら考える力などまで含めた「確かな

学力」を身に付けさせる。

達成目標２－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度 ） 概ね順調に進捗13 17
学習指導要領の目標・内容に照らした児童生徒の学習状況の改善を図

り、知識・技能はもとより、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力等まで
含めた「確かな学力」を育成する。

達成目標２－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
、 。少人数指導・習熟度別指導の実施など 個に応じた指導の充実を図る

達成目標２－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
18.6 14.6教員一人あたりの児童生徒数の欧米並の水準（小： 人、中

人）への改善を進める。

達成目標２－１－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 16
学校教育への社会人等の活用の増加（平成１６年度までに約５万人を

全国の学校に導入等）を推進する。

達成目標２－１－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 19
英語教育の改善の目標や方向性を明らかにし、その実現のために国と

して取り組むべき施策を盛り込んだ「英語が使える日本人」の育成のた
めの行動計画を策定し、計画に基づいた施策を実施することにより、平

「 」 。成１９年度末までに 英語が使える日本人 を育成する体制を確立する

達成目標２－１－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
学校での朝読書等の読書活動を充実するとともに、平成１４年度から

の５年間で 学校図書館の蔵書について 新たに４千万冊を整備する お、 、 （
よその ％の増を図る ）20 。

⑤ 各達成目標の 達成目標２－１－１
現 達成度合い 知識・技能、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力等まで含めた「確かな学力」の育成の達成
状 （達成年度が 度合いについて、これまでの調査の分析においては、以下の点が見られるところである。
の 到来した達成 【各種の国際比較調査】
分 目標について ＯＥＣＤやＩＥＡの実施した調査結果によれば、知識・技能だけではなく、それらを活かし
析 は総括） て実生活上での課題を解決する能力についても国際的にみて上位に位置している。しかし一方
と で、数学や理科が好きな子どもの割合や将来それらに関する職業に就きたいという子どもの割
今 合が低いこと、宿題や自分の勉強をする時間が少ないこと、また、最も高いレベルの生徒の割
後 合がＯＥＣＤ平均と同程度であること等の結果も出ている。
の これらは、これまでの我が国の初等中等教育において、知識や技能だけでなく、思考力、判
課 断力まで含めた学力の育成に向けて取り組んできたことの成果のあらわれであるとともに、学
題 びへの意欲や学習の習慣を十分に身に付けること、全ての児童生徒の個性や能力を最大限に伸

ばしていくといった点についての課題を示している。

【教育課程実施状況調査】
平成１４年１月、２月に実施した小･中学校教育課程実施状況調査の結果（国語、社会、算

数・数学、理科、英語）の分析によると、児童生徒がつまずきがちな点や誤りやすい点など、
教科・学年によって様々な指導上の改善を要する点も明らかになったものの、旧学習指導要領
の目標・内容に照らした学習状況に関しては 調査を実施したのべ２３教科のうち ３教科 中、 、 （
学１、２年の理科及び中学３年の英語）以外の教科・学年において、設定通過率と比較して上
回る又は同程度と考えられる問題数が全体の半数以上を占めたところである。

平成１４年１１月に実施した高等学校教育課程実施状況調査の結果（国語、数学、理科、英
語）の分析によると、国語、英語の２教科において、設定通過率と比較して上回るまたは同程
度と考えられる問題数が半数以上を占めている。また、数学、理科の２教科において、設定通
過率と比較して上回るまたは同程度と考えられる問題数が半数未満である。

さらに、学習に関する意識については、小・中・高とも７０％を越える児童生徒は「勉強は
大切」だと思う一方、必ずしも「勉強が好き」だとは同様に思っていないという結果が出たほ
か、中学２年生以下では約半数の児童生徒の勉強時間が一時間未満との結果が出た。

（施策目標２－１）40



【学校教育に関する意識調査】
平成１５年６月 平成１６年２月に実施した学校教育に関する意識調査の結果によると 学、 、「

校の授業の理解度」について、①小学校では、児童生徒の理解している割合は約７割と同規模
で行われた平成１０年の前回調査と同程度、②中学校では、児童生徒の理解している割合は約
５割と前回調査より約８％増加し、授業がわからない割合は約１２％と、前回調査の約２割よ
り約８％低下、③高等学校では、授業を理解している割合は約３割と前回調査より約５％減少
し、授業がわからない割合は約２割と前回調査と同程度である。また、児童生徒が授業を理解
していると思っている教員は小学校で約８割、中学校、高等学校で約６割と前回調査に比べ増
加している。新学習指導要領の下での取組が実施されたばかりであり、この調査のみでは判断

、 、 （ ） 。できないが 授業の理解について 児童生徒 特に中学生 ・教員ともに増加の兆しが見える

以上の結果を総合的に分析すると、達成目標２－１－１については、国際的にトップクラス
の成績を維持していることや全体として学習指導要領の目標・内容が概ね実現されているこ
と、児童生徒の授業の理解度に増加の兆しが見られるなどから、概ね順調に進捗しているもの
と判断するものの、取り組むべき課題も見られる。

達成目標２－１－２
児童生徒一人一人の理解や習熟の程度に応じた指導（個に応じた指導）の充実を図る観点か

ら 「学力向上アクションプラン」の一環として 「学力向上フロンティア事業」を実施し、全、 、
国約１７００校の拠点校において実践研究を行い、各学校や教育委員会等において創意工夫を
活かした取組を実施。

さらに、少人数指導のための第７次教職員定数改善計画（小・中学校）及び第６次教職員定
数改善計画（高等学校）も平成１３年度より着実に実施されている。

このような取組の成果として、平成１５年度には全国の約７割の小・中学校において習熟度
別学習が取り入れられるに至っている。

以上のように、本達成目標に関する取組の成果が出ていることからも、概ね順調に進捗して
いるものと判断する。

達成目標２－１－３
基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指し、平成１３年度から平成１７年度までの５ヵ年計

画で、教職員定数改善計画を実施しているところである。平成１７年度における設定目標に対
し、概ね順調な進捗状況にあるものと判断している。

達成目標２－１－４
全国の学校に多様な知識や経歴を有する社会人を導入し、子供たち一人一人に目配りのきい

た教育を実現するため、特別非常勤講師制度や緊急地域雇用創出特別交付金の活用などによる
「学校いきいきプラン」を推進している。現在まで、順調に進捗しており、平成１６年度末に
おいては目標を概ね達成する見込みである。

達成目標２－１－５
「 英語が使える日本人』の育成のための行動計画 （平成１５年３月策定）に基づき、関係施『 」
策を着実に実施中であり、スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールを５０校指
定し英語教育に関する実践的な研究が推進され、地方自治体主催の全ての英語教員に対する研
修には８０５３人が参加するなど、平成１９年度末までの達成目標に向けて、概ね順調な進捗
状況にあると判断している。

達成目標２－１－６
15 71.1 14全校一斉の読書活動の実施状況については 平成 年度に行った調査では ％ 平成、 、 （

年度）の学校で実施されており、前年度と比して約７ポイントアップしており、学校での朝の
読書等の読書活動が十分に充実してきていると判断する。また、学校図書館の蔵書も、５年間
で４千万冊の整備を行うこととしており、平成 年度は前年度と比べ、約 百万冊増加し14 500
た。これらを踏まえ、概ね順調に進捗している状況にあると判断される。

基本目標達成 基本目標２－１
習熟度別指導なに向けての進 各達成目標の達成度合いの評価はそれぞれおおむね順調な進捗状況にあり、

どきめ細やかな指導の実現、教育の質を担保する条件整備等の各教育委員会・学校における取組捗状況
平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、全体としみを促していると考えられるため、

ておおむね順調な進捗状況であると判断できる。

今後の課題 達成目標２－１－１
、 、調査で明らかになった指導上の改善点を踏まえ 個に応じた指導を一層充実させるとともに

学習意欲、学習習慣等を児童生徒に身に付けさせることが重要であり、そのために、新学習指
導要領の趣旨の実現が必要である。

達成目標２－１－２
児童生徒一人一人の習熟の程度等に応じたきめ細かな指導を一層充実する観点から、今後、

更なる指導方法や指導体制の工夫・改善を進める必要がある。
また、引き続き、第７次教職員定数改善計画を着実に推進することが必要がある。

達成目標２－１－３
確かな学力の向上ときめ細かな指導を目指す観点から、引き続き、教職員定数改善計画を着

実に実施していくことが必要である。

（施策目標２－１）41



（施策目標２－１）42

達成目標２－１－４
子供たち一人一人に目配りのきいた教育を実現させるためにも、社会人の活用を引き続き推

進していくことが必要である。

達成目標２－１－５
「 英語が使える日本人』の育成のための行動計画」に基づき、英語教員の指導力向上及び『

指導体制の充実など英語教育の改善に向けて着実に関係施策を推進していく必要がある。

達成目標２－１－６
一層の子どもの読書活動の推進、学校図書館の蔵書の一層の充実を図る必要がある。

また、平成１５年１２月より３大都市圏にて地上デジタルテレビ放送が開始されたが、教育に
おいて、どのように活用できるか、検討を加える必要がある。

評価結果の16 達成目標２－１－１
年度以降の政 平成１５年度より 「学力向上アクションプラン」として、①個に応じた指導の充実、②学、
策への反映方 力の質の向上、③個性・能力の伸長（スーパーサイエンスハイスクールなど 、④英語力・国）
針 語力の向上を柱とした施策を総合的に展開しているところであり、平成１７年度以降も、引き
(政策評価法 続きその充実を図る。
第11条に基づ
く総務大臣へ 達成目標２－１－２
の通知事項) 児童生徒一人一人の習熟の程度等に応じたきめ細かな指導を一層充実する観点から、今後、

更なる指導方法や指導体制の工夫・改善を進める。また、引き続き、第７次教職員定数改善計
画を着実に推進する。

達成目標２－１－３
引き続き、教職員定数改善計画の着実な推進による教員一人あたりの児童生徒数の改善につ

とめる。

達成目標２－１－４
学校いきいきプランは 「緊急地域雇用創出特別交付金（厚生労働省所管 」の終了に伴い、、 ）

平成１６年度を以って終了するが、引き続き、学校教育への社会人の活用を推進していく。

達成目標２－１－５
英語教育を改善していくために 「英語の授業の改善 「英語教員の指導力の向上及び指導体、 」

制の充実 「英語学習へのモティベーションの向上 「小学校の英会話活動の支援 「国語力の」 」 」
向上」等を柱として、平成１９年度末まで関係施策を着実に実施していく。

達成目標２－１－６
子どもの読書活動に推進に関する法律に基づく「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」を踏まえ、平成１６年度以降も、引き続き、同計画の着実な推進を図り、一層の子ども
の読書活動の推進、学校図書館の蔵書の充実を図る。

また、平成１５年度から地上デジタルテレビ放送の教育活用について検討を始めているところ
であるが、平成１６年度以降も、さらに検討を加える。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

教育課程実施状況調査等の結果
（達成目標２－１－１関係）
・設定通過率を上回る又は同程度と考えられる問

題数の合計が過半数を占める教科の割合（学年
・教科数 （※１） 小 － － － －） 8/8

中 － － － －12/15
高 － － － －2/4

・授業の理解度（※２）
ー （小５） （小５）よくわかる、だいたいわかる 小 － －61.4 69.5
ー （中２） （中２）と回答した率（％） 中 － －41.1 51.8
ー 高３ （高１）高 － － 39.5 32.3（ ）

国際比較調査における成績等
（達成目標２－１－１関係）

・数学が好きな子どもの割合（％ （※３） － ( ) － － －） 48 72
・理科が好きな子どもの割合（％ （※３） － ( ) － － －） 55 79

習熟度別指導を実施している学校の割合（％）
38.8 52.1 63.1 74.2（達成目標２－１－２関係） 小 －
31.0 49.9 64.7 66.9中 －

教員一人あたりの児童生徒数（人）
（達成目標２－１－３関係）



（施策目標２－１）43

19.3 19.2 19.0 18.7 18.5・小学校
16.7 16.4 16.1 15.7 15.3・中学校

学校教育への社会人等の活用状況
（達成目標２－１－４関係）

3013 27105 28609・学校いきいきプランによる社会人活用数 － －
・特別非常勤講師の届け出件数 集計中8646 11607 14695 1 765 0

7738 8220 9370 9769・ネイティブスピーカー等の配置数

国からの加配定数を活用して小人数指導等を実施
している学校数）

8394 8835 10618 12152 13373・小学校
6594 6806 7683 7989 8177・中学校

公立学校図書館の蔵書数（百万冊） 集計中313 318 320 327
（達成目標２－１－６関係）

全校一斉読書活動を実施している学校の割合 ％ － － 集計中（ ） 64.2 71.1
（達成目標２－１－６関係）

20 45参考指標 スーパーサイエンスハイスクール指定校数（校） － － －
（達成目標２－１－１関係）

16 50スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイス － － －
クール指定校数（校 （達成目標２－１－１及び）
２－１－５関係）

⑦主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成１５年度
（上位達成目標） 予 算 額

教育課程実施状況調査を実施し、調査結果分析によ －教育課程実施状況調査
る指導の改善を図るの実施、調査結果分析

による指導の改善
（ ）達成目標２－１－１

①個に応じた指導の充実、②学力の質の向上、③個 百万円学力向上アクションプラ 3,943
性・能力の伸長（スーパーサイエンスハイスクールンの実施

（達成目標２－１－１ など 、④英語力・国語力の向上を柱とした学力向上）
及び２－１－２） アクションプランを実施

平成 ～ 年度までの５年計画で、基礎学力の向 百 万教職員定数改善計画 13 17 2,787,864
上ときめ細かな指導を目指す、第７次公立義務教育 円の内数の着実な推進

達成目標２ １ 諸学校教職員定数改善計画を推進。( － －３)

特別非常勤講師制度や緊急地域雇用創出特別交付金学校いきいきプランの
(厚生労働省所管）の活用などによる「学校いきい －推進
きプラン」を推進。

( － －４)達成目標２ １

「英語が使える日本人」の育成のための行動計画を 百万円「『英語が使える日本 1,101
推進人』の育成のための行

動計画」の着実な推進
( － － )達成目標２ １ ５

平成 年度からの５カ年で、毎年約 億円総額「子どもの読書活動の 14 130
約 億円、地方交付税措置を講じられていること －推進に関する基本的な 650

達 を踏まえ、学校図書館図書の整備について、各都道計画」の着実な推進（
成目標２－１－６） 府県教育委員会に周知を図った

⑧備 考 ※１ 設定通過率とは、学習指導要領に示された内容について、標準的な時間をかけ、学習
指導要領作成時に想定された学習活動が行われた場合、個々の問題ごとに正答、準正答
の割合の合計である通過率がどの程度になると考えられるかを示した数値である。

13 21 24※２ 平成 年度指標は 教育課程実施状況調査 小学校５年約 万人 中学校２年約「 」（ 、
万人 、平成 年度指標は「学校教育に関する意識調査 （小学校５年約 人、中学） 」15 2300
校２年約 人、高校１年約 人）である。2300 1700

※３ （ ）内は国際平均値。
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学校いきいきプランの推進、特
別非常勤講師制度 等

「『英語が使える日本人』の育成の
ための行動計画」の着実な推進
1,101百万円 等

「子どもの読書活動の推進に関す
る基本的な計画」の着実な推進
等

教職員定数改善計画の着実な推
進 等 2,787,864百万円の内数

教育課程実施状況調査の実施、調
査結果分析による指導の改善 等

学力向上アクションプランの実施

3,943百万円 等

達成目標２－１－２
少人数指導・習熟度別学習の実施など、個に応じた指導の充実

→全国で約７割の小・中学校において習熟度別学習が
取り入れられていることから、概ね順調に進捗

達成目標２－１－６
学校での読書活動の充実、学校図書館の蔵書についての整備

→７割以上の学校で、全校一斉の読書活動が実施され
（平成１５年度）、学校図書館の蔵書も前年度と比べ、

約５００万冊増加し（平成１４年度）概ね順調に進捗

達成目標２－１－３
教員一人あたりの児童生徒数の欧米並みの水準への改善を進める

→教員一人あたり児童生徒数が小学校１８．５、
中学校１５．３となり、概ね順調に進捗

達成目標２－１－４
学校教育への社会人等の活用の増加

→特別非常勤制度や緊急地域雇用創出特別交付金の活用など
による「学校いきいきプラン」を推進し、概ね順調に進捗

達成目標２－１－５
「英語が使える日本人」を育成する体制の確立

→スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール50校に
おいて実践的な研究が推進され、英語教員に対する集中的

研修が実施されるなど、概ね順調に進捗

達成目標２－１－１
学習指導要領の目標・内容に照らした児童生徒の学習状況の改善を図る

→国際的にトップクラスの成績を維持していること
や全体として学習指導要領の目標・内容が概ね
実現されていることから、概ね順調に進捗

※金額は、平成15年度予算額
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①上位の政策名 政策目標２ 確かな学力の向上と豊かな心の育成

②施策名 施策目標２－２ 豊かな心の育成と児童生徒の問題行動等への適切な対応

③主管課 （主管課）初等中等教育局児童生徒課（課長：坪田 眞明）
及び関係課 （関係課）初等中等教育局教育課程課（課長：常盤 豊）／幼児教育課（課長：蒲原 基道）

（課長名） 特別支援教育課（課長：山下 和茂）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標２－２（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
他人を思いやる心、生命や人権を尊重する心、自然や美しいものに感

動する心、正義感や公正さを重んじる心、勤労観、職業観など、子ども
たちに豊かな人間性と社会性を育むための教育を実現するとともに、児
童生徒の問題行動等への適切な対応を図る

達成目標２－２－１(基準年度：13年度 達成年度：17年度)
幼稚園から高等学校までの全ての学校種において、体験活動をいかし 概ね順調に進捗

た道徳教育や地域人材の積極的活用など特色ある充実した道徳教育を実
施する

達成目標２－２－２(基準年度：13年度 達成年度：17年度) 概ね順調に進捗
全国の小・中・高校において、７日間以上のまとまった体験活動を実

施する（再掲）

達成目標２－２－３（基準年度：15年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
児童生徒が望ましい勤労観、職業観を身につけ、個々の能力・適性に

応じて主体的に進路を選択することができるよう、職場体験やインター
ンシップ（就業体験）の充実等を通じて、キャリア教育の推進を図る。

達成目標２－２－４（基準年度：14年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
全国の公立中学校において、全ての生徒が専門的な教育相談を受ける

ことができる体制を整備する

達成目標２－２－５（基準年度：15年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
（ ）不登校対策に関する中核的機能 スクーリング・サポート・センター

を充実し、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシス
テムを整備する。

達成目標２－２－６（基準年度：14年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
学校・教育委員会・関係機関からなるサポートチームの組織化など、

地域における支援システムづくりについて研究し、その成果の普及を図
る。

達成目標２－２－７（基準年度：15年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
障害のある子ども一人一人のニーズに応じてきめ細かな支援を行うた

めに乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育を行うととも
に、学習障害、注意欠陥 多動性障害、自閉症などについて教育的支援/
を行うなど教育に特別のニーズのある子どもについて適切に対応する。

⑤ 各達成目標の 達成目標２－２－１
現 達成度合い又 平成15年度においては、平成14年度に引き続き、全小・中学生に「心のノート」を配布する
状 は進捗状況 とともに 「心のノート」の活用を広げるための活用事例集を作成し、全小・中学校に配布し、
の （達成年度が た。この「心のノート」は、道徳の時間だけではなく、各教科の学習や特別活動など学校の教
分 到来した達成 育活動の様々な場面において活用するとともに、子どもが自らページを開いて書き込んだり、
析 目標について 家庭において話題にするなど、子どもの生活の様々な場面において活用することができるもの
と は総括） である。このような「心のノート」の趣旨を生かした創意ある活用を通して、授業や生活に意
今 欲的に取り組み、自ら道徳性をはぐくむことができるようにしている。
後 また 学校や教育委員会の創意工夫を生かした道徳教育を推進するための実践研究である 児、 「
の 童生徒の心に響く道徳教育推進事業」等を、全ての都道府県教育委員会との連携、協力の下に
課 実施し、体験活動を生かした道徳教育や地域人材の積極的活用等による特色ある道徳教育の取

。 、 、 。題 組が進められた なお 幼稚園においては 幼児の心を育てるためのキャンペーンを展開した
このように、特色ある充実した道徳教育のための取組が各地で進められていることから、概

ね順調に進捗しているものと判断する。

達成目標２－２－２
平成15年度においては 「豊かな体験活動推進事業」を昨年に引き続き実施し、各都道府県、

に「体験活動推進地域・推進校」を指定するとともに、都市部から農山漁村や自然が豊かな地
域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境における豊かな体験活動を促進
する地域間交流推進校を新たに設け、他校のモデルとなる体験活動の推進を図った。また、全
国６ブロックで開催するブロック交流会の発表校の事例をまとめた事例集を教育委員会に配布
したところである。学校において体験活動を実施している平均日数については、日数は減って

（施策目標２－２）45



いるものの、小学校においては既に年７日間以上の体験活動を実施しており、概ね順調に進捗
しているものと判断する。

達成目標２－２－３
平成１５年度においては、公立中学校における職場体験の実施状況は、88.7%と前年度に比

べ、1.8ポイント実施率が上昇。また、平成14年度における公立全日制高等学校におけるイン
ターンシップの実施状況は、47.1%と前年度に比べ、8.2ポイント上昇 （平成１５年度の実施。
状況は現在集計中）職場体験やインターンシップの実施状況から概ね順調に進捗していると判
断できる。

達成目標２－２－４
、「 」 、平成15年度においては 心の専門家 であるスクールカウンセラーの配置を拡充するなど

教育相談体制の充実のための取組を進めているところであり、概ね順調に進捗しているものと
判断する。

達成目標２－２－５
平成15年度においては 「スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業」において広域、

スクーリング・サポート・センターを４７箇所に設置するとともに、地域スクーリング・サポ
ート・センターを４００箇所に設置し、地域のネットワークにおいて指導員の研修、訪問指導
の充実などを図っている。また、全国連絡協議会を実施し、各地の取組状況について情報交換
を行うなど、概ね順調に進捗しているものと判断する。

達成目標２－２－６
平成15年度においては 「サポートチーム等地域支援システム作り推進事業」においてモデ、

ル地域を指定し、学校・教育委員会・関係機関等（児童相談所、保護司、児童委員、警察等）
からなるサポートチームの組織化など、地域における支援システムづくりの研究を実施してい
る。また、事業の一環として設置した研究会において、学校と関係機関等との行動連携を推進
するための方策について検討を行い、報告を取りまとめるなど、概ね順調に進捗しているもの
と判断する。

達成目標２－２－７
、「 」 、 ，平成15年度においては 特別支援教育推進体制モデル事業 を 都道府県に委嘱し ＬＤ47

ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の児童生徒に対する支援体制の整備を図るとともに、各教育委員会
や学校等において、ＬＤ等の児童生徒への教育支援を行うための総合的な体制を整備する際に
活用されることを目的としてガイドライン（試案）を作成し、全小･中学校等に配布したとこ
ろである。また 「個別の教育支援計画」の策定についても検討が進められているところであ、
り、概ね順調に進捗しているものと判断する。

、 「 」施策目標（基 平成15年度の基本目標の達成度合いについては 各達成目標の達成度合いが 概ね順調に進捗
本目標）の達 しているため、基本的には基本目標についても概ね順調に進捗していると言えるが、昨今の長
成度合い又は 崎等における児童生徒をめぐる一連の事件を踏まえ、今後は、各達成目標の達成年度における
進捗状況 達成に向けて、着実に各事業を進捗・定着させる必要があるとともに、早い段階での教育相談

体制の充実や問題行動等の背景について調査研究等を行う必要がある。

今後の課題 達成目標２－２－１
（達成目標等 道徳教育については、引き続き、学校や教育委員会の創意工夫を生かした道徳教育、体験活
の追加・修正 動を生かした道徳教育や、地域人材の積極的活用等による特色ある道徳教育に取り組む必要が
及びその理由 ある。
を含む）

達成目標２－２－２
体験活動については、引き続き、学校における体験活動の充実を図る必要がある。

達成目標２－２－３
キャリア教育については、若者自立・挑戦プラン（平成 年 月 日）において大きな柱15 6 10

に位置付けられたことも踏まえ、引き続き、学校の教育活動全体を通じて、児童生徒の発達段
階に応じた組織的・系統的なキャリア教育を一層推進することが必要である。

達成目標２－２－４
教育相談体制については、引き続き、全国の公立中学校において、すべての生徒が専門的な

教育相談を受けることができる体制の整備を図る必要がある。

達成目標２－２－５
不登校への対応については、様々な要因・背景を踏まえ、引き続きネットワークの整備を進

める必要がある。

達成目標２－２－６
地域システムづくりについては、研究会の報告も踏まえ、引き続き、サポートチームの組織

化など、地域における支援システムづくりの研究を行うとともに、学校外での支援の場や機能
の在り方について研究を行う必要がある。

さらに、昨今の長崎等における児童生徒をめぐる重大事件の個別の事情や背景など事実の把
握や専門的な分析を踏まえ､適切な対応を図る必要がある。

達成目標２－２－７
障害のある子どもへの対応については、引き続き「特別支援教育推進体制モデル事業」を通

（施策目標２－２）46



（施策目標２－２）47

して、教育支援体制の整備に取り組むことが必要である。

評価 結 果の 達成目標２－２－１
年度以降 道徳教育については、全小・中学生に「心のノート」を配布するとともに、教師用参考資料16

の政策への反 の作成・配布、学校や教育委員会の創意工夫を生かした道徳教育を推進するための実践研究で
映方針 ある「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」等を都道府県教育委員会との連携、協力の下に

推進する。また、教育委員会と大学との連携・協力の下、道徳教育充実のための諸課題に焦点
を当てた研究を行う。

達成目標２－２－２
体験活動については 「豊かな体験活動推進事業」を実施し、各都道府県に「体験活動推進、

地域・推進校」を指定し、他校のモデルとなる体験活動の推進を図るとともに、都市部から農
山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境におけ
る豊かな体験活動を促進する。また、長期にわたる集団宿泊等の共同生活体験等を行う。

達成目標２－２－３
新キャリア教育プラン推進事業を実施し、小・中・高等学校で一貫したキャリア教育に関す

る指導内容・方法の開発などを行う「キャリア教育推進地域」を指定し、社会全体でキャリア
教育を推進していくような機運を醸成する「キャリア教育推進フォーラム」を開催するととも
に、インターンシップ推進のため国レベルでの連絡協議会を設置・開催する。また、専門高校
等においても、将来の専門的職業人の育成に資する「目指せスペシャリスト」事業を引き続き
推進する。

達成目標２－２－４
教育相談体制については「心の専門家」であるスクールカウンセラーの配置の拡充を図る。

達成目標２－２－５
不登校への対応については 「スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業」の一層の、

充実を図る。

達成目標２－２－６
地域における支援システムづくりについては 「問題行動に対する地域における行動連携推、

進事業」を１６年度より新規に実施し、問題行動を起こす児童生徒に着目した、地域における
支援システムづくりを目的としたサポートチームの取組に加え、これまで必ずしも十分とはい
えなかった「あそび・非行」の不登校児童生徒等の学校復帰や立ち直りに向けた機会の提供等
を目的とする自立支援教室の取組を行う。

達成目標２－２－７
障害のある子どもへの対応については、引き続き「特別支援教育推進体制モデル事業」にお

いて、引き続き小･中学校におけるＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症の児童生徒に対する支援体
制の整備を推進するとともに、新たに盲･聾･養護学校において「個別の教育支援計画」策定検
討委員会を設置し、障害のある一人一人のニーズに応じたきめ細かな支援を行うための体制整
備を行う。

なお、今後とも基本目標を着実に達成して行くため、平成１６年度以降は、早い段階での教
育相談体制の充実や問題行動等の背景について調査研究等を行う必要がある。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

地域人材を活用した道徳教育の実施状況(学校数 集計中）

学校において体験活動を実施している平均日数 － － －
・小学校 9.2 8,4
・中学校 6.4 6,2
・高等学校 6.9 6,5

80.5% 86.9% 88.7%職場体験の実施状況（公立中学校）
インターンシップ（就業体験）の実施状況（公立 集計中38.9% 47.1%
の全日制高等学校全体）

公立中学校におけるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの配置校数 2015 2250 4406 5500 7000

スクーリング・サポート・センターの数 － － － － 400
（平成15年度新規）

「サポートチーム等地域支援システムづくり推進 － － － 100 100
事業」推進地域数

盲・聾･養護学校における個別の教育支援計画の － － － － －
策定状況

参考指標 （参考指標）
いじめ、暴力行為、不登校の発生数



（施策目標２－２）48

・いじめ（小・中・高・特） 31359 30918 25037 22205 集計中
・暴力行為（小・中・高：校内） 31055 34595 33130 29454 集計中
・不登校（小・中） 130227 134286 138722 131252 集計中

「目指せスペシャリスト」指定校数（校） ９

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

「未来を拓く心」 児童生徒が身に付ける道徳の内容を分かりやすく表した 百万円360
を育てる支援活動 「心のノート」を全ての小・中学生に配布し、道徳性の
の充実 育成を図る。
（達成目標2-2-1）

児童生徒の心に響 各都道府県や学校の創意工夫により、地域人材の参加・ 百万円240
く道徳教育推進事 協力や体験活動を生かした道徳教育の推進等について実
業 践研究を行う。
（達成目標2-2-1）

豊かな体験活動推 児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むため、他校のモ 百万円381
進事業 デルとなる推進校を指定し、様々な体験活動を行う。
（達成目標 ）2-2-2

キャリア教育の推 初等中等教育段階におけるキャリア教育の推進方策に 百万円14
進に関する総合的 ついて、総合的調査研究を行う。
調査研究
（ ）達成目標 2-2-3

目指せスペシャリ 先端的な技術・技能等を取り入れた教育を重点的に行 百万円91
スト っている専門高校や、地域産業の振興や伝統技能の継
達成目標 承に取り組む専門高校などに対する支援を行う。（ ）2-2-3

スクールカウンセ 各都道府県・指定都市において，児童生徒の臨床心理に 百万円3994
ラーの配置 関して高度に専門的な知識・経験を有する「スクールカ
（達成目標 ） ウンセラー」を公立中学校を中心に配置し，それらを活2-2-4

用する際の諸課題についての調査研究を行うために必要
な経費の補助を行う。

スクーリング・サ 不登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、より一 百万円851
ポート・ネットワ 層きめ細かな支援を行うため、教員や教育支援センタ
ーク整備事業 ー指導員の研修、家庭への訪問指導など、不登校対策
達成目標 に関する中核的機能（スクーリング・サポート・セン（ ）2-2-5

ター）を充実し、学校・家庭・関係機関が連携した地
域ぐるみのサポートシステムを整備する

サポートチーム等 問題行動を起こす個々の児童生徒に着目して適切な対応 百万円89
地域支援システム を行うため、モデル地域を指定し、学校・教育委員会・

（ 、 、 、 ）づくり推進事業 関係機関 児童相談所 保護司 主任児童委員 警察等
（達成目標 ） からなるサポートチームの組織化など、地域における支2-2-6

援システムづくりについて研究を行う。

特別支援教育推進 ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症の児童生徒への教育支 百万円99
体制モデル事業 援体制の整備を行うため、校内委員会や専門家チームの
（達成目標 ） 設置、特別支援教育コーディネーターの指名、巡回相談2-2-7

等を行う「特別支援教育推進体制モデル事業」を実施。

⑧備考



施策目標２－２ 豊かな心の育成と児童生徒の問題行動等への適切な対応

達成目標２－２－１
幼稚園から高等学校までの全ての学校種において、体験活動をいかした
道徳教育や地域人材の積極的活用など特色ある充実した道徳教育を実施
する→概ね順調に進捗

達成目標２－２－３
児童生徒が望ましい勤労観・職業観身に付け、個々の能力・適性に応じて
主体的に進路を選択することができるよう、インターンシップ（就業体験）の
充実等を通じて、キャリア教育の推進を図る。→概ね順調に進捗

達成目標２－２－２
全国の小・中・高校において、７日間以上のまとまった体験活動を実施
する（再掲）→概ね順調に進捗

達成目標２－２－４
全国の公立中学校において、全ての生徒が専門的な教育相談を受けるこ
とができる体制を整備する→概ね順調に進捗

達成目標２－２－５
不登校対策に関する中核的機能（スクーリング・サポート・センター）を充実
し、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムを整備
する。→概ね順調に進捗

達成目標２－２－６
学校・教育委員会・関係機関からなるサポートチームの組織化など、地域
における支援システムづくりについて研究し、その成果の普及を図る。
→概ね順調に進捗 特
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達成目標２－２－７
障害のある子ども一人一人のニーズに応じてきめ細やかな支援を行うた
めに乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育を行うとともに、
学習障害、注意欠陥/多動性障害、自閉症などについて教育的支援を行

うなど教育に特別のニーズのある子どもについて適切に対応する。
→概ね順調に進捗

豊かな体験活動
推進事業 381百万円

スクールカウンセラー
の配置

3,994百万円

スクーリング･サポート･
ネットワーク整備事業

851百万円

サポートチーム等
地域支援システムづくり
推進事業 ８９百万円

特別支援教育
推進体制モデル事業

９９百万円

キャリア教育の推進
に関する総合的調
査研究 14百万円

児童生徒の心に響く
道徳教育推進事業

240百万円

「未来を拓く心」を育てる
支援活動の充実

360百万円

目指せスペシャリス
ト ９１百万円
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①上位の政策名 政策目標２ 確かな学力の向上と豊かな心の育成

②施策名 施策目標２－３ 信頼される学校づくり

③主管課 （主管課）初等中等教育局初等中等教育企画課（課長：前川喜平）
及び関係課 （関係課）初等中等教育局教職員課（課長：戸渡速志）／参事官（参事官：中川健朗）／

（課長名） 大臣官房文教施設企画部施設助成課（課長：鬼澤佳弘）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
保護者や地域住民に信頼される学校づくりを進めるため、地域に開か 一定の成果があがっ

れた学校づくりや教員の資質向上を進めるとともに、特色ある学校づく ているが、一部につ
りをすすめ、学校施設の耐震化を推進する。 いては想定どおり達

成できなかった

達成目標２－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
平成２２年度までに、全公立学校において自己評価を実施し、その結 概ね順調に進捗

果を公表する。

達成目標２－３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）12 16
平成１６年度までに、全公立学校の６割に学校評議員を設置する。 想定した以上に達成

達成目標２－３－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 17
全都道府県・指定都市教育委員会における教員評価システムの改善を 概ね順調に進捗

目指す。

達成目標２－３－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）12 15
全都道府県・指定都市教育委員会における指導力不足教員に関する人 想定どおり達成

事管理システムの導入を目指す。

達成目標２－３－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
教員の実践的指導力の向上を図る一環として、概ね全ての教員のコン 進捗にやや遅れが見

ピュータを使った指導を実施できるようにする。 られる

達成目標２－３－６（基準年度： 年度、達成年度： 年度）15 17
教員の資質向上に関しては、教員の養成・採用・研修段階を通じた教 概ね順調に進捗

育委員会と大学との連携推進が重要であることから、各都道府県・指定
都市教育委員会の８割が、教員研修の改善を目的とした大学との連携の
取組を行なうことを目指すとともに、中核市においてもこれらの取組が
促進されることを目指す。

達成目標２－３－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 進捗にやや遅れが見15 20
公立小中学校施設の耐震補強や改築事業について国庫補助を行うこと られる

等により、地方公共団体の計画的な取組みを支援し、公立小中学校施設
の耐震化を重点的に推進する。

達成目標２－３－８（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 19
生徒や保護者が実質的に中高一貫教育校を選択することが可能となる

よう、通学範囲の身近なところに数多く設置されることを目標に整備を
促進する。

⑤ 各達成目標の 達成目標２－３－１
現 達成度合い又 平成１４年度間において学校評価を実施した公立学校は約９割、結果の公表は約 割とそれ4
状 は進捗状況 ぞれの指標が順調に進捗し、平成２２年度の達成年度に向けて概ね順調に進捗と判断。
の （達成年度が
分 到来した達成 達成目標２－３－２
析 目標について 平成１５年７月現在、全公立学校の６２．４％に学校評議員が設置されたため、想定した以
と は総括） 上に達成。
今
後 達成目標２－３－３
の 平成１５年度より「教員の評価に関する調査研究」を、全都道府県・指定都市教育委員会に
課 委嘱。一部の教育委員会において先行的に実施しているが、今年度中に全体の状況について把
題 握する予定。

達成目標２－３－４
指導力不足教員等に関する人事管理については、平成１３年度及び１４年度に全ての都道府

県・指定都市の教育委員会に指導力不足教員に関する人事管理についての調査研究を委嘱。平
成１５年度までに全ての都道府県・指定都市においてシステムを構築。評価期間を通じて順調
に推移し、想定どおり達成されたものと判断。

（施策目標２－３）50



達成目標２－３－５
コンピュータを使って指導できる教員の割合については、平成１５年度現在、６０．３％と

なっており、１７年度までに概ねすべての教員とするという当初の想定に対しては、進捗にや
や遅れが見られると考えれるところ （平成 年度の実績は集計中）。 15

達成目標２－３－６
平成１５年１１月の調査においては、大学での教員研修（現職研修）段階における連携の取

組を行なっている教育委員会は、全体の５３．３％。達成目標の達成に向け、概ね順調に進捗
。 、 、と判断 なお 大学での教員養成段階も含め何らかの連携の取組を行なっている教育委員会は

全体の８６．６％となっている。

達成目標２－３－７
公立小中学校施設の耐震化の推進については、耐震補強等を行う際に必要な経費の補助を行

うとともに、市町村等に対し耐震診断等必要な調査の実施を促す指導及び情報提供を行う等、
公立学校施設の耐震化を推進した。なお、平成１６年度４月時点の耐震化率は４９．１％であ
り、児童生徒等の安全を守るとともに災害時に地域住民の避難場所となる公立小中学校施設の
耐震化の必要性から鑑みて、進捗にやや遅れが見られると判断する。

達成目標２－３－８
平成１５年度現在、全国で設置されている中高一貫教育校数は１１８校、中高一貫教育校が

設置されている都道府県数は４１都道府県。達成目標の達成に向け、概ね順調に進捗。

施策目標（基 施策目標２－３の下の各達成目標については、上記の通り、学校の自己評価の実施及びその
本目標）の達 公表、学校評議員の設置、教員の人事管理システムの導入等については想定どおり達成してい
成度合い又は るが、教員のＩＴ化、学校施設の耐震化の観点からは想定どおりには達成できていない。
進捗状況 これらの達成目標を達成することで、学校が地域や保護者に開かれ、外部の目にさらされる

とともに適切に連携を図るようになり、教員についても適切な評価の下で子どもたちの教育活
動にあたるようになることで保護者からの信頼が期待されるという点で国民生活によい影響が
現れたものと推論することができる。これは、保護者や地域住民の信頼に応えるという基本目
標の達成に寄与したものと言える。

以上の状況を総合的に勘案すると、施策目標２－３については、一部については進捗にやや
遅れが見られると判断されるものの、全体としては、一定の成果が上がっているものと判断さ
れる。

今後の課題 達成目標２－３－１
（達成目標等 平成１６年度も引き続き「学校の評価システムの確立に関する調査研究」を全都道府県・指
の追加・修正 定都市教育委員会に委嘱し、達成目標の達成に努めるとともに、内容の充実に向けて取組む。
及びその理由
を含む） 達成目標２－３－２

今後は、設置の実態の精査等をはかり、その内容の充実に向けて取組む。

達成目標２－３－３
教員一人一人の能力や実績等が適正に評価され、それが配置や研修、給与等の処遇に適切に

結びつけられる評価システムを実現するため、平成１６年度も引き続き「教員の評価に関する
調査研究」を全都道府県・指定都市教育委員会に委嘱し、達成目標の達成に努める。

達成目標２－３－５
コンピュータを使って指導できる教員の割合について進捗にやや遅れが見られる理由とし

て、ＩＴを活用した授業実践のノウハウが不足していることや情報の共有化がなかなか進んで
いないといった事情が考えられるため、今後は授業実践のノウハウの提供等の観点からの取組
を一層推進する必要がある。

達成目標２－３－６
学校現場や保護者 地域社会のニーズを反映した教員を養成していくためには 教員研修 現、 、 （

職研修）の改善を目的とした教育委員会と大学との連携を一層推進していくとともに、昨今さ
らに教員養成段階においても大学と教育委員会との連携を推進していくことが求められている
ため、今後は、教員養成、研修の双方において教育委員会と大学との連携を促していく必要が
ある。

達成目標２－３－７
公立学校施設の耐震化の必要性から鑑み、耐震補強等を行う際に必要な経費の補助を行うた

めの予算の拡充に努める等、公立小中学校施設の老朽化・耐震化対策を推進する必要がある。

達成目標２－３－８
通学範囲の身近なところに数多く設置されるという目標が達成できるよう、引き続き関連施

策の取組みを進める。

以上のほか、基本目標全体としては、さらに保護者や地域住民に信頼される学校づくりを進め
るという課題があり、達成目標や指標、及び関連施策を、その観点から追加、修正することも
あわせて検討していくことが必要と考える。

評価 結 果の 達成目標２－３－１
年度以降 「学校の評価システムの確立に関する調査研究」の推進等を通じ、自己評価及び評価結果の16

の政策への反 公表の適切な実施を促す。

（施策目標２－３）51



（施策目標２－３）52

映方針
達成目標２－３－２

平成 年度は学校評議員制度導入状況の地域間のばらつきを解消し、さらなる有効な活用16
を促す。また 年度以降については、学校評議員以外の制度も含め、より広い形で地域の声17
を学校運営に反映させる仕組みの導入を促進する。

達成目標２－３－３、４
新たな教員の評価システムや指導力不足教員に関する人事管理システムの導入を踏まえて、

、 、 、 。教員の資質向上 能力 実績等に応じた適切な処遇の実現 教員に対する信頼の確保等を図る
なお、達成目標２－３－４については想定どおり達成されたところであり、今後は、これに

より構築されたシステムのより適切な運用を促すこととし、新たな達成目標は設定しない。

達成目標２－３－５
引き続きｅ－教員プロジェクトを実施するとともに、ＩＴを活用した授業実践事例を紹介す

るＷｅｂサイトの拡充・普及等を図る。

達成目標２－３－６
これまでの教員研修の改善を目的とした連携目標に代え、平成１７年度から、新たに教員養

成、研修双方における教育委員会と大学との連携を目標として設定する。

達成目標２－３－７
耐震補強や改築事業等の進展に必要な予算の拡充等に努める。

達成目標２－３－８
達成目標に向けて概ね順調に推進されていることを踏まえ、引き続き中高一貫教育校の設置

促進を図るために必要な取組みを推進していく。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

自己評価の状況
・実施率 － － － 集計88.4
・公表率 － － － 予定41.5

（達成目標２－３－１関係）

% 47.0 62.4学校評議員を設置している公立学校の割合( ) － － －
（達成目標２－３－２関係）※①

新たな教員評価システムを導入している都道府県 － － － － －
・指定都市教育委員会の数
（達成目標２－３－３関係）

6 9 23 52指導力不足教員に関する人事管理システムを運用 －
している都道府県・指定都市教育委員会の数
（達成目標２－３－４関係）

40.9 47.4 52.8 60.3コンピュータを使って指導ができる教員の割合 －
（％）
（達成目標２－３－５）

51.9 53.3大学での教員研修（現職教育）の改善を目的とし － － －
た大学との連携の取組を行なっている都道府県・
指定都市教育委員会の割合（％）
（達成目標２－３－６関係）

46.6 49.1公立学校における耐震化率（％）
（達成目標２－３－７関係） ※③

※②

各都道府県等で設置されている中高一貫教育校の
4 17 51 73 118学校数 各年度累計 達成目標２－３－８関係（ ）（ ）

参考指標 長期社会体験研修に参加した教員数 調査817 1042 1295 1342
※計画者数 予定

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

学校の評価システ 各都道府県指定都市教育委員会に学校や地域の状況に応 ４２百万円
ムの確立に関する じた学校評価の具体的方策についての調査研究を委嘱。
調査研究
（ ）達成目標２－３－１

教員の評価に関す 全都道府県・指定都市教育委員会に教員の評価システム １１８百万円
る調査研究 の改善に関する実践的な調査研究を委嘱。



（施策目標２－３）53

（ ）達成目標２－３－３

新しい教員の人事 平成 年度及び平成 年度に全都道府県・指定都市教13 14
管理に関する調査 育委員会に指導力不足教員に関する人事管理についての －
研究 調査研究を委嘱。
（ ）達成目標２－３－４

教員プロジェク 地域の教科研究団体を対象としてＩＴを活用した指導力 ３３２百万円e-
トの実施 の向上に資する研究を委託し、その成果を全国に普及す

る「教育情報共有化促進モデル事業」を実施。また、教
員がＩＴを使った授業の仕方や必要となる技能について（ ）達成目標２－３－５

学ぶことができるＷｅｂサイトを開発。

教員の資質向上連 大学及び教育委員会相互の連携、協力を図るために、教 ２百万円
絡協議会の開催 員の養成・採用・研修に係る諸問題について協議を行

う。（ ）達成目標２－３－６

公立学校施設整備 公立学校建物の施設整備に要する経費の一部を国が補助 百万円156,202
事業 することにより、学校教育の円滑な実施を担保 の内数
（達成目標２－３
－７ ））

中高一貫教育の推 中高一貫教育の円滑な導入の推進を図るため、都道府 １１６百万円
進等事業 県教育委員会を対象として研究委嘱事業を行う「中高一

貫教育調査研究事業」等を実施。（ ）達成目標２－３－８

⑧備考 ※①学校評議員類似制度を置いている公立学校を含む。
※②平成 年 月時点15 4
※③平成 年 月時点16 4



施策目標２－３ 信頼される学校づくり

達成目標２－３－１
全公立学校において自己評価を実施・公表

⇒概ね順調に進捗

達成目標２－３－２
全公立学校の６割に学校評議員を設置

⇒想定した以上に達成

達成目標２－３－３
教員評価システムの改善を全国的に推進

⇒概ね順調に進捗

達成目標２－３－５
概ね全ての教員がＰＣを使った指導を実施

⇒進捗にやや遅れがみられる

達成目標２－３－４
指導力不足教員の人事管理システム導入

⇒想定どおり達成

達成目標２－３－７
公立小中学校施設の耐震化推進

⇒進捗にやや遅れがみられる

達成目標２－３－６
教員研修改善のための大学連携の取組促進等

⇒概ね順調に進捗
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達成目標２－３－８
中高一貫教育校の設置促進

⇒概ね順調に進捗

特色ある
学校

学校の評価システ
ムに関する調査研

究 ４２百万円

会議等での趣旨
の周知

教員の評価に関する
調査研究
１１８百万円

ｅ－教員プロジェクト
の実施 ３３２百万円

新しい教員の人事管理
に関する調査研究

公立学校施設整備
事業１５６，２０２百万円

の内数

教員の資質向上連絡
協議会の開催

２百万円

中高一貫教育の
推進等事業
１１６百万円
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①上位の政策名 政策目標２ 確かな学力の向上と豊かな心の育成

②施策名 施策目標２－４ 快適で豊かな文教施設・設備の整備

③主管課 （主管課）大臣官房文教施設企画部施設企画課 （課長：舌津一良）
及び関係課 （関係課）大臣官房文教施設企画部施設助成課 （課長：鬼澤佳弘）

（課長名） 初等中等教育局参事官 （参事官：中川健朗）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標２－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
児童生徒が安心して学習でき、教育内容・方法の多様化や社会のニー 進捗にやや遅れが見

ズに対応した文教施設・設備の整備を図る。 られる

達成目標２－４－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 20
公立小中学校施設の耐震補強や改築事業について国庫補助を行うこと 進捗にやや遅れが見

等により、地方公共団体の計画的な取組みを支援し、公立小中学校施設 られる
の耐震化を重点的に推進する。

達成目標２－４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成12 17
児童生徒５．４人に１台の教育用コンピュータを整備する。

達成目標２－４－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 17
概ねすべての公立学校が高速インターネットに常時接続できるよう推

進を図る。

達成目標２－４－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定した以上に達成14 18
５年間で環境を考慮した学校施設（エコスクール）を２００校以上整

備する。

⑤ 各達成目標の 達成目標２－４－１
現 達成度合い又 公立小中学校施設の耐震化の推進については、耐震補強等を行う際に必要な経費の補助を行
状 は進捗状況 うとともに、以下の事業等を行った。なお、平成１６年度４月時点の耐震化率は４９．１％で
の （達成年度が あり、児童生徒の安全を守るとともに災害時に地域住民の避難場所となる公立小中学校施設の
分 到来した達成 耐震化の必要性から鑑みて、進捗にやや遅れが見られると判断する。
析 目標について （耐震化率の算定については、新耐震設計基準施行前の昭和５６年以前の建物で、耐震診断の
と は総括） 結果「耐震性がない」とされたもの、及び耐震診断が実施されていないものを「耐震性が確認
今 されていない建物」としている ）。
後 ・ 学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議」の報告を踏まえ、平成１５年７月に「
の 「学校施設耐震化推進指針」を策定した。その主な内容は、①耐震化推進計画の策定等の耐
課 震化推進のための基本方針、②耐震化事業の優先度や緊急度を検討するため、耐震化優先度
題 調査や耐震診断結果の評価方法、③地震動予測地図の活用方法などである。

・学校施設の耐震化を合理的かつ経済的に推進するため、地方公共団体又は学校法人等を対象
として 「学校施設の耐震化推進計画策定支援事業」を実施し、モデル的な事例を取りまと、
めて各設置者に普及するとともに、市町村等に対し耐震診断等必要な調査の実施を促す指導
及び情報提供を行う等、あらゆる方策を通じて学校施設の耐震診断の実施を促し、公立小中
学校施設の耐震化を推進した。

達成目標２－４－２
教育用コンピュータの整備については、地方交付税措置により行われており、現在８．８人

に１台の割合でコンピュータが整備されていることから、想定どおり達成。

達成目標２－４－３
公立学校におけるインターネット接続については、地方交付税措置により行われており、現

在接続率が７１．６％であることから、想定どおり達成。

達成目標２－４－４
環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備については、達成年度の目標値２００校で

あるところ、平成 年度までに１８５校実施していることから、当初想定していた目標を大15
幅に上回る達成状況である。

施策目標（基 達成目標２－４－２、３、４が想定どおり達成または想定した以上に達成しているところで
本目標）の達 はあるが、達成目標２－４－１の進捗にやや遅れが見られると判断している。児童生徒の安全
成度合い又は を守るとともに災害時に地域住民の避難場所となる公立小中学校施設の耐震化の必要性から鑑
進捗状況 みて、平成１５年度の基本目標の進捗状況については、達成目標２－４－１の進捗状況を重く

受け止め、進捗にやや遅れが見られると判断する。

今後の課題 達成目標２－４－１については、公立小中学校施設の耐震化の必要性から鑑み、耐震補強等
（達成目標等 を行う際に必要な経費の補助を行うための予算の拡充に努めるとともに 「学校施設の耐震化、
の追加・修正 推進計画策定支援事業」や講習会の実施等、あらゆる方策を通じて学校施設の耐震診断の実施
及びその理由 を促し、公立小中学校施設の老朽化・耐震化対策を推進する必要がある。

（施策目標２－４）55



を含む）

評価 結 果の 達成目標２－４－１
年度以降 耐震補強や改築事業等の進展に必要な予算の拡充に努めるとともに 「学校施設の耐震化推16 、

の政策への反 進計画策定支援事業」を実施する。
映方針 達成目標２－４－２、２－４－３

引き続き、コンピュータの整備及び高速インターネットの接続環境の整備を推進する。
達成目標２－４－４

引き続き、環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を推進する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

※２ ※３公立小・中学校における耐震化率（％） － － － 46.6 49.1
（達成目標２－４－１関係）

公立学校における教育用コンピュータ１台当たり
14.6 13.3 11.1 9.7 8.8の児童生徒数（人／台）

（達成目標２－４－２関係）

57.0 71.6公立学校における高速インターネットの接続率 － － －
（達成目標２－４－３関係）

88 97公立学校におけるエコスクールの事業実績（校） － － －
（達成目標２－４－４関係）

※数値は各年度毎の実績

参考指標 昭和５６年度以前に建築された公立小中学校建物
※１ ※２ ※３のうち、耐震診断等の調査がなされた棟数の総棟 － － 30.8 35.0 45.2

（ ）（ ）数に対する割合 ％ 達成目標２－４－１関係

（※１）公立学校におけるこれまでのエコスクールの事業 20 41 58
平成 年 月時点実績（校 （達成目標２－４－４関係）） 14 5
（※２）（平成９年度から平成１
平成 年 月時点３年度までの５年間で１ 15 4
（※３）５７校）
平成 年 月時点16 4

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

公立学校施設整備 公立学校建物の施設整備に要する経費の一部を国が補 百万円156,202
事業 助することにより、学校教育の円滑な実施を担保。 の内数
（ ）達成目標２－４－１

「学校施設耐震化 学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議 百万円の内「 」 30
推進指針」の策定 の報告を踏まえ 「学校施設耐震化推進指針」を策定。 数、
（ ）達成目標２－４－１

学校施設の耐震化 地方公共団体、又は学校法人等を対象として、学校施 百万円の内30
推進計画策定支援 設の構造調査、実態調査、簡易耐震診断等を実施し、学 数
事業 校施設に関する耐震化推進計画の策定を支援。
（ ）達成目標２－４－１

「耐震化推進に関 地方公共団体の学校施設関係者、設計実務者等を対象 百万円の内30
する講習会」を実 として耐震化推進に関する講習会を実施。 数
施
（ ）達成目標２－４－１

地方交付税措置 コンピュータ整備に係る経費及びインターネット接続に 百万円「 」 201,000
の要望 係る経費について地方交付税により措置。 の内数
（ ）達成目標２－４－２

（ ）達成目標２－４－３

環境を考慮した学 環境を考慮した学校施設（エコスクール）の具体的な －
校施設（エコスク 整備推進と実証的な検討を行うため、パイロット・モデ
ール）の整備推進 ル事業を実施し、児童生徒等の環境教育に資するととも
に関するパイロッ に、今後の学校施設の整備充実を一層推進する。
トモデル事業
（ ）達成目標２－４－４

⑧備考

（施策目標２－４）56



施策目標２－４（快適で豊かな文教施設・設備の整備）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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学校における教育用コン
ピューターの整備や高速
インターネット回線の整
備により、情報教育をは
じめ多様な学習内容・方
法に対応した文教施設・
設備の整備が図られた。

公立小中学校施設の耐震補強や改築事業につ
いて国庫補助を行うこと等により、地方公共団体
の計画的な取組みを支援し、公立小中学校施設
の耐震化を推進する。

→平成16年度4月時点の耐震化率は49.1％
であり、公立小中学校の耐震化の必要性から
鑑みて、進捗にやや遅れが見られる

＜達成目標２－４－１＞

＜達成目標２－４－３＞

概ねすべての公立学校が高速インターネットに常時
接続できるよう推進を図る。

→平成15年度の公立学校におけるインターネッ
トの接続率が７１．６％であることから、想定
どおり達成

＜達成目標２－４－４＞

５年間で環境を考慮した学校施設（エコスクール）
を２００校以上整備する。

→エコスクールの整備については、平成１５
年度までに１８５校実施していることから、
想定した以上に達成

児童生徒５．４人に１台の教育用コンピュータを整
備する。

→平成15年度の公立学校における教育用コン
ピュータ1台当たりの児童生徒数が8.8人である
ことから、想定どおり達成

＜達成目標２－４－２＞

環境を考慮した学校施
設（エコスクール）の整備
により、環境教育はじめ
多様な教育内容・方法や
地球規模の環境問題対
策などの社会のニーズ
に対応した文教施設・設
備の整備が図られた。

公立小中学校施設の耐
震化等を重点的に実施
することにより、児童生
徒が安心して学習できる
文教施設・設備の整備
が進められたが、依然と
して耐震性が不十分な
小中学校が多く見られる
ため、今後もさらなる取
組みが必要である。

公立学校施設整備事業

１５６，２０２百万円の内数

学校施設の耐震化推進計
画策定支援事業 ３０百
万円の内数

「地方交付税措置」の要望

２０１，０００百万円の内数

環境を考慮した学校施設
（エコスクール）パイロット・
モデル事業

「耐震化推進に関する講
習会」を実施 ３０百万円
の内数

「学校施設耐震化推進指
針」の策定 ３０百万円の
内数
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①上位の政策名 政策目標３ 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

②施策名 施策目標３－１ 大学などにおける教育研究機能の充実

③主管課 （主管課）高等教育企画課（課長：惣脇宏）／高等教育局大学振興課（課長：小松親次郎）／
及び関係課 専門教育課（課長：杉野剛）／医学教育課（課長：石野利和）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標３－１
活力に富み国際競争力のある大学づくりを目指して、大学の改革を推 概ね順調に進捗

、 、進するとともに 大学の適切な評価システムを育成すること等によって
大学などにおける教育研究の充実を図る。

達成目標３－１－１（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
各大学におけるファカルティディベロップメント、厳格な成績評価 想定どおり達成

（ )等の教育内容・方法の改善などに取り組む大学を増加させる。GPA

達成目標３－１－２（基準年度：１３年度 達成年度：１７年度）
大学におけるインターンシップ（授業科目として位置づけられている 概ね順調に進捗

ものに限る ）の実施率を５割以上とする。。

達成目標３－１－３（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
大学における教員の任期制の導入や公募制の実施によって、教員の流 想定どおり達成

動化を促進させる。

達成目標３－１－４（基準年度：１３年度 達成年度：１５年度 ） 一定の成果があがっ
平成１５年度までに、各大学等による自己点検・評価の実施及び実施 ているが、一部につ

結果の公表が１００％となるよう促進するとともに、大学評価・学位授 いては想定どおり達
与機構によるすべての国立大学等に対する大学評価を本格実施する。 成できなかった。

達成目標３－１－５（基準年度：１３年度 達成年度：１７年度 ）
診療に必要な基本的な知識、技能及び態度を有する医師・歯科医師を 想定した以上に順調

養成するため、臨床実習開始前に行う客観的かつ総合的な試験システム に進捗
の定着を促す。

達成目標３－１－６（基準年度：１４年度 達成年度：１９年度）
第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、学問分 想定した以上に順調

野別に、世界的な研究教育拠点を形成し、国際競争力のある世界最高水 に進捗
準の大学づくりを推進する。各大学の戦略により、各大学の個性や特色
の明確化が図られ、大学全体の水準向上や活性化を図る。

達成目標３－１－７（基準年度：１５年度 達成年度：１９年度）
大学教育の改善に資する種々の取組のうち特色ある優れたものを選定 概ね順調に進捗

し、広く社会に情報提供を行うなどにより、高等教育の活性化の促進を
図る。

達成目標３－１－８（基準年度：１５年度 達成年度：１５年度）
専門職大学院制度の周知などを通じて同制度の円滑な導入を図り、高 想定どおり達成

度専門職業人の養成を推進する。

達成目標３－１－９（基準年度：１４年度 達成年度：１５年度）
大学の学部等の設置認可に関し、従来は文部科学大臣の認可が必要で 想定どおり達成

あった事項の相当程度を届出で可能とすることにより、公私立大学の機
動的・弾力的な組織改編を可能とする。

達成目標３－１－１０（基準年度：１５年度 達成年度：１６年度）
国立大学の法人化及び公立大学法人制度の創設により、各大学の自主 概ね順調に進捗

性・自律性を高め、国公立大学の教育研究の活性化を図る。

達成目標３－１－１１（基準年度：１５年度 達成年度：１６年度）
学校法人制度の改善を図ることにより、学校法人が課題に対して主体 概ね順調に進捗

的・機動的に対応していくための体制改善を行い、もって私立大学の活
性化を図る。

⑤ 各達成目標の 達成目標３－１－１（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
現 達成度合い又 大学の教育内容・方法については、平成３年の大学設置基準の大綱化以降、各大学の自主性
状 は進捗状況 及び創意工夫のもと、ファカルティディベロップメント（教員の授業内容・方法を改善し、向
の （達成年度が 上させるための組織的な取組）や少人数教育、学生による授業評価など様々な取組を通じて教
分 到来した達成 育研究の充実を図っているところである。
析 目標について 我が省においては、各大学が社会のニーズに応じて創意工夫により充実した教育研究を行う
と は総括） ように、審議会の答申等の提言内容を各会議等を通じて周知するとともに、各大学のカリキュ

（施策目標３－１）58



今 ラム改革等の進捗状況に係る調査の公表などを通じてこれらの取組を促しており、各大学にお
後 ける取組数は、⑥指標の欄のとおり、年々増加しているところである。
の
課 達成目標３－１－２
題 平成１５年度においては、インターンシップ推進のための全国フォーラムの開催や大学がイ

ンターンシップを実施する際に必要な経費の支援などの施策を講じ、平成１６年度予算におい
ても 「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の一課題としてインターンシップ推進のため、
の経費を計上している。このような取組を進めてきた結果、大学におけるインターンシップの
実施率については、平成１３年度から平成１４年度の１年間で４．４ポイント増加し、４６．
３％となっており、既に、目標とする５０％に近づきつつある。このように、各大学において
は、インターンシップの導入が着実に進められているところであると言える。

、 、なお 文部科学省のインターンシップ推進施策は各大学等を対象としているものであるため
文部科学省の施策の効果の把握の方法としては、インターンシップ実施率を測ることで足ると
考える。

達成目標３－１－３
「大学教員等の任期に関する法律」に基づき任期制を導入している大学は、年々増加してお

り、平成１４年１０月現在、①国立大学６５大学、②公立大学１２大学、③私立大学１１９大
。 、学となっている 任期制の導入に関して誘導や干渉は一切行わないよう附帯決議を受けており

、 、各大学に任期制導入を働きかけることはできないが 任期制を導入する大学が増えているのは
任期法の趣旨が各大学に浸透してきたためと考えられる。今後も各大学が任期制を導入してい
くことが期待される。

、 、 （ ） 、 、また 公募制についても 平成１０年度実績が３５０大学 に対し 平成１２年度は58%
４１２大学（ ）と既に半数を超え、増加傾向にある。63%

達成目標３－１－４
平成１５年１０月現在で、自己点検・評価を実施している大学が６３１校(全大学９２％)、

結果の公表が６１１校(同８９％)となっており、およそ９割の大学で取組が進むまでに至った
が、１００％には達しなかった。なお、自己点検・評価の結果は、当該大学のホームページ等
によって公表されている。

また、大学評価・学位授与機構による全ての国立大学等に対する大学評価の本格実施という
点については、以下のような取組を行い、制度的には本格実施を達成した。
・平成１６年４月から、文部科学大臣から認証を受けた評価機関により全ての国公私立大学が

定期的に評価を受けることとなる認証評価制度を導入したところである。この制度は、各大
学の自己点検・評価等を基に、評価機関が評価を行うものである。

なお、大学評価・学位授与機構は、この認証を受けることを予定しており、本格実施の体
制準備に対する所要経費を措置した。

・国立大学法人法が成立し、国立大学法人評価委員会が国立大学法人等の業務運営について毎
事業年度及び中期目標期間ごとに業績評価を行うことが制度化され、中期目標期間に係る教
育研究面の専門的な評価については、大学評価・学位授与機構に評価を要請し、その評価結
果を尊重することとなっている。

達成目標３－１－５
医師・歯科医師の養成については、協力者会議における報告や、各種会議における督励によ

り、大学関係者によって、臨床実習開始前の学生を適切に評価するための総合試験を各大学が
共用で行う「共用試験システム」を実施するため「共用試験実施機構」が設置され、平成１７
年からの本格運用に向けたトライアルが実施されている。既にほとんどの医学部・歯学部が参
加しているが、今後は全医学部・歯学部が参加するよう、さらに呼びかけを強めると同時に、
共用試験の適切な運営のための相談など必要な支援を行う。

達成目標３－１－６
平成１４年度より 「大学の構造改革」の一環として、学問分野別に第三者評価を行い、主、

として研究上のポテンシャルの高い研究教育拠点（大学院博士課程レベル）に対し、高度な人
材育成機能も加味した 重点支援を行うことにより 世界最高水準の大学づくりを推進する ２、 、 「
１世紀ＣＯＥプログラム」を創設。これまでに、事業の制度設計（審査委員会、公募要領、審

、 ） 、 、 （ 、査要項 審査基準等 を行うとともに 平成１４年度は ５０大学１１３拠点を採択 申請は
１６３大学４６４拠点）し、平成１５年度は、５６大学１３３拠点を採択（申請は、２２５大
学６１１拠点 。採択された大学だけでなく、申請を行った各大学においては、学部・研究科）
の壁を越え、学長によるマネジメント体制の下、全学的視野に立って戦略的な研究教育体制の
構築に取り組む契機となるなど、国公私立大学を通じた大学間の競争的環境の醸成等を促し、
大学全体の活性化につながっているところ。特に平成１５年度は、前年度と比べ、採択予定件
数は同じであったにも関わらず、申請件数は想定（前年度と同程度の件数を想定）した以上に
大幅に伸びており、大学関係者はもとより、産業界、マスコミ等から、本プログラムに対する
高い評価を得ているところ。
今後は、これらの拠点の中間評価等を通して、進捗状況の確認を行うとともに、財政支援の一
層の拡充が必要。

達成目標３－１－７
平成１５年度に、大学教育の改善に資する種々の取組のうち特色ある優れたものを選定し、

広く社会に情報提供を行うなどにより、高等教育の活性化の促進を図ることを目的とした「特
」 。 （ 、 、色ある大学教育支援プログラム を創設 これまでに事業の制度設計 審査委員会 公募要領

審査要項、審査基準等）を行うとともに、平成１５年度は、特色ある優れた取組を８０件採択
（申請は６６４件 。さらに、採択された取組の事例集を作成するとともに、東京、大阪でフ）
ォーラムを開催し、広く社会に情報提供。本プログラムの実施により、各大学において積極的
な教育改善の取組が行われているところであり、今後とも継続的な公募等により、高等教育の
更なる活性化が期待されている。
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達成目標３－１－８
専門職大学院制度は平成１５年４月１日に円滑に施行されるとともに、平成１５年度に設置

認可を受けた専門職大学院数は、平成１５年度時点の専門職大学院（平成１４年度以前の高度
専門職業人養成のための制度であった専門大学院からの移行）設置件数の８大学１０専攻を大
幅に上回る７６大学８３専攻であり、本制度創設の周知は十分に行われたと考えることができ
る。

達成目標３－１－９
平成１５年度からその一部が届出事項となった公私立大学の学部等の設置の平成１４年度に

おける認可申請件数が２１２件であるのに対し、平成１５年度の認可又は届出件数は３７４件
（うち届出は１８９件）であり、公私立大学の機動的・弾力的な組織改編が十分に行われたと
考えられる。

達成目標３－１－１０
国立大学の法人化及び公立大学法人制度の創設に係る、関係法令の制定・改正など所要の整

備を予定通り平成１５年度中に実施。

達成目標３－１－１１
学校法人制度の改善の内容について、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の下に設け

た検討委員会の報告が平成１５年１０月に取りまとめられたことにより、制度改善の方向性を
固め、私立学校法の改正案を予定通り平成１５年度中に国会に提出することができた。

施策目標（基 施策目標である「大学などにおける教育研究機能の充実」のための取組は、大学で行われる
本目標）の達 教育研究の質の向上に直接的な効果のあるものと、間接的なものとに分類することができる。
成度合い又は 前者に分類される取組を着実に達成するために掲げている達成目標としては、３－１－１、３
進捗状況 －１－２、３－１－３、３－１－５、３－１－６、３－１－７、３－１－８が挙げられるが、

これらについては、前述のとおり、概ね順調に進捗している、又は想定どおり達成したところ
である。

後者に分類される取組は、大学における教育研究の質の向上の前提となる土台づくりのため
のものであるが、これらについては、更に、新たな大学の質の保証システムの構築に資するも
のと、大学のマネジメント面での改革に資するものとに分類できる。このうち、質の保証に係

、 。 、る取組を着実に達成するために掲げている達成目標としては ３－１－４が挙げられる また
この事後評価の仕組みの導入と合わせて事前のチェックシステムである設置認可制度は弾力化
し、柔軟な組織変更を各大学の判断を可能としているところであるが、これについての達成目
標としては３－１－９が挙げられる。これらについては、前述のとおり、３－１－４は、一部
達成できなかった部分はある。しかし、それ以外の事項についても目標の９割以上は達成して
おり、全体としては、概ね順調な状況であると考えられる。また、達成目標として掲げていた
ものではないが、これに分類される取組として、段階的な是正措置制度の導入を平成１５年度
から行ったところであり、全体として、事前チェックを緩やかにし、事後チェックを厳しく行
う方向で、取組を新たな質保証システムの構築を図っている進めているところである。

大学のマネジメント面での改革に資する取組についての達成目標としては、３－１－１０、
３－１－１１が挙げられるが、平成１６年度からの国立大学の法人化や公立大学法人制度の創
設、平成１６年度に実施する学校法人制度の改善のための制度改正等に向けての取組を平成１

、 。５年度においても実施していたところであり それぞれ概ね順調に進捗しているところである
以上より、本施策目標達成に向けての進捗状況については、概ね順調であると判断できる。

ただし、本施策目標には、明確な終着点と言いうるものがなく、我が国の大学が「活力に富み
国際競争力のある大学」であり続けるという状態が維持されて始めて目標を達成したと言いう
るのであり、今後も、引き続き 「今後の課題」の項で各達成目標ごとに記述している残され、
た課題や新たな課題について不断の努力を続けていくことが重要である。

今後の課題 達成目標３－１－１
（達成目標等 ファカルティディベロップメントや厳格な成績評価（ＧＰＡ）等の教育内容・方法の改善な
の追加・修正 どに取り組む大学を増加させるためには、今後も引き続き、各種機会を通じて、各大学の自主
及びその理由 的な取り組みを促していくことが重要である。加えて、ダブルメジャー制等の大学教育の新た
を含む） な展開などに対する各大学の取組を支援、促進することも今後必要である。

達成目標３－１－２
今後、インターンシップを実施する大学を一層増加させるためには、大学に対する情報提供

やそれぞれの大学の取り組みに応じて重点的に財政的支援を図ることが重要な課題である。

達成目標３－１－３
、 、今後も引き続き各大学における任期制や公募制の導入を促し 教員の流動性を高めることで

大学の教育研究の活性化を図っていくことが必要である。

達成目標３－１－４
本達成目標については、平成１５年度で達成年度を迎えたところであるが、我が国の大学の

質の保証のためには、平成１６年４月から導入した、文部科学省から認証を受けた評価機関に
より、全ての大学が定期的に評価を受けることとする認証評価制度の円滑な運用を行っていく
ことが必要であることから、平成１６年度からは次のように達成目標を変更したところ。

達成目標３－１－４（基準年度：１６年度 達成年度：２２年度）
平成１６年４月から、文部科学大臣から認証を受けた評価機関により、全ての大学が定
期的に評価を受けることとする認証評価制度を導入し、その円滑な実施を図る。
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達成目標３－１－６
２１世紀ＣＯＥプログラムについては、大学全体の活性化に役立っており、今後は、採択拠

点の事業の進捗に伴う適切な評価と、それを踏まえた財政支援の一層の拡充が重要である。
なお、平成１６年度からは、学問分野別に公募することとはしなくなったため、次のよう

に達成目標を変更したところ。

達成目標３－１－６（基準年度：１６年度 達成年度：１９年度）
第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、世界的な研究教育拠点を

、 。 、形成し 国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進する 各大学の戦略により
各大学の個性や特色の明確化が図られ、大学全体の水準向上や活性化を図る。

達成目標３－１－７
「特色ある大学教育支援プログラム」については、各大学における積極的な教育改善の取組

に役立っており、今後とも継続的な公募を行うとともに、大学教育改革の進捗状況を踏まえ、
時代に即したプログラムとして実施することが重要である。

また、国際化時代に対応し、我が国の大学が海外の大学との連携等により、国際的な教育活
動を推進する取組についても、その内容を充実させていく必要がある。

さらに、近年、学校教育が抱える課題の複雑・多様化に対応し、高度な専門性と実践的指導
力を兼ね備えた教員の養成を図る取組についてもその内容を充実させる必要がある。

なお、平成１６年度から財政支援が可能となったことから、次のように達成目標を変更した
ところ。

達成目標３－１－７（基準年度：１６年度 達成年度：２０年度）
大学教育改革への種々の取組の中から、国公私立大学を通じた競争的環境の下で、特色
ある優れた教育プロジェクトを選定し、広く社会に情報提供を行うとともに、財政支援
を行うことにより、高等教育の活性化を図る。

達成目標３－１－８
さらに、高度専門職業人の養成を推進するために平成１５年度から制度化された専門職大学

院制度について、制度創設の周知は十分に行われたところであるが、今後は、制度の確実な定
着を図ることが主な課題である。このため、平成１６年度から、新たに次のように達成目標を
変更したところ。

達成目標３－１－８（基準年度：１６年度 達成年度：２０年度）
法科大学院をはじめ、各種の専門職大学院における教育内容・方法の開発・充実等を図
り、高度専門職業人の養成を推進する。

達成目標３－１－１０
国立大学法人制度については、制度の円滑な定着を行うとともに、各大学が制度のメリット

を生かし、教育研究を活性化していくことが重要。
、 、 、公立大学法人制度については 地方公共団体への周知等を通じ 法人化を目指す団体に対し

円滑な導入を図ることが重要。

達成目標３－１－１１
所要の法令改正を平成１６年度中に行い、円滑に新制度を導入することが残された課題。

さらに、今後、産業界を中心に高度専門人材育成の強化が急務であるとの認識とこれに応え
うる大学教育への期待が高まっており、そのために産・学が各々の特徴を十分に発揮し、密接
に連携協力して人材養成に取り組む重要性が高まっている。

評価 結 果の 達成目標３－１－１
年度以降 平成１６年度以降も、ファカルティディベロップメント、厳格な成績評価等の導入の促進に16

の政策への反 取り組みつつ、大学教育の新たな展開なども視野に入れた高等教育行政施策を行う。
映方針

達成目標３－１－２
インターンシップ推進のための経費を計上し、施策を引き続き実施するとともに、インター

ンシップ受入企業等の開拓など、各界における積極的な取組を支援するため、厚生労働省、経
済産業省などの関係機関、関係団体と連携を図りながら、インターンシップの一層の推進に努
める。

達成目標３－１－３
平成１６年度以降も、大学における任期制、公募制の導入の促進に取り組む。また、各大学

の任期制・公募制の取組状況をより正確に把握するための指標等を検討する。

達成目標３－１－４
・より質の高い評価の実施体制や方法等の整備充実に必要な調査研究のために必要な経費を予
算に計上し、認証を受けて第三者評価を実施する機関が適切な評価が実施できるよう支援策
を講じる。

・国立大学法人評価委員会において評価を行う実施体制が整えられるよう、国立大学法人評価
委員会の運営経費を措置する。

・大学評価・学位授与機構について、大学評価の本格実施に向けた所要の予算措置を講じる。

達成目標３－１－５
平成１７年度からの共用試験本格実施に向けて、特に、客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）の
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評価項目、評価内容、評価の判定などについて、全国統一レベルでの評価方法の確立を図るこ
とが重要である。

達成目標３－１－６
、「 」 、 。 、引き続き ２１世紀ＣＯＥプログラム を推進し 大学全体の活性化を図っていく また

大学院教育（特に博士課程など、研究者養成の教育プログラム）については、体系的な教育プ
ログラムが構築されていないなど、これまで問題点が指摘されているところである。これを踏
まえ、大学院における教育の課程の組織的取組みに着目して、その実質化を図るための重点支
援事業も必要であると考えられる。

また、２１世紀ＣＯＥプログラムの施策評価については 「２１世紀ＣＯＥプログラム委員、
会」における採択拠点の中間評価や、中央教育審議会の審議状況などを踏まえつつ、ポストＣ
ＯＥのあり方についての検討の一環として議論していく予定。

達成目標３－１－７
「特色ある大学教育支援プログラム」の継続とともに、平成１６年度からは、審議会の提言

等、社会的要請の強い政策課題に対応した「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」等を実施
し、引き続き、更なる高等教育の活性化の促進を図る。また、各大学が海外の大学との連携等
により、国際的な教育活動を推進する取組の支援を行う。

達成目標３－１－８
専門職大学院制度の確実な定着を図るため、法科大学院をはじめとする各種の専門職大学院

における教育内容・方法の開発・充実等を図るため、優れた取組を行う専門職大学院に対して
財政支援を行い、もって高度専門職業人の養成を推進する。

また、１６年度以降、専門職大学院における教育の質が確保されたかどうかを把握するため
の手法・指標について検討する。

達成目標３－１－１０
国立大学法人制度については、制度の円滑な定着に向け、必要な予算の確保などの支援を行

っていく。
公立大学法人制度については、制度趣旨の周知等を行うとともに、法人化を目指す地方公共

団体に対し、必要な助言・指導を行う。

達成目標３－１－１１
学校法人制度の改善に向けて所要の法令改正を行うとともに、制度改正の趣旨等の周知を通

じ、新制度の円滑な導入を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

ファカルティディベロップメントの取り組みを行 － ３４１ ４０９ ４５８ 集計中
っている大学数（※１） － ( ) ( )（ ）52% 61% 67%
（達成目標３－１－１関係）

厳格な成績評価（ＧＰＡ）の取り組みを行ってい － ６８ ９１ １４０ 集計中
る大学数（※１） （達成目標３－１－１関係） － ( ) ( ) ( )10% 14% 20%

大学におけるインターンシップ実施率（％） 集計中29.9 33.5 41.9 46.3
（達成目標３－１－２関係）

任期制を導入している大学数（※１）及び全体に ６６ ９４ １４７ １９６ 集計中
（ ）（ ）（ ）（ ）占める割合 11% 14% 22% 29%

（達成目標３－１－３関係）

公募制を実施している大学数（※１）及び全体に － ４１２ 集計中 集計中 集計中
（ ）占める割合 （達成目標３－１－３関係） 63%

自己点検・評価を実施している大学数（※１） 集計中567 581 616 631
( ) ( ) ( ) ( )（達成目標３－１－４関係） 91% 91% 92% 92%

自己点検・評価の実施結果を公表している大学数 集計中444 481 505 611
( ) ( ) ( ) ( )（※１） （達成目標３－１－４関係） 71% 74% 75% 89%

共用試験トライアルに参加している学部数 ※２ － － １０４ １０５ １０７（ ）
（達成目標３－１－５関係） － － ( ) ( ) ( )96% 97% 99%

「２１世紀ＣＯＥプログラム」の申請件数 － － － ４６４ ６１１
〃 の採択件数 － － － １１３ １３３

（達成目標３－１－６関係）

「特色ある大学教育支援プログラム」採択取組数 － － － － ８０
(申請件数) （達成目標３－１－７関係） (664)

専門職大学院の設置認可件数 － － － － ７６
※カッコ内は設置認可を受けた専攻の数 (83)
（達成目標３－１－８）
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大学等の設置認可・届出の件数 ２５０ ２４６ ２２９ ２１２ ３７４
※カッコ内は、１５年度の制度改正で可能となっ ( )189
た届出による件数で、内数
（達成目標３－１－９）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

各種機会を通じた 審議会の答申等の提言内容の周知、各大学のカリキュ
各大学の自主的な ラム改革等の進捗状況、任期制・公募制の導入状況、
取り組みの促進 自己点検・評価及びその公表の進捗状況等に係る調査 －

の公表など各種機会を通じて、各大学の自主的な取り（ ）達成目標３－１－１

組みを促進。（ ）達成目標３－１－３

（ ）達成目標３－１－４

「インターンシッ インターンシップを実施する国・私立大学等に対し経 ７００百万円
プ推進」事業 費を支援する「インターンシップ推進事業」を実施
（ ）達成目標３－１－２

任期制の制度化 「大学の教員等の任期に関する法律」が平成９年に成
（平９） 立・施行され、国公立大学の教員にも任期を付するこ －

とが可能となった。（ ）達成目標３－１－３

自己点検・評価及 文部科学省令である大学設置基準において、自己点検
びその結果の公表 ・評価及びその結果の公表を各大学に義務付ける制度 －
の義務化 平１１ 改正を平成１１年度に行った。（ ）
（ ）達成目標３－１－４

認証評価制度導入 認証評価機関による第三者評価制度について、平成１
のための制度改正 ４年度に法律改正を、平成１５年度に関係省令の改正 －

等を行った。（ ）達成目標３－１－４

「共用試験システ 大学関係者によって臨床実習開始前の学生を適切に評
ム」の構築及びト 価するための総合試験を各大学が共用で行う「共用試
ライアルへの参加 験システム の平成１７年度からの本格実施に向け 共 －」 、「
促進 用試験実施機構」の設置、トライアル（試行試験）の

実施、トライアルへの参加の呼びかけなどを実施。（ ）達成目標３－１－５

世界的研究教育拠 第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を
点形成のための重 通じて、学問分野別に、世界的な研究教育拠点の形成を
点的支援―２１世 重点的に支援し、もって国際競争力のある世界最高水準 ３３４億円
紀ＣＯＥプログラ の大学づくりを推進する「２１世紀 プログラム」COE
ム― を実施。
（ ）達成目標３－１－６

「特色ある大学教 大学教育改革における特色ある優れた取組を支援する －
育支援プログラム 「特色ある大学教育支援プログラム」を実施。」
（ ）達成目標３－１－７

専門職大学院制度 専門職大学院制度を予定通り平成１５年度から施行する
の創設及びその周 とともに、通知の発出や各種会議での説明等を通じた周 －
知 知を実施。
（ ）達成目標３－１－８

設置認可事項うち 設置認可事項の相当程度を届出事項とすることについ
相当程度を届出事 て、平成１４年度に行った法令改正の内容を予定通り、
項へ移行及びその 平成１５年度から施行するとともに、通知の発出や各種 －
周知 会議での説明等を通じた周知を実施。
（ ）達成目標３－１－９

国立大学法人法及 「国立大学法人法」及び公立大学法人制度を盛り込んだ
び地方独立行政法 「地方独立行政法人法」を制定するとともに、これらの －
人法の制定及びこ 関係法令の整備を平成１５年度中に実施した。
れらの関係法令の
整備
（ ）達成目標３－１－ 10

学校法人制度の改 学校法人制度の改善について、大学設置・学校法人審議
善のための法律改 会学校法人分科会の下に設けた検討委員会において、前 －
正案の国会提出 年度に引き続いて検討を行い、これを踏まえ、私立学校

法の改正案を国会に提出。（ ）達成目標３－１－ 11

⑧備考 ※１大学数とあるのは国公私立大学全体の数。
※２学部数とあるのは国公私立大学の医歯学系学部の数



施策目標３－１（大学などにおける教育研究機能の充実）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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①教員組織の活
性化
②多様な経験を
積むことによる
個々の教員の資
質向上

平成１７年度までに、大学におけるインターンシップ（授業科目として位置
づけられているものに限る。）の実施率を５割以上とする。

→平成１３年度から平成１４年度の１年間で４．４ポイント増加し、
４６．３％となっており、既に、目標とする５０％に近づきつつあ
り、概ね順調に進捗。

＜達成目標３－１－２＞

＜達成目標３－１－３＞

大学における教員の任期制の導入や公募制の実施によって、教員の
流動化を促進させる。
→「大学教員等の任期に関する法律」に基づき任期制を導入して
いる大学及び公募制を導入している大学は、年々増加しており、
想定どおり達成。

＜達成目標３－１－４＞
平成１５年度までに、各大学等による自己点検・評価の実施及び実施
結果の公表が１００％となるよう促進するとともに、大学評価・学位授与
機構によるすべての国立大学等に対する大学評価を本格実施する。
→達成目標の達成度合い平成１５年１０月現在で、自己点検・評
価及びその結果の公表について、およそ９割の大学で取組が進む
までに至ったが、100％には達しなかったため、一定の成果があ
がっているが、一部については想定どおり達成できなかった。

各大学におけるファカルティディベロップメント、厳格な成績評価（GPA)
等の教育内容・方法の改善などに取り組む大学を増加させる。
→平成14年度には、対平成１２年度比でファカルティディベロップメント
の導入状況が１．３倍、ＧＰＡの導入状況は２倍となっており、想定どお
り達成。

＜達成目標３－１－１＞

卓越した研究教
育拠点形成

（主として博士レ
ベル）

大学の教育内
容・方法の改善

（主として学部レ
ベル）

事例集の作
成・配布や
フォーラムの
実施などを通
じたインター
ンシップの推
進 700百万円

任期制の制度
化（平９）

「共用試験シ
ステム」の構
築及びトライ
アルへの参
加促進

「２１世紀Ｃ
ＯＥプログラ
ム」の実施

33,400百万円

「特色ある大
学教育改革
支援プログ
ラム」の実施

自己点検・評
価及びその
公表の義務
化（平１１）

審議会の答申
等の提言内容
の周知、各大
学のカリキュラ
ム改革等の進
捗状況、任期
制・公募制の
導入状況、自
己点検・評価
及びその公表
の進捗状況等
に係る調査の
公表など各種
機会を通じて、
各大学の自主
的な取り組み
を促進。

＜達成目標３－１－５＞
診療に必要な基本的な知識、技能及び態度を有する医師・歯科医師を
養成するため、臨床実習開始前に行う客観的かつ総合的な試験システ
ムの定着を促す。

→平成１７年度からの「共用試験システム」の本格運用に向けた
トライアルが行われており、既に99％の医歯学系学部が参加して
いるため、想定した以上に順調に進捗。

＜達成目標３－１－６＞

第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、学問分
野別に、世界的な研究教育拠点を形成し、国際競争力のある世界最高
水準の大学づくりを推進する。各大学の戦略により、各大学の個性や
特色の明確化が図られ、大学全体の水準向上や活性化を図る。
→平成１５年度までの２年間に８５大学２４６拠点を採択、１５
年度は申請件数も大幅に伸びた他、各界から高い評価を得ている。
各大学における世界的な研究教育拠点の形成を促進しており、想
定した以上に順調に進捗。

＜達成目標３－１－７＞
大学教育の改善に資する種々の取組のうち特色ある優れたものを選
定し、広く社会に情報提供を行うなどにより、高等教育の活性化の促進
を図る。

→特色ある優れた取組を８０件選定し、事例集を作成するなど、
広く社会に情報提供することにより、各大学における積極的な教
育改善の取組を促進しており、順調に進捗。

事後評価による
継続的な質の維
持・向上に向けた
制度・体制を整備

国公立大学の管
理運営の弾力化
を可能とする制
度を整備

認証評価制
度導入のた
めの制度改
正

新たな大学
の質の保証
システムの
構築

大学のマネジ
メント面での
改革を支える
制度を整備

課題への主体的・
機動的な対応を可
能とする学校法人
運営の制度改善

大学にて高度専
門職業人を養成
するための環境
を整備

公私立大学の組
織改変の柔軟な
実施を可能とす
る制度を整備

土台

大学の教育
研究の質の
国際競争力
の向上

＜達成目標３－１－８＞
専門職大学院制度の周知などを通じて同制度の円滑な導入を図り、高
度専門職業人の養成を推進する。

→専門職大学院制度が平成１５年４月１日から円滑に施行される
とともに、専門職大学院設置の認可件数は、７６校８３件にのぼ
り、制度の周知も想定どおり達成。

＜達成目標３－１－９＞
大学の学部・学科等の設置認可に関し、従来は文部科学大臣の認可
が必要であった事項の相当程度を届出で可能とすることにより、公私
立大学の組織変更を柔軟に行うことを可能とする。
→相当程度の設置認可事項の届出制化が平成１５年４月１日から
円滑に施行されるとともに、大学等の設置認可・届出の件数は、
３７４件(うち設置認可を受けた専攻の数は189件）の周知も想定
どおり達成。

＜達成目標３－１－１０＞
国立大学の法人化及び公立大学法人制度の創設により、各大学の自
主性・自律性を高め、国公立大学の教育研究の活性化を図る。

→国立大学の法人化及び公立大学法人制度の創設に係る関係法令
の制定・改正など所要の整備を実施しており、概ね順調に進捗。

＜達成目標３－１－１１＞

学校法人制度の改善を図ることにより、学校法人が課題に対して主体
的・機動的に対応していくための体制改善を行い、もって私立大学の活
性化を図る。

→学校法人制度の改善の内容について、審議会の報告が平成１５
年１０月に取りまとめられたことにより、制度改善の方向性を固
め、私立学校法の改正案を予定通り平成１５年度中に国会に提出
しており、概ね順調に進捗。

専門職大学
院制度の創
設及びその
周知

設置認可事
項うち相当
程度を届出
事項へ移行
及びその周
知

国立大学法
人法及び地
方独立行政
法人法の制
定及びこれ
らの関係法
令の整備

学校法人制
度の改善の
ための法律
改正案の国
会提出

64（施策目標３－１）



①上位の政策名 政策目標３ 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

②施策名 施策目標３－２ 大学などにおける教育研究基盤の整備

③主管課 （主管課）大臣官房文教施設企画部計画課（課長：岡誠一）
及び関係課 （関係課）高等教育局国立大学法人支援課（課長：清木孝悦）／専門教育課（課長：杉野剛）
（課長名） ／医学教育課（課長：小松弥生）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっている13 17
国立大学等施設を重点的・計画的に整備し、大学などにおける教 が、一部については想定ど
育研究基盤の整備を図る。 おり達成できなかった

達成目標３－２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっている13 17
国立大学等施設緊急整備５か年計画に基づき、平成１７年度まで が、一部については想定ど
に約600万㎡の国立大学等の施設整備を重点的・計画的に行う。 おり達成できなかった

達成目標３－２－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
施設の効率的・弾力的利用を図るための施設検討委員会等の設置 想定どおり達成
などの体制づくりを推進する。

達成目標３－２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
施設の効率的・弾力的利用を図るための学内規定の整備を推進す 想定どおり達成
る。

⑤ 各達成目標の 達成目標３－２－１
55現 達成度合い又 平成１５年度の達成目標の達成については 指標を踏まえ分析を行った結果 全体計画の約、 、

状 は進捗状況 ％に達しており、全体としては想定どおり達成している。ただし、整備対象別に見ると 「大学、
の （達成年度が 院施設の狭隘解消等 （ 「卓越した研究拠点等 （ 「先端医療に対応した大学附」 ）、 」 ）、86.9% 83.8%

」（ ）、「 」（ ） 、「 」分 到来した達成 属病院 老朽化した施設の改善 となっており 老朽化した施設の改善72.0% 40.2%
析 目標について については当初の想定した整備水準を下回っている。
と は総括） これは、総合科学技術会議において示された資源配分方針に基づき、５か年計画の前半は教
今 育研究成果の早期発現を目指すことはもとより、改善整備を行う際の移行先としても使用でき

、 。後 るよう 大学院施設及び卓越した研究拠点に係る施設整備を重点的に推進してきたためである
の
課 達成目標３－２－２

平成１４年度の時点で、対象とする大学等すべてにおいて施設検討委員会等の設置を完了し
題 ており、本達成目標については、想定どおり達成した。

達成目標３－２－３
90指標を踏まえ分析を行った結果、施設の効率的・弾力的利用に関する学内規定の整備は約

％に達しており、平成１５年度の達成目標の達成については、想定どおり達成している。

施策目標（基 平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、整備目標の約 万㎡に対し、これまで600
本目標）の達 に約 万㎡（ ％）の整備を実施しており 「老朽化した施設の改善」については当初の想329 55.1 、
成度合い又は 定した整備水準を下回っているものの、全体としては大学の多様な教育研究活動を支える施設
進捗状況 環境基盤の整備・充実は概ね想定どおりに達成している。

また、施設の有効利用に関する学内組織や学内規定の整備も想定どおり達成していることに
より、大学等の施設整備を計画・実施する上での基盤が形成されるとともに、利用率の低い室
を集約しプロジェクト研究等を行うための共同利用スペースも形成されるなど、大学改革と一
体となった施設の効率的・弾力的な利用への取り組みも活性化してきている。

今後の課題 平成１５年度については、全体的に想定どおり達成しているものの、当初の想定した整備水
「 」 、 、 。（達成目標等 準を下回っている 老朽化した施設の改善整備 については 今後 更に推進する必要がある

の追加・修正
及びその理由
を含む）

評 価 結果の 平成１６年度については、 億円（ 万㎡）の予算を確保し整備推進を図っているとこ1,074 45
年度以降 ろである。16

の政策への反 平成１７年度については、５か年計画の最終年度となることから、当初の想定した整備水準
映方針 を下回っている「老朽化した施設の改善整備」を重点的に推進するため、改善整備に必要な予

算を拡充し、５か年計画を着実に実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

国立大学等施設緊急整備５か年計画の達成 － 万㎡ 万㎡ 万㎡ 万㎡50 196 271 329

（施策目標３－２）65



状況（達成目標３－２－１関係） ( ) ( ) ( ) ( )8.4% 32.8% 45.4% 55.1%

92.3% 98.2% 100% 100%施設の効率的・弾力的利用を図るための体
制づくりの整備状況（達成目標３－２－２ － ( 校 ( 校 ( 校 ( 校156 166 167 156
関係） 校) 校) 校) 校)/169 /169 /167 /156

47.3% 69.8% 88.6% 89.7%施設の効率的・弾力的利用に関する学内規
定の整備状況（達成目標３－２－３関係） － ( 校 ( 校 ( 校 ( 校80 118 148 140

校) 校) 校) 校)/169 /169 /167 /156

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

国立学校施設整備 「国立学校等施設緊急整備５か年計画」に基づき、 施設整備費：
事業 毎年度の整備方針を決定し、重点的・計画的整備を 百万円の内107,400

図る。 数（ ）達成目標３－２－１

ＰＦＩの活用の促 施設整備にＰＦＩ手法を活用し、事前の準備調査に 施設整備費：
進 より一定の効果を見込める事業について、ＰＦＩ事 百万円の内107,400

業として予算措置し、施設整備を促進。 数（ ）達成目標３－２－１

「地財特法の規制 国立大学等の施設整備において、地方財政債権特別
緩和措置」の活用 措置法の規制緩和措置による地方公共団体との連携 －
の促進 を促進。
（ ）達成目標３－２－１

国立大学等のシス 国立大学等において、既存施設の点検・評価を実施
テム改革の促進 し、利用率の低い室の集約化を図り共同利用スペー

スを生み出すなど、施設の効率的・弾力的利用が図 －（ ）達成目標３－２－２

られるよう学内のシステム改革の実施を促進。（ ）達成目標３－２－３

報告書による啓蒙 「今後の国立大学等の施設の整備充実に関する調査
研究協力者会議」において「知の拠点－国立大学施（ ）達成目標３－２－１

設の充実について （平成 年 月 「知の拠点－（ ）達成目標３－２－２ 」 ）、15 7
大学の戦略的施設マネジメント （平成 年 月）（ ）達成目標３－２－３ 」 15 8
の報告書を作成。大学等に周知。 －
「知の拠点－国立大学施設の充実について （大臣官」
房文教施設部、平成 年 月）の事例集を作成。大15 9
学等に周知。

⑧備考 ※ 達成目標３－２－１関係の指標の母数は、 万㎡である。597
※ 達成目標３－２－２，３関係の指標の各年度の数値は累積割合であり、また （ ）内数値、

は、達成目標に対する累積値である。なお、母数の減は統合等によるものである。
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＜達成目標３－２－１＞

国立大学等施設緊急整備５か年計画に基づき、
約６００万㎡の国立大学等の施設整備を重点的・
計画的に行う。（平成１７年度）

→平成1５年度は、 全体計画の約55％に達して
おり、一定の成果が上がっているが、一部につい
ては想定どおり達成できなかった。

＜達成目標３－２－２＞

施設の効率的・弾力的利用を図るための施設検
討委員会等の設置などの体制づくりを推進する。
（平成１７年度）

→平成１４年度に、 点検・評価の実施体制の整
備は達成目標を達成しており、想定どおり達成。

施策目標３－２（大学などにおける教育研究基盤の整備）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

＜達成目標３－２－３＞

施設の効率的・弾力的利用を図るための学内規
定の整備を推進する。（平成１７年度）

→平成1５年度は、組織の枠を超え、利用者を固
定化することのない弾力的・流動的に利用できる
スペースが確保できており、想定どおり達成。

施設整備を計画・実施するまで
の基盤を形成するとともに、利
用率の低い室を集約しプロジェ
クト研究を行うための共同研究
スペースに再編するなど、大学
改革と一体となった施設の効率
的・弾力的な利用への取り組み
が順調に進んだ。

「老朽化した施設の改善」の進
捗にやや遅れが見られるもの
の、「大学院施設」や「卓越した
研究拠点」等の整備などが進
んだことから、全体的には大学
の多様な教育研究活動を支え
る施設環境基盤の整備・充実
が概ね順調に進んだ。

国立大学等のシステム
改革の促進

ＰＦＩの活用の促進
107,400百万円の内数

「地財特法の規制緩和
措置」の活用の促進

報告書による啓蒙

国立学校施設整備事業
107,400百万円の内数
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①上位の政策名 政策目標 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

②施策名 施策目標３－３ 意欲ある学生への支援体制の整備

③主管課 （主管課）高等教育局学生支援課 （課長：栗山雅秀）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標３－３（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
教育を受ける意欲と能力のある者がより多くこれを受けられるよう奨 想定どおり達成

学金の充実を図る。

達成目標３－３－１（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、基準適 想定どおり達成

格申請者に対する貸与率の改善に努める。

達成目標３－３－２（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
奨学金を希望する者がより多くこれを受けられるよう、貸与人員の増 想定どおり達成

員に努める。

達成目標３－３－３（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
学生生活費等の動向を踏まえ、学生が安心して学べるよう、貸与月額 想定どおり達成

の充実に努める。

達成目標３－３－４（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
奨学金事業の原資となる奨学生からの返還金を確実に回収するため、 想定どおり達成

口座振替（リレー口座）への加入を促進する。

達成目標３－３－５（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度）
奨学金希望者及び大学等担当者の利便性の向上及び処理の迅速化等の 想定どおり達成

ための申請手続の電子化を推進する。

⑤ 各達成目標の 達成目標３－３－１
現 達成度合い又 平成15年度の達成目標の達成については、奨学金を希望する学生が大幅に増加し、それに応
状 は進捗状況 えられるよう、対前年度比約7万人増員するなど奨学金の充実を図ることで、基準適格申請者
の （達成年度が に対する貸与率は着実に向上してきており、近年では補正予算での対応も含め、奨学金全体で
分 到来した達成 基準を満たす希望者ほぼ全員を採用している。
析 目標について
と は総括） 達成目標３－３－２
今 平成15年度の達成目標の達成については、昨今の景気低迷により、奨学金を希望する学生が
後 大幅に増加する中で、それに応えられるよう、対前年度比約7万人増の86万6千人に奨学金を貸
の 与することとし、より多くの学生に奨学金を貸与することができた。
課
題 達成目標３－３－３

平成15年度の達成目標の達成については、学生生活費等の上昇を勘案し、無利子奨学金にお
、 、いて大学・大学院等で２千円の貸与月額の増額を行うことにより 学生の経済的負担を緩和し

安心して学ぶことが可能となった。
また、平成15年度より入学時の一時的な需要（学校納付金や教科書購入費等）に対応するた

め、入学直後の初回振込時に基本月額に30万円（有利子による一時金）を増額して貸与する制
度を創設することで、さらに学生が安心して学べる環境を整備した。

達成目標３－３－４
平成15年度の達成目標の達成については、口座振替制度の未加入者に対して加入督促を行う

ことで、口座振替制度の加入率は着実に向上している。

達成目標３－３－５
平成15年度の達成目標の達成については、学校に対してインターネットを利用した奨学金申

請システム（通称：スカラネット）の積極的な活用について説明することで、学校の参加率は
着実に向上している。

施策目標（基 平成15年度の基本目標については、各達成目標が概ね順調に達成されたことから教育を受け
本目標）の達 る意欲と能力のある多くの学生が奨学金の貸与を受けることができた。
成度合い又は 平成15年度の当初予算については、より多くの奨学金を希望する学生が貸与を受けられるよ
進捗状況 う充実を図り、無利子・有利子を合わせた事業全体で対前年度7万人増の86万6千人の学生に対

し、対前年度624億円増の5,790億円の奨学金を貸与することとしていた。
しかし昨今の景気低迷の中で、特に月額選択が可能な有利子奨学金を希望する学生が大幅に

増加し、当初予算内で基準を満たす希望者全員への貸与が困難であったが、希望者全員貸与を
目途として、財源確保を図り、基準を満たす希望者へ奨学金の貸与を行った。

（施策目標３－３）68



今後の課題 達成目標３－３－１
（達成目標等 達成目標３－３－２
の追加・修正 近年では、基準を満たす希望者については年度内にほぼ全員を採用しているが、今後とも、
及びその理由 より多くの学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べる環境を整備するため、基準
を含む） 適格申請者に対する貸与率を前年度より高めるられるよう、学生のニーズ等を踏まえ引き続き

充実に努めていくこととする。

達成目標３－３－３
学生生活費等を踏まえた貸与月額を設定しており、今後とも、学校納付金をはじめとした学

生生活費等を踏まえ、適切に貸与月額の充実に取り組むこととする。

達成目標３－３－４
奨学生からの返還金については奨学金事業の原資として循環運用されており、着実に事業を

実施していくためには奨学生からの返還金を確保することが必要不可欠であることを踏まえ、
確実な返還金の回収を図るため、引き続き、口座振替制度への加入等を徹底することとする。

達成目標３－３－５
インターネットを利用しての奨学金の申請システム（通称：スカラネット）については、申

請手続が効率化されるとともに、申請から採用までの期間の短縮化になるため、今後ともその
利便性の周知を行い利用の促進を図る必要がある。

評価結果の16 達成目標３－３－１
年度以降の政 達成目標３－３－２
策への反映方 達成目標３－３－３
針 学ぶ意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、奨学金

を希望する学生支援のため、奨学金の充実を図っていくことが必要であり、平成16年度予算に
おいては、事業全体で対前年度比約10万人増の96万5千人の学生に対し、1,030億円増の6,820
億円の奨学金を貸与することとしている。

なお 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004 （閣議決定）等において、奨学金に、 」
よる学生支援の一層の推進について触れられている。学生のニーズや社会的要請等を踏まえ、
基準を満たす希望者全員への貸与を目途に、引き続き奨学金事業の充実に努めてまいりたい。

達成目標３－３－４
独立行政法人日本学生支援機構の中期計画において口座振替制度への加入率を中期目標期間

中に80％以上に改善することとしている。口座振替制度の未加入者に対して加入督促を強化す
ることなどにより加入率の改善に努める。

達成目標３－３－５
インターネットを利用しての奨学金の申請システム（通称：スカラネット）の利便性を説明

会等を通じて学校へ周知徹底し、利用の促進を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

基準適格申請者に対する貸与率 85.8 83.3 85.2 89.8 集計中
（達成目標３－３－１関係）

貸与人員（万人） 64.6 69.1 75.3 79.8 86.6
（達成目標３－３－２関係）

貸与月額の推移：私立大学自宅外の場合（円） 60,000 60,000 61,000 61,000 63,000
（達成目標３－３－３関係）

口座振替制度の加入率 59.0 62.4 64.5 70.3 75.2
（達成目標３－３－４関係）

奨学金申請システム利用（参加）率 － － － 60.6 70.5
（達成目標３－３－５関係）

参考指標 緊急採用奨学金による実績貸与人員（人） 4,006 8,736 5,326 7,693 6,731
（達成目標３－３－１、２関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成15年度
（上位達成目標） 予 算 額

奨学金の充実 教育を受ける意欲と能力のある学生がより多く奨学金の 事業費
貸与を受けられるよう奨学金を充実。 579,008百万円

・貸与人員の増員（ ）達成目標３－３－１

約7万人増（79万8千人→86万6千人）（ ）達成目標３－３－２

・貸与月額の増額（ ）達成目標３－３－３

無利子奨学金の大学・大学院等で2,000円増額
・入学時の需要に対応した奨学金（有利子による 万30

（施策目標３－３）69



（施策目標３－３）70

円の一時金）の創設

日本育英会による 口座振替制度への加入促進を図るため、未加入者への加 日本育英会補助
口座振替制度への 入督促の架電や、加入用紙の送付等を実施。 金 百万円9,994
加入促進に関する の内数
業務の実施
（ ）達成目標３－３－４

日本育英会による 奨学金申請システムへの加入促進を図るため、学校の奨 日本育英会補助
奨学金申請システ 学金担当者を集めた会議等において利便性等について説 金 百万円9,994
ムへの加入促進に 明を行うとともに、加入依頼の通知等を送付。 の内数
関する業務の実施
（ ）達成目標３－３－５

⑧備考



施策目標３－３（意欲ある学生への支援体制の整備）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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貸与月額の増額を行うこ
とで、学生の経済的負担
を軽減。

学生が経済的な面で心配することなく、安心
して学べるよう、基準適格申請者に対する
貸与率の改善に努める。
→貸与人員の増員を図るなど、近年では基準
を満たす希望者ほぼ全員を採用しており、
想定どおり達成。

＜達成目標３－３－１＞

＜達成目標３－３－３＞

＜達成目標３－３－４＞

奨学金を希望する者がより多くこれを受けら
れるよう、貸与人員の増員に努める。
→無利子・有利子を合わせた事業全体で約７万
人増の８６万６千人に貸与することとしており、
想定どおり達成。

学生生活費等の動向を踏まえ、学生が安心して
学べるよう、貸与月額の充実に努める。
→無利子奨学金の貸与月額において、大学・
大学院等で２千円の増額を図っており、概ね
想定どおり達成。

奨学金事業の原資となる奨学生からの返還金を
確実に回収するため、口座振替（リレー口座）
への加入を促進する。
→口座振替制度未加入者に対する加入督促
架電等により、加入率は着実に向上して
おり、想定どおり達成。

＜達成目標３－３－２＞

貸与月額の充実

大学・大学院等の無利子
奨学金で２千円の増額。

日本育英会による口座
振替制度への加入促進
に関する業務の実施
9,994百万円の内数

貸与人員の増員

対前年比約７万人増

＜達成目標３－３－５＞

奨学金希望者及び大学等担当者の利便性の
向上及び処理の迅速化等のための申請手続の
電子化を推進する。
→学校に対して利便性等を説明することなど
により、参加率は着実に向上しており、
想定どおり達成。

日本育英会による奨学金
申請システムへの加入
促進に関する業務の実施
9,994百万円の内数

近年では、基準を満たす
希望者については年度内
にほぼ全員を採用して
おり、学ぶ意欲と能力の
ある学生が経済的に心配
することなく、安心して
学べる環境を整備。

口座振替制度の加入率が着
実に向上することで、確実
な返還金の回収を図る。

申請手続が効率化される
とともに、申込から採用
までの期間が短縮化された。

奨学金の充実

事業費 ５７９，００８百万円
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①上位の政策名 政策目標３ 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

②施策名 施策目標３－４ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

③主管課 （主管課）高等教育局私学部私学行政課（課長：大槻達也）
及び関係課 （関係課）高等教育局私学部私学助成課（課長：永山賀久）／同参事官（参事官：浅田和伸）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標３－４ （基準年度：毎年度 達成年度：毎年度） 一定の成果が上がっ
私立学校の振興に向け 私立学校における教育研究条件の維持・向上 ているが、一部につ、 、

経営の健全性の向上を図る。 いては想定どおりに
は達成できなかった

達成目標３－４－１（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度） 想定どおりには達成
学校法人の収入構成に占める寄付金収入の割合を高める。 できなかった

達成目標３－４－２（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度） 一定の成果が上がっ
学校法人の収入構成に占める事業収入の割合を高める。 ているが、一部につ

いては想定どおりに
は達成できなかった

達成目標３－４－３（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度） 一定の成果が上がっ
私立大学及び私立高等専門学校における教育又は研究に係る経常的経 ているが、一部につ

費に対する補助金の割合を高めるため、経常費補助のより一層の充実を いては想定どおりに
図る。 は達成できなかった

達成目標３－４－４（基準年度：毎年度 達成年度：毎年度） 一定の成果が上がっ
私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、 ているが、一部につ

養護学校及び幼稚園の教育に係る経常的経費に対する補助割合の向上を いては想定どおりに
図るなど、経常費補助のより一層の充実を図る。 は達成できなかった

達成目標３－４－５ 基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度 想定どおり達成（ ）11 16
財務状況を公開している文部科学大臣所轄学校法人の割合を高め、で

きる限り１００％に近づける。

⑤ 各達成目標の 達成目標３－４－１
現 達成度合い又 学校法人の収入構成に占める寄付金収入の割合は微減となっており、想定したとおりには達
状 は進捗状況 成していない。
の （達成年度が
分 到来した達成 達成目標３－４－２
析 目標について 学校法人の収入構成に占める事業収入の割合は横ばいとなっているが、額でみれば増額とな
と は総括） っており、厳しい経済・財政状況のなか、各法人の努力により、現状を維持しているとものと
今 考えられ、一定の成果が上がっているものと考えられる。
後
の 達成目標３－４－３
課 特別補助を中心に経常費補助の充実が図られ、一定の成果は上がっている。しかしながら、
題 私立大学等全体の経常的経費の増加もあり、経常的経費に対する補助割合が横ばいとなってい

る点については、想定したとおりに達成しているとは言えない。

達成目標３－４－４
、 。私立高等学校等の経常的経費に対する国庫補助の充実が図られ 一定の成果は上がっている

しかしながら、経常的経費に対する補助の割合が横ばいになっている点については、想定した
とおりに達成しているとは言えない。

達成目標３－４－５
財務状況を公開している文部科学省所轄学校法人の割合は、平成 年度の から平成11 63.8%
年度には と着実に増加しており、達成目標に概ね近づいている。15 95.9%

施策目標（基 指標は多くが横ばいとなっているが、厳しい経済・財政状況の中にあってもなお、現状を維
本目標）の達 持できているものと分析でき、教育研究条件を支える経営基盤の安定という面で、一定の成果
成度合い又は が上がっているものと考えられる。また、財務状況の公開については、順調に進捗しており、
進捗状況 説明責任を果たすことの重要性が認識され、管理運営面の透明性が高まっている。

これらの状況から、基本目標である「私立学校における教育研究条件の維持・向上、経営の
健全性の向上」については、一定の成果は上がっているが 「向上」という面から見れば、想、
定どおりには達成できていないと考えられる。

今後の課題 達成指標の多くが想定通り進捗していないことについては、主として厳しい経済環境に起因す
（達成目標等 るものと考えられるが、税制上の特例措置の周知や予算措置の増額・効果的な配分などについ
の追加・修正 て引き続き努力する必要がある。

（施策目標３－４）72



及びその理由
を含む） 達成目標３－４－５については、平成１６年度も引き続き財務状況の公開の促進を図る必要が

あるため、達成年度を平成１６年度とする。また、私立学校法の一部改正により、平成１７年
度からは財務書類を閲覧に供することが義務付けられたが、今後は、公開方法について各学校
法人の実情に応じた積極的な取組を促していく。

評価 結 果の 達成目標３－４－１、２
年度以降 学校法人に対し、各種会議における指導、経営相談等を通じ、外部資金の導入、その他の経16

の政策への反 営改善のための取組を引き続き促す。
映方針

達成目標３－４－３、４
平成１７年度概算要求において、私立大学等及び私立高等学校等に対する経常的経費の補助

のための予算の増額等に努める。

達成目標３－４－５
平成１７年度から財務情報の公開が義務化されたため、平成１６年度中に指導通知、説明会

等を通じ、その趣旨の徹底を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

大学法人の帰属収入における寄付金収入の割合 集計中2.3 2.9 2.6 2.3
(％)

大学法人の帰属収入における事業収入の割合(％) 集計中23.0 22.8 23.0 23.0

私立大学等における経常的経費に対する経常費助 集計中11.9 12.2 12.2 12.2
成の割合(％)

私立高等学校等における経常的経費に対する経常 集計中 集計中33.1 33.1 33.3
費補助の割合※(％)

63.8 82.6 85.2 91.1 95.9財務状況を公開している大臣所轄学校法人の割合
(％)

参考指標 事業収入額（億円） 集計中11,434 11,526 11,797 11,812

私立大学等における経常的経費（億円） 集計中25,188 25,242 25,828 26,230

3,006.5 3,070.5 3,142.5 3,197.5 3,217.5私立大学等経常費補助金額（億円）

804.5 860.5 922.5 977.5 1,001.5私立高校等に対する国庫補助金の額（億円）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

学校法人に対する 学校法人に対する個人や企業等からの寄付に対し、税制 －
寄付に係る税制上 上の優遇措置を実施。
の優遇措置
（３－４－１）

外部資金の導入等 各種会議における指導、経営相談等を通じ、学校法人 －
経営改善の促進 に対し、外部資金の導入、その他の経営改善のための
（３－４－１） 取組を促す。
（３－４－２）

私立大学等経常費 私立大学等の教育研究条件の維持向上及び修学上の経済 百万円321,750
補助 ３－４－３ 的負担の軽減に資するため、教育又は研究に係る経常的（ ）

経費について補助。

私立高等学校等経 私立高等学校等の教育条件の維持向上及び修学上の経済 百万円100,150
常費助成費補助 的負担の軽減に資するため、都道府県が行う私立高等学
（３－４－４） 校等への経常費助成費等に対して国が補助。

⑧備考 ※都道府県補助金を含め、決算額ベースで算出した率

（施策目標３－４）73



施策目標３－４（ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 ）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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＜達成目標３－４－１＞

＜達成目標３－４－３＞

＜達成目標３－４－４＞

＜達成目標３－４－２＞

財務状況の公開について
は、順調に進捗しており、
説明責任を果たすことの重
要性が認識され、管理運営
の透明性が高まっている。

学校法人に対する寄付に係る
税制上の優遇措置

各種会議における指導・経営
相談等を通じて、学校法人に
対し外部資金導入その他経
営改善のための取組みを促
す

＜達成目標３－４－５＞

学校法人の収入構造に占める寄付金収入の割合を高める。

⇒寄付金収入の占める割合は横ばいとなってお
り、想定どおりには達成できなかった。

学校法人の収入構造に占める事業収入の割合を高める。

⇒事業収入の占める割合は横ばいとなってお
り想定どおり達成していないが、額でみれば増
加しており、一定の成果は上がっている。

私立大学及び私立専門学校における教育又は研究にかか
る経常的経費に対する補助金の割合を高めるため、経常
費補助のより一層の充実を図る。

⇒特別補助を中心に経費が充実され一定の成果は
上がっているが、経常的経費に対する補助割合は横
ばいとなっており、想定どおりには達成できなかった。

私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学
校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教育に係る経常的経
費に係る補助金のより一層の充実を図る。

⇒私立高等学校等の経費の充実については一定の
成果は上がっているが、経常的経費に対する補助割
合が横ばいとなっており、想定どおりには達成できな
かった。

財務状況を公開している文部科学大臣所轄学校法人の割
合を高め、できる限り100％に近づける。

⇒財務状況を公開している文部科学大臣所轄学
校法人の割合は、平成11年度の６３．８％から平
成15年度には９５．９％と着実に増加しており、想
定どおり達成。

なお、私立学校法の一部改正により、平成17年度から財

務情報の公開を義務化

財務状況の公開の促進

予算要求において、私立大学
等及び私立高等学校等に対
する経常的経費の補助のた
めの予算の増額等に努める

○私立大学等経常費補助
３２１，７５０百万円

○私立高等学校等経常経
費助成費補助金

１００，１５０百万円

（平成15年度予算）

達成指標はそれぞれ横ば
いであり、私立学校の教育
研究条件を支える基盤強
化は想定どおりには進捗し
ていないが、厳しい経済・
財政状況の中にあってな
お、現状を維持できている
ものと考えられる。
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－１ 基礎研究の推進

③主管課 （主管課）研究振興局基礎基盤研究課（課長：米倉 実）
及び関係課 （関係課）研究振興局学術研究助成課（課長：甲野 正道）／学術機関課（課長：芦立 訓）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
研究者の自由な発想に基づく基礎研究を幅広く、着実に、かつ持続的 ているが、一部につ

に推進し、人類の知的資産の拡充に貢献するとともに、世界最高水準の いては想定どおり達
研究成果や、新たなブレークスルーをもたらす優れた研究成果を生み出 成できなかった
す。

達成目標４－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 17
第２期科学技術基本計画の方針に沿って、基礎研究について一定の資

源を確保する。

達成目標４－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおりには達成13 17
平成１７年度までに、第２期科学技術基本計画の競争的資金の倍増を できなかった

目指すとの方針に沿って、基礎研究を推進するための競争的資金（科学
研究費補助金及び戦略的創造研究推進事業）の拡充に努める。

達成目標４－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
優れた研究成果が生み出され活用されるよう、間接経費の拡充等、競 ているが、一部につ

争的研究資金の制度改革を進める。 いては想定どおり達
成できなかった

⑤ 各達成目標の 達成目標４－１－１
現 達成度合い又 大学・大学共同利用機関等における基礎研究関連予算（競争的資金は含まない）は、最近５
状 は進捗状況 ヵ年において着実に確保されており、第２期科学技術基本計画における「基礎研究について一
の （達成年度が 定の資源の確保」の目標を達成していると言える。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標４－１－２
と は総括） 本達成目標については、平成 年度において予算拡充につとめたものの、平成 年度にお15 15
今 ける文部科学省関連の競争的資金予算額 （百万円）と平成１３年度比１．１倍増とな271,386

15後 り 第２期科学技術基本計画に基づく平成１３年度からの５年間で倍増という目標に対して、 、
の 年度に想定したとおりに達成しているとはいえない。
課
題 達成目標４－１－３

科学研究費補助金においては、第一線の研究者によるピア・レビューの仕組みを導入し、公
正な審査・評価を実施している。ピア・レビューの具体的方法は「評価ルール」として定めら

、 、れホームページ掲載等により公表しており また中間・事後評価の結果を一般に公開するなど
透明性を確保している。また、プログラムオフィサーの充実や繰越明許費への登録、応募資格

。 、 、 、の拡大等制度改革を着実に進めている なお 間接経費の拡充については 平成１３年度以降
規模の大きな研究種目から順次導入を図ってきているが、未だ全研究種目に導入されるまでに
は至っていない。

、 、 、科学技術振興機構が実施する戦略的創造研究推進事業においても 研究領域毎に事前 中間
事後評価を行っており、その評価結果により予算配分や研究体制の見直しを行うなどその体制
整備は着実に進んでいる。科学技術振興機構が実施する「戦略的創造研究推進事業」では、研
究機関への委託研究費の ％の間接経費に加え、間接経費に準ずる研究環境経費を 年度30 H15

、 。より導入し 間接経費相当経費として直接研究費の約 ％の予算措置を行ったところである8.5

施策目標（基 平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、上記のとおり研究評価体制の整備につい
本目標）の達 ては概ね順調に整備されてきているいえ、競争的な研究開発環境構築に向けた一定の効果をあ
成度合い又は げてきたといえる。
進捗状況 ところが、競争的資金の倍増計画については、基本目標の達成にあたっては重要な部分を占

めているものの、必ずしも順調と言えない面がある。
以上を総合的に判断すると、基本目標４－１については、一定の成果があがっているが、一

部については達成できなかったと判断できる。

今後の課題 達成目標４－１－１
（達成目標等 大学・大学共同利用機関等における独創的・先端的基礎研究を推進するため、引き続き基礎
の追加・修正 研究関連予算の充実に努める。
及びその理由
を含む） 達成目標４－１－２

競争的資金拡充の指標については、現在の厳しい財政状況等により大幅な拡充は困難となっ
たが、その規模については着実に増加しており、今後は第二期基本計画における倍増目標を引
き続き目指しつつ、競争的環境の整備に向けた動きを定着させる。

（施策目標４－１）75



達成目標４－１－３
競争的な制度改革については、透明性の高い評価の実施、間接経費拡充という科学技術基本

計画及び「競争的研究資金制度改革について（意見 」の方針を踏まえ、引き続き改革に取り）
組む。

評価 結 果の 達成目標４－１－１
年度以降 大学・大学共同利用機関等における基礎研究の推進に必要な資源の確保を着実に推進するた16

の政策への反 め、運営費交付金等の適切な確保に努める。
映方針

達成目標４－１－２
平成１７年度予算要求にあたって、競争的資金の倍増を目指すとの方針に沿って各制度にお

ける予算拡充に努める。

達成目標４－１－３
、 。科学研究費補助金においては 間接経費が導入されていない種目について導入を図っていく

、 、 、また プログラムオフィサーの充実を図るとともに 計画的に日本学術振興会への移管を進め
独立した配分機関におけるよりきめ細かな審査・評価体制の構築に努める。科学技術振興機構
が実施する戦略的創造研究推進事業では、新たに創設された、国内外の科学技術動向の調査・
分析を行う研究開発動向センターが研究領域の事前評価等に加わることでより一層の透明性確
保に努める。

科学技術振興機構が実施する戦略的創造研究推進事業では、研究機関への委託研究費の30％の
間接経費に加え、間接経費に準ずる研究環境経費の拡充に努めるとともに、研究評価においても、新
たに創設された、国内外の科学技術動向の調査・分析を行う研究開発動向センターが研究領域
の事前評価等に加わることでより一層の透明性確保に努める。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

41,040 42,354 43,420 44,018 44,829大学・大学共同利用機関等における独創的・先端
的基礎研究の推進（百万円）
（達成目標４－１－１関係）

216,407 240,264 255,897 265,589 271,386競争的研究資金予算額 文部科学省分 百万円（ ）（ ）
（達成目標４－１－２関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

44,829百万円大学・大学共同利用 大学・大学共同利用機関機関等における独創的・先
機関等における独創 端的な基礎研究は、研究者の自由な発想に基づき、世
的・先端的な基礎研 界最高水準の研究成果の創出など人類の知的資産の拡
究 充に貢献する重要なものであり、着実に推進できるよ（達成目標４－１－

う基礎研究関連予算の充実を行う。１）

科学研究費補助金 百万円人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわた 176,500
り、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自（達成目標４－１－２ ,
由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的と３）

、ピア・レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研し
究に対する助成を行う。

科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえて国が定 44,689百万円独立行政法人科学技
術振興機構による戦 める戦略目標の下に、科学技術振興機構が推進すべき研
略的創造研究推進事 究領域を設け、研究領域のリーダーである研究総括の研
業 究マネジメントの下、産学官のあらゆる研究者から広く研（達成目標４－１－２,３）

究提案を公募するなどにより最適な研究体制を構築し、戦
略目標の達成に向けた基礎研究を推進。

⑧備考
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施策目標４－１（基礎研究の推進）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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競争的資金拡充につい
ては大幅な拡充は困難
となったが、その規模
については着実に増加
しており、着実かつ持
続的に基礎研究が推進
されてきている。

第２期科学技術基本計画の方針に沿って、基礎研
究について一定の資源を確保する。

→大学・大学共同利用機関等における基礎研究関
連予算（競争的資金は含まない）は、最近５ヵ年
において着実に確保されており、第２期科学技術
基本計画における「基礎研究について一定の資源
の確保」の目標を達成していると言える。

＜達成目標４－１－１＞

＜達成目標４－１－３＞

優れた研究成果が生み出され活用されるよう、
間接経費の拡充等、競争的研究資金の制度改革
を進める。

→科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業
において審査・評価制度の改革等が進んでおり、
一定の成果が上がっているが、間接経費の拡充
については未だ全研究種目に導入されるまでに
は至っておらず、一部については想定どおり達
成していない。

平成１７年度までに、第２期科学技術基本計画の
競争的資金の倍増を目指すとの方針に沿って、基
礎研究を推進するための競争的資金（科学研究費
補助金及び戦略的創造研究推進事業）の拡充に努
める。

→第２期科学技術基本計画に基づく平成１３年度
からの５年間で倍増という目標に対して、想定し
たとおりに達成しているとはいえない。

＜達成目標４－１－２＞

科学研究費補助金

176,500百万円

独立行政法人科学技術振
興機構による戦略的創造
研究推進事業

44,689百万円

大学・大学共同利用機
関等における基礎研究
関連予算（競争的資金
は含まない）は着実に

確保されている。

間接経費の拡充、透明
性の高い評価システム
が導入されてきており、
研究水準を高めるため
の環境が構築されてき
ているが、更なる改革
が必要。

大学・大学共同利用機関等
における独創的・先端的な
基礎研究 44,829百万円
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－２ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進

③主管課 （主管課） 研究振興局ライフサイエンス課 （課長：佐伯 浩治）
及び関係課 （関係課） 研究振興局基礎基盤研究課 （課長：米倉 実）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
ライフサイエンス研究を戦略的・重点的に推進することにより、革 概ね順調に進捗
新的な創薬・医療技術及び食料や環境問題への対応のための基盤技
術を開発し、ゲノム情報を活用した創薬や個人にあった医療等を実
現し、活力ある経済社会の創造に資する。

達成目標４－２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 19
タンパク質の全基本構造の （約 種）以上の構造及び機能 概ね順調に進捗1/3 3000
を解析し、解析結果の特許化を図る。

達成目標４－２－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 18
ライフサイエンス研究の基盤となる生物遺伝資源 バイオリソース 概ね順調に進捗（ ）
及びそのゲノム情報について、戦略的に開発・収集・保存・提供を
行う体制を確立する。

達成目標４－２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 18
基礎研究の成果を実用化につなげていくための実施体制や支援体制 概ね順調に進捗
を整備し、基礎研究成果の臨床応用への橋渡し研究（トランスレー

） 、ショナルリサーチ や最先端の解析機器開発を推進するなどにより
革新的な成果を創出する。

達成目標４－２－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 19
対象とする疾患について 万人規模のサンプル及び臨床情報を収 概ね順調に進捗30
集するとともに、ＳＮＰ（一塩基多型）の解析を実施し、個人個人
にあった予防・治療を可能とする医療の実現に資するための基盤を
整備する。

達成目標４－２－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 24
再生医療の実現のために必要な幹細胞利用技術等を世界に先駆けて 概ね順調に進捗
確立し、その実用化を図る。

達成目標４－２－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 19
実際の生体や細胞を用いて実施している薬剤応答解析等を、先端生 概ね順調に進捗
命情報技術等によってシミュレーションするプログラムを開発する

達成目標４－２－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 19
高齢者が健康で幸福な生き方を実現できることを目標に、がんなど 概ね順調に進捗
をごく初期の段階で発見、早期治療を可能とするレーザー技術、分
子バイオ技術、ポジトロン （ )などの光技術を融合した診断CT PET
・検診技術等を開発する。

達成目標４－２－８（基準年度： 年度 達成年度： 年度）15 19
国家的・社会的要請の高い脳、ゲノム、免疫・アレルギー研究やバ
イオインフォマティクス研究等の分野において、基礎的・先導的な 概ね順調に進捗
研究を推進する

⑤ 各達成目標の 達成目標４－２－１
現 達成度合い又 平成 年度に創設した「タンパク３０００プロジェクト」において、現在８つのテーマ14
状 は進捗状況 （９つの中核機関）に分類し研究開発を推進している。本プロジェクトにおけるタンパク質
の （達成年度が の構造解析は平成 年 月までで、 個（うちタンパク質の公的なデータベースである16 3 1192
分 到来した達成 への登録数は 個）にのぼっており、年度当初想定していた構造解析数 個といPDB 902 734
析 目標について う目標に照らし、順調に進捗している。また生命活動に関する数々の重要なタンパク質の機
と は総括） 能解析を実施し、科学的にも優れた成果を上げており、国内外で (平成 年 月時点）208 16 5
今 の特許出願がなされるとともに、合計 報（平成 年 月時点）のプロジェクトの成果1652 16 5
課 に関わる論文が発表されていることから、概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－２
平成１５年度においては 「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の実施機関におけ、

る体制の整備もほぼ終わり、生物遺伝資源の収集は着実に実施されており、達成目標につい
ては、概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－３
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「 世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」において、平成 年度21 14
に公募を行い採択した研究課題を、平成 年度も引き続き推進した。基礎研究成果の臨床15
応用への橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）や最先端の解析機器開発に向けた研

。 「 」 、究開発が着実に実施されている 本プロジェクトの趣旨である 萌芽的研究 の枠組みから
、 、より集中的なプロジェクト型研究に移行すべきものも生じてきており 達成目標については

概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－４
平成 年度において「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」を創設し、血15

液サンプル及び臨床情報の収集・保管・管理のための設備整備を完了し、試料収集に係るイ
ンフォームド・コンセントの取得を開始した。インフォームド・コンセントの取得状況は概

、 、 、ね順調であり また当該プロジェクトについて周知 理解促進を図るためのシンポジウム等
広報活動も活発に実施している。倫理面における配慮についても十分に議論を重ねており、
達成目標の実現に向け、概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－５
平成 年度において「再生医療の実現化プロジェクト」を創設し、研究用幹細胞バンク15

の整備を完了するとともに、整備された幹細胞バンクの研究資源を効果的に活用した、アイ
。 、 、デア公募型の受託研究プログラムを開始した また神経難病 生活習慣病等の治療技術開発

体性幹細胞の応用技術開発に関して、公募により優れた研究課題を採択し研究を開始してお
り、達成目標の実現に向け、概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－６
平成 年度においては 「細胞・生体シミュレーションプロジェクト」を創設し、実施機15 、

関を選定するとともに、測定機器類の設置等のインフラ整備を行い、ゲノム解析等によって
、 、得られた膨大なデータを活用して創薬の開発に利用するために 研究開発に着手すると共に

研究を統括する統括マネージャーの下、各機関の連携を図っており、概ね順調に進捗してい
る。

達成目標４－２－７
平成 年度において「光技術を融合した生体機能計測技術の研究開発」プロジェクトを15

創設し、計画に沿って、主として実験装置の整備、基礎的検討、要素技術開発などの研究が
進められた。いくつかの研究項目については具体的なデバイス開発や装置の基礎設計が実施
され、一部の装置については試作も行われており、概ね順調に進捗している。

達成目標４－２－８
国家的・社会的要請の高い脳、ゲノム、植物、免疫・アレルギー研究やバイオインフォマ

ティクス研究等の分野については、理化学研究所や科学技術振興機構の独立行政法人等にお
15いて 新たに設定された中期目標のもとで重点的に研究開発が推進されている また 平成、 。 、

年度は平成 年度から始まったミレニアム・ゲノム・プロジェクトの４年目にあたるが、12
最終年度である平成 年度に向け、理化学研究所の植物科学研究センターや発生・再生科16
学総合研究センターをはじめとして、各研究機関において精力的に研究が実施されており、
概ね順調に進捗している。

施策目標（基 平成 年度においては 革新的な創薬等の実現に向けたタンパク質の機能・構造解析 タ15 、 （
本目標）の達 ンパク３０００プロジェクト）や戦略的な生物遺伝資源の収集・保存・提供体制の整備（ナ
成度合い又は ショナルバイオリソースプロジェクト）等を着実に推進すると共に、新たに「個人の遺伝情
進捗状況 報に応じた医療の実現プロジェクト」や「再生医療の実現化プロジクト」等を創設し、先進

的医療の実現に向けた研究開発事業に着手した。基本目標の達成度合いは、各達成目標の達
成度合いが概ね順調であったことからも、十分と判断。

今後の課題 達成目標４－２－１
（達成目標等 タンパク質の集中的な解析を実施するための基本的な技術開発・基盤整備が成された結
の追加・修正 果、目標の達成に向けた準備は整ったものと考えられる。今後はそれらの得られた優れた成
及びその理由 果を創薬等に応用し、国民の健康を通じて社会への貢献を行うためのより具体的な施策の実
を含む） 施が必要となる。具体的には、構造・機能解析されたタンパク質について、これまでの研究

結果を踏まえ、特に創薬ターゲットとして有効なタンパク質から、具体的に薬としての機能
を最適化した化合物を得るための実証的な研究体制を整備し、より効果的な成果の産業移転
を図ることが必要。平成 年度に中間評価を実施する予定であり、中間評価の結果を踏ま16
えた適切に対応することが必要。

達成目標４－２－２
概ね達成目標に向け順調に推移しているが、国内外の連携、知的財産権の扱い、情報提供

体制の整備等を強化する必要がある。平成 年度に中間評価を実施する予定であり、中間16
評価の結果を踏まえた適切な対応が必要。

達成目標４－２－３
平成 年度に創設した「 世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」14 21

について、これまでに行われた各研究課題を評価し、たとえば「トランスレーショナルリサ
ーチ」や「テーラーメイド医療 」等に関する課題のうち 「萌芽的研究」から「プロジェク」 、
ト研究」につながる成果を上げている課題については、関連のプロジェクト等に反映させる
ことが重要。
平成 年度に中間評価を実施する予定であり、中間評価の結果を踏まえた適切な対応が必16
要。

達成目標４－２－４
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平成 年度に開始したサンプル収集のためのインフォームドコンセント取得を引き続き15
、 。 、実施すると共に 平成 年度から研究機関に対するサンプルの提供を開始する予定 また16

平成 年度後半より開始された、サンプルの 解析も引き続き実施する。さらに、解析15 SNP
の終了したサンプルについては、いくつかの代表的な疾患との関係について調査・研究を行
い、個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の実現に資するための基盤を整備する研
究を実施する。

達成目標４－２－５
平成 年度において整備した研究用幹細胞バンク事業について、試料の収集・提供を着15

実に推進していくことが必要。

達成目標４－２－６
平成 年度で整備されたインフラ及び研究体制をもとに、主目的であるシミュレーショ15

ン開発の更なる加速を図ることが重要。

達成目標４－２－７
研究が概ね順調に進捗していることから、平成 年度以降もトレーサー技術の開発、ス16

クリーニング技術の開発、 高度化技術の開発について、計画に沿って着実に研究を推PET
進する。

達成目標４－２－８
国家的・社会的要請の高い各分野については、今までの成果や国際動向の変化をふまえつ

つ、外部評価等により重点化を図りながら、引き続き積極的に推進していくことが必要。ま
た平成 年度はミレニアム・ゲノム・プロジェクトの最終年度であるから、５年間の研究16
成果や、世界動向・社会情勢の変化を踏まえた、将来に向けた重点的な検討が必要。

15 4 15 7以上のほか基本目標全体としては、平成 年 月のヒトゲノム解読の完了や平成 年
月の第 次対がん か年総合戦略の策定等、世界の動向や社会状況の変化を踏まえた戦略3 10
的な取り組みが必要である。また平成 年度において世界的に猛威をふるった 、鳥15 SARS
インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症について、国民の安全・安心確保の観点か
らも適切な対応が必要である。

評価 結 果の 達成目標４－２－１
年度以降 タンパク質の構造機能解析による成果の特許化だけにとどまらず、本来の目標に沿って解16

の政策への反 析結果の創薬への応用を追究する必要がある。具体的には疾患に関連したタンパク質（ヒト
映方針 や病原体など）への構造機能解析に関心を払うと同時に、解析されたタンパク質に結合する

化合物ライブラリの整備などを行い タンパク質の構造機能解析の成果を 薬の候補物質 シ、 、 （
ード）まで導くような施策を検討する必要がある。

達成目標４－２－２
比較的順調にプロジェクトは進捗しているが、それに関連する体制整備、ルール作り等が

重要である。また、提供体制にも関連するが広報活動も重要な位置づけである。

達成目標４－２－３
今までの研究実績や社会情勢の変化を踏まえ、平成 年度に中間評価を実施し、計画の16

見直し等も含めた適切な対応を行う。

達成目標４－２－４
インフォームドコンセントの取得状況は概ね順調であり、引き続き適正な実施を図ると共

に、収集されるサンプルに対してＳＮＰ解析にも重点をおき、データを蓄積し、研究機関へ
の提供を開始するとともに、解析結果と疾病との関係についての研究を推進することを検討
する。

達成目標４－２－５
研究用幹細胞バンクを活用した研究者支援の加速と幹細胞動員・分離・培養技術の向上、

動物モデルで得られた細胞分化に関する操作技術等のヒト細胞における検証、及び幹細胞移
植と他の治療法の併用等による幹細胞治療の多面的な検討を進める。

達成目標４－２－６
平成 年度においてインフラ及び研究体制が整備されたことから、平成 年度以降は、15 16

統括マネージャーを中心に、主目的であるシミュレーション開発の更なる加速を図ることが
重要である。

達成目標４－２－７
本年度の成果をもとに、トレーサー技術の開発、スクリーニング技術の開発、 高度PET

化技術の開発を実施する。

達成目標４－２－８
平成 年度以降も引き続き積極的に推進していくと共に、世界の動向や社会情勢の変化16

を踏まえ、必要に応じ適切な計画の見直しを行う。また、平成 年度はミレニアム・ゲノ16
ム・プロジェクトの最終年度であるから、本プロジェクトで実施されていたゲノム科学、植
物科学等について、重点的に検討することが必要である。

以上のほか平成 年度より、ヒトゲノム解読の完了に伴い、複雑な生命機能の解明や画16
期的な創薬の実現につながる成果等が期待されるゲノムネットワーク研究を戦略的に開始す
る。また「第３次対がん か年総合戦略（平成 年度～平成 年度 」に基づき、がんに10 16 25 ）
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係わる基礎研究の成果を着実に新たな治療法につなげる橋渡し研究（トランスレーショナル
リサーチ）を推進する他、関係府省との綿密な連携のもと、新興・再興感染症への戦略的な
対応についての検討を行う。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

PDB 3 6 0 8 3 2タンパク質構造解析数( 登録数)
（達成目標４－２－１関係） ( ) ( )269 633

72 136*タンパク３０００プロジェクトにおける、
特許出願数（達成目標４－２－１関係）

年度は、平成 年 月から平成 年 月* 15 15 4 16 5
末までの数値である。

参考指標 バイオリソースの系統保存数
○理化学研究所バイオリソースセンター保有リソ

ース数（累積数）
300 660 1,060実験動物（系統数） 約 約 約

2,800 10,100 32,100実験動物（株数） 約 約 約

3,200 12,100 210,700植物遺伝子（系統数） 約 約 約

1,100 1,900 2,000動物細胞材料（株数） 約 約 約

62,000 129,000 145,000動物遺伝子材料（株数） 約 約 約

（達成目標４－２－２関係）

- - - - 43,729インフォームドコンセント取得数
（達成目標４－２－４関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

タンパク３０００ タンパク質の全基本構造の１／３に相当する約３０ 百万円9,512
プロジェクト ００種以上の基本構造及びその機能の解析を行う。（達成

※平成１４年度重点課題評価実施対象目標４－２－１関係）

ナショナルバイオ 実験動植物（マウス等）や、ヒト細胞、各種生物の 百万円4,000
リソースプロジェ 遺伝子材料等のバイオリソースのうち、国として戦
クト 略的に整備する必要があるものについて体系的に収（達成目標４－２

、 、 、 。－２関係） 集 開発 保存し 提供するための体制を整備する
※平成１４年度重点課題評価実施対象

世紀型革新的先 大学等における基礎的研究成果を臨床等に適切に結 百万円21 2,845
端ライフサイエン びつける等の橋渡し研究開発（トランスレーショナ
ス技術開発プロジ ルリサーチ）の推進を図る。また、我が国発の先端
ェクト 解析技術開発等を行うとともに、 世紀のライフ（達成目標４ 21

サイエンス研究を先導する異分野融合研究やライフ－２－３関係）

サイエンス安全研究等を推進する。
※平成１４年度重点課題評価実施対象

個人の遺伝情報に 遺伝情報を基にした個人個人にあった予防・治療 百万円2,152
応じた医療の実現 を可能とする医療（テーラーメイド医療）を実現す
プロジェクト るため、対象とする疾患について３０万人規模のサ（達成

ンプル及び臨床情報の収集によるバイオバンクの整目標４－２－４関係）

備、ＳＮＰ（一塩基多型）の解析を実施し、ＳＮＰ
情報や臨床情報についてのデータベースを構築す
る。
※平成１５年度事業評価（新規事業）実施対象

再生医療の実現化 細胞移植・細胞治療等によってこれまでの医療を根 百万円1,300
プロジェクト 本的に変革する可能性を有する再生医療について、（達成

必要な幹細胞利用技術等を世界に先駆け確立し、そ目標４－２－５関係）

の実用化を目指す。具体的には、研究用幹細胞バン
ク整備領域、幹細胞操作技術開発領域及び幹細胞治
療開発領域の３領域を設定し、各領域間で連携した
研究開発を推進する。
※平成１５年度事業評価（新規事業）実施対象

細胞・生体機能シ 実際の生体や細胞を用いて実施している薬剤応答解 百万円800
ミュレーションプ 析・動物試験等を、生命情報技術・先端イメージン
ロジェクト グ技術によってシミュレーションするプログラムを（達成目

開発する。標４－２－６関係）

※平成１５年度事業評価（新規事業）実施対象

光技術を融合した 世界最高水準を誇る高感度光検出技術、超高速光計 百万円502
生体機能計測技術 測技術、大出力レーザ技術、ポジトロンＣＴ（ＰＥ
の研究開発 Ｔ）などの最新光技術を融合して、早期発見・早期（達成目
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治療による疾病の克服を可能にし、健康な社会を実標４－２－７関係）

現する生体機能診断及び検診技術の開発を行う。
※平成１５年度事業評価（新規事業）実施対象

独立行政法人理化 独立行政法人理化学研究所において、社会的要請に 運営費交付金中の
学研究所、科学技 基づく重点的プロジェクト研究として 内数
術振興機構による ・脳科学総合研究
事業 ・ゲノム科学総合研究（達成目標４－２

・植物科学研究－８関係）

・発生・再生科学総合研究
・遺伝子多型研究
・免疫・アレルギー科学総合研究
・バイオリソース関係事業

を実施。また独立行政法人科学技術振興機構におい
て、バイオインフォマティクス研究の推進に関する
事業を実施。

⑧備考 平成 年度より開始された「タンパク３０００プロジェクト 「ナショナルバイオリソー14 」
スプロジェクト 「 世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」について」 21
は、平成 年度に科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会に16
おいて、中間評価を実施予定。
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施策目標４－２ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進（平成15年度実績評価の概要）

達成目標４－２－１
タンパク質の全基本構造の１／３（約３０００種）以上の構造及び機能を解析し、
解析結果の特許化を図る →平成15年10月時点で1192個解析。多くの
論文等も発表されており、概ね順調に進捗

達成目標４－２－２
生物遺伝資源（バイオリソース）及びそのゲノム情報について、戦略的に開
発・収集・保存・提供を行う体制を確立 →バイオリソースを扱う各実施機
関の整備もほぼ終わり、着実に収集事業等を実施。概ね順調に進捗

達成目標４－２－３
基礎研究の成果を実用化につなげていくための実施体制や支援体制を整備
し、基礎研究の臨床研究への橋渡し（トランスレーショナルリサーチ）や最先端
の解析機器開発を推進するなどにより、革新的な成果を創出
→平成14年度の採択課題について着実に研究を実施。概ね順調に進捗

達成目標４－２－４
対象とする疾患について30万人規模のサンプル及び臨床情報を収集すると

ともに、ＳＮＰ（一塩基多型）の解析を実施し、個人個人にあった予防・治療を
可能とする医療の実現に資するための基盤を整備
→新たに平成15年度において事業に着手。概ね順調に進捗

達成目標４－２－５
再生医療の実現のために必要な幹細胞利用技術等を世界に先駆けて確立

し、その実用化を図る。
→新たに平成15年度において事業に着手。概ね順調に進捗

達成目標４－２－６
実際の生体や細胞を用いて実施している薬剤応答解析等を、先端生命情報
技術等によってシミュレーションするプログラムを開発。
→新たに平成15年度において事業に着手。概ね順調に進捗

達成目標４－２－７
高齢者が健康で幸福な生き方を実現できることを目標に、がんなどをごく初期
の段階で発見、早期治療を可能とするレーザー技術、分子バイオ技術、ポジト
ロンCT（PET)などの光技術を融合した診断・検診技術等を開発。

→新たに平成15年度において事業に着手。概ね順調に進捗

達成目標４－２－８
国家的・社会的要請の高い脳、ゲノム、免疫・アレルギー研究やバイオイン
フォマティクス研究等の分野において、基礎的・先導的な研究を推進。
→独法等において新たな中期目標のもと研究を推進。概ね順調に進捗

タンパク３０００プロジェクト（9,512
百万円）

ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（4,000百万円）

２１世紀型革新的先端ライフサイエ
ンス技術開発プロジェクト（2,845百

万円）

個人の遺伝情報に応じた医療の実
現プロジェクト（2,152百万円）

再生医療の実現化プロジェクト
（1,300百万円）

細胞・生体機能シミュレーションプ
ロジェクト（800百万円）

光技術を融合した生体機能計測技
術の研究開発（502百万円）

独立行政法人理化学研究所、科学
技術振興機構等における事業（運
営費交付金中の内数）

ゲノム情報を活用した創薬
の実現のための基盤整備の
推進

個人にあった医療や再生医
療等、先進的医療の実現に
向けた基盤整備の推進

ライフサイエンス研究に必要
不可欠な知的基盤を整備

研究成果の実用化（臨床
応用）の推進

革新的な医療技術や最先
端の解析技術等の開発

融合領域における先端的
研究開発の推進

ライフサイエンス分野における
基礎的・先導的な研究の推進

※額は平成15年度予算額

平成15年度新規事業

平成15年度新規事業

平成15年度新規事業

平成15年度新規事業
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－３ 情報通信分野の研究開発の重点的推進

③主管課 （主管課）研究振興局情報課 （課長：三浦春政）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
先端的な情報科学技術の研究開発及び研究開発に関する情報化を推進 概ね順調に進捗

する

達成目標４－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
大学等における情報通信技術のうち、実用化が期待できる技術（モバ

イル、光、デバイス）等について重点投資を行い、プロジェクト研究と
して推進し、プロジェクト研究成果の実用化・企業化を目指す。

達成目標４－３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 17
観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高速・広

帯域のネットワークを必要とする高エネルギー・核融合科学をはじめと
10Gbpsする先端分野の研究を一層推進するため 先端的研究機関を最速、

の回線で接続するスーパー のノード（接続拠点）数を平成 年SINET 15
度までに 機関において整備し、さらに順次拡充する。28

達成目標４－３－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 19
世界最高水準の高度情報通信システム形成のための鍵となるソフトウ

ェア開発を実現させ、いつでもどこでも誰でも安心して参加できるＩＴ
社会の構築に資する。

達成目標４－３－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 19
分散したコンピュータを高速ネットワークで結び、百テラフロップス

級の計算処理能力を持つグリッド・コンピューティング環境を構築し、
産学官連携の推進や、ナノ分野等他分野と情報通信分野との連携の下で
行う融合領域研究を進展させることにより世界水準の高速コンピューテ
ィング環境の実現を目指す。

⑤ 各達成目標の 達成目標４－３－１
現 達成度合い又 平成１５年度は、例えば超小型大容量ハードディスクの開発については、 ギガビッド／150
状 は進捗状況 平方インチ級の記録密度を持つ磁気記録媒体の試作を行うとともに、 ギガビッド／平方イ400
の （達成年度が ンチ級の高分解能単磁気ヘッドの設計を完了するなど、概ね順調に進捗している。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標４－３－２
と は総括） スーパー については、ノード（接続拠点）を平成１５年３月までに２３機関においSINET

、 、 、 。今 て整備して 平成１５年度中に更に５機関に整備して ２８機関となっており 想定通り拡充
後
の 達成目標４－３－３
課 平成１５年度は、例えば組み込みソフトウェアの設計作業をＵＭＬ(統一モデリング言語)に
題 より支援し、設計作業結果の形式的整合性の検査とテスト実行を行うツールのプロトタイプ構

築を行うなど、概ね順調に進捗している。

達成目標４－３－４
研究初年度の平成１５年度は、大規模データを効率よく転送する機能や計算処理をコンピュ

ータに適切に割りあてる機能等の基盤ソフトウェアの一部機能についてプロトタイプを開発す
るなど、概ね順調に進捗している。

施策目標（基 平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、達成目標４－３－１、４－３－３及び４
本目標）の達 －３－４の各達成目標の達成度合いが概ね順調であったことから、先端的な情報科学技術の研
成度合い又は 究開発が着実に推進されており、また達成目標４－３－２については、ノード（接続拠点）の
進捗状況 整備が順調に進捗していることから、研究開発に関する情報化も計画通り推進されており、基

本目標達成に向けた施策については、概ね順調と判断できる。

今後の課題 第２期科学技術基本計画に定められた重点４分野の一つである情報通信分野の研究開発を推
（達成目標等 進するために 「情報科学技術に関する研究開発の推進方策 （平成１４年６月科学技術・学術、 」
の追加・修正 審議会研究計画・評価分科会決定）等に沿い、引き続き、融合領域の研究やその基盤となる技
及びその理由 術開発 「スーパー 」等の研究情報基盤の充実とその活用を推進していく必要がある。、 SINET
を含む） また、新たに 利活用に重点を置いて策定された 戦略Ⅱ（平成１５年７月ＩＴ戦略IT e-Japan

本部決定）も踏まえ、研究開発を行っていく必要がある。

評価 結 果の 平成１６年度以降も引き続き、大学等のポテンシャルを活用したプロジェクト研究や「スー
年度以降 パー 」の拡充の推進や１７年度に向けて接続拠点数の目標を検討すること等を実施す16 SINET

（施策目標４－３）84



の政策への反 るとともに、ＩＴ利活用の観点から、知的資産の電子的な保存・活用等に必要なソフトウェア
映方針 技術基盤の構築のための研究開発に取組むこととした。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

スーパー のノード数（接続拠点） １１ ２３ ２８SINET
（達成目標４－３－２関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

プログラム 「新世紀創生研究プラン」の一環として、あらかじめIT
課題を設定して、実施機関を公募し、研究開発を実施 百万円（達成目標４－３－１ 4,508

（東北大学等）関係）

※平成１４年度事業評価（継続）実施対象

スーパー の 国立情報学研究所において 先端的機関研究を 運営交付金SINET 10Gbps、
整備 の回線で接続する世界最速の研究ネットワークである 百万円6,785

「スーパー 」の整備 の内数（達成目標４－３－２ SINET
※平成１４年度事業評価（継続）実施対象関係）

基盤ソフ 大学等と産業界がプロジェクト形成段階から一体的にe-Society
トウェアの総合開 協力するとともに、両者のポテンシャルを最大限に活用 百万円1,202
発 し、戦略的に研究開発を進める「経済活性化のための研

究開発プロジェクト」の一環として研究開発を実施（達成目標４－３－３

（北陸先端科学技術大学院大学等）関係）

※平成１５年度事業評価（新規）実施対象

超高速コンピュー 協力するとともに、両者のポテンシャルを最大限に活用
タ網形成プロジェ し、戦略的に研究開発を進める「経済活性化のための研 百万円2,002
クト 究開発プロジェクト」の一環として研究開発を実施

（国立情報学研究所等）（達成目標４－３－４

※平成１５年度事業評価（新規）実施対象関係）

⑧備考

（施策目標４－３）85



施策目標４－３（ 情報通信分野の研究開発の重点的推進 ）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

基
本
目
標

先
端
的
な
情
報
科
学
技
術
の
研
究
開
発
及
び
研
究
開
発
に
関
す
る
情
報
化
を
推
進
す
る
。

↓
概
ね
順
調
に
進
捗

研究開発の推進

基礎基盤的領域の
研究ポテンシャルを
活用した社会への
積極的貢献、およ
び基礎研究、学術
研究が一層推進さ
れた。

大学等における情報通信技術のうち、実用化が期待できる技術
（モバイル、光、デバイス）等について重点投資を行い、プロ
ジェクト研究として推進し、プロジェクト研究成果の実用化・
企業化を目指す。
→例えばデバイスの開発については、従来の半導体光増幅器の
数倍の広帯域と実用水準の高出力特性を実現した量子ドット光
増幅器を開発するなど、概ね順調に進捗している。

＜達成目標４－３－１＞

＜達成目標４－３－３＞

＜達成目標４－３－４＞

観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高
速・広帯域のネットワークを必要とする高エネルギー・核融合
科学をはじめとする先端分野の研究を一層推進するため、先端
的研究機関を最速10Gbpsの回線で接続するスーパーSINETの
ノード（接続拠点）数を平成15年度までに28機関において整備
し、さらに順次拡充する。
→ノード（接続拠点）を平成16年3月までに28機関において整
備しており、想定どおり達成している

世界最高水準の高度情報通信システム形成のための鍵となるソ
フトウェア開発を実現させ、いつでもどこでも誰でも安心して
参加できるＩＴ社会の構築に資する。
→例えば組み込みソフトウェアの設計作業をＵＭＬ(統一モデ
リング言語)により支援し、設計作業結果の形式的整合性の検
査とテスト実行を行うツールのプロトタイプ構築を行うなど、
概ね順調に進捗している。

分散したコンピュータを高速ネットワークで結び、百テラフ
ロップス級の計算処理能力を持つグリッド・コンピューティン
グ環境を構築し、産学官連携の推進や、ナノ分野等他分野と情
報通信分野との連携の下で行う融合領域研究を進展させること
により世界水準の高速コンピューティング環境の実現を目指す。
→大規模データを効率よく転送する機能や計算処理をコン
ピュータに適切に割りあてる機能等の基盤ソフトウェアの一部
機能についてプロトタイプを開発するなど、概ね順調に進捗し
ている。

＜達成目標４－３－２＞

研究開発に関する
情報化の推進

高度な研究を支え
る情報科学技術を
活用した基盤の高
度化、高機能化が
推進された。

新世紀創生研究プラン

ITプログラム

4,508百万円

スーパーSINETの整備

（大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構
運営費交付金の一部）

運営費交付金6,785百万

円の内数

経済活性化のための研究
開発プロジェクト

e-Society基盤ソフト

ウェアの総合開発

1,202百万円

経済活性化のための研究
開発プロジェクト

超高速コンピュータ網
形成プロジェクト

National Research Grid 
Iitiative（NAREGI）

2,002百万円
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標 ４－４ 環境分野の研究開発の重点的推進

③主管課 （主管課）研究開発局海洋地球課 （課長：佐藤 洋）
及び関係課 （関係課）研究開発局宇宙開発利用課（課長：岩瀬 公一）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
地球温暖化，水循環，資源循環，有害化学物質等の地球環境問題は，

我々人類の社会生活と密接な関連を有し，重大な影響を及ぼす恐れがあ
ることから，総合科学技術会議の環境分野推進戦略を受け，その影響を
科学的に解明し，適切な対応を図るための研究開発を推進する。

達成目標４－４－１（基準年度：13年度 達成年度：24年度） 進捗にやや遅れが見
平成16年度までに 計画に基いたフロートの展開を実現し，海洋 られるARGO

データを全地球規模で収集する。人工衛星からの地球観測により，地球
変動予測等に不可欠な観測データを取得する。これらの観測により，国
際的な地球観測の枠組であるＩＧＯＳ（統合地球観測戦略）の活動を通
じた地球環境観測体制の強化を図る。

達成目標４－４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
南極地域観測第Ⅵ期５か年計画に基づき，南極地域観測事業を推進し，
地球温暖化，オゾンホール等の地球規模での環境変動の解明に向けた研
究・観測を行う。

達成目標４－４－３（基準年度：13年度 達成年度：18年度） 概ね順調に進捗
平成18年度までに，地球温暖化等に関する精度の高い予測を実現する

ことを目的として，約10kmメッシュスケールの全球大気･海洋各モデル
及び高解像度結合モデルを開発する。

達成目標４－４－４（基準年度：13年度 達成年度：18年度） 概ね順調に進捗
Tflop世界最高の計算処理速度を有する地球シミュレータ(最大性能40

を平成１３年度に開発し，高精度の地球環境変動のシミュレーションs)
を実現するため，平成18年度までに，全球大気・海洋各モデル等を用い
たシミュレーションを世界最高レベルの速度で駆動させるためのプログ
ラムを開発する。

達成目標４－４－５（基準年度：14年度 達成年度：18年度） 概ね順調に進捗
大学･研究機関の英知を結集し，各種観測データを集約することによ

り，気候変動に関する政府間パネル( )における第4次評価報告書にIPCC
寄与できる精度の高い温暖化予測を目指して，｢日本モデル｣（大気海洋
結合モデルの高度化，地球温暖化予測統合モデルの開発，高精度・高分
解能気候モデルの開発）を開発する。

達成目標４－４－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
日本を中心としたアジア･モンスーン地域における陸水循環過程の解

明に向け，各研究機関が共同で高解像度の水循環モデルを開発する。

達成目標４－４－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度 ） 概ね順調に進捗15 19
「持続型経済社会」の実現に向けて，都市・地域から排出される廃棄物
･バイオマスの無害化処理と再資源化（原料化･燃料化）に関する技術開
発を行うとともに，その実用化と普及を目指して，要素技術，影響･安
全性評価及び経済･社会システム設計に関する研究開発を産学官の連携
・協力により行う。

⑤ 各達成目標の ・達成目標４－４－１
（ ） ，現 達成度合い又 国際協力により全世界の海洋に観測機器 中層フロート を展開する 計画においてARGO

状 は進捗状況 我が国の投入フロート数は米国に次いで世界２位の寄与度である。特に，海洋地球研究船「み
の （達成年度が らい」によるフロートの投入を通じて，南半球における観測空白域の解消に向けて大きく貢献
分 到来した達成 した。人工衛星からの地球観測については，平成 年 月に打上げられた環境観測技術衛星14 12
析 目標について 「みどりⅡ」 －Ⅱが，平成 年 月に地球観測運用を断念したが，約９か月間に取ADEOS 15 10
と は総括） 得したデータについては，一般への配布など最大限の活用を図っている。陸域観測技術衛星
今 （平成 年度打上げ予定 ，温室効果ガス観測技術衛星 (平成 年度打上げ予ALOS 16 GOSAT 19）
後 定)については，打上げに向けて開発を実施中。米国の地球観測衛星 に搭載された改良Aqua
の 型構成能マイクロ波放射計 については，平成 年５月に打上げられ，観測データのAMSR-E 14
課 取得や一般への配付が行われている。
題

・達成目標４－４－２

（施策目標４－４）87



第Ⅵ期５か年計画の３年次目 平成１５年度 においては 第二期南極氷床深層掘削計画 南（ ） ， （
極氷床下３ ０００ｍの氷床コアの採取）の初年度（３年計画）として，南極・ドームふじ観,
測拠点における試験掘削を目標としたものであり，掘削機の組み立て調整を経て傾斜角等の最
適掘削条件を定めつつ，試験掘削を行い順調に稼働したことから，順調に進捗しているものと
判断。掘削計画１年次においては，氷床表面からの掘削深度が３６２ｍまでに達したが，本格
稼働する２年次目には，掘削深度２，０００ｍに達する見込み。

・達成目標４－４－３
10kmメッシュ全球モデルの開発に不可欠な各要素過程の組み込みのための（地域的，時間的

に限られた）サブシステムモデルの開発が進むとともに，60kmメッシュの高解像度結合モデル
の開発に向けて，一段分解能の低い120kmメッシュの大気・海洋モデル結合を進めた。また，
大気モデル及び海洋モデルを地球シミュレータ上で駆動させ，そのパフォーマンスの改良を行
った。

・達成目標４－４－４
平成14年3月から本格的運転を開始した地球シミュレータはコンピュータの性能評価用プロ

グラムによる試験において35.86Tflopsの世界最高性能を達成しており，平成15年には「２１
世紀の偉業賞」等を受賞した。さらに，地球変動予測については，地球シミュレータが持つ世
界最高性能を十分に活かすことのできる高精度プログラムの開発を進めた。

・達成目標４－４－５
｢人･自然･地球共生プロジェクト｣における温暖化ミッションとして，平成14年度ＲＲ２００２

に４つの研究開発課題を設定し，研究開発実施機関を公募し，６件の主管研究実施機関を選定
した。15年度は温暖化予測実験の開始に向けたモデル開発・改良が順調に進んだ。平成16年3
月には平成15年度研究成果報告会を開催し進捗状況の講評を行ったところであり，研究開発は
順調に進められている。

・達成目標４－４－６
「人・自然・地球共生プロジェクト」における水循環変動予測ミッションとして，RR2002

既に実施中の課題に対しアジア地域等の水環境改善の観点の成果を補完するための研究開発課
題として 「水資源管理システムの開発」を追加設定し，研究開発実施機関を公募し，２件の，
主管研究実施機関を選定した。また，水循環変動モデルの素過程のモジュール開発を実施する
とともに，水収支をシミュレーションするために必要な 度メッシュの データ整備にも0.1 GIS
取り組んだ。さらに，平成 年 月には，平成 年度研究成果報告会を開催し進捗状況の講16 3 15
評を行ったところであり，研究開発は概ね順調に進捗している。

・達成目標４－４－７
リーディングプロジェクト｢一般･産業廃棄物･バイオマスの複合処理･再資源化プロジェク

ト｣として，平成１４年度に研究計画･評価分科会地球環境科学技術委員会による事前評価を経
て，大学，研究機関，企業による研究グループを形成し，平成１５年度から研究開発を開始。
平成15年度においては，各研究機関等における研究開発のための設備・機器等の構築及びシス
テムの基本的な設計等について，当初予定どおりに実施。平成16年3月には平成15年度研究成

， 。果報告会を開催し進捗状況の講評を行ったところであり 研究開発は概ね順調に進捗している

施策目標（基 施策目標４－４の下の各達成目標については，達成目標４－４－１について，人工衛星から
本目標）の達 の地球観測のうち， －Ⅱの地球観測運用を断念したが， 及び の開発なADEOS ALOS GOSAT
成度合い又は らびに の運用については概ね順調に進められていること，また海洋観測についてはAMSR-E
進捗状況 計画が概ね順調に進められていること，また，達成目標４－４－２から４－４－７まARGO

での各事項については上記のとおり各達成目標とも概ね順調に進められていることから，基本
目標については概ね順調に進捗していると判断する。

また，このほか，基本目標の「総合科学技術会議の環境分野推進戦略を受け，その影響を科
学的に解明し，適切な対応を図るための研究開発を推進する」という観点に関しては 「科学，
技術基本計画（平成 年度～ 年度）に基づく科学技術政策の進捗状況 （総合科学技術会13 17 」
議平成 年 月 日決定）において「気候変動分野については （中略）地球シミュレータ16 5 26 ，
による格子間隔 の高分解能の全球気候予測の研究に進展が見られ，より厳密な地球10-20km
温暖化の影響・リスク研究が可能になりつつある 」と述べられているとおり，一定の成果が。
見られる事例があがってきている。

以上の状況を総合的に勘案すると，施策目標４－４については概ね順調に進捗していると判
断。

今後の課題 ・達成目標４－４－１
ARGO 16 17（達成目標等 計画が平成 年度にミレニアム・プロジェクトの最終年迎えたことから，平成

の追加・修正 年度に 計画評価・助言会議において全体評価を実施する。想定した進捗が達成できなARGO
及びその理由 かった理由として みどりⅡ －Ⅱによる地球観測運用の断念が考えられるため み，「 」 ，「ADEOS

気候変動予測モデルのを含む） どりⅡ」が担ってきた先進性の高い観測能力を継続的に補完，強化し，
研究開発に取り組む必要が向上及び気象の短期・中期予報精度の改善に資することを目標とした

ある。
また， エビアン・サミット(平成 年６月)の「持続可能な開発のための科学技術 行G8 15 G8

動計画」や，第１回地球観測サミット(平成 年７月，ワシントン）の「地球観測サミット宣15
言」採択など，全世界をカバーする地球観測の実現に対して国際社会からの要請が高まってお
り，我が国からの貢献も必要である。さらに，我が国は地球温暖化問題を重視し京都議定書の
発効を推進する立場にあるとともに，地理的にアジアモンスーン地域に位置しているために社
会経済的な影響も大きい。その一方で，これらの分野の観測や研究開発に多くの実績と経験を
有していることから，地球観測システムの構築を推進する必要がある。

・達成目標４－４－２

（施策目標４－４）88



（施策目標４－４）89

過去８０万年の地球気候変動の解明のため，第Ⅵ期５か年計画中に，第二期氷床深層掘削計
画による氷床下３ ０００ｍの氷床コアの採取を目指す。,

また，平成２０年度を最後に，現在の南極観測船「しらせ」及びヘリコプターが退役するた
め，切れ目なく南極地域観測を継続させるためには 「しらせ」後継船及びヘリコプター後継，
機を早期に就役させ，平成２０年度以降の観測体制の実現を図る必要がある。

・達成目標４－４－３
地域的，時間的に限られたサブシステムモデルの更なる改良により，各モデルのパラメタリ

ゼーションの一層の高度化を図るとともに，各個別プロセスのフィードバック効果等全球モデ
ルの開発に重要なサブシステムの開発，改良を進めることが必要である。

・達成目標４－４－４
地球環境予測研究等で開発している地球変動予測研究の代表的な分野における大規模シミュ

レーションを，地球シミュレータ上でさらに効率よく計算できる高精度プログラムを開発する
必要がある。

・達成目標４－４－５
｢人･自然･地球共生プロジェクト｣の一環として，研究開始後３年目である本年8月に中間評価
を行うとともに，IPCCに向けて研究成果をとりまとめ，研究成果報告会の開催等により，成果
の普及に努める。

・達成目標４－４－６
平成 年度に「人・自然・地球共生プロジェクト」の一環として，研究開始後３年目の中16

間評価を行うとともに，研究成果報告会の開催等により，成果の普及に努める。

・達成目標４－４－７
達成目標４－４－７については，引き続き研究開発を推進するとともに，平成１７年度にお

いて，研究計画･評価分科会地球環境科学技術委員会において，プロジェクトの適切な進捗が
図られるよう中間評価を実施予定

1 15 7以上のほか，基本目標全体としては，地球観測サミットが開催され（第 回：平成 年
月，第 回：平成 年 月）国際協力による地球観測システムの構築に向けた動きが加速し2 16 4
ているという状況の下，我が国として国際的役割を果たしていくという課題があり，このため
に基本目標４－４及び達成目標４－４－１を，第 回地球観測サミットで採択された地球観測2
に関する 年実施計画の「枠組み」及び同計画に対応するという観点で見直す必要がある。10

評価 結 果の ・達成目標４－４－１ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進するとともに，第 回地球2
年度以降 観測サミットで採択された地球観測に関する 年実施計画の「枠組み」の中で我が国がとり16 10

の政策への反 わけ取組を強化したいと表明した「地球温暖化・炭素循環変化への対応 「気候変動・水循環」
映方針 変動への対応」の分野に取り組むため，海洋の二酸化炭素観測，アジアモンスーン地域におけ

る降水・気候変動観測，衛星による地球環境観測等を推進する。

・達成目標４－４－２
平成２０年度を最後に，現在の南極観測船「しらせ」及びヘリコプターが退役するため，切

れ目なく南極地域観測を継続させるためには 「しらせ」後継船及びヘリコプター後継機を早，
期に就役させ，平成２０年度以降の観測体制の実現を図る。

・達成目標４－４－３ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。

・達成目標４－４－４ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。

・達成目標４－４－５ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。

・達成目標４－４－６ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。

・達成目標４－４－７ 引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

- 100 916 3281 5174ARGO計画によるデータ取得数
（達成目標４－４－１関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

海洋科学技術セン ( ) 海洋科学技術に関し多数部門の協力を要する総合的 百万円1 37,000
ターによる実施 試験研究の実施とその成果の普及 の内数

①海洋調査技術の開発（ ）達成目標４－４－１

②深海調査研究開発（ ）達成目標４－４－３

③フロンティア研究（地球ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究，地球観測ﾌﾛﾝﾃ（ ）達成目標４－４－４

ｨｱ研究，固体地球統合ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究，極限環境生物ﾌﾛ
ﾝﾃｨｱ研究）

④海洋利用・生態系研究開発
⑤海洋観測研究開発



（施策目標４－４）90

⑥深海地球ドリリング計画
⑦地球シミュレータ計画

等を実施

( ) 海洋科学技術に関する施設・設備の共用2

( ) 海洋科学技術に関する研修3

( ) 海洋科学技術に関する資料の収集4

宇宙航空研究開発 地球観測衛星（陸域観測技術衛星 ，温室効果ガス 百万ALOS 185,116
機構による実施 観測技術衛星 等）を開発・打上げ・運用し，観 円の内数GOSAT

測データを取得（ ）達成目標４－４－１

南極地域観測事業 地球規模での環境変動の解明に向けた研究・観測を行う 百万円3,480
「南極地域観測事業」を実施（ ）達成目標４－４－２

※平成１６年度事業評価（拡充事業）実施対象

新世紀重点研究創 研究機関・研究コンソーシアム等を対象として環境分野 百万円3,678
生プラン における国家的な研究開発課題を効率的に推進するため（ ）RR2002
｢人･自然･地球共生 の委託研究事業を実施
プロジェクト｣ ※平成 年度事前評価（新規事業）実施対象13
（４－４－５及び

４－４－６)

経済活性化のため 我が国の経済を活性化する観点から，大学等の研究開 百万円450
の研究開発プロジ 発成果や産業界の技術力の活用等により，実用化を視野
ェクト（リーディ に入れた研究開発プロジェクトを戦略的に推進するため
ングプロジェクト の委託研究事業を実施）
「一般・産業廃棄 ※平成 年度事前評価（新規事業）実施対象14
物・バイオマスの
複合処理・再資源
化プロジェクト」
（４－４－７）

⑧備考 達成目標４－４－１
「ARGO計画 ；全世界に国際協力の下，約3,000個のフロート（観測機器）を展開し，全世界の」
海洋の状況をリアルタイムで監視，把握するシステムを構築する計画。気候変動や地球温暖化
等地球変動現象の解明に寄与する。



施策目標４－４（ 環境分野の研究開発の重点的推進 ）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

海洋観測，人工衛星からの地球観測により，観測データを取得
する。これらの観測によりIGOS（統合地球観測戦略）を通じ，地
球環境観測体制の強化を図る。

→ADEOS-IIの地球観測運用断念により進捗にやや遅れが
みられる

＜達成目標４－４－１＞

＜達成目標４－４－２＞
南極地域観測により，地球温暖化，オゾンホール等の地球規
模での環境変動の解明に向けた研究・観測を行う。

→概ね順調に進捗

＜達成目標４－４－３＞
地球温暖化等に関する精度の高い予測を実現するため，全球
大気・海洋各モデル及び高解像度結合モデルを開発する。

→概ね順調に進捗

＜達成目標４－４－４＞
全球大気・海洋各モデル等を用いたシミュレーションを世界
最高レベルの速度で駆動させるためのプログラムを開発する。

→概ね順調に進捗

＜達成目標４－４－５＞
IPCC第４次評価報告書に寄与できる精度の高い温暖化予
測を目指す日本モデルを開発する。

→概ね順調に進捗

アジア・モンスーン地域の陸水循環過程の解明に向けた高
解像度の水循環モデルを開発する。

→概ね順調に進捗

＜達成目標４－４－６＞

＜達成目標４－４－５＞

海洋観測，人工衛星
による地球観測，極域
観測の進展により，地
球環境の理解及び実
態の把握に資する。
人工衛星による観測
の一部の進捗にやや
遅れがみられるが，そ
の他の人工衛星の開
発・運用及び海洋観
測については概ね順
調に進展

地球シミュレータの
性能を向上させる
ためのプログラム
開発が進むとともに，
全球規模の気候変
動や水循環変動等
のシミュレーション
をするための高精
度かつ統合的な地
球シミュレータを用
いたモデルの開発
が進展

資源循環や有害化学
物質対策等に資する
研究開発を行うため、
廃棄物・バイオマスの
再資源化や安全性評
価等のための実験設
備等を導入

基
本
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標
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究
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を
推
進
す
る
。

↓
概
ね
順
調
に
進
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＜達成目標４－４－７＞
廃棄物・バイオマスの無害化処理と再資源化に関する
技術開発と，影響・安全性評価及び経済・社会システム
設計に関する研究開発を行う。

→概ね順調に進捗

南極地域観測事業の実施

3,480百万円

地球観測フロンティア研究
（ARGO計画）の実施

37,000百万円の内数

地球フロンティア研究の実
施 37,000百万円の内数

地球シミュレータ計画の推
進 37,000百万円の内数

「人・自然・地球共生プロ
ジェクト」の実施

3,678百万円

「一般・産業廃棄物・バイ
オマスの複合処理・再資
源化プロジェクト」の実施

450百万円

陸域観測技術衛星(ALOS)，環
境観測技術衛星(ADEOS-II「み
どりII」)，温室効果ガス観測技術
衛星(GOSAT)等の開発・打上
げ・運用 185,116百万円の内数
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－５ ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進

③主管課 （主管課）研究振興局基礎基盤研究課 （課長：米倉 実）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－５
ナノテクノロジーに関して、我が国における産学官の英知を結集した戦 概ね順調に進捗
略的な取組みを行うとともに、物質・材料に関して、重点的に投資を行
うことにより、総合的かつ戦略的な研究開発を進め、世界に先駆け技術
革新を先導する。

達成目標４－５－１ （基準年度：平成１４年度 達成年度：平成１７
年度） 概ね順調に進捗

分野別バーチャルラボによって１０～２０年後の実用化・産業化を展
望した挑戦的な研究に関して研究者の緊密な連携の下に効果的な研究を
行う。

達成目標４－５－２ （基準年度：平成１５年度 達成年度：平成１９
年度）

ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合によって、生体適合材 概ね順調に進捗
料等を開発し、人体の機能を代替・補助する医療用機器を創製するとと
もに、国際的な医療産業における競争力の強化を図る。

達成目標４－５－３ （基準年度：平成１５年度 達成年度：平成１９
年度）

年頃に訪れると予想されるシリコン電子デバイスの微細化の限 概ね順調に進捗2010
界を打破するため、より小型、より高速、より省電力のデバイスをバイ
オテクノロジーを利用した新原理プロセスを用いて世界に先駆けて開発
し、ＩＴ分野において世界を先導することを目指す。

達成目標４－５－４ （基準年度：平成１５年度 達成年度：平成１９
年度）

広範な科学技術分野の研究開発に資するとともに、産業の技術革新の 概ね順調に進捗
ための基盤技術として重要な、世界最先端のナノ計測、分析、評価機器
を開発する。

達成目標４－５－５ （基準年度：平成１４年度 達成年度：平成１８
年度）

ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの一環として、大型・特殊施 概ね順調に進捗
設・設備の共同利用の促進を行い、また、情報収集・発信及び研究者の
交流促進を図り、総合的に研究活動を支援することを通じて、我が国に
おけるナノテクノロジーを戦略的に推進する。

達成目標４－５－６ （基準年度：平成１３年度 達成年度：平成１８
年度） 概ね順調に進捗

強度２倍かつ寿命２倍の超鉄鋼材料技術を実現する。

⑤ 各達成目標の 達成目標４－５－１
現 達成度合い又 分野別バーチャルラボについては、平成１４年度に、科学技術振興事業団（現科学技術振興
状 は進捗状況 機構）において、①ナノテクノロジーに関する１０の研究領域を設定、②各研究領域の研究総
の （達成年度が 括を選定、③各研究領域の研究者の公募を実施し、採択されたトップレベルの研究者の緊密な
分 到来した達成 連携の下に１０～２０年後の実用化・産業化を展望した効果的な研究（チーム型研究８３課題

） 。 、析 目標について ・個人型研究１９課題 を開始した 平成１５年度においては９４４件の論文掲載があるなど
と は総括） 着実にその成果が出てきている。また、ナノテクノロジーは研究動向が激しく変化している分
今 野であるため、平成１５年度は、５件新規採択して短期集中かつ重点的な取り組みを開始する
後 など、研究の変化に応えており、概ね順調に進捗していると言える。
の
課 達成目標４－５－２
題 平成１５年度は 「ナノテクノロジーを活用した人工臓器の開発」の事業を開始し、生体適合、

材料等の開発に着手した。また、医学応用・産業化に向けた企業との連携をとる医工連携の研
究体制を整備するなど、概ね順調に進捗していると言える。

（施策目標４－５）92



達成目標４－５－３
平成１５年度は「ナノテクノロジーを用いた新しい原理のデバイス開発」の事業を開始し、バ
イオテクノロジーと半導体ナノテクノロジーの本格的融合によるバイオナノドットを利用した
メモリデバイスの開発に着手した。現在までに、バイオの側面では、バイオナノドット内包の
組換体かご状タンパク質の供給体制を確立し、ナノ粒子の基板上高密度配列に成功した。半導
体の側面ではメモリ作製の基礎技術開発に成功するなど、概ね順調に進捗していると言える。

達成目標４－５－４
平成１５年度は 「次世代の科学技術をリードする計測・分析・評価機器の開発」の事業を開、
始し、新たな方式の核磁気共鳴の開発に着手した。その他、試料作製法の開発やアプリケーシ
ョンの開発なども並行して行っており、概ね順調に進捗していると言える。

達成目標４－５－５
ナノテクノロジー総合支援プロジェクトについては、放射光グループ（ 、立命館大SPring-8

学 、極微細加工・造形支援グループ（産総研、東工大、早大、広島大、大阪大 、超高圧透過） ）
型電子顕微鏡グループ（物材機構、東北大、大阪大、九大 、分子・物質総合合成・解析グル）
ープ（自然科学研究機構、京大、九大）各グループによる大型・特殊施設・設備の共用を行っ
ている。各支援機関による技術的支援等を含めた共同利用が活発に行われており、我が国のナ
ノテクノロジーの戦略的推進に貢献している。平成 年度の、本支援事業が関連した研究発15
表も 件（論文、誌上、口頭の合計）を超えたことからも本事業が概ね順調に進捗してい1000
ると言える。

また、ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターにおいてナノテクノロジーに関する
情報を掲載したホームページ公開、最新の動向紹介などからなるメールマガジンの配信等イン
ターネットを活用したシステムを構築するとともに、延べ参加者数１７００人あまりを数えた
「第２回ナノテクノロジー総合シンポジウム」を開催するなどナノテクノロジーに関する情報
収集・発信、研究者の交流促進を図っており、総合的な支援を通じたナノテクノロジー研究の
戦略的な推進に貢献していることから、概ね順調に進捗していると言える。

達成目標４－５－６
超鉄鋼については、①実用化のためのエンドユーザーとの連携によって、超鉄鋼を利用する

ための新構造設計と新構造実現のための技術課題を絞り込み、試設計に向けて超鉄鋼材料シー
ズとニーズの摺り合わせを開始した。②リサイクル容易で強度２倍、耐食寿命２倍を目指す素
材として耐候性組成での微細粒高強度化を実験室レベルで実施した。③６５０℃石炭火力発電
用材料として、高強度でしかも水蒸気中耐酸化性を満足する材料創製プロセスの可能性を見い
だした。これらから概ね順調に進捗していると言える。

施策目標（基 平成１５年度は、大学等での研究開発の成果や産学官の技術力の活用等により、実用化を視野
本目標）の達 に入れた研究開発を実施する経済活性化のための研究開発プロジェクトを開始し 「ナノテク、
成度合い又は ノロジーを活用した人工臓器の開発 「ナノテクノロジーを活用した新しい原理のデバイス開」、
進捗状況 発 「次世代の科学技術をリードする計測・分析・評価機器の開発」について、事業に着手し」、

た。基本目標の達成度については、各達成目標の達成度合いが概ね順調であったことから、十
分であると判断できる。

今後の課題 ナノテクノロジー・材料分野は、米国等諸外国の国策的取り組みが急速に進展し、実用化に
（達成目標等 向けた研究開発が各国において、グローバルかつ戦略的に展開されていることから、実用化を
の追加・修正 見すえて産学官の英知を結集した戦略的な取り組みが必要。また、ナノテクノロジーの研究開
及びその理由 発の急速な進展に伴い､幅広い応用可能性を有した新たな先端的融合領域における取組が一層
を含む） 重要となってきており、特に光・光量子科学技術などの先端的融合領域における研究開発を戦

略的に行う必要がある。

評価 結 果の 「今後の課題」を踏まえ、ナノテクノロジーを中心とする光・光量子科学技術などの先端的
年度以降 融合領域における研究開発を推進するため、最終的な出口である製品・サービスをはっきりと16

の政策への反 見据えた具体的なターゲットを設定し、将来の実用化を目指し、実用化への明確なビジョンと
映方針 基礎研究からのシーズを組合わせ、産学連携の研究を戦略的に推進したい。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

177 944参考指標 分野別バーチャルラボにおける論文数
（達成目標４－５－１関係）

27プロジェクト関連論文・研究発表数

（達成目標４－５－２関係）

15特許数（出願準備数含む）
（達成目標４－５－４関係）

408 1049ナノテクノロジー総合支援プロジェクト支援関連
発表件数

（施策目標４－５）93



（施策目標４－５）94

（達成目標４－５－５関係）

1600 1700ナノテクノロジー総合シンポジウム参加者数
（達成目標４－５－５関係）

23 30 34超鉄鋼研究に関する特許出願件数
（達成目標４－５－６関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

独立行政法人科学技術振興機 構戦略的創造研究推進
ナノテクノロジー 事業における運営費交付金の一部として研究を推進。 科学技術振興機
分野別バーチャル ※平成１４年度重点課題評価実施対象 構戦略的創造研
ラボ 究推進事業にお
（達成目標４－５ ける運営費交付
－１） 金 百万44,689

円の内数

平成 年度より、大学等での研究開発の成果や産学官 百万円15 152
ナノテクノロジー の技術力の活用等により、実用化を視野に入れた研究開
を活用した人工臓 発を実施する「経済活性化のための研究開発プロジェク
器の開発 ト」の一環として研究開発を実施。
（達成目標４－５ ※平成１５年度事業評価（新規）実施対象
－２）

平成 年度より、大学等での研究開発の成果や産学官 百万円15 402
ナノテクノロジー の技術力の活用等により、実用化を視野に入れた研究開
を活用した新しい 発を実施する「経済活性化のための研究開発プロジェク
原理を用いたデバ ト」の一環として研究開発を実施。
イス開発 ※平成１５年度事業評価（新規）実施対象
（達成目標４－５
－３）

平成 年度より、大学等での研究開発の成果や産学 百万円15 302
次世代の科学技術 官の技術力の活用等により、実用化を視野に入れた研究
をリードする計測 開発を実施する「経済活性化のための研究開発プロジェ
・分析・評価機器 クト」の一環として研究開発を実施。
の開発 ※平成１５年度事業評価（新規）実施対象
（達成目標４－５
－４関係）

ナノテクノロジー 平成 年度より 産学官の最適な研究機関によって 百万円14 2,908、 、
総合支援プロジェ 国家的・社会的課題に対応した研究開発に重点的に取り
クト 組むことによってこれまでにない優れた成果を創成する
（達成目標４－５ 「新世紀重点研究創成プラン」の一環として実施
－５）

※平成１４年度重点課題評価実施対象

独立行政法人物質 独立行政法人物質・材料研究機構における運営費交付 物質・材料研究
・材料研究機構に 金の一部として研究開発を推進 機構 運営費交
よる超鉄鋼材料研 ※平成１４年度重点課題評価実施対象 付金 百16,500
究に関する事業の 万円の内数
実施
（達成目標４－５
－６）

⑧備考



実用化・産業化
を展望した研究
開発が推進され
た

研究機関・分野を
越えた横断的か
つ総合的な支援
が増加した

施策目標４－５ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進（平成１５年度実績評価の概要）
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ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合によって、生体適合
材料等を開発し、人体の機能を代替・補助する医療用機器を創製す
るとともに、国際的な医療産業における競争力の強化を図る。

→平成１５年度において新規事業に着手。概ね順調に進捗

＜達成目標４－５－２＞

分野別バーチャルラボによって10～20年後の実用化・産業化を展望
した挑戦的な研究に関して研究者の緊密な連携の下に効果的な研究
を行う。

→平成１５年度において９４４件の論文掲載。概ね順調に進捗

＜達成目標４－５－１＞

＜達成目標４－５－３＞

2010年頃に訪れると予想されるシリコン電子デバイスの微細化の限

界を打破するため、より小型、より高速、より省電力の新原理のデ
バイスをバイオテクノロジーを利用した新原理プロセスを用いて世
界に先駆けて開発し、ＩＴ分野において世界を先導することを目指
す。

→平成１５年度において新規事業に着手。概ね順調に進捗

＜達成目標４－５－４＞

広範な科学技術分野の研究開発に資するとともに、産業の技術革
新のための基盤技術として重要な、世界最先端のナノ計測、分析、
評価機器を開発する。

→平成１５年度において新規事業に着手。概ね順調に進捗

ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの一環として、大型・特殊
施設・設備の共同利用の促進を行い、また、情報収集・発信及び研
究者の交流促進を図り、総合的に研究活動を支援することを通じて、
我が国におけるナノテクノロジーを戦略的に推進する。

→各支援機関による共同利用が活発に行われて、また、ナノ
テクノロジー総合シンポジウムが開催されるなど、 概ね順調
に進捗

＜達成目標４－５－５＞
ナノテクノロジー総合支援プロ
ジェクト（２,９０８百万円）

超鉄鋼材料研究に関する事業
（物質・材料県機構運営費交付金
1６，５００百万円の内数）

次世代の科学技術をリードする計
測・分析評価機器の開発（３０２百
万円）

ナノテクノロジを活用した人工臓
器の開発（１５２百万円）

※金額は、平成15年度予算

額

ナノテクノロジーを活用した新しい
原理のデバイス開発（４０２百万
円）

＜達成目標４－５－６＞

強度２倍かつ寿命２倍の超鉄鋼材料技術を実現する。

→中期目標のもと研究を推進。概ね順調に進捗

基礎的・先導的研
究開発が推進さ
れた

ナノテクノロジー分野別バーチャル

ラボ

（科学技術振興機構 運営費交付金
の内数４４,６８９百万円）
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－６ 原子力分野の研究・開発・利用の推進

③主管課 （主管課） 研究開発局原子力課 （課長：渡辺格）
及び関係課 （関係課） 科学技術・学術政策局原子力安全課 （課長：青山伸）

（課長名） 研究振興局量子放射線研究課 （課長：小川壮）
研究開発局開発企画課立地地域対策室 （室長：平田文利）
研究開発局核燃料サイクル研究開発課 （課長：加藤善一）
研究開発局原子力課核融合開発室 （室長：大竹暁）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ12 17
損なわれた国民の信頼を回復し、原子力を社会が受容できるよう安全 ているが、一部につ

に制御、管理する技術と社会的制度を確立しながら、長期的なエネルギ いては想定どおり達
ーの安定供給、原子力を利用する先端科学技術の発展、国民生活の質の 成できなかった

、 。向上に向けて 原子力の多様な可能性を最大限引き出す研究開発を行う

達成目標４－６－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ11 17
長期的なエネルギー安定供給を実現するため、平成 年度までに高 ているが、一部につ17

速増殖炉サイクルの炉・再処理・燃料製造の実用化候補の更なる絞込み いては想定どおり達
を行う 同時に 高速増殖炉サイクル技術の実用化に向け もんじゅ 成できなかった。 、 、「 」
の運転再開に向けた準備を進める。

達成目標４－６－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 19
物質・生命科学並びに原子核・素粒子研究の展開のため、世界最高レ

ベルのビーム強度を持つ陽子加速器を建設する （大強度陽子加速器計。
画 （ ）） J-PARC

達成目標４－６－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
原子核物理学やＲＩ利用等の広範な研究に資するため、水素からウラ

ンまでの全元素のＲＩを世界最大の強度でビームとして発生させ、実験
を開始する （ＲＩＢＦ）。

達成目標４－６－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定した以上に順調13 16
身体的負担の少ないがん治療法を普及させるため、重粒子線がん治療 に進捗

臨床試験の高度先進医療としての承認申請を厚生労働省に対し行う。

達成目標４－６－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定したとおりには13 16
平成１６年度に、ＩＴＥＲの建設活動を開始する。 進捗していない

達成目標４－６－６ 基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度 概ね順調に進捗（ ）6 17
六ヶ所再処理施設の創業が予定されている平成１７年度までに、六ヶ

所再処理施設に対して必要な保障措置システムの確立を行う。

⑤ 各達成目標の 達成目標４－６－１
現 達成度合い又 高速増殖炉サイクル技術として適切な実用化像とそこに至るための研究開発計画を提示する
状 は進捗状況 ことを目的として、サイクル機構が電気事業者等と連携して「高速増殖炉サイクル実用化戦略
の （達成年度が 調査研究」を進めている。現在、実用化候補技術の明確化や研究開発計画の提示を行うフェー
分 到来した達成 ズⅡ（ ～ 年度（予定 ）段階の中間取りまとめとして、定量的な比較評価を行うためのH13 17 ）
析 目標について 要素試験の結果を踏まえた、炉系、再処理法、及び燃料製造法に関する複数の実用化候補技術
と は総括） が得られたところであり、予定通り進捗している。
今 高速増殖原型炉「もんじゅ」の運転再開に向けた準備については、改造工事着手への地元自
後 治体の了解が得られておらず進捗していない。
の
課 達成目標４－６－２
題 日本原子力研究所（原研）と高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）は共同で世界最高レベ

J-PARC 13 19ルのビーム強度を持つ大強度陽子加速器( )の建設に平成 年度より着手しており、
年度の完成に向けて施設建設及び装置設備を着実に進めている。平成 年度には、リニアッ15
ク建家、 シンクトロンの建屋及び シンクトロン建屋の建設工事並びにリニアック3Gev 50Gev
加速器、 シンクトロン、 シンクロトロン加速器及び利用施設である物質・生命科3Gev 50GeV
学実験施設の整備を継続した。平成 年 月に「大強度陽子加速器計画評価作業部会」で取15 12
りまとめられた中間評価に従い、ニュートリノ実験施設の建設を平成 年度から開始する。16
大強度陽子加速器建設は計画どおり順調に進捗している。

達成目標４－６－３
理化学研究所（理研）では、水素からウランまでの全元素のＲＩを世界最大の強度でビーム

として発生するＲＩＢＦの建設が着実に進められており、平成 年度は、超伝導のリングサ15
イクロトロン等の総合調整を開始するなど、予定通りに進捗している。

達成目標４－６－４
14重粒子線を用いたがん治療研究については、臨床試験の成果をもとに予定より早く平成

年度に高度先進医療の申請を行い、平成 年 月に厚生労働大臣より高度先進医療の承認を15 10
受けた。治療人数は 名を超え、適応疾患の拡大、さらなる治療法の最適化に向けデータ1900
を蓄積中。

達成目標４－６－５

（施策目標４－６）96



ＩＴＥＲ計画については、平成１４年５月の閣議了解において示された総合科学技術会議で
の検討結果を基に、青森県六ヶ所村を国内候補地として提示して政府間協議に参加している。
一方、ＥＵからカダラッシュ（フランス）が他の建設候補地として提案されているところ、建
設地の合意に向けて平成１５年６月以来これまで５回の次官級会合と１回の閣僚級会合等を行
ってきているが、合意は得られていない。我が国としては、今後とも、我が国へのＩＴＥＲ誘
致に向けて関係国間との協議を進めていく。

他方、ＩＴＥＲ建設準備のための技術的な設計等の国際活動については、多極と協力して、
着実に進められている。

達成目標４－６－６
平成１４年に、六ヶ所再処理施設に対する査察等の実施拠点として「六ヶ所保障措置センタ

ー」の運用を開始した。平成１５年度には、日ＩＡＥＡ保障措置協定に基づく施設附属書の発
効、日米原子力協定に基づく包括同意のための協議が終了した。
また、六ヶ所再処理施設に対しては、保障措置の査察支援機器である査察情報自動取得システ
ム等の技術開発について検証を進めるとともに、再処理施設のウラン試験に向けて 「六ヶ所、
保障措置分析所」の整備を進めていく。

施策目標（基 原子力の研究開発利用の推進にあたっては、安全確保に万全を期すとともに国民の原子力に
。 、「 」本目標）の達 対する理解を深めることが重要 しかしながら現在国民の原子力に対する信頼は もんじゅ

成度合い又は のﾅﾄﾘｳﾑ漏えい事故、ウラン加工工場臨界事故、原子力発電施設の自主点検記録の不正記載問
進捗状況 題等一連の事故、不祥事によって大きく損なわれている。また、日本原子力研究所及び核燃料

サイクル開発機構は、原子力基本法によって位置付けられた原子力の開発機関として、我が国
の原子力研究開発利用の進展に大きく寄与してきた一方、特殊法人の形態で長期にわたって公
的資金や人材を投入してきた両法人の事業について、硬直化や肥大化、非効率化、目標達成の
遅延といった問題点が指摘されてきた。

こうした状況を踏まえて、より高い安全意識に基づく安全管理体制を確立し、国民の視点に
立った情報提供等を行うと同時に、一層効率化、重点化を図った最良の原子力研究開発体制の
構築を目指して、原子力二法人統合の準備を進めているところ。

さらに、ＲＩ・研究所等廃棄物処分事業の実施体制の早期確立は、原子力開発利用上の重要
課題である。このため「 ・研究所等廃棄物の処分事業に関する懇談会」を設置し、処分事業RI
の実施主体として備えるべき要件等に関する検討を行い、平成１６年３月に報告書を取りまと
めた。現在、本報告書を踏まえ、今後の ・研究所等廃棄物の処分の実現に向けて、原子力RI
二法人が(社)日本アイソトープ協会と協力し、遅くとも原子力二法人の統合までに処分事業の
実施主体をどのようにするかについて結論が得られるよう検討を進めているところである。

また、２１世紀を展望すると、次世代軽水炉とともに、高い経済性と安全性を併せ持ち、熱
利用等の多様なエネルギー供給や原子炉利用の普及に適した革新的な原子炉が期待される。こ
の状況を受けて、平成１４年度より公募による競争的環境の下、革新的原子力システム研究開
発を推進している。

以上の状況及び各達成目標の達成度合いが、大強度陽子概ね順調に進捗していることから、
平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、一部事業を除き概ね十分と判断。

に関しては、未だ建設地の合意に至らず進捗が遅れているものの、今後とも関係各国ITER
と交渉を続け 出来るだけ早期に我が国へのサイト誘致が合意されるよう取り組んでいく も、 。「
んじゅ」については、省内に「もんじゅ」プロジェクトチームを設け対応を検討し、地元への
説明会、シンポジウムの開催等により、さらに円滑な事業の推進に努力してきたところ。今後
とも、これらの努力を継続し、地元自治体の了解を得た上で、改造工事に着手し、早期の運転
再開を目指す。

今後の課題 達成目標４－６－１
（達成目標等 高速増殖炉サイクル実用化戦略調査研究は、平成 年度（予定）にはフェーズⅡの最終取17
の追加・修正 りまとめを実施できるよう、中間取りまとめ結果を踏まえて着実に進めていく。また、原型炉
及びその理由 「もんじゅ」は 「発電プラントとしての信頼性実証」と「ナトリウム取扱技術の確立」とい、
を含む） う初期の目的を達成することにより、他の選択肢の比較のベースとなることから、地元の了解

を得て改造工事に着手し、早期の運転再開を目指す。

達成目標４－６－２
今後とも、大強度陽子加速器について、着実に建設を進める。

達成目標４－６－３
今後とも、 について、着実に建設を進める。RIBF

達成目標４－６－４
重粒子線がん治療臨床試験の高度先進医療としての承認申請という当初の達成目標を達成し

たため、１７年度以降は、高度先進医療の承認により、重粒子線がん治療の普及への要望が高
まっていることから、継続して装置の小型化及び治療の高度化を行うとともに、普及にあたり
必要となる人材育成等を図る。

達成目標４－６－５
サイト選定、協定案の策定が課題となっており、できるだけ早期に協議を終了し、建設活動

に着手する必要がある。

達成目標４－６－６
六ヶ所再処理施設の事業計画の変更に対応し、平成１８年度に変更された六ヶ所再処理施設

の操業開始に向けて、事業の進捗に合わせて今後とも保障措置体制の整備を着実に行う必要が
ある。

原子力を巡る状況については、先般の原子力発電施設の自主点検記録の不正記載問題などに
、 、より原子力関係者に対する国民の信頼感が低下するなど非常に厳しい状況にあるが 原子力は

供給安定性、地球環境保全に優れたエネルギー源であるとともに、知的フロンティアの開拓と
新産業の創出等に貢献し、また、国民の生活の向上に資するものであり、その研究開発につい
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（施策目標４－６）98

て、核物質防護体制の一層の充実等安全確保を大前提として、国民に分かりやすい形で情報が
提供されるよう情報公開を行うとともに、国民との対話を重視するなど説明責任を果たしなが
ら国民の理解を得つつ推進することが必要。

評価 結 果の 達成目標４－６－１
年度以降 フェーズⅡ段階における平成 年度（予定）の最終取りまとめに向け、中間取りまとめの16 17

の政策への反 結果を反映して開発計画の重点化を図る 「もんじゅ」に関しては、運転再開に向けた準備に。
映方針 ついて改造工事着手への地元了解を得て、早期の運転再開を目指す。

達成目標４－６－２
大強度陽子加速器（ ）の着実な建設を、平成 年度以降も引き続き行う。J-PARC 17

達成目標４－６－３
の着実な建設を、平成 年度以降も引き続き行う。RIBF 17

達成目標４－６－４
重粒子線がん治療試験研究の推進のため、平成 年度以降も引き続き、がんの疾患別の最17

適な重粒子線照射技術の確立など治療の高度化を行うとともに、普及のための情報提供、人材
育成等を行う。

達成目標４－６－５
引き続き、サイト選定や協定案の策定等に係る協議を実施する。あわせて、早期の建設着手

が見込まれることから、達成目標４－６－５を以下のように変更する。
達成目標４－６－５（基準年度：平成１７年度、達成年度：平成２７年度）

「平成２７年度までに国際熱核融合実験炉（ )を建設する 」ITER 。

達成目標４－６－６
六ヶ所再処理施設の事業計画の変更により、操業開始が平成18年度に変更されたことにあわ

せ、達成目標４－６－６の達成年度を平成18年に延長し、六ヶ所再処理施設の操業に向けて、
今後とも保障措置体制の整備を着実に行う。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

参考指標 重粒子線がん治療の治療患者数（ ） １８８ ２０１ ２４１ ２７５ ３３３達成目標４－６－４関係

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

特殊法人核燃料サ 特殊法人核燃料サイクル開発機構が電気事業者等と協力 百万円3,429
イクル開発機構に し、高速増殖炉サイクルの炉・再処理・燃料製造に関す
よる「高速増殖炉 る実用化候補技術の明確化を行うために「高速増殖炉サ
サイクル実用化戦 イクル実用化戦略調査研究」フェーズⅡを実施。
略調査研究」 また、高速増殖原型炉「もんじゅ」の運転再開に向けた 百万円10,818
高速増殖炉「もん 準備等を行う。
じゅ」の研究開発
（ ）達成目標４－６－１

大強度陽子加速器 世界最高レベルのビーム強度を持ち、物質・生命科学、 百万円16,447
計画 原子核・素粒子物理学、エネルギー工学など広範な研究

分野に新展開をもたらす大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲ（ ）達成目標４－６－２

Ｃ）の建設を着実に推進する。

ビームファクト 水素からウランまでの全元素の同位元素( )を世界最大 百万円RI RI 3,702
リー施設整備費 の強度でビームとして創製・利用し、幅広い研究を推進

するＲＩビームファクトリーの建設を着実に推進する。（ ）達成目標４－６－３

重粒子線がん治療 重粒子線がん治療について、臨床試験を進めるととも 百万円4,970
、 、 、研究 に 装置の小型化 治療の高度化及び人材育成等を行い

がんの新しい治療法の確立及び普及を目指す。（ ）達成目標４－６－４

国内誘致を視野に 昨年５月に総合科学技術会議の結論を基に閣議におい 百万円550
入れたＩＴＥＲ計 て我が国は国際協力によってＩＴＥＲ計画を推進するこ
画の推進 とを基本方針とし、国内誘致を視野に入れ、協議のため

に青森県六ヶ所村を国内候補地として提示して政府間協（ ）達成目標４－６－５

議に臨むこと」を了解したことを踏まえ、ＩＴＥＲ計画
を推進する。平成１６年度は、ＩＴＥＲに関して我が国
が分担する機器整備等の開発に向けた準備等を行う。

六ヶ所再処理施設 六ヶ所再処理施設のアクティブ試験（プルトニウムを 百万円2,100
に対する保障措置 含む使用済燃料を用いた試験）に伴う２４時間査察の実
システムの適用 施及び六ヶ所保障措置分析所（オンサイトラボ）の運用

等を行う。（ ）達成目標４－６－６

⑧備考 ・ＲＩＢＦ（ＲＩビームファクトリー ：水素からウランまでの全元素の同位元素（ラジオア）
イソトープ：ＲＩ）を世界最大の強度でビームとして発生させ、それを解析、利用するた
めの加速器施設であり、理研（和光本所）において建設が進められている。



放射線利用により、科
学技術の発展や国民
生活の質（患者のＱＯ
Ｌ向上）及び人類社会
の福祉の向上（難治
がんの生存率向上
等）に貢献。

エネルギーの長期安
定供給に資する核燃
料サイクル技術の確
立に向けて前進。高
速増殖炉の研究開発
の中核となる「もん
じゅ」のスケジュール
に遅れが生じている。

将来のエネルギー源
と見込まれる核融合
エネルギーの実現に
向けて前進が見込ま
れたが、建設地の合
意の遅れにより研究
開発計画に遅れが出
ている。

施策目標４－６（原子力分野の研究・開発・利用の推進）
平成１５年度実績評価の結果の概要
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＜達成目標４－６－２＞

長期的なエネルギー安定供給を実現するため、平成17年度までに
高速増殖炉サイクルの炉・再処理・燃料製造の実用化候補の更な
る絞込みを行う。同時に高速増殖炉サイクル技術の実用化に向け、
「もんじゅ」の運転再開に向けた準備を進める。

→概ね順調に進捗、ただし、一部については想定どおり達成できなかった
分野がある。

＜達成目標４－６－１＞

＜達成目標４－６－３＞

原子核物理学やＲＩ利用等の広範な研究に資するため、水素
からウランまでの全元素のRIを世界最大の強度でビームとし
て発生させ、実験を開始する。（RIBF)（平成18年度）

→概ね順調に進捗

＜達成目標４－６－４＞

身体的負担の少ないがん治療法を普及させるため、重粒子線が
ん治療臨床試験の高度先進医療としての承認申請を厚生労働省
に対し行う。（平成１６年度）
→想定した以上に順調に進捗

平成１６年度に、ＩＴＥＲの建設活動を開始する。

＜達成目標４－６－５＞

→建設地の合意が得られておらず、想定したとおりには進捗してい
ない

＜達成目標４－６－６＞

平成１８年度までに、六ヶ所再処理施設に対して必要な保障措
置システムの確立を行う。

→査察支援機器の開発、六ヶ所保障措置分析所の整備等保障
措置システムの整備が概ね順調に進捗している。

重粒子線がん治療試験研究
4,970百万円

核融合研究開発
国内誘致を視野に入れたＩＴＥＲ計
画の推進 550百万円

六ヶ所再処理施設に対する保障措
置システムの適用

2,100百万円

RIビームファクトリー施設整備費

3,702百万円

特殊法人核燃料サイクル開発
機構による「高速増殖炉サイクル
実用化戦略調査研究」の実施

3,429百万円

高速増殖原型炉「もんじゅ」の
運転再開に向けた準備等

10,818百万円

大強度陽子加速器計画

16,447百万円

※金額は、平成15年度予算額

原子力施設における
安全確保、保障措置
体制の整備に向けて
前進。

物質・生命科学並びに原子核・素粒子研究の展開のため、世界
最高レベルのビーム強度を持つ陽子加速器を建設する。（大強
度陽子加速器計画）（J-PARC）（平成１９年度）

→概ね順調に進捗
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－７ 宇宙分野の研究・開発・利用の推進

③主管課 （主管課）研究開発局宇宙政策課 （課長：須田 秀志）
及び関係課 （関係課）研究開発局宇宙開発利用課 （課長：岩瀬 公一）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－７（基準年度：昭和６２年度 達成年度：平成２９年度） 想定したとおりに
宇宙というフロンティア分野で先端科学技術に挑戦し 「人類の将来に は進捗していない、

つながる知見を獲得」するとともに 「社会経済への貢献」及び「宇宙活、
動基盤の強化」を目指す。

達成目標４－７－１（基準年度：平成３年度 達成年度：平成１９年度） 進捗にやや遅れが
月・地球型惑星、小惑星、磁気圏など太陽系科学探査技術の確立に向け 見られる

て、第１７号科学衛星（ＬＵＮＡＲ－Ａ）や月周回衛星（ＳＥＬＥＮＥ）
、 、 。 、 （ ）の開発 打上げ 運用を行う また 第２０号科学衛星 ＭＵＳＥＳ－Ｃ

「はやぶさ」の運用を行う。

達成目標４－７－２（基準年度：平成９年度 達成年度：平成２０年度） 進捗にやや遅れが
宇宙からの天文観測において最先端の観測技術の確立に向け、第２１号 見られる

科学衛星（ＡＳＴＲＯ－Ｆ）や第２２号科学衛星（ＳＯＬＡＲ－Ｂ 、第）
２３号科学衛星（ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ）の開発、打上げ、運用を行う。

達成目標４－７－３（基準年度：平成７年度 達成年度：平成２４年度） 想定したとおりに
高度な地球観測技術の確立に向けて、陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）や は進捗していない

温室効果ガス観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ）の開発、打上げ、運用を行う。
また、米国の地球観測衛星（Ａｑｕａ）に搭載されたＡＭＳＲ－Ｅ、環境
観測技術衛星（ＡＤＥＯＳ－Ⅱ 「みどりⅡ」の運用を行う。）

達成目標４－７－４（基準年度：平成５年度 達成年度：平成２２年度） 進捗にやや遅れが
高度な衛星通信技術の確立に向けて、光通信技術試験衛星（ＯＩＣＥＴ 見られる

Ｓ）や技術試験衛星Ⅷ型（ＥＴＳ－Ⅷ 、超高速インターネット衛星（Ｗ）
ＩＮＤＳ）の開発、打上げ、運用を行う。また、データ中継技術衛星（Ｄ
ＲＴＳ 「こだま」の運用を行う。）

達成目標４－７－５（基準年度：平成８年度 達成年度：平成１６年度） 想定したとおりに
宇宙輸送系技術の完成と維持・発展による自在な打上げ手段の確保に向 は進捗していない

けて、平成１７年度からの民間移管に向けて、平成１６年度までにＨ－Ⅱ
Ａロケットを９号機まで確実に打ち上げるとともに、開発を完了する。

達成目標４－７－６ 基準年度：昭和６２年度 達成年度：平成２９年度 進捗にやや遅れが（ ）
日米欧加露の国際協力の下で行われている国際宇宙ステーション（ＩＳ 見られる

Ｓ）計画を推進し、有人宇宙活動の基礎的な技術の確立、宇宙環境利用の
促進に向けて、我が国初の有人宇宙施設「きぼう」を開発、運用する。

⑤ 各達成目標 達成目標４－７－１
現 の達成度合 ＬＵＮＡＲ－Ａについては、搭載部品がリコール対象となったことから、今後の対応を検討
状 い又は進捗 することとした。
の 状況 ＳＥＬＥＮＥについては、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を受け、打上げ年度を平
分 （達成年度 成１８年度に変更し、引き続き開発中。
析 が到来した 「はやぶさ」については、平成１５年５月に打上げ、平成１６年５月に地球スイングバイに
と 達成目標に 成功し、小惑星に向けて順調に航行中。
今 ついては総 Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがある
後 括） が、技術開発については一定の進捗が見られる。現在、信頼性向上の観点から、ロケット・衛
の 星の設計の基本にまで遡った総点検を実施している。
課 以上の状況を踏まえ、進捗にやや遅れが見られると判断する。
題

達成目標４－７－２
ＡＳＴＲＯ－Ｆについては、試験中に不具合が見つかったため、新たな打上げ年度を設定中

であり、引き続き開発中。
ＳＯＬＡＲ－Ｂについては、ＡＳＴＲＯ－Ｆの打上げ年度の変更を受け、打上げ年度を平成

１８年度に変更し、引き続き開発中。
ＡＳＴＲＯ－ＥⅡについては、平成１６年度の打上げを目指し開発中。
打上げ年度を変更したプロジェクトがあるが、技術開発については一定の進捗が見られる。

現在、信頼性向上の観点から、ロケット・衛星の設計の基本にまで遡った総点検を実施してい
る。

以上の状況を踏まえ、進捗にやや遅れが見られると判断する。

達成目標４－７－３
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ＡＬＯＳ、ＧＯＳＡＴについては、それぞれ平成１６年度、平成１９年度の打上げを目指し
て開発中。

Ａｑｕａに搭載されたＡＭＳＲ－Ｅについては、平成１４年５月に打上げられ、観測データ
の取得や一般への配付が行われている。

「みどりⅡ」については、平成１４年１２月に打上げ、観測データの取得や「こだま」との
衛星間通信実験に成功したが、平成１５年１０月に電源系に異常が発生し、観測運用を断念し
た。約９ヶ月間に取得したデータについては、一般への配付など最大限の活用を図っている。

現在、信頼性向上の観点から、ロケット・衛星の設計の基本にまで遡った総点検を実施して
いる。

以上の状況を踏まえ、技術開発については一定の進捗が見られるが、想定したとおりには進
捗していないと判断する。

達成目標４－７－４
ＯＩＣＥＴＳについては、平成１７年度の打上げを目指し準備中。
ＥＴＳ－Ⅷ、ＷＩＮＤＳについては、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を受け、打上

げ年度をそれぞれ平成１７年度、平成１８年度に変更し、引き続き開発中。
「こだま」については、平成１４年９月に打上げ 「みどりⅡ」との衛星間通信実験等に成、

功。
Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがある

が、技術開発については一定の進捗が見られる。現在、信頼性向上の観点から、ロケット・衛
星の設計の基本にまで遡った総点検を実施している。

以上の状況を踏まえ、進捗にやや遅れが見られると判断する。

達成目標４－７－５
平成１５年１１月にＨ－ⅡＡロケット６号機の打上げに失敗した。信頼性確立を最優先に、

不具合防止対策及び総点検を実施している。また、Ｈ－ⅡＡロケット標準型については、民間
移管へ向けた取組みを継続中。

また、将来輸送系の選択肢の多様性を確保するため、ＬＮＧ推進系の開発を着実に推進して
いる。

なお、Ｍ－Ⅴロケットについては、政府としての技術開発を終了し、大型固体ロケット技術
を確立した。平成１５年５月には５号機の打上げに成功した。

以上の状況を踏まえ、想定したとおりには進捗していないと判断する。

達成目標４－７－６
「きぼう」については、平成１７年度、１８年度、１９年度の３回に分けての打上げを目指

し開発中 「きぼう」の主要部分である船内実験室は、平成１５年８月に、ＩＳＳ本体結合部。
との実機組み合わせ試験を行い、技術データを取得している。
なお、ＩＳＳの組立てスケジュールについては、米国スペースシャトル「コロンビア号」の

事故及びその後の対策のため、遅延が生じており、進捗にやや遅れが見られる。

施 策 目 標 宇宙分野の研究・開発・利用の促進に当たっては、国の存立の基盤となる研究開発分野であ
基本目標 り、戦略的に推進することが重要であるとの認識の下、積極的に推進することとしている。（ ）
の達成度合 このため、平成１５年９月に、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の中期目標
い又は進捗 の基となる「宇宙開発に関する長期的な計画」を宇宙開発委員会の議決を経て策定し、１０月
状況 にはＪＡＸＡが発足した。これにより、宇宙開発機関の研究開発体制の強化、効率化を図って

いるところである。
しかし、同機構においては、平成１５年１０月に「みどりⅡ」の地球観測運用断念、１１月

にＨ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗、１２月にのぞみの火星周回軌道への投入失敗とトラ
ブルが続いたことを受け、現在、ロケット及び衛星の総点検を行っているところである。

各達成目標については、打上げ年度を変更したプロジェクトがあるが、技術開発そのものに
ついては着実な取組みが行われている。

個々の達成目標については、想定したとおりには進捗していないものもあることから、基本
目標についても想定したとおりには進捗していない。

なお、民生部品・コンポーネント実証衛星（ＭＤＳ－１ 「つばさ」は、１５年９月末運用）
を終了し、民生部品の軌道上データ及び宇宙環境計測のデータ等を計画どおり取得し、多くの
成果を得ている。

今後の課題 各達成目標においては、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等の影響で、各々の衛星につ
（達成目標 いて打上げ年度が変更になっているものがある。
等の追加・ 今後は、技術水準の向上のみならず信頼性の高いシステム構築に資する「宇宙活動基盤の強
修正及びそ 化」を目指す必要がある。
の理由を含
む） 達成目標４－７－１

想定した進捗が達成できなかった理由として、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を踏
まえ、打上げ年度が変更になったという事情等が考えられるため、今後は信頼性の確立を最優
先に、衛星の総点検を行ったうえで打上げに向けた準備を行い、また、既に打ち上げられてい
る衛星については着実な運用を行う。

達成目標４－７－２
想定した進捗が達成できなかった理由として、ＡＳＴＲＯ－Ｆについて、試験中に不具合が

見つかり、打上げ年度を延期したことが考えられる。現在、不具合箇所の改修を終え、再試験
を行っているところである。今後は、衛星の総点検の結果を踏まえたうえで、各々の衛星につ
いて、打上げに向けた準備を行う。

（施策目標４－７）101
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達成目標４－７－３
想定した進捗が達成できなかった理由として 「みどりⅡ」の地球観測運用の断念が考えら、

れるため、信頼性の確立を最優先に、衛星の不具合防止対策を実施するほか 「みどりⅡ」が、
気候変動予測モデルの向上及び気担ってきた先進性の高い観測能力を継続的に補完、強化し、

研究開発に１７年度から着手すること象の短期・中期予報精度の改善に資することを目標とした
を検討中。

達成目標４－７－４
想定した進捗ができなかった理由として、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等を踏まえ

打上げ年度が変更になったという事情が考えられるため、今後は信頼性の確立を最優先に、衛
星の総点検を行ったうえで打上げに向けた準備を行い、また、既に打ち上げられている衛星に
ついては着実な運用を行う。

達成目標４－７－５
想定した進捗ができなかった理由として、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗したことが

あげられるため、信頼性の確立を最優先に、不具合防止対策及び総点検を実施し、打上げ再開
に向けた万全の対策を行うこととし、Ｈ－ⅡＡロケット標準型の民間移管を着実に推進する。

達成目標４－７－６
米国のスペースシャトル飛行再開の状況を見据えつつ、各極でスケジュールの見直し等の検

討・調整を引き続き実施する。また、国内においては宇宙開発委員会利用部会報告書「我が国
の国際宇宙ステーション運用・利用の今後の進め方について」にあるとおり、国際宇宙ステー
ション計画の効率的・効果的な推進に努める。

評価結果の 達成目標４－７－１
年 度 以 今後も引き続き衛星の開発を行い、確実な打上げを行うとともに、これまでの施策の進捗を16

降の政策へ 維持しつつ、人類の知的資産の拡大に資するため、平成１６年度より新たに第２４号科学衛星
の反映方針 （ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）の開発研究を行う。また、宇宙科学を着実に推進するため、引き続き宇

宙からの天文観測や太陽系探査科学を実施。

達成目標４－７－２
これまでの施策の進捗を維持しつつ、人類の知的資産の拡大に資するため、引き続き宇宙か

らの天文観測や太陽系探査科学を実施し、宇宙科学を着実に推進する。

達成目標４－７－３
高度な地球観測技術の確立に向けて、平成１６年度は全球降水観測／二周波降水レーダ（Ｇ

ＰＭ／ＤＰＲ）及び温室効果ガス観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ）の開発研究を行う。また 「み、
気候変動予測モデルのどりⅡ」が担ってきた先進性の高い観測能力を継続的に補完、強化し、

研究開発に１７年度から着向上及び気象の短期・中期予報精度の改善に資することを目標とした
手することを検討中。

達成目標４－７－４
衛星通信分野のみならず、測位分野においても、高度な技術の確立が求められているため、

、 。平成１６年度より 衛星通信・測位分野における技術の確立を指標とした達成目標に修正する
また、平成１６年度より、宇宙開発委員会の評価を経て、準天頂衛星システムを用いた高精度
測位実験システムの開発研究を実施する。

達成目標４－７－５
Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗を踏まえ、総点検などの不具合防止対策に取り組む。
民間の国際競争力強化等の観点から、Ｈ－ⅡＡロケット能力向上型及びＬＮＧ推進系の開発

に取り組む。また、平成１６年度より、これらの取組みを含めた達成目標に修正する。

達成目標４－７－６
国際宇宙ステーション計画の国際的調整も含め、引き続き着実に推進する。

、 、各達成目標に横断的な施策として ロケット及び衛星に相次いで発生したトラブルを踏まえ
１７年度より、信頼性向上に向けて、我が国の保持すべき基幹技術としての宇宙輸送系、衛星
系の宇宙技術基盤の戦略的強化に取り組む。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

Ｈ－ⅡＡロケット打上げ数 － － ２ ３ ０
（達成目標４－７－５関係）

参考指標 打ち上げられた衛星数 ) ０ ０ ０ ０ １（ISAS
達成目標４－７－１ ２ ３ ４関係 ( ) ０ １ ２ ４ ０（ 、 、 、 ） NASDA

運用中の衛星数 ( ) ６ ６ ５ ５ ６ISAS
達成目標４－７－１ ２ ３ ４関係 ( ) ４ ２ ３ ７ ６（ 、 、 、 ） NASDA

⑦ 主な政策手 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
段 （上位達成目標） 予 算 額

ＪＡＸＡによる宇 以下のような施策を実施。 ＪＡＸＡ運営費
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宙分野の研究・開 （１）輸送系技術の開発 交付金等１，８
発・利用 ○Ｈ－ⅡＡロケットの開発 ５１億円の内数
（注：平成１５年 （２）人工衛星の研究・開発・利用
９月末までは、宇 ○地球観測衛星、通信衛星の開発・打上げ・運用
宙科学研究所、独 （３）世界最高水準の宇宙科学研究の推進
立行政法人航空宇 ○太陽系探査技術の確立
宙技術研究所、宇 ○宇宙からの天文観測の推進
宙開発事業団によ （４）宇宙環境利用の推進
り施策を実施） ○国際宇宙ステーション計画の推進
施策目標４－７ （日本の実験棟（ＪＥＭ、愛称：きぼう）の開発）（ ）

この他、各分野に横断的な施策として、先端・基盤技
術の研究開発等を行っている。

⑧備考



＜達成目標４－７－６＞
日米欧加露の国際協力の下で行われている国際宇宙ステー
ション（ＩＳＳ）計画を推進し、有人宇宙活動の基礎的な技術の
確立、宇宙環境利用の促進を目指す。
→米国スペースシャトル「コロンビア号」の事故及びそ
の後の対策のため、ＩＳＳの組み立てスケジュールに遅
延が生じており、進捗にやや遅れが見られる。

安心で安全な社会の構
築、国民生活の豊かさ
と質の向上への貢献が
見込まれるが、想定し
たとおりには進捗してい
ない。

人類の知的資産の拡大
が見込まれるが、進捗
にやや遅れが見られる。

宇宙活動基盤の強化と
なる有人宇宙活動の技
術の蓄積等が見込まれ
るが、進捗にやや遅れ
が見られる。

施策目標４－７（宇宙分野の研究・開発・利用の推進）
平成１５年度実績評価の結果の概要

基
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る
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化
」
を
目
指
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↓
想
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し
た
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り
に
は
進
捗
し
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宇宙からの天文観測において最先端の観測技術の確立を
目指す。
→Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等のトラブルを
受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがあり、進捗
にやや遅れが見られる。

＜達成目標４－７－２＞

＜達成目標４－７－３＞

高度な地球観測技術の確立を目指す。
→電源系のトラブルにより、みどりⅡの地球観測運用を
断念。Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等のトラブ
ルを受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがあり、
想定したとおりには進捗していない。

＜達成目標４－７－４＞

高度な衛星通信技術の確立を目指す。

→Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等のトラブルを
受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがあり、進捗
にやや遅れが見られる。

光通信技術試験衛星（ＯＩＣ
ＥＴＳ）や技術試験衛星Ⅷ型
（ＥＴＳ－Ⅷ）、超高速イン
ターネット衛星（ＷＩＮＤＳ）の
開発、打上げ、運用及び
データ中継技術衛星（ＤＲＴ
Ｓ）「こだま」の運用を行う。

ＨーⅡＡロケットの確実な打
上げ及び民間移管の着実な
推進

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）
の日本の実験棟（ＪＥＭ、愛称
「きぼう」）の開発、運用を行う。

陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）、
温室効果ガス観測技術衛星
（ＧＯＳＡＴ）の開発、打上げ、
運用及び米国の地球観測衛
星（Ａｑｕａ）に搭載されたＡＭ
ＳＲ－Ｅ、環境観測技術衛星
（ＡＤＥＯＳ－Ⅱ）「みどりⅡ」
の運用を行う。

第２１号科学衛星（ＡＳＴＲＯ
－Ｆ）や第２２号科学衛星（Ｓ
ＯＬＡＲ－Ｂ）、第２３号科学衛
星（ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ）の開発、
打上げ、運用を行う。

第１７号科学衛星（ＬＵＮＡＲ－
Ａ）、月周回衛星（ＳＥＬＥＮＥ）
の開発、打上げ、運用及び第
２０号科学衛星（ＭＵＳＥＳ－
Ｃ）「はやぶさ」の運用を行う。

月・地球型惑星、小惑星、磁気圏など太陽系科学探査技術の
確立を目指す。

＜達成目標４－７－１＞

→Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等のトラブルを
受け、打上げ年度を変更したプロジェクトがあり、進捗
にやや遅れが見られる。

宇宙活動基盤の強化と
なる自律的な打上げ手
段の確保が見込まれる
が、想定したとおりには
進捗していない。

宇宙輸送系技術の完成と維持・発展による自在な打上げ手
段の確保を目指す。

＜達成目標４－７－５＞

→平成１５年１１月にＨ－ⅡＡロケット６号機の打上げ
に失敗しており、想定したとおりには進捗していない。
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－８ 海洋分野の研究開発の推進

③主管課 （主管課）研究開発局海洋地球課 （課長：佐藤 洋）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－８（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
地球全表面の 割を占め、多様な資源・空間を有する海洋に関する調査7
研究を行うことで、気候変動、地殻変動等の地球変動現象を解明し、国
民生活の質の向上など経済社会への貢献を目指す。

達成目標４－８－１（基準年度：13年度 達成年度：18年度） 概ね順調に進捗
平成18年度までにエルニーニョ源である西太平洋からインド洋にかけて
の暖水プール域における熱収支の変動機構を明らかにするために、海洋
観測ブイシステムにより、海洋・大気と淡水の空間分布と時間変化を把
握する。

達成目標４－８－２（基準年度：13年度 達成年度：16年度） 概ね順調に進捗
平成16年度までに、地球規模の高度海洋監視システムを国際協力により
構築し、地球変動予測の実施に不可欠な海洋データを全地球規模で収集
する。

達成目標４－８－３（基準年度：13年度 達成年度：18年度） 概ね順調に進捗
平成18年度までに、地球温暖化等の精度良い予測を実現することを目的
として、約10kmメッシュスケールの全球大気・海洋各モデル及び高解像
度結合モデルを開発する。

達成目標４－８－４（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成17年度までに、日本列島の地殻変動に密接に関係するフィリピン海
プレート・太平洋プレートの沈み込み帯及び伊豆・小笠原・マリアナ弧
に重点を置いて構造イメージングを進め、プレート沈み込み帯に伴う流
動・変形・破壊過程を含む時空間スケールの異なるプレート挙動並びに
島弧地殻の形成過程を表現する新しいプレート挙動モデルを開発する。

達成目標４－８－５（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成17年度までに、深海に生息する微生物を対象に、高圧下でのみ発現
する遺伝子群や好圧性微生物だけが持つ特殊な遺伝子の発現調整機能の
解明、極限環境特性のひとつである超臨界水中の分子特性並びに環境応
答生物機能の解明、さらに解析を完了した深海微生物のゲノム情報を利
用した産業応用技術の開発を行う。

達成目標４－８－６（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成17年度までに、地球環境変動、プレートテクトニクス、地震発生メ
カニズム等の地球科学に関する研究を促進するために、最終的に海底下
の地層からマントル物質を含む有用な試料を採取できる地球深部探査船
の建造を行う。

達成目標４－８－７（基準年度：13年度 達成年度：16年度） 概ね順調に進捗
平成16年度までに、自律型無人潜水機の研究において、動力源として燃
料電池を用い、最大使用深度3500ｍ、航続距離300ｋｍという性能を持
つ技術試験1号機を開発し、基本性能の技術を確立する。

⑤ 各達成目標の ・達成目標４－８－１
、 、現 達成度合い又 暖水プール域に展開したトライトンブイやADCP流速計ブイを用いて 長期観測を行っており

状 は進捗状況 順調に計画が進められている。
の （達成年度が
分 到来した達成 ・達成目標４－８－２
析 目標について 海洋地球研究船「みらい」の南半球一周航海において，これまで観測の空白域だった南半球
と は総括） に日本の中層フロートを投入するなど，南半球における空白域の解消に向けて貢献した。これ
今 らも含め，１５年度は全球で 点のデータを取得し，フロート数でも世界第２位の貢献を5,174
後 していることから，概ね順調に進捗している。
の
課 ・達成目標４－８－３
題 当初計画に基づき、全球大気モデル及び海洋モデルの開発が進められている。また、中解像

度の結合モデルの開発も進めており、研究は順調に進められている。

・達成目標４－８－４
当初計画に基づき、日本列島の地殻変動に密接に関係するフィリピン海プレート・太平洋プ
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レートの沈み込み帯及び伊豆・小笠原・マリアナ弧に重点を置いて、沈み込み帯に関する知見
が着実に深まっており、研究は概ね順調に進捗している。

・達成目標４－８－５
研究計画に基づいて目標に向け順調に研究が進められており、既に３種の極限環境微生物の

ゲノム解析を完了している。また、民間企業との接点となるバイオベンチャーフォーラムを年
1回開催するとともに、民間企業との共同研究を実施し、研究成果の還元も順調に行われてい
る。

・達成目標４－８－６
平成17年度中の完成に向けて、世界初のライザー科学掘削船である地球深部探査船「ちきゅ

う」の建造が進められている。

・達成目標４－８－７
自律性能の確認のため、技術的に確立しているリチウム電池を動力源として用いて試験を行

っていたが、航続距離132．5kmの自律航行に成功するなど、必要な自律性能についての確認を
行った。

一方、300kmという航続距離の長距離化のためには、リチウムイオン電池では持続性に限界
があるため、自律性能の確認と並行して、さらなる長距離航行を目指した閉鎖型燃料電池を開
発していたが、１５年度には、世界で初めて水中での燃料電池による潜航に成功するなど、航
続距離300kmに向けた研究開発の目処が立った （なお、平成１６年６月の試験では、台風接近。
のため航続試験を途中で切り上げざるを得なかったものの、平成１５年度に開発した燃料電池
を用い、航続距離220kmを達成 ）。

施策目標（基 平成15年度の基本目標の達成度合いについては、各達成目標とも概ね順調に進められているこ
本目標）の達 とから十分であると判断。
成度合い又は
進捗状況

今後の課題 達成目標４－８－１については、平成18年度までにエルニーニョ源である西太平洋からイン
（達成目標等 ド洋にかけての暖水プール域における熱収支の変動機構を明らかにするために、展開している
の追加・修正 海洋観測ブイシステムを着実に運用して、観測研究を継続的に進めていくこと必要である。
及びその理由 また、達成目標４－８－１については、引き続き目標達成に向けて研究開発を推進するとと
を含む） もに，１０年実施計画による包括的で持続的な地球観測体制の構築に向けて，我が国がこれま

での実績を生かしつつアジアモンスーン地域における観測の空白域の解消等に積極的に貢献し
ていく必要がある。

達成目標４－８－２については、気候変動の機構解明とその予測能力向上を目指し、そのた
めに必要不可欠な海洋データを全地球規模で収集するため、中層フロート観測網を用いた観測
研究を着実に進めることが必要である。

達成目標４－８－３については、地域的、時間的に限られたサブシステムモデルの改良によ
り、各モデルのパラメータ化の高度化を図るとともに、各個別プロセスのフィードバック効果
等全球モデルの開発に必要なサブシステムの開発・改良を行うことが必要である。

達成目標４－８－４については、プレート沈み込み帯に伴う流動・変形・破壊過程を含む時
空間スケールの異なるプレート挙動並びに島弧地殻の形成過程を表現する新しいプレート挙動
モデルの開発を目指し、日本列島の地殻変動に密接に関係するフィリピン海プレート・太平洋
プレートの沈み込み帯及び伊豆・小笠原・マリアナ弧に重点を置いた構造イメージングを着実
に進めることが必要である。

達成目標４－８－５については、深海をはじめとする極限環境に棲む生物の機能解明をさら
に進めるとともに、極限環境生物を利用した産業応用技術の開発を目指し、研究成果の還元を
図るため、民間企業との共同研究や特許の共同出願をさらに進める必要がある。

達成目標４－８－６については、世界初のライザー科学掘削船である地球深部探査船「ちき
ゅう」の平成17年度中の完成に向けて、引き続き、着実に建造を進める必要がある。完成後に
は、国際運航の開始に向けた慣熟訓練を開始する必要がある。

達成目標４－８－７については、航行距離の長大化等に関する研究を進めるとともに、海洋
観測に供しながら、自律性能や観測性能を充実させ、実運用化を図る必要がある。

1 15 7 2 16 4以上のほか，地球観測サミットが開催され（第 回：平成 年 月，第 回：平成 年
月）国際協力による地球観測システムの構築に向けた動きが加速しているという状況の下，我
が国として国際的役割を果たしていくという課題があり，第 回地球観測サミットで採択され2
た地球観測に関する 年実施計画の「枠組み」及び同計画に対応するという観点で見直す必10
要がある。

評価 結 果の アジアモンスーン地域における観測の空白域の解消等に我が国として積極的に関与すること
年度以降 を明確にするため、１７年度から達成目標４－８－１を「アジアモンスーン域における気候変16

の政策への反 動過程を明らかにするため，エルニーニョ源である西太平洋からインド洋にかけて、海洋観測
、 、映方針 ブイシステムを整備するとともに 陸域観測の空白域となっている地域にレーダー等を整備し

海洋・大気と淡水の空間分布と時間変化を把握する 」と見直すとともに、新たに「水循環・。
気候変動観測プログラム（仮称 」事業を開始する。）

、 、 ，達成目標４－８－２については 引き続き目標達成に向けて 研究開発を推進するとともに
１０年実施計画による包括的で持続的な地球観測体制の構築に向けて、我が国が海洋の二酸化

（施策目標４－８）106
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炭素の全球観測に積極的に貢献していく必要がある。このため，達成目標４－８－２を見直す
必要がある。

達成目標４－８－３については、引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。
達成目標４－８－４については、引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。
達成目標４－８－５については、引き続き目標達成に向けて研究開発を推進する。
達成目標４－８－６については、引き続き目標達成に向けて研究開発を推進するとともに、

「ちきゅう」の運航に向けた慣熟訓練を行う必要がある。このため、達成目標４－８－６を見
直す必要がある。

達成目標４－８－７については、平成１６年度中の目標達成に向けて研究開発を推進すると
ともに、実運用化に向けて、自律性能や観測性能を充実させる必要がある。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

100 916 3281 5174ARGO計画による塩分水温データ取得数 -
(達成目標４－８－２関係）

1 2 3ゲノム解析を終了した微生物の種類(トータル) - -
(達成目標４－８－５関係)

30自律型無人潜水機の航続距離(km) - - 60 132．5
(達成目標４－８－７関係) （リチ （リチ （燃料

ウム電 ウム電 電池）
池） 池）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

海洋科学技術セン ( ) 海洋科学技術に関し多数部門の協力を要する総合的 百万円1 37,000
ターによる実施 試験研究の実施とその成果の普及 の内数
施策目標４－８ ①海洋調査技術の開発（ ）

②深海調査研究開発
③フロンティア研究（地球ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究、地球観測ﾌﾛﾝﾃ

ｨｱ研究、固体地球統合ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究、極限環境生物ﾌﾛ
ﾝﾃｨｱ研究）

④海洋利用・生態系研究開発
⑤海洋観測研究開発
⑥深海地球ドリリング計画
⑦地球シミュレータ計画

等を実施

( ) 海洋科学技術に関する施設・設備の共用2

( ) 海洋科学技術に関する研修3

( ) 海洋科学技術に関する資料の収集4

⑧備考 「ARGO計画 ；全世界に国際協力の下、約3,000個のフロート（観測機器）を展開し、全世界の」
海洋の状況をリアルタイムで監視、把握するシステムを構築する計画。気候変動や地球温暖化
等地球変動現象の解明に寄与する。



施策目標４－８ 海洋分野の研究開発の推進
平成１５年度の実績評価の結果の概要

達成目標４－８－６
平成17年度までに、地球環境変動、地震発生メカニズム等の解明に貢献する地
球深部探査船を建造する。 →概ね順調に進捗

達成目標４－８－３
平成18年度までに約10kmメッシュスケールの全球大気、海洋各モデルと高解
像度結合モデルを開発する。 →概ね順調に進捗

達成目標４－８－５
平成17年度までに、深海に生息する微生物を対象に、発現調整機能、環境応答

生物機能等の解明を行うとともに、ゲノム情報を利用した産業応用技術を開発
する。 →概ね順調に進捗

達成目標４－８－７
平成16年度までに、潜航深度3500m、航続距離300kmという自律型無人潜水
機の技術試験機を作成し、基本性能の技術を確立する。 →概ね順調に進捗

達成目標４－８－２
平成16年度までに、地球規模の高度海洋監視システムを国際協力により構築し、
地球変動予測の実施に不可欠な海洋データを全地球規模で収集する。

→概ね順調に進捗

達成目標４－８－１
平成18年度までに、エルニーニョ源である西太平洋からインド洋にかけての暖
水プール域における海洋・大気と淡水の空間分布と時間変化を把握する。

→概ね順調に進捗

達成目標４－８－４
平成17年度までに、プレート沈み込みに伴う流動・変形・破壊過程を含む時間ス

ケールの異なるプレート挙動並びに島弧地殻の形成過程を表現するプレート挙
動モデルを開発する。 →概ね順調に進捗

新規有用酵素等
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①上位の政策名 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化

②施策名 施策目標４－９ 社会基盤等の重要分野の推進や急速に発展しうる領域への対応

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局計画官（計画官：川端和明）
及び関係課 （関係課）研究開発局地震・防災研究課（課長：西尾典眞）

（課長名） 防災科学技術推進室（室長：中村隆行）
／宇宙開発利用課 （課長：岩瀬公一）

研究振興局基礎基盤研究課 （課長：米倉 実）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標４－９ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果はあがっ13 17
豊かで安心・安全で快適な社会を実現するために、社会の抱えている ているが、一部につ

リスクを軽減する研究開発や国民の利便性を向上させ、質の高い生活を いては想定どおり達
実現するための研究開発を推進する。 成できなかった

達成目標４－９－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成9 16
全国主要９８断層帯の活断層調査結果等により 「全国を概観した地、

震動予測地図」を作成する。

達成目標４－９－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成10 16
地震災害に負けない都市を創るため、地震による被害を最小限にする

ための共用の研究施設「Ｅ－ディフェンス（実大三次元震動破壊実験施
設 」を完成させる。）

達成目標４－９－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
大都市圏において大地震が発生した際に人的・物的被害を軽減化でき

ることを目指した研究開発を推進し、地震防災対策に関する科学的・技
術的基盤を確立する。

達成目標４－９－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成12 16
地球観測等への利用が可能な成層圏プラットフォーム飛行船システム

、 。を実現するため 飛行船の成層圏到達技術及び定点滞空技術を確立する

達成目標４－９－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおりには達成9 18
移動時間短縮に貢献する次世代超音速機の実現を目指して、平成 できなかった18

年度までに、最適機体形状設計技術を確立する。
（ただし、 年度の試験における不具合等を踏まえ、平成 年度か14 15

ら 年程度、ジェット実験機の開発に係る再検討を実施。 年度は航2 16
空科学技術委員会に対し、中間報告を実施します ）。

達成目標４－９－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成15 19
テラヘルツ光を利用した医療システムの開発とその基盤技術の開発を

行うとともに、テラヘルツ光高感度検出・イメージング等の検出技術の
研究開発を行う。

⑤ 各達成目標の 達成目標４－９－１
現 達成度合い又 政府の地震調査研究推進本部では、平成１６年度末を目途に「全国を概観した地震動予測地
状 は進捗状況 図」を作成する予定。平成１５年度末に、西日本を対象にした同地図の試作版を作成し、公表
の （達成年度が しているなど、平成１５年度の達成目標の度合いとしては、想定どおり達成。
分 到来した達成 同地図の作成に必要な全国主要９８断層の活断層調査については、平成１６年度末までに一
析 目標について 通り終了することとなっており、平成１５年度までに９２断層帯の調査を一通り終了。平成１
と は総括） ６年度から、残りの６断層帯について調査を実施中であり、平成１６年度までに目的は想定ど
今 おり達成される見込みである。
後
の 達成目標４－９－２
課 平成１５年度の達成目標の度合いとしては、Ｅ－ディフェンスの実験棟の設備工事を完了す
題 ると共に、加振系工事、計測制御系工事等を計画どおりに進めており、想定どおり達成したも

のと判断。
また、現在工事は順調に進行しており、平成 年度末に完成する予定であり、目的は想定16

どおり達成される見込みである。

達成目標４－９－３
平成１５年度の達成目標の度合いとしては、地震災害時における建物の倒壊、火災発生等に

よる人的・物的被害の軽減化に向けた「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」において計画
された実験等を大過なく実施しており、成果の公表も積極的に行っていることから、概ね順調
に進捗しているものと判断。また、地震調査研究と防災科学技術に関する研究開発を一体的に
取り組む「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」に関する事務をより一層効率的かつ効果的
に行うため、平成１５年度に地震・防災研究課を設置した。

達成目標４－９－４

（施策目標４－９）109



飛行船の成層圏到達技術については、平成 年 月に実施された「成層圏滞空試験」にお15 8
いて無動力の飛行船を世界で初めて成層圏（高度 ）まで到達させることに成功した。16.4km

16定点滞空技術については 試験機の製作 実験場の整備などの作業を進めるとともに 平成、 、 、
年 月に「浮上確認試験」を実施するなど、想定どおり達成。3

達成目標４－９－５
平成 年度に実施したロケット実験機の打ち上げ試験における不具合の影響で、達成年度14

内の目標達成が困難となった。また 年 月に科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会15 5
航空科学輸送委員会において、諸外国における超音速機開発の動向等を踏まえ、次のステッ

、 。 、プであるジェット実験機については 年程度凍結し 再検討を行うこととされた これを受け2
年度は再検討を実施。15

達成目標４－９－６
平成 年度において 『新産業基盤「未踏光学（テラヘルツ光学 」開発・創成プロジェク15 、 ）

ト』を創設し、計画に沿って研究環境を整備し、新しいファイバーや検出器の開発を行い、ま
た目的の周波数帯の （テラヘルツ）波の放射に成功しており、概ね順調に進捗している。THz

施策目標（基 平成 年度の基本目標の達成度合いについては、地震調査研究と防災科学技術に関する研15
本目標）の達 究開発の順調な取組及び、地球観測システムの高度化に向けた飛行船の「成層圏滞空試験」の
成度合い又は 成功等により、安心・安全で快適な社会の実現を目指して着実に寄与しつつあるものと判断。
進捗状況

今後の課題 基本目標４－９
（達成目標等 個々の達成目標は順調に進捗しているものの、近年のテロの頻発、新興感染症の流行等の社
の追加・修正 会の安全・安心を脅かす危険や脅威の顕在化による国民の不安が高まりに応える必要がある。
及びその理由 そのため、安心・安全で快適な社会を実現するための個別の研究開発を今後も着実に推進する
を含む） とともに、関係各府省庁や諸機関と連携して大学・研究機関が研究開発を行う枠組みを構築す

るなど、安心・安全に係る科学技術の基本的な政策の企画・立案・推進体制を強化していく必
要がある。

達成目標４－９－１，４－９－２，４－９－３
地震防災分野に関しては、各達成目標が想定どおり達成できるよう今後も各施策を着実に推

進する。

達成目標４－９－４
航空分野に関しては、平成 年度で終了する「定点滞空飛行試験」を成功させ、達成目標16

の確実な達成を目指す。

達成目標４－９－５
諸外国における超音速機開発の動向の変化等を踏まえた航空科学技術委員会での議論を受け

て、ジェット実験機の開発に係る再検討を継続する。

達成目標４－９－６
研究が概ね順調に進捗していることから、平成１６年度以降も 分光システムの開発、THz

組織診断システムの開発、生体成分 分光解析、 画像診断法の開拓、多素子超伝THz THz THz
導検出器の開発に関する研究を着実に推進する。

評価 結 果の 達成目標４－９－１
年度以降 「全国を概観した地震動予測地図」を平成１６年度末を目途に作成するとともに、同地図の16

の政策への反 完成度をより高めるための補完データを取得するための活断層調査等を推進する。平成１７年
映方針 度以降は、地震調査研究推進本部の方針に基づき、強い揺れに見舞われる可能性が高い地域に

おいて重点的調査観測等を推進するとともに、全国を概観した「地震動予測地図」の高度化を
図る。

達成目標４－９－２
ディフェンスの平成 年度からの本格稼動を考慮し、 年度以降目標を以下のように修E- 17 17

正する方針である。
「地震災害に負けない都市を作るため、国内外の共用研究施設である「 ディフェンス（実大E-
三次元震動破壊実験施設 」を活用し、地震による被害を最小限にするための耐震技術に係る）
研究開発を推進する」

達成目標４－９－３
地震調査研究と防災科学技術に関する研究開発を一体的に取り組む「大都市大震災軽減化特

別プロジェクト」に関する事務をより一層効率的かつ効果的に行うため、平成１５年度に設置
した地震・防災研究課所管のもとで引き続き推進する。

上記の研究開発等を推進するとともに、大学・防災機関・地方公共団体等の連携により、こ
れらの防災研究成果等を地域の防災活動へ反映させる事業を平成１６年度より３年間重点的に
実施する予定。

達成目標４－９－４
平成 年度に実施された成層圏滞空試験の結果を取り纏めるとともに、ここでの成果を最15

大限活用しながら定点滞空試験を着実に推進する。さらに成層圏滞空試験及び定点滞空試験の
結果を踏まえ、以降の展開方針を策定する。

達成目標４－９－５
航空科学技術委員会での議論において、ジェット実験機については再検討を行うこととなっ

（施策目標４－９）110



（施策目標４－９）111

たため、 年度以降の達成目標からは削除する。16

達成目標４－９－６
平成 年度の結果をもとに、さらにデータの蓄積や要素技術開発等を推進し、テラヘルツ15

光の実用化を目指した研究開発を進める。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

参考指標 全国主要９８活断層の調査終了数 ６５ ７５ ８６ ８８ ９２
（達成目標４－９－１関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

地震調査研究推進本部の方針に基づき、活断層調査等 百万円地震関係基礎調査 2,128
を推進するとともに、地震防災対策に資するため地震調交付金「活断層調

（達成 査研究に関する評価結果は随時公表。査」等の推進
目標４－９－１関
係）

独立行政法人防災科学技術研究所施設整備費補助金の 百万円独立行政法人防災 4,474
予算拡充要求。科学技術研究所施

設整備費補助金の
（達予算拡充要求

成目標４－９－２
関係）

地震調査研究と防災科学技術に関する研究開発を一体 百万円「大都市大震災軽減 3,038
的に取り組む「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」化特別プロジェクト」

（達成目標 に関する事務をより一層効率的かつ効果的に行うため、の推進
４－９－３関係） 地震・防災研究課を設置。

ミレニアムプロジ 平成 年 月に政府により設定された特別枠「ミレニ 百万円 独11 7 2,996 （
ェクト「成層圏プ アムプロジェクト」に主体的に参画し、予算を獲得する 立行政法人運営
ラットフォーム」 とともに独立行政法人にこれを実施させる。 費交付金の内
（達成目標４－９ 数）
－４関係）

「次世代超音速機 次世代超音速機の最適機体形状設計技術の確立に資 百万円1,511
、 、技術の研究開発」 するため ロケット実験機及びジェット実験機による

の推進（達成目標 実証実験を実施。
４－９－５関係）

新産業基盤「未踏 テラヘルツ光利用技術の実用化に向け、テラヘルツ光 百万円302
光学（テラヘルツ を利用した医療システムや関連基盤技術の開発を行うと
光学 」開発・創成 ともに、テラヘルツ光の高感度・高効率検出を可能とす）
プロジェクト（達 る検出技術の研究開発を行う。
成目標４－９－６ ※平成１５年度事業評価（新規事業）実施対象
関係）

⑧備考



施策目標４－９（社会基盤等の重要分野の推進や急速に発展しうる領域への対応）
平成１５年度実績評価の結果の概要
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地震災害に負けない都市を創るため、地震による被害を
最小限にするための共用の研究施設「E-ディフェンス
（実大三次元振動破壊実験施設）」を完成させる。(平
成16年度)

＜達成目標４－９－２＞

全国主要９０断層帯の活断層調査結果等により、「全国を概観
した地振動予測地図」を作成する。（平成１６年度）

＜達成目標４－９－１＞

＜達成目標４－９－３＞

大都市圏において大地震が発生した際に人的・物的被害を
軽減化できることを目指した研究開発を推進し、地震防災対
策に関する科学的・技術的基盤を確立する。（平成18年度）

→概ね順調に進捗

飛行船技術の向上
により地球観測シ
ステムの高度化が
見込まれ、社会基
盤の充実が期待さ
れる。

＜達成目標４－９－４＞

地球観測等への利用が可能な成層圏プラットフォーム飛行船
システムを実現するため、飛行船の成層圏到達技術及び定点
滞空技術を確立する。（平成16年度）

→世界で初めて飛行船を成層圏まで到達させ
るなど、目標に対して大きな進捗がみられた

＜達成目標４－９－６＞
テラヘルツ光を利用した医療システムの開発とその基盤技術の
開発を行うとともに、テラヘルツ光高感度検出・イメージング等
の検出技術の研究開発を行う。(平成15年度～平成19年度)
→・目的周波数帯のTHz波の照射に成功

・新しいタイプの検出器を開発

など概ね順調に進捗

テラヘルツ光学研
究の進展により、新
産業基盤の確立に
むけて前進した。

地震調査研究と防
災科学技術に関す
る研究開発の事務
を総合的な観点から
一体的に推進し、他
分野の研究の融合
を図りつつ、より一
層効率的かつ効果
的に進めるため、新
たに地震・防災研究
課を設置。本体制の
もと、災害に強い社
会を構築するための
研究開発等が着々
と進められた。

→想定どおり達成

→想定どおり達成

「次世代超音速機技術の
研究開発」の推進

１，５１１百万円

移動時間短縮に貢献する次世代超音速機の実現を目指して、
平成18年度までに、最適機体形状設計技術を確立する。

＜達成目標４－９－５＞

→想定どおりには達成できなかった

ロケット実験機の打
ち上げ試験の不具
合より、進捗状況に
影響。再検討を実施
中。

地震関係基礎調査交付金
「活断層調査」等の推進

2,128百万円

独立行政法人防災科学技術
研究所施設整備費補助金の
予算拡充要求

４，４７４百万円

「大都市大震災軽減化特別
プロジェクト」の推進

３，３０８百万円

ミレニアムプロジェクト

「成層圏プラットフォーム」

２，９９６百万円（独立行政
法人運営費交付金の内
数）

新産業基盤「未踏光学
（テラヘルツ光学)」開発・

創生プロジェクト

３０２百万円
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①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

②施策名 施策目標５－１ 競争的かつ流動的な研究開発システムの構築

/③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局調査調整課（課長：山田道夫）
/ /及び関係課 （関係課）基盤政策課（課長：榊原裕二） 研究振興局学術研究助成課（課長：甲野正道）

（課長名） 基礎基盤研究課（課長：米倉実） 研究環境・産業連携課（課長：田中敏）/

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標５－１ 一定の成果が上がっ
競争的資金の改革及び拡充等により競争的な研究開発環境を整備する ているが、一部につ

とともに、任期制の広範な普及等による人材の流動性を向上させ、競争 いては想定どおり達
的かつ流動的な研究開発システムを構築する。 成できなかった

達成目標５－１－１（基準年度：平成 年度 達成年度： 年度） 想定どおりには達成13 17
競争的資金の倍増の方針に沿って文部科学省における競争的資金の倍 できなかった

増を目指す。

達成目標５－１－２（基準年度：平成 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
第２期科学技術基本計画、総合科学技術会議等の方針を踏まえながら

公正で透明性の高い評価の確立を図るとともに、評価に必要な体制を整
える。

達成目標５－１－３（基準年度：平成 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
競争的資金の中の間接経費を拡充する。

達成目標５－１－４ 概ね順調に進捗（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）13 17
我が国の研究開発活動の中核を担う国研、独法研究機関における任期

制の広範な普及を図る。

達成目標５－１－５ 概ね順調に進捗（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）13 17
、 。国研 独法研究機関における研究職の採用について原則公募を目指す

達成目標５－１－６（ 想定どおり達成基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）13 17
学位取得後の早い段階から、研究者の流動性向上に向けた環境を整備

する。

⑤ 各達成目標の 達成目標５－１－１
現 達成度合い又 達成目標「競争的資金の倍増の方針に沿って文部科学省における競争的資金の倍増を目指
状 は進捗状況 す 」については、文部科学省では、平成１５年度には２７１ ３８６百万円を確保したが、平。 ,
の （達成年度が 成１２年度比１．１倍までしか拡充がみられなかったことから、想定したとおりには達成して
分 到来した達成 いないと判断。
析 目標について
と は総括） 達成目標５－１－２
今 達成目標「第２期科学技術基本計画、総合科学技術会議等の方針を踏まえながら公正で透明
後 性の高い評価の確立を図るとともに、評価に必要な体制を整える 」については、従来より事。
の 前、中間、事後評価を適切に実施し、中間評価の結果を踏まえた研究計画の変更、縮小、中止
課 など適正な処理に努めている 平成１５年度は 競争的研究資金制度改革について 意見 平。 「 （ ）」（
題 成１５年４月２１日）を踏まえ各制度において科学技術の側面から責任を持ち得るプログラム

管理者等による管理・評価の実施体制の整備に取り組んできていることから。概ね順調に進捗
と判断。

達成目標５－１－３
達成目標「競争的資金の中の間接経費を拡充する 」については、間接経費措置額が増加し。

ており、措置対象プログラムも増加していることから。概ね順調と判断。

達成目標５－１－４
指標を踏まえ分析を行った結果、平成 年度においても、新規採用者のうち約 ％が任期15 40

付きで採用されており、常勤研究者に占める任期付研究員の割合が増加していることから、概
ね順調と判断。

任期制に馴染まない分野があるなど、任期制の実施については、各研究機関の個々の事情に
拠るところがあるため、達成水準を設定していない。なお、任期付研究員の占める割合は前年
同であるが、常勤研究者に占める任期付研究員の割合が増加していることから 「概ね順調に、
進捗」と判断。

（施策目標５－１）113



達成目標５－１－５
指標を踏まえ分析を行った結果、公募による採用割合が増加しており、概ね順調に進捗して

いる。
採用するポストの特殊性など、公募の実施については、各研究機関の個々の事情に拠るとこ

ろがあることから、達成水準を設定していない。なお、公募による採用者の割合が増加してい
ることから 「概ね順調に進捗」と判断。、

達成年度５－１－６
日本学術振興会の特別研究員（ＰＤ）において、平成 年度の審査方針として「特段の理15

由がある場合を除き、大学院在学当時の所属研究室を受入研究室に選定する者は採用しない」
としたこともあり、新規採用者のうち出身研究室以外の研究室を選定した者の占める割合が１
５年度には９３％に達しており、ポストドクターの流動性が向上していると考えられるため、
想定どおり達成と判断。

施策目標（基 競争的な研究開発システムについては、関連する達成目標の一部は想定とおり進捗していな
本目標）の達 いものの、一部は概ね順調に進捗していることから、基本目標についても一定の成果が上がっ
成度合い又は ているが、一部については想定したとおりには進捗していないものと判断。
進捗状況 他方、人材の流動性向上については、関連する達成目標の全てが概ね順調に進捗又は想定ど

おり達成している。
基本目標については、一定の成果が上がっているが、一部については想定したとおりには進

捗していない、と判断。

今後の課題 競争的な研究開発システムについては、競争的資金の倍増、透明性の高い評価の実施、間接
（達成目標等 経費拡充という科学技術基本計画及び「競争的研究資金制度改革について（意見 」の方針を）
の追加・修正 踏まえ、引き続き改革と拡充に取り組む。
及びその理由 人材の流動性向上については、研究機関によって、研究の継続性や機関規模により任期制が
を含む） 馴染まないといった実態や、研究分野の特殊性により研究者のマーケットが小さく公募では必

要な人材が集まりにくいといった指摘があり、実態をさらに調査することが必要。

評価 結 果の 競争的研究環境の形成に貢献する競争的資金については、総合科学技術会議における競争的
年度以降 資金制度改革の指摘も踏まえてさらなる改革に努めながら、今後とも第 期科学技術基本計画16 2

の政策への反 における期間中の倍増目標を踏まえ、拡充を図っていく。
映方針 人材の流動性向上については、平成１６年３月、国研、特定独法研究機関における研究者の

流動性向上に関する実態調査の結果をとりまとめ、関係機関にその周知を図ったところ。今後
も引き続き実態把握に努めつつ、研究者の流動性向上に向けた関係機関における主体的な取組
を促進する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

216,407 240,264 255,897 265,589 271,386競争的資金予算額（百万円）
（達成目標５－１－１関係）

8,891 15,581 19,354間接経費（文部科学省 （百万円） － －）
（達成目標５－１－３関係）

24 27 42 41 41国研、独法研究機関における新規採用者のうち任
（ ）期付研究員の占める割合 (％） ※１

（達成目標５－１－４関係）

69 73 80国研、独法研究機関における新規採用者のうち － －
（ ）公募による採用者の占める割合( )% ※１

（達成目標５－１－５関係）

PD 48 62 93日本学術振興会の特別研究員( )における新規 － －
採用者のうち出身研究室以外の研究室を選定した
者の占める割合( )（達成目標５－１－６関係）%

参考指標 国研、独法研究機関における若手研究者（３５歳
12 17以下）に占める任期付研究員の割合（％） － － －

（達成目標５－１－４関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

競争的資金制度の 競争的資金制度において基本計画中の倍増目標を踏まえ 百万円271,386
予算拡充要求 予算拡充要求を行う。
（ ）達成目標５－１－１

独立行政法人日本 ・独立行政法人日本学術振興会において、公正で透明性 運営費交付金の
学術振興会及び独 の高い評価に必要な体制を整えるため、プログラムオ 内数
立行政法人科学技 フィサー、プログラムディレクターを配置・拡充。
術振興機構による ・独立行政法人科学技術振興機構において、公正で透明
プログラムオフィ 性の高い評価に必要な体制を整えるため、プログラ

、 。サー、プログラム ムオフィサー プログラムディレクターを配置・拡充

（施策目標５－１）114



（施策目標５－１）115

ディレクターの配
置･拡充
（ ）達成目標５－１－２

間接経費の拡充 間接経費を措置するプログラムの範囲を拡大しつつ拡 百万円19,354
充。（ ）達成目標５－１－３

国の研究機関等に 科学技術基本計画等に基づき、国の研究機関等における
おける研究者の流 研究者の流動性向上に関する取組状況等について実態を －
動性向上に関する 調査するとともに、調査結果を広く関係機関に周知する
実態調査 もの。
（達成目標5-1-4,5,6）

特別研究員事業 優秀な学術の研究者を養成するため 大学院博士課程 後 14,616百万円、 （
期）学生や博士の学位を有する者等（ポストドクター） （独立行政法人（達成目標5-1-6）

のうち優れた研究能力を有する若手研究者に、一定期間 日本学術振興会
資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等 の運営費交付金
を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整 の内数）
備するもの。

⑧備考 ※１．平成 年４月１日から同年 月 日までの数値であり、年度間を通じたものではな15 12 31
い。



間接経費の措置額
が増加し、研究開発
環境の改善、研究機
関全体の機能の向
上が図られるととも
に、研究機関間の競
争が促進。

競争的資金の額は、想
定したとおりには拡充
されていない。

広く資質・能力のある
研究者に対する公平
な雇用機会の提供

施策目標５－１（競争的かつ流動的な研究開発ｼｽﾃﾑの構築）
平成１５年度実績評価の結果の概要
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第２期科学技術基本計画、総合科学技術会議等の方針を
踏まえながら公正で透明性の高い評価の確立を図るとと
もに、評価に必要な体制を整える。
→プログラム管理者等による管理・評価等の実施体制の
整備に取り組んできていることから、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－１－２＞

平成１７年度までに、競争的資金の倍増の方針に沿って文部
科学省における競争的資金の倍増を目指す
→平成1５年度は競争的資金は１２年度比1.1倍までしか
拡充がみられなかったことから、想定したとおりには達
成していない。

＜達成目標５－１－１＞

＜達成目標５－１－３＞

競争的資金の中の間接経費を拡充する
→間接経費措置額が増加しており、措置対象プログラム
も増加していることから、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－１－４＞

国研、独法研究機関における任期制の広範な普及を図る。

→独法の新規採用者に占める任期付研究員の割合が増加
しており、順調に進捗。

国研、独法研究機関における研究職の採用について原則公
募を目指す。

＜達成目標５－１－５＞

→研究職の公募による採用割合が増加するなど、順調
に進捗。

＜達成目標５－１－６＞

学位取得後の早い段階から、研究者の流動性向上に向けた
環境を整備する。

→ＪＳＰＳのＰＤにおける新規採用者のうち出身研究室
以外の研究室を選定した者の占める割合が増加する等想
定どおり達成。

国の研究機関等における研究者の
流動性向上に関する実態把握及
び周知

特別研究員事業
（独立行政法人日本学術振興会運
営費交付金の一部）

競争的資金制度の改革

・プログラムオフィサー、プログラム
ディレクター（プログラム管理者等）
の整備

プログラムオフィサー

245人（新設）

プログラムディレクター

11人（新設）

・間接経費の拡充

19,354百万円（15,581百万円)

競争的資金制度の予算拡充要求

科学研究費補助金

176,500百万円(170,300百万円)

戦略的創造研究推進事業

44,689百万円(42,689百万円)

科学技術振興調整費

37,700百万円(36,500百万円)

独創的革新技術開発研究提案公募
制度 3,562百万円(5,277百万円)

大学発ベンチャー創出推進のため
の事業 2,288百万円(1,823百万円)

※金額は、平成15年度予算額
（括弧内は平成14年度予算額）

※独立行政法人の予算については
運営費交付金中の推計値を含む

公正で透明性の高い
評価システムの整備
が進展。

ポストドクター等の

流動性向上
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①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を創出するシステム改革

②施策名 施策目標５－２ 評価システムの改革

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局計画官（計画官：川端和明）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標５－２ （基準年度：13年度 達成年度：17年度 ） 概ね順調に進捗
科学技術を振興するため、研究者を励まし、優れた研究開発活動を奨

励していくとの観点から適切な評価を実施する。また適切な評価の実施
により、研究開発活動の効率化・活性化を図り、より優れた研究開発成
果の獲得、優れた研究者の養成を推進し、社会・経済への還元等を図る
とともに、国民に対して説明責任を果たす。

達成目標５－２－１（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成１７年度までに、すべての自然科学関係の国立試験研究機関等に

おいて、評価結果の資源配分等への反映状況を公表する。

達成目標５－２－２（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成１７年度までに、評価に必要な資源を十分確保するため、評価予

算の科学技術関係経費（文部科学省分）に占める比率を倍増する。

達成目標５－２－３（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
平成１７年度までに、適切な評価が実施されるよう、評価結果等をデ

ータ化した評価データベースを作成するとともに、評価業務に携わる人
材が評価データにアクセス可能な体制を構築する。

達成目標５－２－４（基準年度：14年度 達成年度：17年度） 想定どおり達成
評価人材の養成・確保のため、研究開発評価に関する研修や講演会等

を毎年実施する。

達成目標５－２－５（基準年度：14年度 達成年度：17年度） 概ね順調に進捗
フォローアップ等により、毎年度文部科学省の所掌に係る研究開発の

評価活動の内から文科省指針に示された評価の意義等に沿って実施され
て優れた活動を把握し、広く紹介する。

⑤ 各達成目標の 達成目標５－２－１
現 達成度合い又 大綱的指針及び文科省指針に示された、評価結果の資源配分等への反映状況の公表について
状 は進捗状況 は平成１５年度において公表機関が１１機関に増加（昨年度は７機関）し、概ね順調に進捗し
の （達成年度が ているものと判断。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標５－２－２

0.086と は総括） 評価予算に関しては 平成１５年度は科学技術関係経費 文部科学省分 に占める割合を、 （ ）
今 ％確保しており、平成１４年度比１８％増、１３年度比５３％増と、目標達成に向け概ね順調
後 に進捗しているものと判断。
の
課 達成目標５－２－３
題 文部科学省においては、政府研究開発データベースの収録項目との対応や、文部科学省とし

ての独自の視点を加味することも考慮しつつ、効率的な評価の実施に資するよう、政府として
データベースの整備を順調に進めている。また、評価業務に携わる人材のデータベースへのア
クセス体制を構築した。

達成目標５－２－４
国内外の有識者による研究開発評価研修を、文部科学省及び所管機関の職員の他、他府省の

研究者や職員も交えて実施しており、想定どおり目標を達成 （平成１５年度は１１～１２月。
及び３月の計２回実施 ）。

達成目標５－２－５
平成１６年３月、教育・研究機関を対象にした研究開発評価アンケート調査及び事例集の中

間とりまとめを実施しており、概ね順調に進捗。

施策目標（基 平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、各研究機関における文科省評価指針（平
本目標）の達 成１４年６月策定）に沿った評価結果の資源配分等への反映等への対応の公表について前進が
成度合い又は 見られ、概ね順調に進捗しているものと判断。研究者の養成の推進に関しては、政府研究開発
進捗状況 データベースの整備が順調に進んだほか、研究開発評価研修の実施について目標を達成。

今後の課題 引き続き文科省指針に沿った研究開発評価の推進により、優れた研究開発を伸ばすため評価
（達成目標等 活動を成熟させ、研究開発における評価の文化を創り上げていくため、評価活動に必要な資源
の追加・修正 の一層の確保を図る（達成目標５－２－２）ほか、評価結果の資源配分等への反映とその公表

（施策目標５－２）117



及びその理由 （達成目標５－２－１ 、評価データベースの整備・活用（達成目標５－２－３）をさらに推）
を含む） 進する。

評価 結 果の 達成目標５－２－１
年度以降 引き続き目標達成に向けた対応を図り、平成１６年度までに１２機関すべてにおける評価反16

の政策への反 映実績の公表を目指す。
映方針

達成目標５－２－３
引き続き政府として、適切かつ効率的な評価に資する政府研究開発データベースのさらなる

整備、アクセス体制の構築の推進に参画する。

達成目標５－２－２、５－２－４、５－２－５
１５年度に引き続き、各達成目標の着実な実施を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

評価結果の資源配分への反映結果を公表した国立 ― ― ― 7/12 11/12
試験研究機関等の数 （一部 （一部
（達成目標５－２－１関係） 実施も 実施も

含む） 含む）

科学技術関係経費（文部科学省分）占める評価予 ― ― 0.056 0.073 0.086
算の割合（％）
（達成目標５－２－２関係）

国内外の有識者による研究開発評価研修会の実施 ― ― ― １ ２
回数
（達成目標５－２－４関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成15年度
（上位達成目標） 予 算 額

研究開発機関にお 「国の研究開発に関する大綱的指針」及び「文部科学省
ける評価結果反映 における研究及び開発に関する評価指針」に対応して実 －
状況の公表 施した研究開発機関における評価結果の反映の公表状況

について調査する。（ ）達成目標５－２－１

研究開発データベ 効率的な評価の実施に資するよう政府研究開発データベ －
ースの整備 ースの構築に参画する。
（ ）達成目標５－２－３

研究開発評価研修 国内外の有識者による研修を、文部科学省及び所管機関
の実施 の職員の他、他府省の研究者や職員など、評価者、評価 17百万円

運営者などを対象に育成研修を実施する。（ ）達成目標５－２－４

国の研究開発評価 研究開発機関等の研究現場に出向き、評価者、被評価者
の実態調査 等からのヒアリングにより研究評価の実態を調査し、評 11百万円

価実例集等のとりまとめを行う。（ ）達成目標５－２－５

⑧備考

（施策目標５－２）118



施策目標５－２ （ 評価システムの改革 ）
平成１５年度実績評価の結果の概要

基
本
目
標

科
学
技
術
を
振
興
す
る
た
め
、
研
究
者
を
励
ま
し
、
優
れ
た
研
究
開
発
活
動
を
奨
励
し
て
い
く
と
の

観
点
か
ら
適
切
な
評
価
を
実
施
す
る
。
ま
た
適
切
な
評
価
の
実
施
に
よ
り
、
研
究
開
発
活
動
の
効
率
化
・
活
性
化

を
図
り
、
よ
り
優
れ
た
研
究
開
発
成
果
の
獲
得
、
優
れ
た
研
究
者
の
養
成
を
推
進
し
、
社
会
・
経
済
へ
の
還
元
等
を

図
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
。
↓
概
ね
順
調
に
進
捗

平成１７年度までに、すべての自然科学関係の国立試験研究機関等にお
いて、評価結果の資源配分等への反映状況を公表する。

→ 公表状況は改善しており、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－２－１＞

＜達成目標５－２－２＞

平成１７年度までに、評価に必要な資源を十分確保するため、評価予
算の科学技術関係経費（文部科学省分）に占める比率を倍増する。

→ 評価予算の科学技術関係経費に占める割合は０．０８６％と前年
度比で１８％増加しており、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－２－３＞

平成１７年度までに、適切な評価が実施されるよう、評価結果等をデータ
化した評価データベースを作成するとともに、評価業務に携わる人材が評
価データにアクセス可能な体制を構築する。

→ 政府研究開発評価データベースに対し、個々の研究開発課題につい
ての諸データを登録するとともに、当省においても分析活用を開始しており
概ね順調に進捗。

評価人材の養成・確保のため、研究開発評価に関する研修や講演会等
を毎年実施する。

→ 文部科学省及び所管機関の職員の他、他府省の研究者や職員も
交えた研修を年２回実施しており、想定どおりに達成。

＜達成目標５－２－４＞

＜達成目標５－２－５＞

フォローアップ等により、毎年度文部科学省の所掌に係る研究開発の評価
活動の内から「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」に
示された評価の意義等に沿って実施されて優れた活動を把握し、広く紹
介する。

→ 教育・研究機関を対象にした研究開発評価アンケート調査及び事例
集の中間とりまとめを実施しており、概ね順調に進捗。

「研究開発評価データベース」の開発
１７百万円

「文部科学省における研究及び開発
に関する評価指針」のフォローアップ
（関係機関に対するアンケート及びヒ

アリングの実施）

研究開発評価研修の実施
１１百万円

研究開発機関における公表状況
平成１４年度 ７／１２ 機関

平成１５年度 １１／１２ 機関

研究開発予算の確保

評価の公正さと
透明性の確保。

評価結果を資源
配分に活用し、実
効性を向上。

研究開発評価の
質の向上を図る
ための評価体制
を整備。
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①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

②施策名 施策目標５－３ 創造的な研究機関・拠点の整備

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局調査調整課科学技術振興調整費室（室長：増子宏）
及び関係課 （関係課）研究振興局研究環境・産業連携課（課長：田中敏）

（課長名）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標５－３ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
優れた成果を生み出す研究開発システムを実現するため、機関のマネー
ジメントの改革等を促進し、国際的に一流の研究開発拠点を構築する。

達成目標５－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 18
研究者の任期付雇用体制のための人事・評価制度を策定し、研究開発

実績を、資金の配分、給与に反映させるシステムを確立する （東京大。
学先端科学技術研究センター）

達成目標５－３－２（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 想定どおり達成13 18
ニーズに応じた研究開発をプロジェクトとして弾力的に推進する。企

業との共同研究促進のための体制を構築する （意思決定の迅速化、Ｎ。
ＰＯ法人の設立等 （大阪大学大学院工学研究科））

達成目標５－３－３（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 19
若手研究者の育成システムを構築し、研究開発成果に基づく評価制度

。 。（ ）を確立する 研究支援部門の整備を行う 京都大学大学院医学研究科

達成目標５－３－４（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 19
ベンチャー企業の設立及びそのノウハウの報告書作成を行う （産業。

技術総合研究所）

達成目標５－３－５（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 20
工学系の先進科学技術と医学系の生命・健康科学との融合により、新

たな医工学研究拠点を形成する （東北大学大学院医学系研究科）。

達成目標５－３－６（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 20
英語を公用語とした国際的な競争的な研究拠点を実現する （物質・。

材料研究機構）

達成目標５－３－７（基準年度： 年度、達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 20
知の創造から社会還元まで一貫した責任体制で研究を推進し、科学技

術駆動型の経済・地域活性化を目指した産学官連携拠点を育成する 北。（
海道大学創成科学研究機構）

⑤ 各達成目標の 各機関とも、時限的な組織の設置、支援部門の整備、若手人材の育成、資金の弾力的な運用
現 達成度合い 等、それぞれの機関が有する達成目標を達成するため積極的な取組を行っており、基本目標に
状 （達成年度が 照らしてみても、概ね順調に進捗している。
の 到来した達成 なお、東京大学先端科学技術研究センター、大阪大学大学院工学研究科については実施３年
分 目標について 目にあたる平成１５年度に有識者による中間評価を行い、各機関の達成目標の達成度合いを評
析 は総括） 価した。
と
今 達成目標５－３－１
後 東大先端研では、これまで、ニーズに応じたプロジェクト研究を実施するためのオープンラ
の ボの設置、社会連携、産学連携を推進するためのオフキャンパス拠点の設置、任期付雇用を前
課 提とする組織運営、人事評価、財務基盤等について取り組み、ミッションステートメントに掲
題 げた中間目標を達成しており、さらに東大の他の学部、他の研究機関への組織運営構想の波及

効果が期待されるとして、中間評価では、非常に優れた成果が期待できる組織運営構想である
と評価された。

達成目標５－３－２
阪大大学院工学研究科では、意思決定を迅速化するためのフロンティア研究機構を時限的な

、 、 、組織として設置 マネジメントを行う人材を民間から登用 新領域のプロジェクト研究の推進
プロジェクトの内容に応じた資金の弾力的運用のほか、企業との共同研究を推進するためのＮ

、 、 、ＰＯの設立 研究発信のためのシンポジウムの開催等に取り組み 中間目標が達成されており
さらに組織改革の成果が、阪大工学研究科始め他大学工学部の大学法人化後の組織運営体制に
反映されつつあり波及効果が大きいとして、中間評価では、非常に優れた成果が期待できる組
織運営構想であると評価された。

達成目標５－３－３
京大大学院医学研究科では、次世代若手研究者の育成のため、融合研究領域に携わる若手研

究者の国内外からの公募を行った他、技術支援部門の確立、社会連携のための社会連携推進協
議会の設置等の取組を行っている。

達成目標５－３－４
産総研では、公的研究機関の技術シーズをもとにした日本型ベンチャー創出システムの確立

のため、ベンチャー開発戦略センターを設置し、ビジネスモデルを策定するビジネスクリエー
タ、マーケティング等を行うベンチャープランナーを民間から登用した他、事業化に必要な研
究開発を行うための技術開発チームを設置、また、ベンチャー企業の設立のノウハウ等を報告
するための調査等の取組を行っている。
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達成目標５－３－５
東北大学では、先進医工学研究機構を設立し、工学系の先進科学技術と医学系の生命・健康

科学との融合を図り、医療の質の向上と先進医療の開発に寄与し、２１世紀の日本を少子高齢
化に耐えうる社会とし、かつ世界に貢献するための取り組みを行っている。

達成目標５－３－６
物材機構では、若手国際研究拠点を構築し、若手研究者の創造性を引き出し、異分野融合型

の優れた研究成果を創出するため、英語を公用語とした研究体制や徹底した成果主義による給
与、人事システム等を導入している。

達成目標５－３－７
北大創成機構では、研究の実施から研究成果の社会還元まで一貫した責任体制による研究推

進を行うために、リエゾン機能等を統合し、科学技術駆動型の経済・地域活性化を目指した産
学官連携のモデル拠点を育成している。

施策目標（基 原則として、各機関実施３年目に有識者による中間評価を行い、各機関の達成目標の達成度
本目標）の達 合いを評価することとしている。平成１５年度に中間評価を実施した東大先端研と阪大大学院
成度合い又は 工学研究科については、両機関とも非常に優れた成果が期待できる組織運営構想であると評価
進捗状況 された。

また、各機関とも、時限的な組織の設置、支援部門の整備、若手人材の育成、資金の弾力的
な運用等、それぞれの機関が有する達成目標を達成するため積極的な取組を行っており、基本
目標に照らしてみても、概ね順調に進捗している。

今後の課題 原則として、各機関実施３年目に行う有識者による中間評価により、それぞれの実施機関に
（達成目標等 ついて今後の課題を明確化する。
の追加・修正
及びその理由
を含む）

評価結果の16 それぞれの機関の取組については、原則として実施３年目に実施する有識者による中間評価
年度以降の政 を受けて、それぞれの実施機関について今後の課題を明確化し、次年度以降の事業計画に適切
策への反映方 に反映することとしている。

、 、 、針 また 本プログラムについては 各機関実施３年目に行う有識者による中間評価を踏まえて
公募要領の改定等今後の政策に反映する。

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

戦略的研究拠点育 優れた成果を生み出し、新しい時代を拓く研究開発シス ６０００百万
成プログラム（科 テムを実現するため 組織の長の優れた構想とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 円、
学技術振興調整費 により、研究開発機関の組織改革を進め、国際的に魅力）

ある卓越した研究拠点の創出を図る。（達成目標５ ３ １、- -
達成目標５ ３ ２、- -
達成目標５ ３ ３、- -
達成目標５ ３ ４、- -
達成目標５ ３ ５、- -
達成目標５ ３ ６、- -
達成目標５ ３ ７）- -

⑧備考 平成 年度東京大学先端科学技術研究センター、大阪大学大学院工学研究科が、平成 年度13 14
京都大学大学院医学研究科、産業技術総合研究所が、平成 年度東北大学、物質・材料研究15
機構、北海道大学創成科学研究機構が採択されたが、各機関によって具体的な目標がそれぞれ
異なるため、統一的な指標を設定することができない。
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施策目標５－３（創造的な研究機関・拠点の整備）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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中間評価においては両機
関とも非常に優れた成果
が期待できると評価され
ており、学内外の研究組
織の組織改革のモデルと
しての波及効果が期待さ
れる。

各機関とも、時限的な組
織の設置、支援部門の整
備、若手人材の育成、資
金の弾力的な運用等、そ
れぞれの機関が有する達
成目標を達成するため積
極的な取組を行っている。
なお、平成１６年度に有
識者による中間評価を実
施し、今後の課題を明確
化する。

各機関とも、時限的な組
織の設置、支援部門の整
備、若手人材の育成、資
金の弾力的な運用等、そ
れぞれの機関が有する達
成目標を達成するため積
極的な取組を行っている。
なお、平成１７年度に有
識者による中間評価を実
施し、今後の課題を明確
化する。

＜達成目標５－３－１＞

研究者の任期付雇用体制のための人事・評価制度を策定し、研
究開発実績を、資金の配分、給与に反映させるシステムを確立
する。（東京大学先端科学技術センター）

→平成1５年度の時点でミッションステートメントの中間目標を全
て達成しており、想定どおり達成。

＜達成目標５－３－２＞

ニーズに応じた研究開発プロジェクトとして弾力的に推進する。
企業との共同研究促進のための体制を構築する。（意思決定の
迅速化、ＮＰＯ法人の設立等）（大阪大学大学院工学研究科）

→平成1５年度の時点でミッションステートメントの中間目標を全
て達成しており、想定どおり達成。

＜達成目標５－３－３＞

若手研究者の育成システムを構築し、研究開発成果に基づく評
価制度を確立する。研究支援部門の整備を行う。（京都大学大
学院医学研究科）

→平成1５年度はミッションステートメントの組織運営構想に従い、
概ね順調に進捗。

＜達成目標５－３－４＞

ベンチャー企業の設立及びそのノウハウの報告書作成を行う。
（産業技術総合研究所）

→平成1５年度はミッションステートメントの組織運営構想に従い、
概ね順調に進捗。

＜達成目標５－３－５＞

工学系の先進科学技術と医学系の生命・健康科学との融合によ
り、新たな医工学研究拠点を形成する。（東北大学大学院医学
系研究科）

→平成1５年度はミッションステートメントの組織運営構想に従い、
概ね順調に進捗。

＜達成目標５－３－６＞

英語を公用語とした国際的、競争的な研究拠点を実現する。（物
質・材料研究機構）

→平成1５年度はミッションステートメントの組織運営構想に従い、
概ね順調に進捗。

＜達成目標５－３－７＞

知の創造から社会還元まで一貫した責任体制で研究を推進し、
科学技術駆動型の経済・地域活性化を目指した産学官連携拠
点を育成する。（北海道大学創成化学研究機構）

→平成1５年度はミッションステートメントの組織運営構想に従い、
となっており、概ね順調に進捗。

戦略的研究拠点育成プ
ログラム
（科学技術振興調整費）

＜目的＞
優れた成果を生み出し、
新しい時代を拓く研究開
発システムを実現するた
め、組織の長の優れた
構想とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟにより、
研究開発機関の組織改
革を進め、国際的に魅力
ある卓越した研究拠点の
創出を図る。

6,000百万円
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①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

②施策名 施策目標５－４ 優れた研究者・技術者の養成・確保

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局基盤政策課（課長：榊原裕二）
及び関係課 （関係課）科学技術・学術政策局調査調整課（課長：山田道夫）／研究振興局振興企画課（課

（課長名） 長：森壮一）／高等教育局大学振興課（課長：小松親次郎）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標５－４ （ ） 概ね順調に進捗基準年度： 年度 達成年度： 年度13 17
我が国の将来の研究活動等を担う優れた研究者・技術者の養成・確保

達成目標５－４－１（ ） 概ね順調に進捗基準年度： 年度 達成年度： 年度13 17
「ポストドクター等１万人支援計画」の趣旨を踏まえ、ポストドクト

ラル制度等の質的充実を図りつつ、政府全体として優れた若手研究者に
対し、フェローシップ等による１万人規模の支援を行い、若手研究者の
自立性向上等を目指す。

達成目標５－４－２（ ） 概ね順調に進捗基準年度： 年度 達成年度： 年度13 17
競争的資金によるポストドクターを確保する機会の拡充を図り、研究

指導者の明確な責任の下、若手研究者の資質向上を図る。

達成目標５－４－３（ ） 想定どおり達成基準年度： 年度 達成年度： 年度13 17
ポストドクターの流動性向上に向けた環境を整備し、学位取得後の早

い段階から、多様な研究環境の選択による若手研究者自身の創造性豊か
で広い視野を有する研究能力の涵養を目指す。

基準年度： 年度 達成年度： 年度）達成目標５－４－４（ 13 17
技術士資格が欧米の同種資格と同程度に普及することを目指し、技術 想定どおり達成

士登録者数の着実な増加を達成する。

達成目標５－４－５（ 概ね順調に進捗基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
海外の技術者資格との相互承認に向けた協議を進める。

⑤ 各達成目標の 達成目標５－４－１
、 「 」現 達成度合い又 日本学術振興会の特別研究員事業において 平成１５年度より ２１世紀 プログラムCOE

状 は進捗状況 選定拠点に内在する若手研究者養成に優れた環境等の機能を活用した取組を推進したり、流動
の （達成年度が 性向上のための取組を推進するなど、ポストドクトラル制度の質的充実に向けた取組を推進し
分 到来した達成 つつ、１万人規模の支援が確保されている。また、当該計画に基づく各種支援制度により支給
析 目標について される研究費等により、自立的な研究が遂行されていることから、概ね順調に進捗している。
と は総括）
今 達成目標５－４－２
後 研究指導者の下でスキルアップ等が図られるとともに、競争的資金によるポストドクターの
の 雇用者数が増加しており、概ね順調に進捗している。
課
題 達成目標５－４－３

日本学術振興会の特別研究員( )において、平成 年度の審査方針として「特段の理由がPD 15
ある場合を除き、大学院在学当時の所属研究室を受入研究室に選定する者は採用しない」とし
たこともあり、新規採用者のうち出身研究室以外の研究室を選定した者の占める割合が１５年
度には９３％に達しており、ポストドクターの流動性が向上していると考えられるため、想定
どおり達成と判断。

達成目標５－４－４
技術士の登録者数は毎年着実に増加しており、平成１４年度末現在では４９，６２５名、平

成１５年度末現在では５４，７２０名となっており、着実に増加をしているため、想定どおり
達成していると判断している。また、最近５年間（平成１１年度～１５年度）の平均増加人数
は約３，２００名となっている。

達成目標５－４－５
ＡＰＥＣエンジニアの具体的審査が行われており、これまでに約２，３００件について、要

件を満たすことが認められ、海外の技術者資格との相互承認に向けた協議が着実に進められて
いる。 平成１５年１０月には、日本とオーストラリアの間で、ＡＰＥＣエンジニア・プロジ
ェクトにおける初の二国間相互承認枠組み文書が署名された。これらのことから、概ね順調に
進捗と判断。

施策目標（基 優れた研究者・技術者の養成・確保に向けて、関連する達成目標の全てが概ね順調に進捗して
本目標）の達 いることから、基本目標についてもほぼ順調に進捗していると判断。
成度合い又は
進捗状況

今後の課題 研究者の養成・確保にあたっては、国立大学の法人化など、我が国の研究環境が変化する中、
（達成目標等 ポストドクター等の実態把握に努める必要がある。
の追加・修正
及びその理由

（施策目標５－４）123



を含む）

評価 結 果の 達成目標５－４－１
年度以降 ポストドクターについては、日本学術振興会の特別研究員等、現行のポストドクターに対す16

の政策への反 る支援施策を引き続き推進するとともに、大学や研究機関等の協力の下、ポストドクター等の
映方針 実態の把握に努める。

達成目標５－４－２
競争的資金の予算拡充により、競争的資金によるポストドクターを雇用する機会の拡充を図

るとともに、雇用実態の把握に努める。

達成目標５－４－３
若手研究者の多様な研究環境の選択に向けた取組の一層の推進に向けて、日本学術振興会の

特別研究員( )において、原則として、出身研究室と異なる研究室で活動するもののみを採PD
用する取り組みを引き続き推進する。

達成目標５－４－４
技術士制度については、引き続き、技術士登録者数の着実な増加を図る。

達成目標５－４－５
海外の技術者資格との 加盟各国との間で相互承認枠組みについての協議を進める。APEC

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

10,187 10,596 10,871 11,127 10,569「ポストドクター等１万人支援計画」対象事業に
< > < > < > < > < >よる支援人数の推移（人）＜うち文科省＞ 9,280 9,626 9,690 9,814 9,572

（達成目標５－４－１関係）

競争的資金（文科省）によるポストドクターの雇
1,175 1,867 2,301用者数

（達成目標５－４－２関係） (※ )1

日本学術振興会の特別研究員( )における新規PD
48 62 93採用者のうち出身研究室以外の研究室を選定した

者の占める割合( )（達成目標５－４－１、５－%
４－３関係）

41,890 44,840 45,780 49,625 54,720技術士登録者数の推移（人）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

特別研究員事業 優秀な学術の研究者を養成するため 大学院博士課程 後 14,616百万円、 （
期）学生や博士の学位を有する者等（ポストドクター） （独立行政法人（達成目標 ）5-4-1,3
のうち優れた研究能力を有する若手研究者に、一定期間 日本学術振興会
資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等 の運営費交付金
を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整 の内数）
備するもの。

－文部科学省所管競 配分された競争的資金によりポストドクターを雇用す
争的資金によるポ る。研究指導者の明確な責任の下、資質向上を図る。
ストドクターの雇

（達成目標 ）用 5-4-2

技術士制度 技術士法に基づき、科学技術に関する高等の専門的応用
能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の（達成目標 ）5-4-4
業務を行う能力を有する者を認定することによって、科
学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とす
るもの。

エンジニア ＡＰＥＣエンジニアの登録及び海外の技術士資格との相APEC
相互承認プロジェ 互承認を行うことによって、域内における技術者の移動
クト を促進するもの。
（達成目標 ）5-4-5

⑧備考 ※１．平成 年２月に調査した時点での平成 年度雇用者の見込み。16 15

（施策目標５－４）124



施策目標５－４ 優れた研究者・技術者の養成・確保

我
が
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概
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「ポストドクター等１万人支援計画」の趣旨を踏まえ、ポストドクト
ラル制度等の質的充実を図りつつ、１万人規模の支援を行う。

→ポスドク等支援人数は支援計画の目標１万人を確保し
つつ、事業の質的充実に向けた取組も推進されるなど概
ね順調に進捗

＜達成目標５－４－１＞

＜達成目標５－４－２＞

＜達成目標５－４－３＞

ポストドクターの流動性向上に向けた環境を整備する。

→日本学術振興会の特別研究員（PD）において、出身研
究室以外の研究室を選定した者の割合が増加しており、
想定どおり達成

競争的資金によるポストドクターを確保する機会の拡充を図る。

→競争的資金によるポスドクの雇用者数は増加しており、
概ね順調に進捗

＜達成目標５－４－４＞

＜達成目標５－４－５＞

技術士登録者数の着実な増加を達成する。

→技術士の最近5年間の平均増加人数は3,200名となっ
ており想定どおり達成

海外の技術者資格との相互承認の具体化を進める。→平成
15年10月には、日本とオーストラリア間で、初の二国間
相互承認枠組み文書が署名されるなど概ね順調に進捗

特別研究員事業
（日本学術振興会）等

14,616百万円（独立行政

法人日本学術振興会の
運営費交付金の内数

文部科学省所管
競争的資金による
ポストドクターの雇用

技術士制度

ＡＰＥＣエンジニア

相互承認プロジェクト

多様な支援制度の推
進による、研究者の創
造性や自立性向上

研究指導者の明確な
責任下での資質向上

多様な研究環境の選
択による、創造性豊か
で広い視野を有する
研究能力の涵養

優れた技術者の養
成・確保
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①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

②施策名 施策目標５－５ 研究開発基盤の整備

③主管課 （主管課）研究振興局研究環境・産業連携課 （課長：田中敏）
及び関係課 （関係課）研究振興局情報課 （課長：三浦春政）

（課長名） （関係課）研究振興局基礎基盤研究課 （課長：米倉実）
（関係課）研究振興局ライフサイエンス課 （課長：佐伯浩治）
（関係課）大臣官房文教施設企画部計画課 （課長：岡誠一）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標５－５ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 22
独創的・先端的な研究開発を進めるため、施設整備はもとより、知的 ているが、一部につ

基盤（①研究用材料、②計量標準、③計測方法・機器等、④データベー いては想定どおり達
ス 、研究情報基盤などの研究開発基盤の整備を図る。 成できなかった）

達成目標５－５－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 22
年を目途に、知的基盤整備計画（科学技術・学術審議会阿部前 ているが、一部につ2010

会長より遠山大臣に平成１３年８月３０日に答申）に記載された重点的 いては想定どおり達
に整備する知的基盤（①研究用材料（微生物等の生物遺伝資源等 、② 成できなかった）
計量標準、③計測方法・機器等、④データベース）の整備について、⑥
の指標に示されているような整備目標を達成する。

達成目標５－５－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ12 16
多様な物質・材料の構造解析をはじめとして、従来の光源では達成で ているが、一部につ

きない未踏の科学技術領域の開拓に寄与する施設である大型放射光施設 いては想定どおり達
の略称 の共用利用をさらに促進し 成できなかった（ ） 、SPring-8:Super Photon ring 8GeV

優れた研究成果を社会に還元するため、施設整備等を進め、利用者数が
前年度に比べて拡大するよう運用を図る。

達成目標５－５－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 17
観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高速・広

帯域のネットワークを必要とする高エネルギー・核融合科学をはじめと
10Gbpsする先端分野の研究を一層推進するため 先端的研究機関を最速、

の回線で接続する超高速研究ネットワーク（スーパー ）のノードSINET
（接続拠点）数を平成１５年度までに２８機関において整備し、さらに
順次拡充する。

達成目標５－５－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 17
世界水準の教育研究成果の確保を目指し、国立大学等施設緊急整備５ ているが、一部につ

か年計画に基づき、平成 年度までに約 万ｍ２の国立大学等の施 いては想定どおり達17 600
設整備を重点的・計画的に行う（再掲 。 成できなかった）

⑤ 各達成目標の 独創的・先端的な研究開発を進めるため、施設整備はもとより、知的基盤、研究情報基盤な
現 達成度合い どの研究開発基盤の整備を図っており、概ね順調に進捗している。
状 （達成年度が
の 到来した達成 達成目標５－５－１

（ ）、 、 、「 」分 目標について 研究用材料 特に生物遺伝資源 計量標準・標準物質 データベースについては ⑥指標
析 は総括） にもあるように、それぞれ、①微生物数、②計量標準・標準物質の整備数、④材料物性データ
と ベースのデータ数が増加しており、概ね順調に整備が進められているが、③計測方法・機器に

、 、今 ついては 依然としてライフサイエンス分野の計測方法・機器等の多くを海外に依存しており
後 一定の成果は上がっているが一部については想定どおり達成できなかった。
の
課 達成目標５－５－２
題 の整備については、利用者の多様なニーズに対応すべく、 の高度化及びビSPring-8 SPring-8

ームライン等の施設整備を実施してきたことにより、利用者数は確実に増加しており、また、
平成１６年３月までに、光の受容センサーとして働くタンパク質であるウシロドプシンの立体
構造の解明や、ＤＮＡの遺伝情報を伝達する反応を直接担っている重要なタンパク質であるＲ
ＮＡポリメラーゼなどの研究成果について、ネイチャーやサイエンスに２６件の論文が掲載さ
れるなど、世界的に高く評価される研究成果を挙げているものの、産業界の利用の利用者全体
に占める割合は不十分であるとともに、新規利用者の更なる拡大を図るべきではないかと指摘
もある。

以上より、一定の成果は上がっているが一部については想定どおり達成できなかった。

達成目標５－５－３
スーパー については、ノード（接続拠点）を平成１５年３月までに２３機関においSINET

て整備しており、平成１５年度中に更に５機関に新たに整備して２８機関になっており、想定
どおり拡充している。

達成目標５－５－４
平成１５年度の達成目標の達成については、指標を踏まえ分析を行った結果、全体計画の

、 。 、 、約５５％に達しており 全体としては想定どおり達成している ただし 整備対象別に見ると
「大学院施設の狭隘解消等 （ 「卓越した研究拠点等 （ 「先端医療に対応し」 ）、 」 ）、86.9% 83.8%
た大学附属病院 （ 「老朽化した施設の改善 （ ）となっており 「老朽化した施」 ）、 」 、72.0% 40.2%

（施策目標５－５）126



設の改善」については当初の想定した整備水準を下回っている。
これは、総合科学技術会議において示された資源配分方針に基づき、５か年計画の前半は教

育研究成果の早期発現を目指すことはもとより、改善整備を行う際の移行先としても使用でき
、 。るよう 大学院施設及び卓越した研究拠点に係る施設整備を重点的に推進してきたためである

施策目標（達 スーパー については、想定どおり達成されているが、知的基盤の整備、大型放射光SINET
成目標）の達 施設（ の略称）の共用利用、国立大学等施設緊急整備５か年SPring-8:Super Photon ring 8GeV
成度合い又は 計画に基づいた国立大学等の施設整備については、一定の成果は上がっているが、一部につい
進捗状況 ては想定どおり達成できなかった。

今後の課題 達成目標５－５－１
（達成目標等 ○知的基盤整備関連
の追加・修正 ・計測・分析機器については、日本の国内市場における国内企業のシェアは依然と低いため、
及びその理由 将来の研究活動を先導する先端計測分析技術・機器について、産学官の能力を結集して開発す
を含む） る事業を推進することが必要。

・知的基盤整備全体（①研究用材料、②計量標準、③計測方法・機器等、④データベース）に
関連して、安定した経費の確保が必要。

達成目標５－５－２
○大型放射光施設（ ）利用関連SPring-8
・大型放射光施設（ ）は、世界最高性能の放射光施設であり、産官学の研究者によるSPring-8

、 、 。幅広い利用により 優れた研究成果が期待されることから 整備・活用を進めることが必要
産業界による施設の利用は着実に増加しているものの、利用者全体に占める割合は不十分で
あるとともに、新規利用者の更なる拡大を図るべきではないかとの指摘もあることから、今
後も利用者数・利用分野の更なる拡大を図るため、新規ユーザー参入の機会拡大等に努める
とともに、利用者の多様なニーズに応えることができる施設・設備の整備を一層推進してい
くことが必要。

達成目標５－５－３
第２期科学技術基本計画に定められた重点４分野の一つである情報通信分野の研究開発を推

進するために 「情報科学技術に関する研究開発の推進方策 （平成１４年６月科学技術・学術、 」
審議会研究計画・評価分科会決定）等に沿い、引き続き、スーパー の整備充実とそのSINET
活用を推進していく必要がある。

達成目標５－５－４
平成１５年度については、全体的に想定どおり達成しているものの、当初の想定した整備水

「 」 、 、 。準を下回っている 老朽化した施設の改善整備 については 今後 更に推進する必要がある

評価結果の16 達成目標５－５－１
年度以降の政 ○知的基盤整備関連
策への反映方 ・研究活動を先導する計測・分析機器の開発を産学官連携で推進する先端計測分析技術・機器
針 開発プロジェクトを実施・強化（平成１７年度概算要求予定 。）

達成目標５－５－２
○大型放射光施設（ ）利用関連SPring-8
・ が、より優れた、より多くの成果を上げる「本格利用期」に対応した施設となるべSPring-8
く、平成１６年度においては、利用支援コーディネーターの増員（４ ５人 、萌芽的研究支→ ）
援制度の開始、放射光による施設の老朽化対策に係る経費を措置したところである。

今後とも利用者数の更なる拡大と利用分野の拡大に努めるとともに、利用者の多様なニーズ
に応えることができるよう施設の活用方策や施設・設備の整備を一層推進する （平成１７年。
度概算要求予定 。）

達成目標５－５－３
第２期科学技術基本計画に定められた重点４分野の一つである情報通信分野の研究開発を推

進するという観点から、平成１６年度以降も、引き続き、研究情報基盤の充実とその活用を推
進していくことが必要であり、平成１７年度概算要求などにおいても、必要額等を要求するこ
とや１７年度に向けて接続拠点数の目標を検討することととする。

達成目標５－５－４
平成１６年度については、１，０７４億円（４５万㎡）の予算を確保し整備推進を図ってい

るところである。平成１７年度については、５か年計画の最終年度となることから、当初の想
定した整備水準を下回っている「老朽化した施設の改善」を重点的に推進するため、改善整備
に必要な予算を拡充し、５か年計画を着実に実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

微生物数（国立大学、独立行政法人等の研究機関 － － 万 万 万20 25 29
において保存されている微生物数 （ 年の目） 2010
標は 万 （達成目標５－５－１関係）60 ）

計量標準・標準物質（ 年の目標はそれぞれ － － 種 種 種2010 82 136 152
種 （上段は計量標準、下段は標準物質）250 ）

（達成目標５－５－１関係） 種 種 種76 119 150

ライフサイエンス分野の計測方法・機器（ － － ほとん ほとん ほとん2010

（施策目標５－５）127



（施策目標５－５）128

年の目標は、国内企業の国内市場のシェアを５０ どが５ どが５ どが５
％以上に （達成目標５－５－１関係） ０％以 ０％以 ０％以）

下 下 下

材料物性データベースのデータ数（ 年の目 － － 万 万 万2010 60 80 98
、 ）（ ）標は 万データ 達成目標５－５－１関係180

SPring-8 4,385 6,301 7,992 9,112 9,336大型放射光施設( )の利用者数
（達成目標５－５－２関係）

SINET 11 23 28スーパー のノード数（接続拠点） － －
（達成目標５－５－３関係）

50 196 269 329国立大学等施設緊急整備５か年計画の達成状況
( ) ( ) ( ) ( )（万ｍ２）※数値は累積値 － 8.4% 32.8% 45.4% 55.1%

（達成目標５－５－４関連）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

・ナショナルバイ 実験動植物（マウス等）や、ヒト細胞、各種生物の遺伝 百万円4,000
オリソースプロ 子材料等のバイオリソースのうち、国として戦略的に整
ジェクト 備する必要があるものについて体系的に収集、開発、保

存し、提供するための体制を整備する

・タンパク３００ タンパク質の全基本構造の１ ３に相当する約３０００ 百万円/ 9,500
０プロジェクト 種以上の基本構造及びその機能の解析を行う

・独立行政法人科 膨大なゲノム情報等の解析の格段の効率化・省力化利用 百万円2,000
学技術振興機構 の高度化等を実現するため、革新的なゲノム解析ツール
によるバイオイ の研究開発等、バイオインフォマティクス研究を推進す
ンフォマテック る
ス研究の推進に
関する事業

・ 物質・材 材料開発、材料選択及び材料の最適な使用のための統合 －NIMS
料データベース 検索ができるデータベースを構築する
の整備

など
（達成目標５ ５ １）- -

大 型 放射 光施設 利用支援コーディネーターの増員（４ ５人 、萌芽的 百万円→ ） 11,242
( ) の共用 研究支援制度の開始、放射光による施設の老朽化対策SPring-8
の促進 に係る経費を措置
（達成目標５ ５ ２）- -

スーパー を 国立情報学研究所において 先端的研究機関を１０ 百万円のSINET Gbps 6,800、
整備 の回線で接続する世界最速の研究ネットワークであるス 内数

ーパー を整備（達成目標５ ５ ３）- - SINET

・国立学校施設整 「国立大学等施設緊急整備５か年計画」に基づき、毎年 施設整備費：
備事業 度の整備方針を決定し、重点的・計画的整備を図る。 百万円107,400

の内数
・ 事業の実施 施設整備に 手法を導入 －PFI PFI

・地財特法の規制 地方財政債権特別措置法の整備漢和措置による地方公共 －
緩和措置 団体との連携による整備を促進

・報告書に啓蒙 「今後の国立大学等の施設の整備充実に関する調査研究 －
協力者会議」において「知の拠点ー国立大学施設の充実
について （平成１５年７月 「知の拠点ー大学の戦略」 ）、
的施設マネジメント （平成１５年８月）の報告書を作」
成。大学等に周知。

「知の拠点ー国立大学施設の充実について （大臣）」
官房文教施設部、平成１５年９月）の事例集を作成。大
学等に周知

（達成目標５ ５ ４）- -

⑧備考 知的基盤整備（①研究用材料、②計量標準、③計測方法・機器等、④データベース）関連の
目標は、関係各府省庁が連携して達成すべきものである。文部科学省においても、知的基盤整
整備（特に、①研究用材料、③計測方法・機器、④データベース）を進めていくべきものであ
る。



基
本
目
標

独
創
的
・
先
端
的
な
研
究
開
発
を
進
め
る
た
め
、
施
設
整
備
は
も
と
よ
り
、
知
的
基
盤
（
①
研

究
用
材
料
、
②
軽
量
標
準
、
③
計
測
方
法
・
機
器
等
、
④
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
研
究
情
報
基
盤
な
ど
の
研
究
開

発
基
盤
の
整
備
を
図
る
。

↓
一
定
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
一
部
に
つ
い
て
は
想
定
ど
お
り
達
成
で
き
な
か
っ
た

スーパーSINETの整備
国立情報学研究所運営費交付金

６，８００百万円の内数

「老朽化した施設の改善」の
進捗にやや遅れが見られるも
のの、「大学院施設」や「卓
越した研究拠点」等の整備な
どが進んだことから、全体的
には大学の多様な研究活動を
支える施設環境基盤の整備・
充実が概ね順調に進んだ。

＜達成目標５－５－１＞

２０１０年を目途に、知的基盤整備計画（科学技術・学術審議
会阿部前会長より遠山大臣に平成１３年８月３０日に答申）に
記載された重点的に整備する知的基盤（①研究用材料（微生
物等の生物遺伝資源等）、②計量標準、③計測方法・機器等、
④データベース）の整備について、⑥指標に示されているよう
な整備目標を達成する。

→平成1５年度は、 研究材料数、計量標準の整備数、材料物
性データベースのデータ数は増加し、一定の成果があがって
いるが、特にライフサイエンス分野の多くの計測方法・機器に
ついて海外依存度が高く、一部について想定どおり達成でき
なかった

＜達成目標５－５－２＞

多様な物質・材料の構造解析をはじめとして、従来の光源では
達成できない未踏の科学技術領域の開拓に寄与する施設であ
る大型共同利用施設（SPring-8：Ｓｕｐｅｒ Ｐｈｏｔｏｎ ｒｉｎｇ ８ＧｅＶ

の略称）の共用利用をさらに促進し、優れた研究成果を社会に
還元するため、施設整備等を進め、利用者数が前年度に比べ
て拡大するよう運用を図る。

→平成1５年度は、利用者数も更に拡大しており、一定の成果
があがっているが、一部については想定どおり達成できなかっ
た

＜達成目標５－５－３＞

観測実験・シミュレーション等で大容量のデータを扱い、超高
速・広帯域のネットワークを必要とする高エネルギー・核融合科
学をはじめとする先端分野の研究を一層推進するため、先端
的研究機関を最速10Gbpsの回線で接続する超高速研究ネット
ワーク（スーパーSINET）のノード（接続拠点）数を平成15年度
までに28機関において整備し、さらに順次拡充する。

→ノード（接続拠点）を平成１６年３月までに２８機関において整
備しており、想定どおりに達成

施策目標５－５（研究開発基盤の整備）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

＜達成目標５－５－４＞

世界水準の教育研究成果の確保を目指し、国立大学等施設緊
急整備５ヵ年計画に基づき、約６００万㎡の国立大学等の施設
整備を重点的・計画的に行う。

→平成1５年度は、全体計画の約55％に達しており、 一定の成
果があがっているが、一部については想定どおり達成できな
かった

高度な研究を支える情報科学
技術を活用した基盤の高度化、
高機能化の実現を図った。

産業界による施設の利用は着
実に増加しているが、一層の
産業界の利用割合の向上も望
まれる。今後も利用者数の更
なる拡大を図るため、利用者
の多様なニーズに応えること
ができる施設・設備の整備を
継続していくことが必要であ
る。

研究者の研究開発基盤、さら
には広く経済社会活動を安定
的に支える知的基盤の整備は
概ね順調に進んでいるが、国
内市場における国内企業の
シェアが低い先端計測分析技
術・機器については、引き続
き開発を強化することが必要
である。

ナショナルバイオ
リソースプロジェクト

４，０００百万円

タンパク３０００プロジェクト
９，５００百万円

バイオインフォマティクス
推進センターの整備運営

２，０００百万円

SPring-8の共用の促進
11,242百万円

NIMS物質・材料データ

ベース整備

ＰＦＩ事業の実施

報告書による啓蒙

地財特法の規制緩和措置

国立学校施設整備事業
施設整備費：

107,400百万円の内数

12
９

（
施

策
目

標
５

－
５

）



①上位の政策名 政策目標５ 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

②施策名 施策目標５－６ 科学技術活動の国際化の推進

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局国際交流官 （国際交流官：平下文康）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標５－６ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
国際的な取組が必要とされている研究を国際協力プロジェクトとし

て推進するとともに、研究成果等の積極的な海外発信を行い、我が国
の科学技術活動を認知させる。また、研究者国際交流を促進するとと
もに、国内の研究環境を国際化する。

達成目標５ ６ １（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗- - 13 17
地球規模の問題の解決を目指した研究や国際的な取組が必要となる

基礎研究等について、国際協力プロジェクトを推進する。

達成目標５ ６ ２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗- - 13 17
研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、研究水準を

世界に発信するため、海外で開催される国際会議等で研究発表を行う
研究者の派遣を拡充する。

達成目標５ ６ ３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがって- - 13 17
研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、研究水準を いるが、一部について

世界に発信するため、我が国の主導により開催する国際会議に対する は想定どおり達成でき
支援を拡充する。 なかった

達成目標５ ６ ４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗- - 13 17
研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するため、外

国人研究者の受入れを拡充する。また、帰国後も我が国との関係を維
持・発展させるための様々な取組みを充実させる。

達成目標５ ６ ５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗- - 13 17
研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するため、海

外の優れた研究機関で研究する経験を積めるよう日本人研究者の派遣
を拡充する。

⑤ 各達成目標の 達成目標５－６－１
現 達成度合い又 平成 年度は、地球規模問題の解決を目指した研究や国際的な取組が必要となる基礎研究15
状 は進捗状況 等については、国際機関会合、各国との科学技術協力協定下の合同委員会等の政府間会合にお
の （達成年度が いて、重点協力分野、共同研究プロジェクト等について確認、合意し、重要な課題については
分 到来した達成 機動的に実施されているなど、順調に進められている。
析 目標について 具体的には、科学技術振興調整費の「政府間合意等に基づく重要課題協力の機動的推進」の
と は総括） 課題において、例えば、平成１５年６月に開催された ８エビアン・サミットにおいて、地G
今 球観測に関する国際協力を強化することを目的に、地球観測システムの構築や途上国への能力
後 開発等を内容とする実施計画を、平成１６年の東京閣僚会合（小泉総理が開催を提案）にて策

定する旨合意された。これを受け、観測と研究を統合したグローバルな地球観測計画を立案す
るため、世界の主要な実施機関の代表及び研究者による世界会議を開催された。また、平成１
５年１０月に開催された日中韓首脳会談、ＡＰＥＣ首脳会談において協力の強化が合意された
ＳＡＲＳに関し、中国との間で国際ワークショップの開催、来年度の本格的な研究に向けた事
前調査等を行い、治療薬の開発を行うための研究戦略を策定する取組が行われた。

達成目標５－６－２
平成 年度の進捗状況は、文部科学省の支援により海外で開催される学術的な国際研究集15

会への派遣人数は、下記指標１のとおり増加傾向であるため、概ね順調に進捗している。

達成目標５－６－３
平成 年度の進捗状況は、文部科学省の支援により、国立大学等の主導で開催する国際会15

議シンポジウムの開催件数は、下記指標２のとおり同程度で推移しており、また、日本学術振
興会の若手研究者を対象としたセミナー等の実施とあわせ、多面的に実施しているため、一定
の成果はあがっているが、一部については想定どおり達成できなかった。

達成目標５－６－４
平成 年度の進捗状況は、下記指標３のとおり外国人研究者の受入は増加傾向であり、下15

記指標４のとおり外国人特別研究員制度（日本学術振興会）の受入人数においても増加傾向で
あるため、概ね順調に進捗している。また、外国人特別研究員制度については、終了後のネッ
トワーク形成・維持にかかる取組みとして、連絡先の確保、 会の設立準備・設立に着手しOB
ている。

（施策目標５－６）130



達成目標５－６－５
平成 年度の進捗状況は、下記指標５のとおり海外への研究者の派遣は増加傾向であり、15

下記指標６のとおり海外特別研究員制度（日本学術振興会）の派遣人数においても増加傾向で
あるため、概ね順調に進捗している。

施策目標（基 平成 年度の基本目標の達成に向けての進捗状況は、達成目標５－６－１により、政府間15
本目標）の達 合意プロジェクトを機動的に支援できるようになり、我が国の主導による国際協力活動の展開
成度合い又は が可能になった。また、達成目標５－６－２～３により、国際会議を通じた研究成果の発表機
進捗状況 会が拡充され、国際的な情報発信力が強化された。さらに、達成目標５－６－２～５により、

外国人研究者や海外経験を積んだ日本人研究者の増加による、国内の研究環境の国際化が進ん
だ。以上のことより、各達成目標に向けて施策が概ね順調に進捗している。

今後の課題 達成目標５－６－２、５－６－３関係
（達成目標等 優秀な研究人材確保のため、国際的な研究交流を通じて我が国の研究人材を養成していくこ
の追加・修正 とが求められている。そのため、今後は、若手研究者が中心となって実施する国際会議等の開
及びその理由 催支援等を充実する必要がある。
を含む）

達成目標５－６－１～５
個々の研究者による取組みだけでなく、国立大学の法人化等を契機として、大学が大学全体

として組織的に取組むことが期待されている。

以上の他、従来の「国際化の推進」から政策概念を発展させた「国際展開の戦略的推進」が
必要になっている。このようななか、研究開発活動が活発化しており、近い将来科学技術の急
速な成長が見込まれる中国、韓国等のアジア諸国との間で、科学技術・学術分野のパートナー
シップの強化が急務である。

評価 結 果の 達成目標５－６－２、５－６－３関係
年度以降 国際的な研究交流を通じた研究人材の養成・確保の重要性を鑑み、若手を対象とした国際会16

の政策への反 議の開催等を中心に評価できるようにするため、１６年度から新たな達成目標５－６－３に修
映方針 正・統合する予定。

達成目標５－６－１～５
大学全体として組織的な新しい国際展開推進システムの構築を目指す計画について定める国

際展開戦略を策定し、実施する取組みのうち、優れたものについて、他大学の創意工夫ある自
主的な検討を促す参考例とすべく支援する取組みを平成１７年度より実施する。これにより、
大学における国際展開の取組みが大学全体として組織的に実施され、総合的に強化されること
から、国際協力プロジェクトの実施、海外で開催される国際会議等で研究発表を行う研究者の
派遣、我が国の主導により開催する国際会議、外国人研究者の受入れ、日本人研究者の海外派
遣の全ての一層の推進を目指す。

以上の他、施策目標５－６「科学技術活動の国際化の推進」についても、国際展開の戦略的
推進を目指す施策目標に修正する予定。これに加え、アジアにおいては、これまでの施策の効
果を維持しつつ、特に中国、韓国等と、地域に特有の研究課題についての協力や若手人材の交
流の促進を図るなど、平成１７年度からアジア・パートナーシップ強化プログラムを実施し、
新たな達成目標を追加する予定。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

１ 国際研究集会派遣研究員による海外で開 ５９８ ６４７ ６６０ ６８６ ７０４
催される国際会議への派遣人数※１
（達成目標５－６－２関係）

２ 文部科学省が支援する国際シンポジウム １０１ ９９ １０１ ９８ １０１
の件数※１
（達成目標５－６－３関係）

３ 研究者国際交流状況調査（受入）※２ 22,078 29,586 30,067 30,116 今後
（達成目標５－６－４関係） 調査

４ 外国人特別研究員制度 日本学術振興会 1,240 1,225 1,340 1,711 1,802（ ）
による受入人数 ※３

５ 研究者国際交流状況調査（派遣）※２ 94,217 112,372 103,204 115,833 今後
（達成目標５－６－５関係） 調査

６ 海外特別研究員制度（日本学術振興会） ２００ ２２５ ２２８ ２５０ ２６３
による派遣人数 ※３

参考指標 科学技術協力協定を締結している国数 １９ ２０ ３２ ３８ ４０

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

国際研究交流促進 国際的重要課題に機動的に対応し、政府間合意の円滑 百万円1,020
事業（国際的重要 な実現を図るため、関係府省等との連携の下に、国際 運営費交付金中

（施策目標５－６）131



（施策目標５－６）132

課題への機動的対 会議の開催、国際共同研究の実施、専門家の派遣等を の推計額、充当
応） 有機的に実施するシステムを形成。 見込額を含む

多国間交流ネット 学術研究の国際的展開等に対応するため、多国間研究 百万円458
ワーク事業 交流を推進する枠組みを形成。 運営費交付金中

の推計額を含む

外国人研究者との 第一級の研究者による未発表の研究成果についての講 百万円102
クローズドセミナ 演や、集中的な討論を行う合宿形式のセミナーを、米 運営費交付金中
ーの実施 ・欧州・アジア等と共同開催。 の推計額を含む

国際研究集会派遣 我が国の研究者を海外で開催される国際研究集会に派 百万円277
研究員 遣する。

国際シンポジウム 国立大学等における国際交流を活発化し、研究水準の 百万円384
開催経費 向上を図るため、国立大学等が世界の研究者を招いて

行う国際シンポジウムの開催を推進する。

外国人特別研究員 我が国の研究水準の向上及び研究環境の国際化を図る 百万円6,840
制度 ため、優秀な若手外国人研究者を我が国の大学・研究 運営費交付金中

機関等に受入れ、共同研究に従事する機会を提供。 の推計額を含む

海外特別研究員制 海外に通用する優れた研究者を養成するため、我が国 百万円1,507
度 の優れた若手研究者を海外の大学等研究機関で２年間 運営費交付金中

研究に専念させる。 の推計額を含む

⑧備考 ※１ 競争的資金によるものを除く
※２ 試験研究機関等及び国立高専を平成１２年度より調査対象に追加
※３ 前年度以前からの継続者及び当該年度新規採択者の合計人数
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研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、
研究水準を世界に発信するため、海外で開催される国際
会議等で研究発表を行う研究者の派遣を拡充する。

→派遣人数が増加傾向であるため、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－６－２＞

地球規模の問題の解決を目指した研究や国際的な取組が必要
となる基礎研究等について、国際協力プロジェクトを推進する。

→政府間合意に基づく重要な国際協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（SARS、
地球観測等）を機動的に開始しており、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－６－１＞

＜達成目標５－６－３＞

研究者間のネットワークを構築し、我が国の研究成果、
研究水準を世界に発信するため、我が国の主導により開
催する国際会議に対する支援を拡充する。

→国立大学等の主導で開催する国際会議シンポジウムの
開催件数は横ばいであるが、日本学術振興会による若手
研究者を対象としたセミナー等、多面的に実施しており、
一定の成果があがっているが、一部については想定どおりに
は達成できていない。

＜達成目標５－６－４＞

研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するた
め、外国人研究者の受入れを拡充する。

→外国人研究者の受入人数、及び外国人特別研究員制度
の受入人数が増加傾向であるため、概ね順調に進捗。

＜達成目標５－６－５＞

研究者国際交流を促進し、我が国の研究環境を国際化するた
め、海外の優れた研究機関で研究する経験を積めるよう日本
人研究者の派遣を拡充する。

→海外への研究者の派遣、及び海外特別研究員制度の派
遣人数が増加傾向であるため、概ね順調に進捗。

国際シンポジウム開催経費
３８４百万円

外国人特別研究員事業
（独立行政法人日本学術振興会運
営費交付金の一部）
６，８４０百万円運営費交付金中の
推計額を含む

海外特別研究員事業
（独立行政法人日本学術振興会運
営費交付金の一部）
１，５０７百万円運営費交付金中の
推計額を含む

国際研究集会派遣研究員

２７７百万円

国際研究交流促進事業（国際的重
要課題への機動的対応）

多国間交流ネットワーク事業

政府間合意等に基づく重要課題
協力の機動的推進（科学技術振
興調整費）、戦略的国際科学技
術協力推進事業（独立行政法人
科学技術振興機構運営費交付
金の一部）
１，０２０百万円運営費交付金中
の推計額、充当見込額を含む

拠点大学交流事業
先端研究ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業
（独立行政法人日本学術振興会
運営費交付金の一部）
４５８百万円運営費交付金中の
推計額を含む
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①上位の政策名 政策目標６ 科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革

②施策名 施策目標６－１ 産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進

③主管課 （主管課）研究振興局 研究環境・産業連携課（課長：田中 敏）
及び関係課 （関係課）科学技術・学術政策局 調査調整課 科学技術振興調整費室（室長：増子 宏）

（課長名）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標６－１ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ12 22
産学官連携を強化するとともに、大学における知的財産の創出を刺激 ているが、一部につ

・活性化し、大学発の研究成果の産業化を拡充することにより、研究成 いては想定どおり達
果の社会還元を実現する。 成できなかった

達成目標６－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 進捗にやや遅れがみ12 22
大学発特許取得数を１０年間で１５倍に増加する。 られる

※国立大学法人化を踏ま

え特許の取扱いが変わる

ことを考慮

達成目標６－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 進捗にやや遅れがみ12 17
大学発特許実施件数を５年後に１０倍に増加する。 られる

※国立大学法人化を踏ま

え特許の取扱いが変わる

ことを考慮

達成目標６－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ14 19
大学等の産学官連携、知的財産、技術経営（ＭＯＴ）に係る専門知識 ているが、一部につ

や経験を有する人材を５年後に５倍に増加する。 いては想定どおり達
成できなかった

⑤ 各達成目標の 達成目標６－１－１
現 達成度合い 科学技術振興機構による技術移転事業等の各種施策の推進にともない、大学における特許取
状 （達成年度が 得件数については年々増加している状況である。現状の特許取得件数（３１２件）から判断し
の 到来した達成 て、１０年間で８８×１５＝１３２０件の目標達成度に対して、必ずしも順調であるとはいえ
分 目標について ない。なお、国立大学における特許等知的財産の取扱いについては、平成 年度からの国立16
析 は総括） 大学法人化を契機に原則個人帰属から原則機関帰属に転換することや、戦略的かつ組織的な知
と 的財産の創出・管理・活用をはかる大学知的財産本部整備事業等の推進により、件数は更に増
今 加する見込みであるが、上記の知的財産の機関帰属化を徹底するために、特許出願支援の充実
後 を図ることが必要である。

達成目標６－１－２
大学発ベンチャー創出推進事業やマッチングファンドによる共同研究推進等の研究費助成制

度の推進や技術支援機関（ ）の支援の増加等に伴い、増加傾向にある。現状の特許実施件TLO
数（５３１件）から判断して、５年間で１０５×１０＝１０５０件の目標達成度に対する進捗
状況は遅れている。なお、国立大学における特許等知的財産の取扱いについては、平成 年16
度からの国立大学法人化を契機に原則個人帰属から原則機関帰属に転換することや、戦略的か
つ組織的な知的財産の創出・管理・活用をはかる大学知的財産本部整備事業等の推進により、
件数は更に増加する見込みであるが、大学研究成果の技術移転を加速するため、大学シーズと
企業ニーズのマッチングを促進するための施策の充実を図ることが必要である。

達成目標６－１－３
目利き人材養成プラグラム、知的財産の専門人材育成ユニットの本格的な実施により、産学

官連携等の専門知識を有する人材の育成数は着実に増加。産学官連携コーディネーターについ
ても、前年度と同数を確保。昨年度の 倍、達成目標の 割に当たる人材を確保・養成してお2 4
り、現状の専門人材の育成・確保数（４４１件）から判断して、５年間で２１６×５＝１０８

。 、 （ ）０件の目標達成度に対して想定とおり達成していると考えられる しかし 技術経営 ＭＯＴ
、 、人材の育成という観点からみると 現在行っている目利き人材育成プログラムにおける内容は

技術経営（ＭＯＴ）に関する一般知識の習得に留まるものとなっているため、実践的に活躍で
きるＭＯＴ人材の育成をするための施策を講じる必要がある。

基本目標達成 平成 年度の基本目標の進捗状況については、特許取得件数及び特許実施件数の達成度合14
に向けての進 いにやや遅れがみられるものの、国立大学における特許等知的財産の取扱いが、平成 年度16
捗状況 からの国立大学法人化を契機に原則個人帰属から原則機関帰属に転換することや大学における

特許等を戦略的に活用する体制が整備されること等を前提に更に増加が見込まれるところ。
また、大学等の産学官連携、知的財産等に係る専門知識や経験を有する人材については、当

初想定していた水準を維持しているといえるが、ＭＯＴ人材については、育成の内容が一般知
識の習得に留まるものであり、質的に十分であるとはいえない状況である。

以上を総合的に勘案して、基本目標全体としては、一定の成果は上がっているが、一部につ
いては想定どおりには達成できていないと判断する。

今後の課題 平成 年度からの国立大学法人化を踏まえた知的財産の原則個人帰属から原則機関帰属へ16
（達成目標等 の転換が円滑に行われるよう文部科学省として大学における知的財産の戦略的活用体制構築に
の追加・修正 向けた取組を適切に後押していくことが重要。大学等の産学官連携、知的財産等、に係る専門

（施策目標６－１）134



及びその理由 知識や経験を有する人材数は、概ね順調に増加しているものの、特にＭＯＴ人材については、
を含む） 現状において質的に十分であるとはいえない。このため、大学と産業界が密接に協力し、産業

界の有する実社会での生きた経験と実践例に基づき、大学の有する知見・分析力・アイデア・
教育環境を活用し、生きたケーススタディー教材を開発し、講義・演習を行うことにより、Ｍ
ＯＴに関する即戦力人材の育成・確保を図ることが必要である。

評価結果の16 平成 年度からの国立大学法人化を踏まえた知的財産の原則機関帰属への円滑な転換や大16
年度以降の政 学等の知的財産の活用を促進するため、大学等に知的財産本部を整備する取組を平成 年度16
策への反映方 も引き続き実施する。また、大学の研究成果の特許化を促進するため、海外特許費用の支援を
針 強化する。さらに、目利き人材養成プログラムや、産学官連携コーディネーターの確保の充実

を図っていくとともに、平成１７年度予算概算要求において、産学連携によるＭＯＴ人材育成
プロジェクトに必要な経費を新たに要求する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

88 144 182 312国立大学における特許取得件数 －
注１）（達成目標６－１－１関係）

105 231 349 531大学等発研究成果に基づく特許の実施件数 －
( ) ( ) ) )（達成目標６－１－２関係） 注２） ( (16TLO 25TLO TLO TLO31 36

216 441知的財産・産学官連携専門人材の確保・養成人数 － － －
注３）（達成目標６－１－３関係）

参考指標 大学発ベンチャー企業件数 集計中注４） 48 100 105 135

3,129 4,029 5,264 6,767 8,023国立大学等の民間等との共同研究件数

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

産学官共同研究の 経済社会ニーズに対応した産学官の共同研究を効果的に 百万円4,300
効果的な推進（科 促進するため、民間企業が自らの研究資金を活用し、大
学技術振興調整費 学、独立行政法人等の研究開発期間と共同で研究を行う）

場合に、当該研究開発機関に対してその分担に応じた経（達成目標６ １ １、- -
費を助成する仕組みを導入し、大学、独立行政法人等の達成目標６ １ ２）- -
研究開発機関の研究シーズと民間企業の研究ニーズの積
極的なマッチングを推進する。

大学発ベンチャー 大学等の優れた研究成果を企業化に結びつけるために必 百万円2,289
創出推進のための 要な「基礎研究」から「企業化」の間の研究開発資金に （運営費交付金
事業 ついて、リスクが高いことから十分な支援が行われてい を含む）

ない現状を脱却するため、ベンチャー企業の創出・事業（達成目標６ １ １、- -
展開に必要な研究開発を一貫して支援達成目標６ １ ２）- -

大学知的財産本部 大学において知的財産の創出・保護・活用を戦略的に実 百万円2,415
整備事業 施するための体制整備を図る
（達成目標６ １ １、- -

達成目標６ １ ２）- -

技術移転支援セン 大学等の研究成果の特許化等に必要な経費を支援すると 百万円1,562
（ ）ター事業 ともに、目利き（産学官連携、知的財産・ＭＯＴ（技術 運営費交付金

経営 ）人材養成等を行う（達成目標６ １ １、- - ）
達成目標６ １ ２、- -
達成目標６ １ ３）- -

新興分野人材育成 知的財産について専門的知識を有する人材を戦略的に養 百万円3,210
（知的財産 （科学 成するため、大学院修士相当人材養成及び社会人に対す の内数）
技術振興調整費） る再教育を行うユニットの設置を支援
（達成目標６ １ ３）- -

産学官連携支援事 大学等公的研究機関の産学官連携基盤の強化を図るため 百万円1,356
業 に、産学官連携を推進する際に不可欠な各種専門知識を

有する人材（産学官連携コーディネーター）を、大学等（達成目標６ １ ３）- -
のニーズに対応して配置

⑧備考 注１）平成１６年度からの国立大学法人化以降は原則機関帰属となることからカウント対象が
それまでの国有特許から機関特許に変更されることに留意。

注２）実施件数とは、特許の使用等について,企業と契約を結んでいる件数をいう。なお、平
成１６年度からの国立大学法人化以降はそれまでのTLO関連件数からTLOを含む大学法人
件数に変更されることに留意。

注３）科学技術振興機構の人材養成プログラム参加者、産学官連携コーディネーター、科学技
術振興調整費新興分野人材養成（知的財産）ユニットにおける養成者の合計。

注４）筑波大学等による調査
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施策目標６－１（産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進）
平成１５年度の実績評価の結果の概要
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産学官共同研究の効果的な
推進（科学技術振興調整費）
４，３００百万円

大学発ベンチャー創出推進の
ための事業
２，２８９百万円（運営費交付
金を含む）

大学知的財産本部整備事業
・大学の知的財産の創出・管

理・活用体制の整備
２，４１５百万円

産学官連携支援事業
・産学官連携コーディネーター

を大学等に配置
１，３５６百万円

新振興分野人材養成（知的財
産）（科学技術振興調整費）
３，２１０百万円

技術移転支援センター事業
・特許出願等経費の支援
・目利き人材育成研修の実施
１，５６２百万円（運営費交付
金）

大学発特許取得件数や
大学発特許実施件数の
増加により、大学研究成
果の社会還元が促進され
た。なお、平成１５年度よ
り大学知的財産本部の整
備を開始したことや、平成
１６年度からの国立大学
法人化を契機に大学の研
究成果が原則機関帰属
に転換することから、特許
出願・実施件数は更に増
加することが見込まれる。

産学官連携や知的財産
等に係る専門人材を育成
するとともに、産学官連携
コーディネーターを大学
等に配置すること等によ
り、産学官の共同研究、
大学研究成果の民間企
業への技術移転、大学発
ベンチャーの創出等が促
進された。

＜達成目標６－１－１＞

大学発特許取得件数を１０年間で１５倍に
増加する。

→平成１５年度の大学発の特許取得件数
は、平成１２年度実績と比較して約３．５
倍であり、進捗にやや遅れが見られる。

＜達成目標６－１－２＞

大学発特許実施件数を５年後で１０倍に
増加する。

→平成１５年度の大学発の特許実施件数
は、平成１２年度実績と比較して約５．１
倍であり、進捗にやや遅れが見られる。

＜達成目標６－１－３＞

大学等の産学官連携、知的財産、技術
経営（ＭＯＴ）に係る専門知識や経験を
有する人材を５年後に５倍に増加する。

→平成１５年度の産学官連携等の専門
人材は、平成１２年度実績と比較して約
２．０倍であるが、ＭＯＴ人材育成に関し
ては質的に不十分な点があるため、一
定の成果が上がっているが、一部につ
いては想定どおりに達成できていないと
いえる。

1
3
6
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①上位の政策名 政策目標６ 科学技術と新しい関係の構築を目指したシステム改革

②施策名 施策目標６－２ 地域における科学技術振興のための環境整備

③主管課 （主管課）科学技術・学術政策局基盤政策課地域科学技術振興室（室長：田口康）
及び関係課 （関係課） 研究振興局研究環境・産業連携課（課長：田中敏）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標６－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
地域の研究開発に関する資源やポテンシャルの活用や地域における科

学技術振興のための環境整備を行うことにより、我が国の科学技術の高 概ね順調に進捗
度化・多様化、ひいては当該地域における革新技術・新産業の創出を通
じた我が国経済の活性化を図る。

達成目標６－２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、知的クラスターを１０拠点程度育成する。 概ね順調に進捗18

達成目標６－２－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、産学官連携の拠点となるエリアを１５～２０ヶ 概ね順調に進捗18

所程度育成する。

達成目標６－２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、各事業を通じた大学等の産学官連携による研究 概ね順調に進捗18

開発を３割程度増加させる。

達成目標６－２－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、地域施策を通じた大学等の特許権の出願件数を 想定した以上に達成18

３割程度増加させる。

達成目標６－２－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
知的クラスター創成事業の実施地域で産業クラスターとの合同成果発 想定どおり達成

表会等を毎年開催する。

達成目標６－２－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、知的クラスター創成事業や都市エリア事業にお 概ね順調に進捗18

ける参加企業を増加させる。

達成目標６－２－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 18
平成 年度までに、すべての都道府県、政令指定都市が独自の科学 概ね順調に進捗18

技術政策大綱や方針を策定するように促す。

⑤ 各達成目標の 達成目標６－２－１
現 達成度合い又 平成 年度から開始した知的クラスター創成事業は、 年度において実施地域を１２地域14 15
状 は進捗状況 から 地域へと拡大するなか、各地域の事業に参画する企業 増加に加え、地域独自の研究15 の
の （達成年度が 成果から革新技術・新産業が生まれ始める等、国際競争力のある技術革新のための集積の形成
分 到来した達成 が着実に進捗してきている。
析 目標について
と は総括） 達成目標６－２－２
今 平成 年度から開始した都市エリア産学官連携促進事業は、各地域が自主的に策定した計14

15後 画に基づき 産学官の基盤整備 共同研究及び 研究成果育成事業の推進等に取り組んでおり、 、 、 、
の 年度における共同研究参加企業数、特許出願数等が増加するなど、概ね順調に進捗している。
課
題 達成目標６－２－３

年度産学官共同研究数については現在集計中だが、知的クラスター創成事業及び都市エ15
リア産学官連携促進事業が開始した平成１４年度に、産学官共同研究数は確実に増加している
など、各事業を通じて、大学等の産学官連携による共同研究開発は概ね順調に進捗してきてい
る。

達成目標６－２－４
年度開始当初の知的クラスター創成事業及び都市エリア産学官連携事業によって生じた14

特許件数と比較して、 年目である 年度の特許出願件数は３倍以上に増加しており、想定2 15
以上に増加している。

達成目標６－２－５
知的クラスター創成事業等と産業クラスター計画との合同成果発表会は、各地において、毎

年度実施されており、想定どおり達成できている。

達成目標６－２－６
平成１４年度における共同研究参加企業数に比べて、２年目である平成１５年度での参加企

業数は着実に増加しており、概ね順調に進捗しているといえる。
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達成目標６－２－７
平成１５年度に全都道府県が策定したことに加え、多くの政令指定都市も着々と科学技術政

策大綱や方針を策定し始め、昨年よりも策定が進んでいる。

施策目標（基 上記にあげた各目標の達成を通じて、研究開発能力の向上や産学官連携活動の体制整備が図
本目標）の達 られるとともに、地域における地方自治体、民間団体、大学等による革新技術・新産業の創出
成度合い又は につながるような独自の取組が展開されつつあることから、知的クラスター創成事業、都市エ
進捗状況 リア産学官連携促進事業等の地域事業により、基本目標の達成に向け、概ね順調に進捗してき

ていると言える。

今後の課題 １．地域科学技術施策推進委員会（科学技術・学術政策局長の私的諮問機関、座長：末松安晴
（達成目標等 国立情報学研究所長）において、平成１６年度政府予算案も踏まえ、知的クラスター創成事
の追加・修正 業の試行３地域を本格実施へ移行することが適当であるとするとともに、都市エリア産学官
及びその理由 連携促進事業の実施地域として新規に９地域を採択することが適当であるとした。
を含む）

２．同委員会においては、これまでの施策について評価を行うとともに、各地域に対する調査
を踏まえ、当面取り組むべき施策について報告書がとりまとめられた。その結果、以下のよ
うな課題が挙げられ、地域の主体性を重視しつつ、国としてこれらの課題に取り組んでいく
必要があるとされている。
①関係府省（特に産業クラスター計画）との連携の一層の強化
②クラスター形成活動のネットワーク化、広域化
③コーディネート活動の支援
④人材の育成・確保
⑤クラスター形成に向けた地域の国際的な活動の支援
⑥知的クラスター創成事業の平成１４年度開始１２地域の評価とその反映
⑦都市エリア産学官連携促進事業の平成１６年度終了地域の評価と今後の支援

３ 「安全・安心な社会の構築に資する科学技術政策に関する懇談会」報告書において 「安全． 、
・安心」に係る問題への対処のためには、地方自治体や地域コミュニティとの連携が重要で
ある等が指摘されるなど、地域科学技術振興の柱の一つとして「安全・安心」分野への対応
が求められている。

評価 結 果の １．平成１６年度より、知的クラスター創成事業の試行地域３地域を本格実施へ移行するとと
年度以降 もに、都市エリア産学官連携促進事業の実施地域として新たに９地域を採択し事業を実施し16

の政策への反 た。
映方針

２．上記 ①～⑦の課題に対処するため、平成１７年度以降、次の施策を講じていく。2.
①「政策群（科学技術駆動型の地域経済活性化 」を踏まえ、関係府省連絡会の開催、地域）
の推進協議会の活動強化等を通じた新たな連携プロジェクトを実施

②全国レベルのフォーラム等の開催、クラスター間の連携プロジェクトの実施 等
③ＪＳＴの研究成果活用プラザを通じたコーディネーター支援及び企業化研究開発資金確保
④知的クラスター創成事業等による長期インターンシップの実施、ＭＯＴ講座の開催等地域

の産学官連携人材育成のための支援、地域における理解増進活動との連携、
⑤地域のイニシアティヴによる国際交流促進
⑥中間評価結果を受けた計画の見直し及び資金の傾斜配分
⑦競争的環境の下、評価結果及び事業内容に応じた支援の継続

３．都市エリア産学官連携促進事業において、地域に密着した「安全・安心」に係るテーマを
積極的に実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

知的クラスター創成事業実施拠点数 ― ― ― １２ １５

都市エリア産学官連携促進事業実施拠点数 ― ― ― １９ ２８
（達成目標６－２－２関係）

3,129 4,029 5,264 6,767 集計中産学官共同研究実施件数※１
（達成目標６－２－３関係）

特許出願数 ※２
（達成目標６－２－４関係） ― ― ― １２６ ４０２

―
知的クラスターと産業クラスタの合同会合数 ― ― ― １４ １９
（達成目標６－２－５関係）

知的クラスター創成事業と都市エリア産学官連携
促進事業における参加企業数 ― ― ― ３８６ ４３３
（達成目標６－２－６関係）

都道府県、政令指定都市における科学技術大綱等 ４０ ４４ ４６ ５０ ５３
の策定数
（達成目標６－２－７関係）※３
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平成15年度⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要
（上位達成目標） 予 算 額

知的クラスター創 地方自治体の主体性を重視し、知的創造の拠点たる大
成事業 学、公的研究機関等を核とし、関連研究機関、研究開発 百万円6,900

型企業等による国際的な競争力のある技術革新のための
集積（知的クラスター）の創成を目指す。 （１地域あ
たり年間約５億円＊５年間）

都市エリア産学官 地域の個性発揮を重視して、大学等の「知恵」を活用
連携促進事業 し新技術シーズを生み出し、新規事業等の創出、研究開 百万円3,100

発型の地域産業の育成等を目指す （１地域あたり年間。
約１億円×３年間）

⑧備考 ※１ 産学官共同研究数は、国立大学等と民間等との共同研究の実施件数
※２ 知的クラスター創成事業と都市エリア産学官連携促進促進事業から生じた研究の特許の

みを対象。
※３ 平成１６年度４月現在の都道府県、政令指定都市の数は６０。



施策目標６－２ 地域における科学技術振興のための環境整備
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達成目標 ６－２－３（平成１８年度達成）
各事業を通じた大学等の産学官連携による研究開発
を３割程度増加→概ね順調

達成目標 ６－２－４ （平成１８年度達成）
知的クラスター創成事業、都市エリア事業を通じた
大学等の特許権の出願件数の３割程度増加
→想定した以上に達成

達成目標 ６－２－５ （平成１８年度達成）
知的クラスター創成事業の実施地域で産業クラス
ターとの合同成果発表会を毎年開催→想定どおり達成

達成目標 ６－２－７（平成１８年度達成）
すべての都道府県、政令指定都市が独自の科学技
術政策大綱や方針の策定を促進→概ね順調

達成目標 ６－２－１（平成18年度達成）
知的クラスターを１０拠点程度育成
→概ね順調

達成目標 ６－２－２（平成18年度達成）
産学官連携の拠点となるエリアを１５～２０ヶ所
程度育成→概ね順調

達成目標 ６―２―６（平成18年度達成）
知的クラスター創成事業や都市エリア事業に
おける参加企業を増加→概ね順調

知的クラスター創成事業
6,900百万円

都市エリア産学官連携
促進事業

3,100百万円
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大学等を核とした
産学官連携

地域独自の科学技術
政策大綱や方針の策定
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①上位の政策名 政策目標 科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革

②施策名 施策目標６－３ 国民の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲得

（ ） （ ） （ ）③主管課 主管課 科学技術・学術政策局基盤政策課 課長：榊原裕二 ／計画官 計画官：川端和明
及び関係課 （関係課）生涯学習政策局社会教育課 （課長：竹下典行）

（課長名） 初等中等教育局教育課程課 （課長：常盤 豊）

④基本目標 達成度合い又は

基本目標６－３ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
理科・数学に重点を置いた教育課程の研究開発、実験・観察を重視し
た活動の推進及び学校と大学・研究機関等との効果的な連携方策や研究
者の業績発信等を推進し、児童生徒の科学的体験の機会を充実させると
ともに、これらについての知見を確立する。また、広く国民に向けたメ
ディアを活用した科学技術についての情報発信、科学館や科学系博物館
の活動強化を実現し、国民の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲
得を図る。

達成目標６－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
①理科・数学に重点を置いた教育課程の研究開発等を行うスーパーサ
イエンスハイスクールを指定し、その活動を支援することによって、理
科・数学教育について特色ある取組を推進し、成果の普及を図るととも
に、我が国の将来の科学技術を支える人材を育成する拠点のモデル形成
を図る。②都道府県単位のモデル地域を指定し、域内の小・中学校にお
いて、科学に対する知的好奇心や探究心、科学的な見方や考え方の育成
に取り組む科学技術・理科教育推進モデル事業を実施し、理数教育の充
実を図る取組を推進する。

達成目標６－３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
①大学、研究機関、民間企業等と学校、教育委員会の連携によって行
われる実験等の取組や教員研修を支援し、児童生徒が科学技術や研究者
・技術者に触れる機会を充実させるあり方の調査研究、②研究者の情報
発信等のあり方について知見を得る等の科学技術・理科についての学習
支援手法の調査研究、を行うサイエンス・パートナーシップ・プログラ
ムを推進する。

達成目標６－３－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
研究機関等における最先端の研究成果等を学習素材として活用し、先
進的な科学技術・理科教育用デジタル教材や学校等にこれらを提供する
ためのシステムを開発し、開発手法について公開する。また、開発した
デジタル教材を用いた学習活動について評価を実施する。希望する教員
や各地域において成果の活用を図る。

達成目標６－３－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
ＴＶメディアを活用した科学技術番組を開発し、その普及を推進する
こと、また、科学館等における先駆的な手法を用いた科学技術に関する
展示の開発を行うとともに、その活用を推進することにより、国民に科
学技術についてわかりやすく伝える。

達成目標６－３－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
最先端の科学技術及び科学技術の理解増進に関する内外への情報発信

及び交流のための拠点として、日本科学未来館の整備・運営を行う。運
営に当たっては、各年度当たり５０万人以上の来館者数を確保する。

達成目標６－３－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
科学技術行政についても、広く国民等の多様な意見を募集するととも

に、その過程の公正の確保と透明性の向上を図る。

⑤ 各達成目標の 達成目標６－３－１
現 達成度合い又 スーパーサイエンスハイスクールを平成１５年度までに計５２校指定した（平成１４年度に
状 は進捗状況 ２６校、平成１５年度に２６校 。各校において理科・数学に重点を置いた教育課程の研究開）
の （達成年度が 発等が行われている。また、各学校における研究の進捗状況については、報告書の分析、実地

、 、 。分 到来した達成 調査 教員や生徒の研究発表・交流会や連絡協議会等の実施を通じて その把握に努めている
析 目標について 現段階でも、指定校からの報告に基づいて判断すると、生徒の学習意欲の喚起、進路意識の明
と は総括） 確化、学力の向上等が顕著な施策効果として認められる。
今
後 達成目標６－３－２
の 平成１５年度のサイエンス・パートナーシップ・プログラムにおいては大学、研究機関等と
課 学校、教育委員会との間の連携推進のため４００件のテーマについて支援等を実施した。参加
題 した児童生徒からの評価は「また、このような授業があったら、参加したいと思いますか」と

の質問に７割が前向きな回答が得られており好評である他、他の大学の取組を参考に全学的に
本事業に取り組む大学が見られる等、事業は順調に推移している。また、事業の周知のため全
国４ヶ所で行った「理科大好きシンポジウム２００３」には、現場の教員や大学関係者等から

（施策目標６－３）141



約３３０人の参加者を得た。これらの結果、連携プログラムの公募に対する申請も内容的な充
実を見せている。また、研究者の人物面に焦点を置いた映像を用いた調査等情報発信等のあり
方等についても調査研究を行った。

達成目標６－３－３
平成１５年度にデジタル教材を１２教材開発し、調査研究等を実施した。平成１４年度に試

験運用を開始したデジタル教材を学校等に提供するためのシステムの「理科ねっとわーく」の
利用者登録数も伸びている。モニターの教員と共同研究機関（７機関）を対象にしたデジタル
教材と提供するためのシステムのあり方についてのデータ収集を行っているところ。

達成目標６－３－４
、 。平成１５年度に科学技術番組を２４８本作成し サイエンスチャンネル等において提供した

先駆的展示開発に当たっては、積極的に展示テーマに関係する機関の協力、研究者等の参画を
得て開発を進めた。

達成目標６－３－５
平成１３年７月に開館した日本科学未来館は、参加体験型の展示や、インタプリター（展示

）、 。 、解説員 ボランティア等の解説等により最先端の科学技術に関する情報発信を行った また
白川博士等の研究者による講演会等を実施するなど研究者と一般の方々との交流の場として日
本科学未来館を活用したほか、友の会、ボランティアの増加に努めた。以上のとおり様々な活
動を推進し、平成１５年度は入館者が約６２万人に達した。

達成目標６－３－６
文部科学省ホームページのデザインが更新され、より見やすくよりわかりやすく情報を発信

できる体制が整えられた。文部科学省ホームページでは文部科学広報や各種審議会等の開催案
内 議事内容などの情報や 科学技術振興調整費で実施されている研究課題の成果を報じた 科、 、 「
学技術振興調整費ニュース」などによって研究開発の成果を掲載しており積極的に情報を発信
している。また文部科学省ホームページにおいてパブリックコメント、意見募集として広く国
民の多様な意見を募集している。

施策目標（基 平成１５年度の基本目標の達成度合いについては、各達成目標の達成度合いは概ね想定した
本目標）の達 範囲であったこと、既に着手している平成１６年度のサイエンスパートナーシッププログラム
成度合い又は の公募申請のうち、有識者会議において採択可能な件数が顕著に増加する等、学校、教育委員
進捗状況 会における各取組の認知も向上し、平成１６年度以降、各地域におけるさらなる施策の展開が

期待できることから、十分と判断。

今後の課題 各達成目標について、推進評価会議等を設置して実施している取組については、平成１５年
（達成目標等 度の成果を踏まえ、例えばスーパーサイエンスハイスクールについては実施校からのヒアリン
の追加・修正 グ調査等を踏まえると指定期間を長期化することでより効果的な取組が可能になると考えられ
及びその理由 ることから、５年間に指定を長期化する等人材育成施策としてより充実する等改善すべき点を
を含む） 明確にして推進する。また、科学技術振興機構において実施している施策については、事業の

継続的な実施・全国的な活動ネットワークの形成・学校教育等との連携等についての機構の機
関評価における提言を踏まえて推進する。

評価 結 果の 平成１５年度の調査研究の成果が概ね良好であること、総合科学技術会議人材専門調査会や
年度以降 科学技術・学術審議会人材委員会において、スーパーサイエンスハイスクールやサイエンス・16

の政策への反 パートナーシップ・プログラムの取組の更なる充実が求められていることから、必要な改善を
映方針 加えつつ事業の推進に努める。他に高校生の最も高い関心を示す研究分野に応じた取組を総合

科学技術会議の方針に従い着手する。また、科学技術番組の提供や日本科学未来館等の施策に
ついても今後の機関評価の結果を踏まえて学校教育との連携の強化等を着実に推進する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

スーパーサイエンスハイスクールの指定期間は
３年間であり、研究開発の実情を勘案しつつ、検 － － － － －
討。
（達成目標６－３－１関係）

231 680サイエンス・パートナーシップ・プログラムの － － －
公募に対する主題申請件数（Ｈ 本格実施後の14
件数）
（達成目標６－３－２関係）

5869デジタル教材を提供する「理科ねっとわーく」 － － － －
の登録者数（Ｈ 年度末に開始） 人14
（達成目標６－３－３関係）

1047115科学技術番組をインターネットにより提供する － － － 349614
ホームページへのアクセス数（Ｈ ブロードバ 件 件14
ンド配信開始）
（達成目標６－３－４関係）

13 617090日本科学未来館への入館者数 年７月開館 － －（ ） 429361 579198
（達成目標６－３－５関係） 人 人 人
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571 673 709プレス発表数 (科学技術・学術政策局、研究 － －
振興局、研究開発局)
（達成目標６－３－６関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

スーパーサイエン 科学技術・理科・数学教育を重点的に行う学校をSSHと 百万円1,186
スハイスクールの して指定し、理科・数学に重点を置くカリキュラム開発
指定と支援 等を実施。
（達成目標 ）6-3-1

サイエンス・ 研究者を学校に招へいした実験等の講座の実施に対する 百万円円1,276
パートナーシップ 支援と調査研究等の実施。
・プログラム
（達成目標 ）6-3-2

先進的な科学技術 研究機関等の最新の研究成果を活用したデジタル教材の 百万円740
・理科教材用デジ 開発と提供の実施。
タル教材の開発
（達成目標 ）6-3-3

ＣＳ放送等の放送メディア（サイエンス チャンネル） 万円放送技術活用型コ 222
を通じて、一般家庭に直接配信するための様々なコンテンテンツ開発、科学
ンツを開発。館等の活動支援

（達成目標 ）6-3-4

日本科学未来館の 最先端の科学技術を紹介する情報発信の拠点（館長：毛 百万円3,085
整備・運営 利衛）の整備・運営。
（達成目標 ）6-3-5

⑧備考



施策目標６－３ 国民の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲得

達成目標６－３－１
スーパーサイエンスハイスクールを指定し、理科・数学教
育について特色ある取組を推進。→スーパーサイエンス
ハイスクールを平成１５年度までに計５２校指定等概
ね順調に進捗

達成目標６－３－２
科学技術・理科の学習支援手法の調査研究を行うサイエン

ス・パートナーシップ・プログラムを推進。→４００件の
テーマについて支援等概ね順調に進捗

達成目標６－３－３
先進的な科学技術・理科教育用デジタル教材及び提供する
システムを開発し、これらを活用した学習活動の評価を実

施すると共に成果の活用を図る。→デジタル教材を１２
教材開発し、調査研究を実施する等概ね順調に進捗

達成目標６－３－４
科学技術番組や科学館等における先駆的展示手法の開発と
活用を推進することで、国民に科学技術についてわかりや

すく伝える。 →科学技術番組を２４８本作成し、サイ
エンスチャンネル等において提供する等概ね順調に
進捗

達成目標６－３－５
最先端の科学技術及び科学技術の情報発信及び交流のた
めの拠点として、日本科学未来館の整備・運営を行う。
運営に当たっては、各年度当たり50万人以上の来館者数
を確保する。

→概ね順調に進捗

理
科
・
数
学
に
重
点
を
置
い
た
教
育
課
程
の
研
究
開
発
、
実
験
・
観
察
を
重
視
し
た
活
動
の
推
進
及

び
学
校
と
大
学
・
研
究
機
関
等
と
の
効
果
的
な
連
携
方
策
や
研
究
者
の
業
績
発
信
等
を
推
進
し
、
児

童
生
徒
の
科
学
的
体
験
の
機
会
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
知
見
を
確
立
す
る

と
と
も
に
、
広
く
国
民
に
向
け
た
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
、
科
学

館
や
科
学
系
博
物
館
の
活
動
強
化
を
実
現
し
、
国
民
の
科
学
技
術
に
対
す
る
理
解
の
増
進
及
び
信
頼

の
獲
得
を
図
る

↓
概
ね
順
調
に
進
捗

メディアを活用するこ
とにより科学技術に
ついての情報発信及
びパブリックコメント
等の意見募集が積
極的に行われた。

＜達成目標６－３－６＞
科学技術行政についても、広く国民等の多様な意見を募集す
るとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図る。

→科学技術に関するプレス発表数は増加傾向にあ
り概ね順調に進捗

科学技術振興調整費
ニュース、また各種審議
会等の開催案内、議事
内容を文部科学省ホー
ムページにて公開

科学技術に関するパブ
リックコメント、意見募
集を文部科学省ホーム
ページにて実施

スーパーサイエンス
ハイスクールの
指定と支援
１，１８６百万円

サイエンス・
パートナーシップ・
プログラム
１，２７６百万円

先進的な科学技術・
理科教材用デジタル教材
の開発
７４０百万円

理科・数学教育の
特色ある取組と人
材育成の取組が実
現。

科学技術や研究者
の生の姿に触れる
機会が充実

ＩＴを活用した科学
的現象の可視化等
によるわかりやす

い指導が実現

放送技術活用型コンテ
ンツ開発、科学館等の
活動支援
２２２百万円

日本科学未来館の
整備・運営

３，０８５百万円 国民の科学技術
に対する興味・関

心の喚起。
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①上位の政策名 政策目標７ スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

②施策名 施策目標７－１ 生涯スポーツ社会の実現

③主管課 （主管課）スポーツ・青少年局生涯スポーツ課 （課長：岩上 安孝）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標７－１ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 22
国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯ス
ポーツ社会を実現する。

達成目標７－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 22
平成２２年度までに、成人の週一回以上のスポーツ実施率を２人に１

人（５０％）とする。

達成目標７－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 22
平成２２年度までに、全国の各市区町村において少なくとも一つは総

合型地域スポーツクラブを育成する。

達成目標７－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 15
平成１５年度まで、総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業を引き

続き実施する。

達成目標７－１－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定した以上に達成13 17
総合型地域スポーツクラブの運営を担う人材の育成のため、クラブマ

ネジャー養成講習会を実施し、１００名以上の参加者を得る。

達成目標７－１－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 17
生涯スポーツコンベンションを開催し、意見交換会やシンポジウム等

を通じて生涯スポーツの振興を担う関係者の連携・協力を図る。

達成目標７－１－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 22
平成２２年度までに、各都道府県において少なくとも一つは広域スポ

ーツセンターを育成する。

達成目標７－１－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定した以上に達成13 17
平成１７年度までに、全国の半分以上の都道府県において広域スポー

ツセンター育成モデル事業を実施する。

⑤ 各達成目標の 達成目標７－１－１
現 達成度合い又 内閣府の「体力・スポーツに関する世論調査」によると、成人の週一回以上のスポーツ実施
状 は進捗状況 率は、平成９年度において３４．７％、平成１２年度において３７．２％であったのが、平成
の （達成年度が １５年度においては３８．５％となっており、概ね順調に進捗していると言える。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標７－１－２
と は総括） 平成１５年７月現在、総合型地域スポーツクラブは全国５５８市区町村において育成中であ
今 り、概ね順調に進捗している （なお、平成１６年４月１日現在、全国の市区町村数は３１２。
後 ３である ）。
の
課 達成目標７－１－３
題 平成１１～１３年度においては１８市町、平成１２～１４年度においては２７市区町村、平

成１３～１５年度においては５１市区町村において総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業
を実施し、想定どおり達成した。

達成目標７－１－４
平成１３年度においては１０５人、平成１４年度においては１５１人、平成１５年度におい

ては１５５人がクラブマネジャー養成講習会を受講しており、受講者数は予想以上に増加して
いる（基本的に受講者は１００名程度を想定 。）

達成目標７－１－５
平成１５年度も引き続き生涯スポーツコンベンションを開催 「豊かなスポーツ環境の創出、

に向けて」をテーマに講演会・情報交換会などを行い、約１，０００名の関係者が参加した。

達成目標７－１－６
平成１５年度までに、２８都道県において広域スポーツセンター育成モデル事業が実施され

ており、概ね順調に進捗している。

達成目標７－１－７

（施策目標７－１）145



平成１５年度においては、新たに１０県において広域スポーツセンター育成モデル事業が開
始され、これまでモデル事業を実施した都道県は合計２８となり、全国の半分以上の都道府県
での実施という達成目標に照らすと、想定以上に達成。

施策目標（基 総合型地域スポーツクラブについては、平成１５年度において５５８の市区町村で取り組ま
、 。 、 、本目標）の達 れ 着実に育成されつつある また その運営を担うクラブマネジャーの養成講習会を開催し

成度合い又は 毎年１００名以上の参加を得ているほか、毎年１０００名近い関係者が参加する生涯スポーツ
進捗状況 コンベンションの開催を継続している。一方、広域スポーツセンターの育成についても現在２

８の都道県で設置されているが、設置されている都道県においては、設置されていない都道県
より総合型地域スポ－ツクラブの育成が進むという効果も見られている。

これらの取組を通じて、総合型地域スポーツクラブの全国展開を推進し、国民の誰もが身近
な地域社会の中で継続的にスポーツに親しむことのできる環境を整備し、成人の週１回以上の
スポーツ実施率の向上、ひいては生涯スポーツ社会の実現を目指す。

今後の課題 達成目標７－１－１
（達成目標等 スポーツ実施率を目標である２人に１人（５０％）以上とし、生涯スポーツ社会の実現を果
の追加・修正 たすには、引き続き総合型地域スポーツクラブの育成をはじめとした各種施策に継続的に取り
及びその理由 組んでいく必要がある。
を含む）

達成目標７－１－２、７－１－３
生涯スポーツ社会の実現のために不可欠である総合型地域スポーツクラブの全国化のため、

引き続き各種施策に取り組んでいく必要がある。

達成目標７－１－４
総合型クラブの育成・定着にあたっては、その運営を担う人材の養成・確保が課題であり、

引き続きクラブマネジャー養成講習会を実施する必要がある。

達成目標７－１－５
生涯スポーツ関係者の連携・協力体制を強化し、生涯スポーツ振興をさらに推進していくた

め、引き続き生涯スポーツコンベンションの開催を行う必要がある。

達成目標７－１－６、７－１－７
クラブの育成・定着や広域市町村圏におけるスポーツ振興を効果的・効率的に進めていく上

で重要な役割を担う広域スポーツセンターの全国化のため、その育成のためのモデル事業を推
進する必要がある。

評価 結 果の 引き続き広域スポーツセンター育成のためのモデル事業等生涯スポーツ社会の実現のために
年度以降 必要な施策を実施する。総合型地域スポーツクラブ育成のためのモデル事業は平成１５年度限16

の政策への反 りで終了となるものの、平成１６年度においては民間スポーツ団体の活用による「総合型地域
映方針 スポーツクラブ育成推進事業」の実施により引き続きその育成を推進していく（達成目標７－

１－３「総合型地域スポーツクラブ育成推進事業を実施し、民間スポーツ団体を活用した総合
型地域スポーツクラブの育成を行う 」を新設）とともに、必要な予算の要求を行っていく。。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

37.2 38.5成人の週一回のスポーツ実施率（達成目標７－１
－１関係）

426 558総合型地域スポーツクラブを育成している市町村
数（達成目標７－１－２関係）

37 64 115 115 115総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業を実施
した市区町村数（達成目標７－１－３関係）

130 105 151 155クラブマネージャー養成講習会参加者数
（達成目標７－１－４関係）

生涯スポーツコンベンション参加者数 約 約 約 約 約
1000 1000 1000 1000 1000（達成目標７－１－５関係）

5 5 11 18 28広域スポーツセンター育成モデル事業実施都道府
県数（達成目標７－１－６、７－１－７関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

総合型地域スポー 総合型地域スポーツクラブを育成するためのモデル事 ３１３百万円
ツクラブ育成モデ 業を市区町村において実施する。

（達成目標７ル事業
－１－３）

クラブマネジャー クラブマネジャーの養成講習会を実施し、総合型地域 「総合型地域ス
養成講習会の実施 スポーツクラブの育成・運営を担う人材の養成を図る。 ポーツクラブ充

実・強化のため（ ）達成目標７－１－４

の環境整備」１

（施策目標７－１）146



（施策目標７－１）147

２百万円の内数

生涯スポーツコン 生涯スポーツ振興を担う関係者が意見交換を行い、相 「生涯スポーツ
ベンションの開催 互理解を深め、関係者間の協力体制の強化を行う生涯ス コンベンション

ポーツコンベンションを開催する。 の開催等」２１（ ）達成目標７－１－５

百万円の内数

広域スポーツセン 総合型地域スポーツクラブの育成やその運営にあたっ ４１９百万円
ター育成モデル事 ての指導・助言その他必要な支援を担う広域スポーツセ
業の推進 ンターの育成を推進する。（達成目標

７－１－６～７）

⑧備考



施策目標７－１（生涯スポーツ社会の実現）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

基
本
目
標

国
民
の
誰
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
や
年
齢
、
技
術
、
興
味
・
目
的
に
応

じ
て
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
生

涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会
を
実
現
す
る
。

↓
概
ね
順
調
に
進
捗

〈達成目標７－１－２〉
平成２２年度までに、全国の各市区町村において少なくとも一つは

総合型地域スポーツクラブを育成する。
→５５８市町村でクラブが育成され、概ね順調に進捗。

〈達成目標７－１－３〉
平成１５年度まで、総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業を

引き続き実施する。
→平成１５年度も引き続き５１市区町村で実施し想定どおり達成。

〈達成目標７－１－４〉
総合型地域スポーツクラブの運営を担う人材の育成のため、クラ
ブマネジャー養成講習会を実施し、１００名以上の参加者を得る。

→毎年予定を上回る人数が参加し、想定した以上に達成。

〈達成目標７－１－５〉
生涯スポーツコンベンションを開催し、意見交換会やシンポジウム
等を通じて生涯スポーツの振興を担う関係者の連携・協力を図る。

→毎年約１０００人が参加し、想定どおり達成。

〈達成目標７－１－６〉
平成２２年度までに、全国の各都道府県において少なくとも一つは

広域スポーツセンターを育成する。
→２８都道県でモデル事業が実施され、概ね順調に進捗。

〈達成目標７－１－７〉
平成１７年度までに、全国の半分以上の都道府県において広域ス

ポーツセンター育成モデル事業を実施する。
→既に２８都道県で実施され、想定した以上に達成。

総合型地域スポーツ
クラブ育成モデル事

業
３１３百万円

クラブマネジャー養
成講習会の実施

「総合型スポーツク
ラブ充実・強化のた
めの環境整備１２百

万円の内数

生涯スポーツコンベ
ンションの開催「生涯
スポーツコンベンショ
ンの開催等」２１百万

円の内数

広域スポーツセン
ター育成モデル事

業の推進
４１９百万円

身
近
な
地
域
社
会
に
、
地
域
住
民
の
主
体
的
運
営
を
目
指
す
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
が
育
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、

ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る
機
会
を
、
定
期
的
・
継
続
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能

〈
達
成
目
標
７
‐１
‐１
〉

平
成
２
２
年
度
ま
で
に
、
成
人
の
週
一
回
以
上
の
ス
ポ
ー
ツ
実
施
率

を
２
人
に
１
人
（
５
０
％
）
と
す
る
。

↓
平
成
１
５
年
度
は
３
８
．
５
％
ま
で
上
昇
し
、
概
ね
順
調
に
進
捗
。
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①上位の政策名 政策目標 スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

②施策名 施策目標７－２ 我が国の国際競技力の向上

③主管課及び （主管課）スポーツ・青少年局競技スポーツ課（課長：渡辺 淳平）
関係課（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標７－２ （基準年度：13年度 達成年度：22年度） 概ね順調に進捗
平成22年までにオリンピック競技大会におけるメダル獲得率3.5％を

実現する。

達成目標７－２－１（基準年度：13年度 達成年度：17年度） 進捗にやや遅れが見
平成17年度までにトップレベルの競技者を組織的・計画的に育成する られる。

ため、一貫指導システムを構築する。

達成目標７－２－２（基準年度：13年度 達成年度：20年度） 概ね順調に進捗
平成20年までにハード・ソフト両面において充実した機能を有するナ

ショナルレベルの本格的なトレーニング拠点を整備する。

達成目標７－２－３（基準年度：14年度 達成年度：20年度） 概ね順調に進捗
専門的な技術指導を行う専任コーチを競技団体に配置し、配置に当た

ってはメダル獲得の期待の高い競技に重点を置く。

達成目標７－２－４（基準年度：14年度 達成年度：20年度） 概ね順調に進捗
競技者各人の特性に応じた専門的な技術指導を行うことができる指導

者（コーチ、スポーツドクター、アスレティックトレーナー）を平成20
年までに新たに５千人養成する。

達成目標７－２－５（基準年度：14年度 達成年度：20年度） 概ね順調に進捗
トップレベルの選手に対し、国内外での強化合宿を実施する。

達成目標７－２－６（基準年度：13年度 達成年度：20年度） 進捗にやや遅れが見
平成20年までに高度な専門的能力を有する指導者を養成・確保するた られる

めの研修制度（ナショナルコーチアカデミー）を確立する。

達成目標７－２－７（基準年度：14年度 達成年度：20年度） 概ね順調に進捗
スポーツ医・科学情報に関する研究成果の活用を図るため、国立スポ

ーツ科学センターと関係機関との連携・協力体制を強化する。

⑤ 各達成目標の 達成目標７－２－１（基準年度：13年度 達成年度：17年度）
現 達成度合い又 平成１５年度の達成目標の達成については、34競技団体中19団体が一貫指導システムを構築
状 は進捗状況 している。達成年度を平成１７年度に設定しており、34競技団体に一貫指導システムを構築す
の （達成年度が るという目標達成に向けて進捗にやや遅れが見られる。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標７－２－２（基準年度：13年度 達成年度：20年度）
と は総括） 平成１５年度の達成目標の達成については 「ナショナルトレーニングセンターの設置等の、
今 在り方に関する調査研究協力者会議」において平成１５年４月に「中間まとめ」を行い、国立
後 スポーツ科学センターの所在する西が丘地区に中核拠点を整備することを提言した。中間まと
の め以降、引き続き中核拠点等に整備する施設等について調査研究を行っており、目標達成に向
課 けて順調に進捗している。
題

達成目標７－２－３（基準年度：14年度 達成年度：20年度）
平成１５年度の実績については、専任コーチを配置している競技団体が３０団体あり、その

うち重点競技団体は18競技団体ある。このうち、複数の専任コーチを配置した団体は10団体で
あり、目標達成に向けて概ね順調に進捗している。

達成目標７－２－４（基準年度：14年度 達成年度：20年度）
平成１４年度の実績については、競技者各人の特性に応じた専門的な技術指導を行うことが

できる指導者が15,336名、平成15年度においては対前年度比約800名増の16,104名であり、目
標達成に向けて概ね順調に進捗している。

達成目標７－２－５（基準年度：14年度 達成年度：20年度）
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平成１５年度については、各競技団体において強化合宿を前年度に比べ約300回以上多い483
回実施しており、目標達成に向けて順調に進捗している （平成14年度）。

達成目標７－２－６（基準年度：13年度 達成年度：20年度）
平成15年度からの５年間で、ナショナルコーチ等育成プログラム策定に向けてプログラム内

容及び関係機関との連携方策の検討を行い、平成20年度での制度確立を予定している。現在、
（財）日本体育協会と加盟競技団体が実施する「公認スポーツ指導者制度」の養成システムの
見直しを行っており、これとナショナルコーチ等育成プログラムとの位置付けやカリキュラム
の検討に遅れが生じているため、現在進捗にやや遅れが生じている。

達成目標７－２－７（基準年度：14年度 達成年度：20年度）
スポーツ医・科学情報に関する研究成果の活用を図るため、国立スポーツ科学センターと各

競技団体や研究期間などの関係機関との連携・協力を進めており、達成目標に向けて順調に進
捗している。

（注）基本目標の達成年度を平成２２年度まで延長したのは、これまで 「冬・夏」のオリン、
ピックにおけるメダル獲得数を基にメダル獲得率を算出していたため、夏のオリンピックが開
催される平成２０年度を達成年度としてきたところであるが、文部科学省の「スポーツ振興基
本計画」の最終年度が平成２２年度であることや （財）日本オリンピック委員会が策定した、
「 ゴールドプラン」における達成年度も平成２２年度に設定されていることから、これJOC
らとの整合性を確保するため、基本目標の達成年度を平成２２年度に延長する。

施策目標（基 わが国の国際競技力については 「スポーツ振興基本計画」にも指摘されるとおり、過去の、
本目標）の達 オリンピック競技大会におけるメダル獲得状況を主要先進国と比較した場合、長期的・相対的

。 、 、 、成度合い又は に低下している傾向にある このため 施策目標である国際競技力の向上を図るために 現在
進捗状況 スポーツ振興基本計画に基づいて、関係機関との連携・協力を行いながら、わが国のおけるト

ップレベル競技者の育成・強化のための諸施策（一貫指導システムの構築、ナショナルトレー
ニングセンターの整備、専任コーチの設置、指導者の研修制度の導入など）を引き続き推進す
ることにより、施策目標の達成に向けより一層の充実・強化を図っているところである。

７－２－１については一部遅れが見られるが、平成１６年度においては一貫指導システムの
構築が未実施である競技団体に対して、ＪＯＣから一貫指導システムの構築に向けた助言や指
導を行う旨、文部科学省から働きかけることにより、一貫指導システムを導入する競技団体の
増加を図ることにより、より多くのトップレベル競技者の育成・強化のためジュニア期からの
高度な指導を継続して実施することが考えられるため、基本目標（３．５％）には影響はない
ものと考える。

今後の課題 【達成目標７－２－１】一貫指導システムの構築のためのモデル事業が平成14年度で終了して
（達成目標等 おり、今後一貫指導システムを導入する競技団体数をいかに拡大させ
の追加・修正 るか、各競技団体への働きかけが課題である。進捗状況の遅れによっ
及びその理由 ては、達成目標年度の延長も考えられる。
を含む） 【達成目標７－２－２】協力者会議における最終報告をとりまとめるとともに、報告書に基づ

き、今後は用地の取得や基本設計、施設の整備を進めることが必要で
あり、そのための予算の確保が課題である。

【達成目標７－２－３】専任コーチの設置について、各競技団体に複数配置するよう計画的に
措置することとしていたが、平成１５年度から、メダル獲得の期待の
高い競技について重点的に配置することとしたことに伴い、達成目標
を修正した。配置について必要な予算確保が課題。

【達成目標７－２－４】年度によって資格取得者数に差があるものの、毎年一定数以上の資格
取得者が確保できるよう養成することが必要である。

【達成目標７－２－５】より効果的で充実した合宿となるよう、実施時期、期間、合宿メンバ
、 。ー 人数等について各競技団体にて十分に検討することが必要である

【達成目標７－２－６】ナショナルコーチアカデミーをナショナルトレーニングセンターの機
能の一つとする方向で検討しているが、現在、指導者養成を実施して
いる（財）日本体育協会や競技団体等の関係機関との連携方策の在り
方について検討する必要がある。

【達成目標７－２－７】関係機関との連携・協力体制を強化していく上で、国立スポーツセン
ターの役割をより広く周知し、理解されるよう引き続き努める必要が
ある。

評価結果の16 １６年度においては、１５年度に引き続き、我が国の国際競技力の向上を図るため各種事業
年度以降の政 を実施している。
策への反映方 その中で、ナショナルレベルのトレーニング施設の設置については、これまでの調査研究の
針 結果等を踏まえ１６年度から中核拠点の整備を行うところであり、１６年度予算において土地

購入費や基本設計費を計上するとともに、１７年度予算においても、必要な経費を要求する。
また、ナショナルレベルのトレーニング施設の整備に係る業務を遂行するため、１７年度機

構定員要求において、担当専門官の設置を要求する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

実施競技団体数
（達成目標７－２－１関係） － － １２ １８ １９

配置済み競技団体数 （ ）は複数配置した団体 ３０ ３０
（ ）（達成目標７－２－３関係） － － － （３） １１
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資格取得者数
（達成目標７－２－４関係） 13,308 13,836 14,451 15,336 16,104

合宿実施回数 － － － 168 483
（達成目標７－２－５関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成15年度
（上位達成目標） 予 算 額

ｽﾎﾟｰﾂ振興基本計画 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会におけるﾒﾀﾞﾙ獲得率が3.5％となるこ
（達成目標7 2 1、 とを目指すため、一貫指導システムの構築、トレーニ- -
7 2 2、7 2 3、7 2 ング拠点の整備、指導者の養成確保、スポーツ医・科 －- - - - - -
4、7 2 6、7 2 7） 学の活用などの施策を実施する。- - - -

ナショナルトレー 我が国の国際競技力の総合的な向上を図るため、ナシ
ニングセンターの ョナルトレーニングセンターの中核拠点として国立スポ
整備推進（ニッポ ーツ科学センターが所在する北区西が丘地区にトレーニ
ン復活プロジェク ング関連施設等を整備する計画を進める。 14百万円
ト事業）
＜達成目標7 2 2＞ ※「ニッポン復活プロジェクト」は、平成15年度事業- -

評価「拡充事業」の実施対象。

日本オリンピック 専門的な技術指導を行う専任コーチを競技団体に配置
委員会補助 する。
選手強化事業
専任コーチ設置 ※「ニッポン復活プロジェクト」は、平成15年度事業評 394百万円

（ニッポン復活プ 価「拡充事業」の実施対象。
ロジェクト事業）
＜達成目標7 2 3＞- -

日本オリンピック オリンピック実施競技団体がオリンピック強化指定選
委員会補助 手及びナショナルチームを対象に、国内外での強化合宿
選手強化事業 を行う。
強化合宿事業 806百万円

（ニッポン復活プ ※「ニッポン復活プロジェクト」は、平成15年度事業
ロジェクト事業） 評価「拡充事業」の実施対象。
＜達成目標7 2 5＞- -

重点競技強化事業 メダル獲得の期待の高い競技について重点的な選手強
（日本スポーツ振 化を図る。
興センター）
（ニッポン復活プ ※「ニッポン復活プロジェクト」は、平成15年度事業評 450百万円
ロジェクト事業） 価「拡充事業」の実施対象。
＜達成目標7 2 5＞- -

ナショナルコーチ トップレベルの競技者等を育成する指導者が、高度な
等育成プログラム 専門的能力を習得するための研修制度（ナショナルコー
策定のためのモデ チアカデミー制度）の創設のための準備を行う。
ル事業 17百万円
（ニッポン復活プ ※「ニッポン復活プロジェクト」は、平成15年度事業評
ロジェクト事業） 価「拡充事業」の実施対象。
＜達成目標7 2 6＞- -

、 、 、⑧備考 達成目標７－２－２ ７－２－６については 数値で達成度合いを測ることができないため
目標達成に向けた計画どおり実行されているか否かで達成度合いを測っている。

なお、７－２－７については、平成１４年度実績評価において達成目標を設定したものの、
関係機関との連携・協力体制を強化することについて、数値で達成度合いを測ることが適切で
はないと思われるため、今年度からは指標による達成度合いを測ることを見送り、目標達成に
向け達成目標が実行されているか否かで達成度合いを測ることとする。
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スポーツ振興基本計画

・競技者へ指導を
行う高度な専門的
能力を有する指導
者を養成・確保。

・メダル獲得の高
い競技について、
重点的に選手強
化対策を実施。

トップレベル競技者
の集中的・総合的
な選手強化が可能
となるナショナルト
レーニングセンター
の整備を進める。

スポーツ医・科学の
活用した競技者の
育成を実施。

日本オリンピック委員会
補助 選手強化事業
専任コーチ設置
３９４百万円
強化合宿事業
８０６百万円
＜ニッポン復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業＞

重点競技強化事業
（日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ）

＜ニッポン復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業＞４５０百万円

ナショナルトレーニング
センターの整備推進
＜ニッポン復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業＞１４百万円

ナショナルコーチ等育
成プログラム策定のた
めのモデル事業
＜ニッポン復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業＞１７百万円

【達成目標７－２－１】
トップレベル競技者を組織的・計画的に育成するため一貫指導システムを構築
→平成15年度は前年度比１団体しか増加されず、やや進捗が遅れている。

【達成目標７－２－２】
ハード・ソフト両面において充実した機能を有するナショナルレベルの本格的なト
レーニング拠点を整備
→「調査研究協力者会議」で中間まとめを行うとともに、引き続き中核拠点に整備
する施設について調査研究を実施。順調に進捗。

【達成目標７－２－３】
専門的な技術指導を行う専任コーチを競技団体に配置し、配置に当たってはメダ
ル獲得の期待の高い競技に重点を置く。
→専任コーチを配置している競技団体は３０団体。うち専任コーチを複数配置した
団体は11団体（重点競技団体は18競技団体）。順調に進捗。

【達成目標７－２－４】
競技者各人の特性に応じた専門的な技術指導を行うことができる指導者（コーチ、
スポーツドクター、アスレティックトレーナー）を新たに5000人養成。
→平成15年度は前年度比約800名増加しており、順調に進捗。

【達成目標７－２－５】
トップレベルの選手に対する国内外での強化合宿を実施
→平成１５年度は、各競技団体において強化合宿をのべ483回実施。順調に進捗。

【達成目標７－２－６】
高度な専門的能力を有する指導者を養成・確保するための研修制度（ナショナル
コーチアカデミー）を確立
→ナショナルコーチ等育成プログラム策定に向けてプログラム内容及び関係機関
との連携方策の検討の着手が遅れており、進捗にやや遅れが生じている。

【達成目標７－２－７】
スポーツ医・科学情報に関する研究成果の活用を図るため、国立スポーツ科学セ
ンターと関係機関との連携・協力体制を強化。
→各競技団体や研究機関との連携・協力を進めており、順調に進捗。
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①上位の政策名 政策目標７ スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

②施策名 施策目標７－３ 学校体育・スポーツの充実

③主管課 （主管課）スポーツ・青少年局企画・体育課（課長：岡本 薫）
及び関係課 （関係課）スポーツ・青少年局参事官（体力つくり担当 （参事官：岩上 安孝））

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標７－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 22
地域・学校において たくましく生きるための健康や体力を培うため 概ね順調に進捗、 、

子どもの運動に親しむ資質・能力を育成し、体力を向上させるための取
り組みを推進する。

達成目標７－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 進捗にやや遅れがみ14 22
平成２２年度までに、児童生徒の体力の低下傾向を上昇傾向に転じさ られる

せる。

達成目標７－３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
平成２２年度までに、児童生徒の体力低下の問題や体力の重要性につ 想定どおり達成

いて理解を促し、体力向上のための取組みがなされるような全国キャン
ペーンを実施する。

達成目標７－３－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
平成２２年度までに、児童生徒が主体的に体を動かすようになるため 想定どおり達成

の資料を作成配布する。

達成目標７－３－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
地域のスポーツ指導者を体育の授業や運動部活動に積極的に活用する 概ね順調に進捗

取り組みを推進する。

達成目標７－３－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 22
複数校合同運動部活動など他の学校や地域との連携等、中学校や高等 概ね順調に進捗

学校において、運動部活動を活性化する取り組みを推進する。

⑤ 各達成目標の 達成目標７－３－１
現 達成度合い又 平成１４年度までの過去５年間の体力・運動能力調査における子どもの基礎的運動能力は低
状 は進捗状況 下傾向にあり、進捗にやや遅れがみられる。平成１５年度の達成目標の進捗状況については、
の （達成年度が 平成１５年度の同調査の結果が集計中のため明らかではない。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標７－３－２
と は総括） 子どもの体力の重要性などをアピールするためのキャンペーン「ポスター｣｢標語」を全国の
今 小学生から公募し、最優秀作品をキャンペーンポスターに採用して全国の小学校等に配布、体
後 力の重要性について理解を促した。また、東京都内で開催した「子どもの体力向上中央イベン
の ト」をはじめ，全国各地で親子体操教室やトップアスリートによるスポーツ教室などのイベン
課 トを開催し、子どもや保護者に対し体を動かす動機付けを行った。
題 このほか，幼児・児童を持つ保護者に対し，子どもの体力低下の問題や体力の重要性について

啓発したリーフレットの作成・配布を行った。

達成目標７－３－３
子どもたちが自ら進んで規則正しい生活習慣を身に付けたり 体を動かす動機付けとなる ス、 「

ポーツ・健康手帳 「外遊びスタンプカード」の作成・配布を行った。」

達成目標７－３－４
地域のスポーツ指導者を学校の授業や運動部活動で活用した人数は、過去５年間の推移を見

ると年々増加傾向にあり、概ね順調に進捗している。

達成目標７－３－５
運動部活動の参加率の推移を見ると年々増加傾向にあり、概ね順調に進捗している。

※基本目標の達成年度を平成 年度まで延長したのは、文部科学省の「スポーツ振興基本計22
画」の最終年度が平成 年度であることから、整合性を確保するため、基本目標の達成年度22
を平成 年度に延長する。22

施策目標（基 子どもの体力・運動能力については平成１４年度までは引き続き低下傾向にあるものの、平
本目標）の達 成１５年度より中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について （平」
成度合い又は 成１４年９月３０日）を受けて、新たに学校、家庭、地域の取り組みを積極的に推進する「子
進捗状況 ども体力向上プラン」を開始しており、子どもの体力向上に向けた取組は着実に進みつつある

り、概ね順調に進捗している。

今後の課題 子どもの体力・運動能力は、平成１４年度までは長期的に低下傾向にあり、引き続き学校・
（達成目標等 家庭・地域が連携して子どもの体力の重要性に関する普及啓発、子どもたちの運動習慣や望ま
の追加・修正 しい生活習慣の形成等に取り組んでいく必要がある。
及びその理由
を含む）

（施策目標７－３）153



評価 結 果の 子どもの体力低下は、保護者の意識、子どもの遊び場の不足など子どもを取り巻く環境の変
年度以降 化、生活習慣の乱れなど、様々な要因によって起こっている問題であり、長期的視野に立って16

の政策への反 方策を展開する必要がある。
映方針 従って、引き続き子どもの体力の向上に向けて、政府が関係団体等とともに全国民に体力の

重要性についての理解を促すキャンペーンの実施や、学校・家庭・地域において子どもがスポ
ーツや外遊びに積極的に取り組むような動機づけとなる「スポーツ・健康手帳」等の配布、学
校の授業や運動部活動への地域のスポーツ指導者の積極的な活用などについて、施策を展開す
るとともに、必要な予算・機構定員の要求に努めていく必要がある。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

児童生徒の体力の状況
（達成目標７－３－１～３関係） Ｓ６０

持久走（１３歳男子） 秒 集計中366.40 383.16 385.46 393.56 388.65

持久走（１３歳女子） 秒 〃267.11 285.00 292.77 288.61 294.98

立ち幅とび（ ９歳男子） 〃158.53cm 149.15 149.21 146.85 147.11

立ち幅とび（ ９歳女子） 〃147.30cm 139.93 139.30 138.03 137.00

ソフトボール投げ（１１歳男子） ｍ 〃33.98 30.25 30.43 29.94 30.86

ソフトボール投げ（１１歳女子） ｍ 〃20.52 17.06 17.03 17.26 17.49

48キャンペーンイベント開催カ所数 － － － －

ｽﾎﾟｰﾂ･健康手帳，外遊びｽﾀﾝﾌﾟｶｰﾄﾞ配布部数 － － － － 万375

学校の体育の授業や運動部活動 国庫補助事業に
3,025 3,017 4,722 8,282 10,808に対する地域のスポーツ指導者 おける活用人数

の活用状況
（達成目標７－３－４関係）

特別非常勤講師
の数（体育・ス 集計中476 613 764 888
ポーツ・武道）

67 71 71中学生の運動部活動への参加率（ ） ― ―達成目標７－３－５関係

34 34 35 36 37高校生の運動部活動への参加率（ ）達成目標７－３－５関係

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

体力向上キャンペ 中央イベントの実施やキャンペーンポスターの作成・ ２０５百万円
ーン等事業 配布など、子どもの体力を向上させるための全国的なキ（達成目

ャンペーン事業を行う。標７－３－１、２）

スポーツ・健康手 スポーツや健康に関する情報を盛り込み子どもたちが １６６百万円
帳の作成・配布等 日常的に活用できる「スポーツ・健康手帳 、及び子ど」

もたちが自ら進んで外遊び・スポーツに取り組む動機付（ 、達成目標７－３－１

「 」 。３） けとなる 外遊びスタンプカード の作成・配布を行う

スポーツエキスパ 地域のスポーツ指導者を学校の運動部活動に派遣する ５７４百万円
ート活用事業 都道府県・市町村に対する派遣費や、これらの地域スポ（達成

ーツ指導者の研修会開催経費に対する補助を行う。目標７－３－１、４、

５）

学校体育実技指導 地域のスポーツ指導者を学校の体育の授業等に派遣 ２６百万円
協力者派遣事業 する都道府県に対する派遣費の補助を行う。
（ ）達成目標７－３－４

特別非常員講師制 教員免許状がなくても社会人が学校の授業を担任でき
度 る制度。 ―（達成目標７－３－

）４

運動部活動地域連 単独の学校の枠を超えた複数校合同による運動部活動 ９８百万円
携実践事業 の推進や地域スポーツクラブとの連携について、４７都（達成目

道府県に一箇所ずつ委嘱して実践的な取り組みを行う。標７ー３－１ ４ ５、 、 ）

⑧備考

（施策目標７－３）154



子どもの体力・運
動能力については、
「子ども体力向上
プラン」の開始し、
普及啓発や望まし
い生活習慣の形
成など、長期的視
野に立って方策を
展開する必要があ
る。

学校体育の充実
については、運動
部活動における
外部指導者の活
用が順調に進み、
複数校合同チー
ム数も着実に増
加しているが、運
動部数や参加生
徒数の減少等が
見られることから、
複数校合同運動
部活動の推進や
地域のスポーツ
指導者の活用を
一層推進していく。

施策目標７－３（学校体育・スポーツの充実）
平成１５年度実績評価の結果の概要
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中央イベントの実施やキャンペーンポスター
の作成・配布など、子どもの体力を向上させ

るための全国的なキャンペーン事業を行う。

※金額は、平成15年度予算額

地域のスポーツ指導者を運動部活動に派
遣する都道府県・市町村に対する派遣費
や、これらの地域スポーツ指導者の研修

会開催経費に対する補助を行う。

スポーツや健康に関する情報を盛り込み子

どもたちが日常的に活用できる「スポーツ・
健康手帳」、及び子どもたちが自ら進んで外
遊び・スポーツに取り組む動機付けとなる
「外遊びスタンプカード」の作成・配布を行う。

スポーツ・健康手帳の作成・配布等
１６６百万円

社会人が教員免許がなくても学校の授業を

担任できる制度。

特別非常勤講師制度

平成２２年度までに、児童生徒の体力低下の問題や体力の
重要性について理解を促し、体力向上のための取組みがな
されるような全国キャンペーンを実施する。
→「ポスター」「標語」の公募と最優秀作品の配布、ス
ポーツ教室等のイベント等を開催し、想定通りに達成。

＜達成目標７－３－２＞

平成２２年度までに児童生徒の体力の低下傾向を上昇傾向に
転じさせる。
→平成14年度までは子どもの基礎的運動能力は低下傾向
にあるものの、１５年度については明らかではない。

＜達成目標７－３－１＞

＜達成目標７－３－３＞

平成２２年度までに、児童生徒が主体的に体を動かすようになる
ための資料を作成配布する。
→「スポーツ・健康手帳」や「外遊びスタンプカード」の
作成・配布を行い、想定通り達成。

＜達成目標７－３－４＞

地域のスポーツ指導者を学校の授業や運動部活動に積極的
に活用する取り組みを推進する。

→過去５年間の推移を見ると年々増加傾向にあり、概ね順
調に進捗している。

＜達成目標７－３－５＞

複数校合同運動部活動など他の学校や地域と連携等、中学校
や高等学校において、運動部活動を活性化する取り組みを推
進する。
→過去３年間の推移を見ると年々増加傾向にあり、概ね順
調に進捗。

体力向上キャンペーン事業
２０５百万円

スポーツエキスパート活用
５７４百万円

地域のスポーツ指導者を学校の授業に派
遣する都道府県に対する派遣費に対する

補助を行う。

学校体育実技指導協力者派遣事業
２６百万円

１
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単独の学校の枠を超えた複数校合同による
運動部活動の推進や地域スポーツクラブと
の連携について、47都道府県に一箇所ずつ

委嘱して実践的な取組を行う。

運動部活動地域連携実践事業
９８百万円



①上位の政策名 政策目標７ スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

②施策名 施策目標７－４学校における健康教育の充実

③主管課 （主管課）スポーツ・青少年局学校健康教育課（課長：山口 敏）
及び関係課

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標７－４ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 17
児童生徒が健康で安全な学校生活を送れるような条件整備を行うとと ているが、一部につ

もに、生涯にわたって健康で安全な生活を自ら営んでいくための知識や いては想定どおり達
態度を養う。 成できなかった

達成目標７－４－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 17
全中学・高校における薬物乱用防止教育について、実施割合を改善す ているが、一部につ

る。 いては想定どおり達
平成１１年度の指標については、政府で策定された「薬物乱用防止５ 成できなかった

か年戦略 （平成１０～１４年）を踏まえ、調査を行ったものである。」
次回は、昨年策定された「薬物乱用防止新５か年戦略 （平成１５～１」
９年）を踏まえ、今年度に調査を実施する予定である。

達成目標７－４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果があがっ13 17
学校独自の危機管理マニュアルの作成など全ての学校における安全管 ているが、一部につ

理に係る取組を進め、学校における重大な事故件数を減らす。 いては想定どおり達
成できなかった

達成目標７－４－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
全小・中学校における食に関する取組状況を改善する。

⑤ 各達成目標の 達成目標７－４－１
、 、現 達成度合い又 平成１５年度の達成目標の進捗状況については 具体の指標を踏まえた分析ができないため

状 は進捗状況 判断するのは困難であるが、文部科学省としては、薬物乱用防止教室の開催や教材の作成・配
の （達成年度が 布等の取組を進めているところである。平成１５年度の少年の覚せい剤事犯の検挙人員は減少
分 到来した達成 しており、この数字を見る限り、学校における薬物乱用防止教育の取り組みが一定の成果を挙
析 目標について げているものと考えられる。しかし、減少しているとはいえ、少年の覚せい剤事犯の検挙人員
と は総括） は依然として高い水準にあり、少年の大麻事犯の検挙人員はほぼ横ばい、少年のＭＤＳＡ等合
今 成麻薬事犯の検挙人員は増加しているところであり、今後も一層の取組を進める必要がある。
後
の 達成目標７－４－２
課 平成１５年度の達成目標の進捗状況については、障害見舞金支給件数が前年度と比較して減

、 、題 少するなど一定の成果を上げているが 学校に不審者が侵入して子どもの安全を脅かす事件や
通学路で子どもに危害が加えられる事件が後を絶たないなどの課題が残された。

達成目標７－４－３
食に関する指導の取組状況の改善については、食に関する指導の実施率がティームティーチ

ング、特別非常勤講師制度を活用した指導のいずれについても前年度より上昇していることか
ら、目標達成に向けて概ね順調に推移している。

また、食育を推進するため関係省庁等と連携し指導の充実に取り組む必要がある。

施策目標（基 青少年の薬物乱用の問題については、中・高生の覚せい剤事犯検挙者が２００人を超えた平
本目標）の達 成８～９年と比べて減少傾向にあるものの高水準で推移しており、依然として予断を許さない
成度合い又は 状況にある。
進捗状況 政府においては、平成１５年７月「薬物乱用防止新五か年戦略」を策定し、関係省庁一体と

なって対策を講じることとしたところである。文部科学省としても平成１５年度においては、
薬物乱用防止教室の開催や教材の作成・配布等の取組を行っている。

達成目標７－４－１の進捗状況については具体の指標が存在しないため判断が困難な部分も
あるが、中・高生の覚せい剤事犯検挙者数は減少しており、取組が一定の成果を上げていると
思われるが、引き続き取組を進めることによって、健康に良くないことを自ら絶つことのでき
る実践的能力を養う必要がある。

達成目標７－４－２の学校安全については、平成１４年度から、安全で安心できる学校の確
立を目指し、学校安全と児童生徒の心のケアの充実に総合的に取り組む「子ども安心プロジェ
クト」を実施し、障害見舞金支給件数が減少するなど一定の成果をあげているが、学校に不審
者が侵入して子どもの安全を脅かす事件や通学路で子どもに危害が加えられる事件が後を絶た
ないなどの課題が残されており、学校独自の危機管理マニュアルを作成するなど、より実効性
の高い安全管理の取組が継続的に行われるよう学校安全に関する施策について継続的に対応し
ていく必要がある。

達成目標７－４－３の食に関する指導については、児童生徒が単に食に関する知識を身に付
けるだけではなく、知識を望ましい食習慣の形成に結び付けられるような実践的な態度を育成
することが必要であるが、平成１５年度においては、参考指標も概ね順調に改善され、また、
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食に関する指導体制を整備するために栄養教諭制度を創設する学校教育法等の一部を改正する
法律の提出を見たところであり、施策の進展がみられた。

以上、健康に対する実践的能力を身に付けさせるという点で、政策目標は進捗したといえる
ものの、学校や通学路において子どもに危害が加えられる事件が後を絶たないなどの課題もあ
り、今後、施策の一層の推進が必要である。

今後の課題 達成目標７－４－１
（達成目標等 薬物乱用防止教育については、従来より、薬物乱用防止教室の開催や教材の作成・配布等の
の追加・修正 取組を行ってきているところであるが、中・高校生の覚せい剤事犯検挙者数が依然として高い
及びその理由 水準にあること等を踏まえ、継続的な取組を行う必要がある。
を含む）

達成目標７－４－２
学校安全については、平成１４年度より、学校安全及び心のケアの充実に総合的に取り組む

「子ども安心プロジェクト」を実施し、この一環として、危機管理マニュアルの作成や防犯教
室の推進など各種の取組を推進しているところである。平成１６年度以降においては学校にお
ける事件・事故が大きな問題となっている状況を踏まえ、さらに、各学校においてそれぞれの
実態に合った対策が継続的に講じられるよう地域との連携の一層の推進や教員の意識向上をは
じめとした学校安全の施策を推進する必要がある。

達成目標７－４－３
達成目標が概ね順調に推移していることから、関連施策の効果が現れているものと推測され

る。なお、食に関する指導については、本年５月、食に関する指導体制の整備を図るため、栄
養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する「栄養教諭」制度の創設に係る「学校教育
法等の一部を改正する法律」が成立したことを受けて、今後は、栄養教諭の配置及び学校栄養
職員から栄養教諭への移行の促進のための事業にも取り組んでいく必要がある。

評価 結 果の 薬物乱用防止教育については、平成１６年度においても、薬物乱用防止教育の推進や教材の
年度以降 作成・配布等の取組を行う。16

、「 」 、 、の政策への反 学校安全については 子ども安心プロジェクト の一環として 平成１６年度においては
映方針 新たに「防犯教育指導者用参考資料」の作成を行うとともに、平成１５年度に引き続き、地域

ぐるみの学校安全推進モデル事業や防犯教室の推進を行うなど、学校安全に関する取組の充実
を図る。

食に関する指導については、達成目標が概ね順調に推移していることから、引き続き関連施
策を実施するとともに、食に関する指導体制の一層の整備を図るため、栄養教諭制度の創設に
伴い、平成１７年度から都道府県等において免許法認定講習会を実施するなどにより、栄養教
諭の配置や学校栄養職員から栄養教諭への移行を促進する必要がある。栄養に関する専門性に
加え、教育に関する資質を併せ有する栄養教諭が中心となって食に関する指導を進めていくこ
とで、児童生徒の発達段階・学習内容に応じた効果的な指導を体系的に行うことができるよう
になるなど指導の質的向上が期待される。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

80.3学校独自の危機管理マニュアルの作成状況
（達成目標７－４－２関係 （％））

死亡見舞金支給件数 135 134 119 95 119
（ ）内は、供花料支給件数で外書き） (101) (87) (88) (79) (70)（
（達成目標７－４－２関係）

障害見舞金支給件数 686 625 542 609 568
（達成目標７－４－２関係）

90.5参考指標 薬物乱用防止に関する指導の実施状況（中学）
（達成目標７－４－１関係 （％））

90.6薬物乱用防止に関する指導の実施状況（高校）
（達成目標７－４－１関係 （％））

105 159 128 110 52中・高校生覚せい剤事犯検挙者数
（達成目標７－４－１関係 （人））

学校栄養職員と教員によるティームティーチング 集計中20.3 26.1 32.3 35.2
実施状況（小・中学校）
（達成目標７－４－３関係 （％））

学校栄養職員の特別非常勤講師としての活用状況 集計中2.0 4.9 6.3 8.4
（小・中学校）
（達成目標７－４－３関係 （％））

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

薬物乱用防止教育 小中高生を対象とした薬物乱用防止教育教材の作成・ ２４０百万円
の推進 配布や教員等を対象とした研修会を開催する等の薬物乱
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（施策目標７－４）158

用防止教育推進事業を実施。（ ）達成目標７－４－１

子ども安心プロジ 家庭や地域との連携を一層強化しながら、安全で安心 ３９５百万円
ェクト できる学校の確立を目指し、学校安全及び心のケアに総

合的に取り組む「子ども安心プロジェクト」を実施。（ ）達成目標７－４－２

食生活に関する教 子どもたちが単なる知識ではなく、食に関する実践力 ３２９百万円
育研究事業 を身に付けられるよう、該当学年の児童生徒全員に食生
（達成目標７－４ 活学習教材を配布する等の取組を実施
－３）

⑧備考



施策目標７－４（学校における健康教育の充実）
平成１５年度実績評価の結果の概要

＜達成目標＞７－４－１
全中学・高校における薬物乱用防止

教育について実施割合を改善する。 薬物乱用防止教育
薬物乱用防止教育の推進 の実施が一定の成⇒直接の指標はないが、平成１５年度の
２４０百万円 果を挙げているも少年の覚せい剤事犯の検挙人員は減少

のと考えられるしており、学校における薬物乱用防止
が、ＭＤＳＡ等合教育の取り組みが一定の成果を挙げて
成麻薬事犯の検挙いるものと考えられるが、依然として
人員の増加なども高い水準にあり、少年の大麻事犯・Ｍ
見られ今後も一層ＤＳＡ等合成麻薬事犯の検挙人員はほ
の取組が必要。ぼ横ばい又は増加している状況である

ため、一部については想定どおりには
達成できなかった。

＜達成目標＞７－４－２
全ての学校における安全管理に係る 各学校の安全対策

取組を進め、学校における重大な事故 は進んでいるが、
件数を減らす。 学校の安全を脅か

す事件は後を絶た子ども安心プロジェクト ⇒障害見舞金支給件数が減少するなど一
ない状況であり施３９５百万円 定の成果が上がっているが、学校に不
策の一層の充実が審者が侵入して子どもの安全を脅かす
必要事件が後を絶たないなどの課題が残さ

れた。

＜達成目標＞７－４－３

食に関する指導体
全小・中学校における食に関する取

制の整備が進展
組状況を改善する。

し、食に関する取
食生活に関する教育研究事業 ⇒参考指標も順調に伸びていることに

組状況が改善
３２９百万円 加え、栄養教諭制度を創設するため

の法律が成立するなど概ね順調に進
捗した。
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①上位の政策名 政策目標７ スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

②施策名 施策目標７－５ 青少年教育の充実と健全育成の推進

③主管課 （主管課）スポーツ・青少年局青少年課 （課長：有松 正洋）
及び関係課 （関係課）スポーツ・青少年局参事官 （参事官：東 修司）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標７－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 17
青少年の豊かな人間性をはぐくむため、自然体験活動の充実、子ども

の読書活動の推進、国際交流の促進等により、青少年の健全な育成の推
進を図る。

達成目標７－５－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 進捗にやや遅れが見14 17
平成 年度末までに、自然体験機会を得た青少年の割合を、平成 られる17 14

年度の割合を基準として、維持し又は増加させる。

達成目標７－５－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度末までに、自然体験活動に係る指導者の養成及び登録制17

度を構築する。

達成目標７－５－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度末までに、自然体験活動に資する場所の登録件数を増加17

させる。

達成目標７－５－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 19
子どもの読書活動に関する社会的気運の醸成を図るとともに、地域に

おける子どもの読書活動推進体制の整備を図る。

達成目標７－５－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗15 20
国際交流を通じ、我が国及び各国における青少年及び青少年育成指導

者相互の認知度・理解度の向上を図る。

⑤ 各達成目標の 達成目標７－５－１
現 達成度合い又 当該達成目標については、平成１４年度調査における自然体験機会を得た青少年の割合を基
状 は進捗状況 準として達成状況を確認することとしており、平成１５年度調査においては、別添のとおりの
の （達成年度が 結果を得たところである。調査の結果、平成１４年度調査と比較し、全体にやや減少している
分 到来した達成 ところ。
析 目標について
と は総括） 達成目標７－５－２
今 自然体験活動に係る指導者の養成及び登録制度の構築とは、一定の基準を満たした指導者を
後 登録・活用していくための仕組みをつくることである。これまでのところ、指導者としては、
の リーダー（日帰りの自然体験活動の指導ができる者 、インストラクター（宿泊を伴う自然体）
課 験活動の指導ができる者 、コーディネーター（自然体験活動の企画・運営ができる者）に分）
題 類されている。さらに、コーディネーターの中から、リーダー、インストラクターを養成する

トレーナー１種及びコーディネーターを養成するトレーナー２種を養成することが必要である
と認識されている。

平成１５年度末現在登録されたそれらの指導者数は 人で、前年度から 人増加し16040 3310
。 、 、 、ている また 平成１５年度には 登録された指導者の活用促進方策について調査研究を行い

また、トレーナー２種の養成のためのカリキュラムを再検討・作成し養成会を実施したところ
であり、指導者登録の仕組みづくりは概ね順調に進捗している。

達成目標７－５－３
自然体験活動に資する場所の整備については 「子どもの水辺」再発見プロジェクト 「あぜ、 、

道とせせらぎ」づくり推進事業、子ども達の海・水産業とのふれあい推進プロジェクトにおけ
る登録件数の合計件数によりその達成状況を確認しているところであり、当該登録件数につい
ては、昨年度実績と比較し、約１．２倍の増加を示しており、順調に進捗している。

達成目標７－５－４
「子どもの読書活動の推進に関する法律 （平成 年法律第 号）第 条の規定により、」 13 154 9

都道府県及び市町村は、それぞれ「子ども読書活動推進計画」を策定するよう努めなければな
らないとされている 平成 年度末においては 都道府県において 都道府県が策定済み 平。 、 （15 40
成 年度末においては 都府県 、市町村において 市町村が策定済み（平成 年度末にお14 5 49 14）
いては 市町村）であり、概ね順調に進捗している。17

達成目標７－５－５
平成１５年度においては、ドイツに５２人我が国の青少年の派遣を行うとともに、アメリカ

から４１人、イギリスから１８人、ドイツから６０人、各国の青少年を受け入れており、青少
年の国際交流の推進については、概ね順調に進捗している。

（施策目標７－５）160



施策目標（基 自然体験活動の充実については、自然体験活動を得た青少年の割合はやや減少しているもの
本目標）の達 の、自然体験活動に係る指導者の養成及び自然体験活動の場の整備については順調に関連施策
成度合い又は が遂行されているところであり、全体としては概ね順調に進捗していると評価できる。また、
進捗状況 子どもの読書活動の推進及び国際交流の促進については 「子ども読書活動推進計画」の策定、

状況及び青少年の各国への派遣・各国からの受入の実績から、概ね順調に進捗していると評価
できる。以上から、基本目標の達成については、概ね順調に進捗しているものと評価できる。

今後の課題 達成目標７－５－１
（達成目標等 青少年が自然体験活動を行う機会の拡大については、自然体験機会を得た青少年の割合につ
の追加・修正 いての調査結果を踏まえ、平成１７年度末時点において、当該調査結果を維持又は増加できる
及びその理由 よう所要の施策に取り組む必要がある。
を含む）

達成目標７－５－２
自然体験活動に係る指導者の養成及び登録制度の構築については、概ね順調に進捗している

ところであるが、特に、制度発足当初であることから引き続きトレーナー２種の養成及び登録
制度の改善を行う必要がある。

達成目標７－５－３
自然体験活動に資する場所の整備については、全体としては増加傾向にあるところである。

しかし 「子どもの水辺」再発見プロジェクト以外のプロジェクトにおいては、登録数が伸び、
ていない、或いは、低くなっており、その原因としては、都道府県担当者の認知度や意識が十
分でないこと等が考えられる。

達成目標７－５－４
「子ども読書活動推進計画」を策定した地方公共団体の数は、全体としては増えてきている

ところではあるが、未だ未策定の市町村も多く、計画策定を一層推進するとともに、子どもの
読書活動についての関心と理解を深めていくことが必要。

達成目標７－５－５
青少年の国際交流を進めていくことは大変重要だと考えており、今後、海外派遣・日本招へ

いを行う国・人数の増加を図ることが重要。

以上の他、青少年健全育成にかかる課題として、メディア上の性、暴力等の有害情報など青
少年を取り巻く有害環境への対応、最近の少年非行の情勢を踏まえた少年非行対策が急務とな

。 、 （ ）っているところである また 青少年育成施策大綱 平成 年 月青少年育成推進本部決定15 12
に記載されているように、社会的自立の遅れや不適応の増加が今日、社会問題となっており、
少年非行への対策の観点を含め、広く青少年の社会的自立や不適応への対応としての青少年の
自立支援が急務となっているところである。

評価 結 果の 達成目標７－５－１
年度以降 青少年が自然体験を行う機会を拡大するため、平成１６年度においても、自然体験活動に関16

の政策への反 するモデル事業の実施や地方公共団体等が行う自然体験活動に関する事業に対する助成、自然
映方針 体験活動に関する普及・啓発、国立又は公立青少年教育施設の利用の促進に向けた施策を、引

き続き実施する。また、２年の調査のみでは自然体験機会を得た青少年の割合に係る傾向の明
確な把握は困難であるため、平成１６年度以降も引き続き調査を行う。

達成目標７－５－２
、 、トレーナー２種の養成及び登録制度の改善のため 既存のカリキュラムにさらに検討を加え

自然体験活動の安全管理についてのプログラムを追加するなどして、より良いカリキュラムと
する。

達成目標７－５－３
自然体験活動に資する場所の整備については、今後もより一層の登録推進を図るため、登録

制度の広報・周知を徹底し 登録状況の定期的な調査を実施するとともに 平成１６年度も 省、 、 「
庁連携子ども体験型環境学習推進事業」において、登録された箇所におけるモデル的な事業へ
の支援を引き続き実施することとする。さらに、その事業の成果を広く普及するため、都道府
県行政関係者や民間団体関係者を対象としたフォーラムを開催し、３プロジェクトの更なる周
知を図ることとする。また 「あぜ道とせせらぎ」づくり推進事業及び子ども達の海・水産業、
とのふれあい推進プロジェクトの登録手続きの簡略化についても関係省庁に呼びかけていくこ
ととする。

達成目標７－５－４
、 、広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるため 引き続きポスターの作成・配布

フェスティバルの実施等、全国的なキャンペーンを実施するとともに、都道府県及び市町村に
対し 「子ども読書活動推進計画」を早期に策定するよう機会を捉えて働きかける。、

達成目標７－５－５
平成１６年度においては、さらなる国際交流の推進のため、日韓首脳共同声明（平成１５年

６月）を踏まえ、韓国への派遣及び韓国からの日本招へいを行うこととする。

この他、昨今の青少年を取り巻くメディア上の有害情報対策を推進する観点から、地域にお
、 、ける推進体制を整備するとともに 情報活用能力の育成及び全国的な啓発活動を実施するほか

所要の調査研究等を実施する。また、非行等の問題を抱える青少年の支援を図る観点から、こ
れらの青少年を対象とした奉仕活動や自然体験活動に取り組むモデル事業を実施し、教育委員
会、警察、児童相談所等が連携、協力した推進体制のあり方等について実践的に研究し、支援
策としての実践事例の普及を図る。さらに、青少年の社会的自立や不適応に対する対応を図る

（施策目標７－５）161
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観点から、子どもたちが主体的に考えて解決策を見いだす過程を重視した体験活動事業を実施
するとともに、社会との関係が希薄な青年に青少年教育や福祉等の領域でフルタイムの社会体
験を提供する事業を実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

自然体験機会を得た青少年の割合 － － － 備 考 備 考
参 照 参 照

自然体験活動の指導者の養成・登録制度 制度の リーダ 登録済 インス トレー
在り方 ーの養 み指導 トラク ナー２
につい 成・登 者の検 ター、 種のカ
て調査 録を開 索用Ｈ コーデ リキュ
研究を 始 Ｐの運 ィネー ラムを
開始 用を開 ター、 作成・

始 トレー 実施
ナー１

インストラクタ 種の登
ー、コーディネ 録を開
ーター、トレー 始
ナーの養成・登
録に関する調査
研究を実施

指導者の登録人数（年度末） － － ○指導 ○指導10,752
人 者数 者数

12,497 16,040
・リー ・リー
ダー ダー
10,331 13,003
・イン ・イン
ストラ ストラ
クター クター

1,364 1,840
・コー ・コー
ディネ ディネ
ーター ーター

802 1,197
・トレ ・トレ
ーナー ーナー
１種 １種

111 197
・トレ
ーナー
２種

34

自然体験活動に資する場所の登録件数 平成 年 月 平 成 平 成 平 成11 5
13 2 14 3 15 3 16 3～ 年 月ま 年 年 年

での登録件数は 月現在 月現在 月現在
件 件 件 件85 127 217 254

・ 子どもの水辺」再発見プロジェクト 件 件 件「 46 126 161

・ あぜ道とせせらぎ」づくり推進事業 件 件 件「 71 80 80

・子どもたちの海・水産業とのふれあい推進プロ 件 件 件10 11 13
ジェクト

子ども読書活動推進計画の策定状況 都府 都5 4 0
県 道府県

市 市1 7 4 9
町村 町村

海外に青少年を派遣、招へいした国・人数 国 国 国 国 国3 3 3 3 3
( 米、 ( 米、 (米、 (米、 (米、
英 独) 英 独) 英 独) 英 独) 英 独)、 、 、 、 、

人 人 人 人 人168 178 178 158 171

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

青少年長期自然体 地方公共団体が青少年を対象として、野外活動施設や 百万円61
験活動推進事業 農家などで、２週間程度の長期間、異年齢集団による共
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（７－５－１） 同生活を通じた野外活動等の自然体験活動に取り組む事
業を実施。

省庁連携子ども体 関係省庁と連携して 地域の身近な環境をテーマに 百万円、 、 126
験型環境学習推進 子どもたちが自ら企画し、継続的な体験学習を行う事

、 。 、事業 業の実施を通して 体験型環境学習を推進した また
（７－５－１） トレーナー２種の養成のためのカリキュラムの検討を
（７－５－２） 行った。
（７－５－３）

独立行政法人等に 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センタ 百万円14,382
よる実施 ー、独立行政法人国立青年の家（１３施設 、独立行政）
（７－５－１） 法人国立少年自然の家（１４施設）において、立地条件

や各施設の特色を生かした自然体験活動等の機会と場の
提供等を行うとともに、その成果を公立の青年の家や少
年自然の家等に広く普及した。また、独立行政法人国立
オリンピック記念青少年総合センターに創設された「子
どもゆめ基金」により、民間団体が実施する自然体験活
動等への支援を行った。

生涯学習施策に関 生涯学習施策に関する調査研究の中で、自然体験活 百万円134
する調査研究事業 動の指導者の活用促進方策について調査研究を行った の内数。
（７－５－２）

全国子ども読書活 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を 百万円100
動推進キャンペー 踏まえ、国民の間に広く子どもの読書活動についての関
ン 心と理解を深めるため、ポスターの作成・配布、フェス
（７－５－４） ティバルの実施、実態調査・情報提供等全国キャンペ

ーンを実施。

青少年交流推進事 我が国の青少年の海外派遣・海外の青少年の日本招へ 百万円44
業 いを行い、両国の青少年の共同体験活動、各国の伝統・
（７－５－５） 文化の体験活動などの交流事業を実施。

⑧備考
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※調査名：青少年の自然体験活動等に関する実態調査
調査団体名：独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
調査対象：全国の公立小学校１～３年生の保護者

全国の公立小学校４～６年生とその保護者
全国の公立中学校２年生
全国の公立全日制高等学校２年生



自然体験活動に
係る指導者の養
成及び自然体験
活動の場の整備
については順調に
進捗しているもの
の、自然体験活動
を得た青少年の割
合はやや減少して
おり、今後も自然
体験活動の機会
の提供の推進を
図る。

施策目標７－５（青少年教育の充実と健全育成の推進）
平成１５年度実績評価の結果の概要
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概
ね
順
調
に
進
捗

平成17年度末までに、自然体験活動に係る指導者の養成
及び登録制度を構築する。
→登録された指導者の活用促進方策の調査研究やトレー
ナー２種の養成のためのカリキュラムの検討を行ってお
り、概ね順調に進捗。

＜達成目標７－５－２＞

平成17年度末までに、自然体験機会を得た青少年の割合を、
平成14年度の割合を基準として、維持し又は増加させる。
→平成15年度に自然体験活動を得た青少年の割合は平成
14年度と比較しやや減少しており、進捗にやや遅れが見
られる。

＜達成目標７－５－１＞

＜達成目標７－５－３＞
平成17年度末までに、自然体験活動に資する場所の登録件
数を増加させる。
→自然体験活動に資する場所の登録件数は平成14年度と比
較し約1.2倍の増加を示しており、概ね順調に進捗。

青少年の自然体験
活動に関するモデ
ル事業の実施
１８７百万円

国立の青少年教育
施設での自然体験
活動等の促進
14,382百万円

自然体験活動指導
者の養成・登録制
度確立に向けての
支援

自然体験活動にふ
さわしい場所の登
録の推進

民間団体が実施す
る自然体験活動へ
の支援

＜達成目標７－５－４＞
子どもの読書活動に関する社会的気運の醸成を図るとともに、
地域における子どもの読書活動推進体制の整備を図る。
→子ども読書活動推進計画を策定した地方公共団体は、成
14年度と比較し増加しており、概ね順調に進捗。

＜達成目標７－５－５＞
国際交流を通じ、我が国及び各国における青少年及び青少年
育成指導者相互の認知度・理解度の向上を図る。
→平成15年度に、計179人の青少年を3国に派遣・招へいし
ており、概ね順調に進捗。

子ども読書活動推
進計画策定の働き
かけ

青少年の交流を推
進する事業の実施
４４百万円

全国子ども読書活
動推進キャンペー
ンの実施１００百万
円

子ども読書活動推
進計画未策定の
地方公共団体も多
く、計画策定を一
層推進するととも
に、子どもの読書
活動についての関
心と理解を深めて
いく。

青少年の国際交流
を更に進めるため、
海外派遣・日本招
へいの国・人数の
増加を図る。

1
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①上位の政策名 政策目標８ 文化による心豊かな社会の実現

②施策名 施策目標８－１ 芸術文化活動の振興

③主管課 （主管課）文化庁芸術文化課（課長：西阪 昇）
及び関係課 （関係課）伝統文化課（課長：関 裕行）／美術学芸課（課長：下坂 守）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標８－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
我が国の芸術文化活動水準の向上を図るとともに、国民全体が、芸術

文化活動に参加できる環境を整備する。

達成目標８－１－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、優れた芸術創造活動への支援を継続し、芸術創17

造活動を活性化させる。

達成目標８－１－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、新進芸術家の海外への留学を支援することによ17

り、芸術創造活動を活性化させる。

達成目標８－１－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、新進芸術家の国内での研修を支援することによ17

り、芸術創造活動を活性化させる。

達成目標８－１－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、公立文化会館や劇場等における優れた自主企画･17

制作及び公演に対する重点支援を行い、芸術創造活動を活性化させる。

達成目標８－１－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、子どものための公立文化施設における公演機会17

の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。

達成目標８－１－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、子どものための学校における芸術文化に触れる17

機会の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。

⑤ 各達成目標の 達成目標８－１－１
現 達成度合い又 平成１５年度の達成目標については 「芸術団体重点支援事業」という施策を行った結果、、
状 は進捗状況 直接的な牽引力となることが期待され、支援を受ける芸術団体の自主公演数の指標が順調に向
の （達成年度が 上しており、概ね順調に進捗しているが、その支援対象事業をより明確にし、趣旨に則した活
分 到来した達成 動を支援対象とする必要性などの課題があると判断。
析 目標について
と は総括） 達成目標８－１－２
今 平成１５年度も引き続き「新進芸術家海外留学制度」という施策を行い、実践的な研修の機
後 会の提供による累積派遣者数の増加が図られている。また、将来有望な芸術家を選定して派遣
の することにより質の確保も図られているところであり、概ね順調に進捗していると判断。
課
題 達成目標８－１－３

平成１５年度も引き続き「新進芸術家国内研修制度」という施策を行い、実践的な研修の機
会の提供による累積派遣者数の増加が図られている。また、将来有望な芸術家を選定して派遣
することにより質の確保も図られているところであり、概ね順調に進捗していると判断。

達成目標８－１－４
平成１５年度の達成目標については 「芸術拠点形成事業」という施策を行った結果、我が、

国の芸術拠点の形成につながる優れた自主企画・制作、公演に対する支援数は増加しており、
順調に進捗していると判断。

達成目標８－１－５
平成１５年度の達成目標については 「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」という施策を、

行った結果、公立文化施設における公演数は増加しており、順調に進捗していると判断。

達成目標８－１－６
平成１５年度の達成目標については 「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」という施策を、

行った結果、学校における公演数は増加しており、順調に進捗していると判断。

施策目標（基 平成１５年度の達成度合いについては、各達成目標の度合いが比較的良好であり、各種芸術
本目標）の達 文化活動の活性化等を通じて、我が国の文化水準の向上や国民が芸術文化活動に参加できる環
成度合い又は 境の整備に寄与したものと考えられるが、引き続き支援の拡充を図っていく必要がある。
進捗状況
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今後の課題 達成目標８－１－１
（達成目標等 指標は順調に推移しているが 芸術団体重点支援事業 については 上述の現状分析や 今、「 」 、 「

（ ）」（ ）の追加・修正 後の舞台芸術創造活動の支援方策について 提言 平成１６年２月文化審議会文化政策部会
及びその理由 等を踏まえて、その支援目的及び支援対象事業をより明確にし、団体の総体の活動ではなく、
を含む） 公演ごとのプロジェクト支援である趣旨に則した活動を支援対象とするなどの見直しを行い、

優れた公演に対するきめ細やかな支援の拡充を図っていく必要がある。
また、これに伴い公演の質を把握するための指標を新たに検討していく必要がある。

達成目標８－１－２
指標が順調に推移していることから 「新進芸術家海外留学制度」による効果が現れている、

ものと推測されるが、将来性のある多くの芸術家に実践的な研修機会を提供するため、引き続
き支援の継続の必要がある。

達成目標８－１－３
指標が順調に推移していることから 「新進芸術家国内研修制度」による効果が現れている、

ものと推測されるが、将来性のある多くの芸術家に実践的な研修機会を提供するため、引き続
き支援の継続の必要がある。

達成目標８－１－４
指標が順調に推移していることから 「芸術拠点形成事業」をはじめとする関連施策の効果、

が現れているものと推測されるが、引き続き支援の継続の必要がある。

達成目標８－１－５
指標が順調に推移していることから 「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」をはじめとす、

る関連施策の効果が現れているものと推測されるが、引き続き多くの公演が行えるような支援
の継続・拡充の必要がある。

達成目標８－１－６
指標が順調に推移していることから 「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」をはじめとす、

る関連施策の効果が現れているものと推測されるが、引き続き多くの公演が行えるような支援
の継続・拡充の必要がある。

以上のほか、基本目標全体としては、更なる芸術文化活動の振興のため、文化芸術創造プラ
ンにより、引き続き芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す必要がある。

評価 結 果の 達成目標８－１－１
年度以降 平成１６年度より 「日本映画・映像」振興プランを推進し、総合的に映画・映像の創造活16 、

の政策への反 動の拡大を図ることにより、更なる我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。
映方針 平成１７年度以降においては 「芸術団体重点支援事業」の見直しを行い、支援対象事業を、

明確化することにより、更なる我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。
また、これに伴い公演の質を把握するための指標を新たに検討していく必要がある。

達成目標８－１－２
平成１６年度においても、引き続き「新進芸術家海外留学制度」を講じることにより、更な

る我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。

達成目標８－１－３
平成１６年度においても、引き続き「新進芸術家国内研修制度」を講じることにより、更な

る我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。

達成目標８－１－４
平成１６年度においても、引き続き「芸術拠点形成事業」を講じることにより、更なる我が国
の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。

達成目標８－１－５
平成１６年度においても、引き続き「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」を講じることに

より、更なる我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。

達成目標８－１－６
平成１６年度においても、引き続き「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」を講じることに

より、更なる我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指す。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

959 2120 3980 7948 13050直接的な牽引力となることが期待され、支援を受
（ ）ける芸術団体の累積自主公演数 平成 年度～11

（達成目標８－１－１関係）

125 259 392 590 745新進芸術家海外留学制度における累積派遣者数
（平成 年度～）11
（達成目標８－１－２関係）

53 106 158 232 295新進芸術家国内研修制度における累積派遣者数
（平成 年度～）11
（達成目標８－１－３関係）
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238 607公立文化会館や劇場等で開催される優れた自主企 ― ― ―
11画・制作や公演に対する累積支援件数（平成

年度～）
（達成目標８－１－４関係）

42 84 127 238 357こどものための公立文化施設における公演機会の
累積提供数（平成 年度～）11
（達成目標８－１－５関係）

90 181 302 504 905こどものための学校における芸術文化に触れる機
会の累積提供数（平成 年度～）11
（達成目標８－１－６関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

芸術団体重点支援 最高水準の舞台芸術、伝統芸能等の公演に対する重点 百万円6,650
事業 支援を実施。
（ ）達成目標８－１－１

新進芸術家海外留 美術、音楽、舞踊、演劇等の各分野における新進芸術 百万円891
学制度 家の海外の芸術団体や芸術化等への留学を支援すること

により、実践的な研修の機会を提供する。（ ）達成目標８－１－２

新進芸術家国内研 新進芸術家が美術、音楽、舞踊、演劇、伝統文化等の 百万円210
修制度 各分野について、国内の研修期間において実践的な研修

を受ける機会を提供する。（ ）達成目標８－１－３

芸術拠点形成事業 公立文化会館や劇場、博物館・美術館における我が国 百万円923
の芸術拠点の形成につながる優れた自主企画・制作及び（ ）達成目標８－１－４

公演等に対する重点支援を行う。

本物の舞台芸術に 学校や公立文化会館などにおいて優秀な舞台芸術や伝 百万円2,540
触れる機会の確保 統芸能に直に触れる機会を提供し、感受性豊かな人間と

しての育成を図る。（ ）達成目標８－１－５

（ ）達成目標８－１－６

⑧備考



地域において芸術
文化に触れる機会
が拡大された

優れた芸術創造活
動が活性化された

子どもが芸術文化
に触れる機会が拡
大された

施策目標８－１（文化芸術活動の推進）
－平成１５年度実績評価の結果の概要－
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平成17年度までに、新進芸術家の海外への留学を支援するこ
とにより、芸術創造活動を活性化させる。
→累積派遣者数の増加及び我が国の芸術創造活動の質・量双
方の向上が図られており、概ね順調に進捗。

＜達成目標８－１－２＞

平成１７年度までに、優れた芸術創造活動への支援を継続し、芸術創
造活動を活性化させる。
→支援を受ける芸術団体の自主公演数が増加しており、概ね順調に進捗し
ているが、その支援対象事業をより明確にし、趣旨に則した活動を支援対
象とする必要性などの課題があると判断。

＜達成目標８－１－１＞

＜達成目標８－１－３＞

平成１７年度までに、新進芸術家の国内での研修を支援することに
より、芸術創造活動を活性化させる。
→累積派遣者数の増加及び我が国の芸術創造活動の質・量双
方の向上が図られており、概ね順調に進捗。

＜達成目標８－１－４＞

平成１７年度までに、公立文化会館や劇場等における優れた自主企
画・制作及び公演に対する重点支援を行い、芸術創造活動を活性化
させる。

→優れた自主企画・制作、公演に対する支援数は前年と同様の
傾向であり、概ね順調に進捗。

平成１７年度までに、子どものための公立文化施設における公演機
会の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。

＜達成目標８－１－５＞

→公立文化施設における公演数は増加しており、概ね順調に
進捗。

＜達成目標８－１－６＞

平成１７年度までに、子どものための学校における芸術文化に触れる
機会の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。

芸術拠点形成事業
９２３百万円

本物の舞台芸術に触れる
機会の確保

２，５４０百万円

新進芸術家国内研修制度

２１０百万円

芸術団体重点支援事業

６，６５０百万円

新進芸術家海外留学制度

８９１百万円

→学校における公演数は増加しており、概ね順調に進捗。

次代を担う芸術家
が着実に育成され
ている1

6
9
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標
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－
１

）



①上位の政策名 政策目標８ 文化による心豊かな社会の実現

②施策名 施策目標８－２ 文化財の次世代への継承・発展

③主管課 （主管課）文化庁伝統文化課（課長：関 裕行）／美術学芸課（課長：下坂 守）／
及び関係課 記念物課（課長：村田善則）／建造物課（課長：苅谷勇雅）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標８－２ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 17
文化財のうち重要なものの指定等を行い、保護のため必要な措置を講

ずるとともに、専門職員等の資質向上や文化財に関する情報化の推進に
より、文化財の次世代への継承・発展を図る。

達成目標８－２－１ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 18
近代の分野を含め文化財のうち重要なものの指定等を着実に行い、保

護のため必要な措置を講ずることにより、その適切な保存整備・活用を
図る。

達成目標８－２－２ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 18
文化財の保存・活用の取組を充実させて、文化財に携る人材の確保と

資質の向上を図るため、文化財の保存及び活用に関する研修の実施を推
進する。

達成目標８－２－３ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 18
都道府県及び市区町村の文化財行政に携る者を対象に職務遂行に必要

な基礎的事項及び実務上の課題に関する講習会を行い、文化財行政の向
上に資する。

達成目標８－２－４ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成14 18
国指定文化財について、文字情報及び画像情報をデジタル化し、その

公開の促進を積極的に進める。また、国立博物館・美術館等の所蔵品を
デジタル化し、その分の公開の促進を積極的に進める。

⑤ 各達成目標の 達成目標８－２－１
現 達成度合い又 指標を踏まえ分析を行った結果、平成 年度末現在の文化財の指定等件数（累積総数）は15
状 は進捗状況 件であり、そのうち近代の分野のものは ％と年々増加しているほか、平成 年度19,798 19.2 15
の （達成年度が の文化財関係補助事業の対象として 件の文化財の保存整備・活用が図られており、想定2,354
分 到来した達成 どおり達成されている。
析 目標について
と は総括） 達成目標８－２－２
今 指標を踏まえ分析を行った結果、研修会の受講者は毎年一定数を確保しており、文化財に携
後 る人材の確保と資質・能力の向上に資するものとなっており、想定どおり達成されている。
の
課 達成目標８－２－３
題 指標を踏まえ分析を行った結果、毎年、各都道府県教育委員会等からの推薦者全員を受講者

として受け入れており、想定どおり達成されている。

達成目標８－２－４
指標を踏まえ分析を行った結果、指標としての国指定文化財のホームページでの文字情報・

画像の公開状況は比率としては横ばいだが、国指定文化財の指定数の増加に伴い、国指定文化
財の文字情報のデジタル化の件数も増加していることから、想定どおり達成されている。

施策目標（基 文化財の指定等を行い保護のため必要な措置を講じることにより、文化財の保護対象を拡大
本目標）の達 するとともに、文化財に携る人材の資質・能力を向上させることや、インターネットを活用し
成度合い又は て、より多くの国民に対し文化財に関する情報を提供することが、文化財の次世代への継承・
進捗状況 発展につながる。

今後の課題 達成目標８－２－１については、今日の社会構造や国民の意識の変化を踏まえ、国民の生活
（達成目標等 に密接に関係した文化的所産として新たに保護対象の拡大が求められている分野や、保存及び
の追加・修正 活用のための措置が特に必要とされる分野への対応を図るなど、文化財保護制度の改善を図る
及びその理由 必要がある。
を含む）

達成目標８－２－２については、参加者人数の増加とともに、参加者の現状での実務上の課
題を取り入れるなど更に事業内容を充実させ、文化財の保存活用に関する専門職員等の資質向
上を図る。

達成目標８－２－３については、参加者人数の増加とともに、既受講者の要望を反映しなが
ら、よりニーズに呼応した講座を目指し、文化財行政に関する職員等の資質向上を図る。

達成目標８－２－４については、 化の急速な進展への対応や、国民の多様なニーズに対IT
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応する必要があるため、総務省と相互に連携を図りつつ、国や地方の有形・無形の文化遺産に
関する情報を積極的に公開することなどを目的とする「文化遺産オンライン構想」を強力に推
進することとし、本構想を実現するため （１）我が国文化遺産のインターネット上での総覧、
の実現 （２）文化遺産情報化推進戦略の策定等の取組を進める。、

評価 結 果の 平成 年５月の文化財保護法の一部改正により、人と自然の関わりの中で作り出されてき16
年度以降 た文化的景観及び地域において伝承されてきた生活や生産に関する用具、用品等の製作技術で16

の政策への反 ある民俗技術を新たに保護の対象にするとともに、近代の文化財等を保護するため建造物以外
17映方針 の有形文化財 有形の民俗文化財及び登録記念物に登録制度を拡充したところである 平成、 （

）。 、 、 、年４月１日施行 今後 従来の文化財に加えて 新たに文化財の対象となったものについて
その保護を図っていくための体制整備が急務となっている。また、これらの保護に要する経費
について、平成 年度概算要求を行う予定。17

また、文化財の保存・活用に関する研修会や講習会の実施、国指定文化財に関する情報のデ
ジタル化の推進により、確実に文化財を次世代に継承・発展させる必要がある。特にデジタル
化については、平成 年 月より、総務省と相互に連携しつつ 「文化遺産オンライン構想」15 4 、
として、文化遺産ポータルサイトを確立し、我が国文化遺産に関する情報をインターネットで
総覧できるようにすることを目指しており、文化遺産情報推進戦略会議を開催中（８月に「中
間まとめ」を文化庁長官に提出、ポータルサイト試行版の作成を開始 。）

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

16,900 17,581 18,094 18,789 19,798文化財の指定、選定及び登録の件数（累積総数）
（達成目標８－２－１関係）

10.6 12.4 14.8 16.2 19.2文化財の指定、選定及び登録の件数（累積総数）
のうち、近代の分野のもの （％）
（達成目標８－２－１関係）

2,211 2,228 2,311 2,330 2,354文化財関係補助事業の対象件数
（達成目標８－２－１関係）

226 199 169 261 185文化財の保存・活用に関する研修会の受講者数
（達成目標８－２－２関係）

91 98 119 95 111文化財の保存・活用に関する講習会（文化財行政
講座）の受講者数
（達成目標８－２－３関係）

文字情報 文字情報９９ 文字情報９９国指定文化財のホームページでの文字情報・画像 － － 42
3 3 3情報の公開状況（％） 画像情報 画像情報 画像情報

（達成目標８－２－４関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

文化財の指定等 文化財保護法に基づき、文化財の指定、選定及び登録を ３３，８０２百
行い、保存及び活用のために必要な措置を講じている。 万円のうち内数（ ）達成目標８－２－１

指定文化財（美術 指定文化財 美術工芸品 の公開可能な博物館 美術館 ３百万円（ ） 、 、
、 （ ） 、工芸品）企画展示 資料館 文書館等 公開承認施設 の学芸担当者に対し

セミナー 文化財の公開に関わる様々な専門知識と技能の研修を行
う。（ ）達成目標８－２－２

美術館・歴史博物 公私立の美術館・歴史博物館の学芸員や学芸業務を担当 ２百万円
館学芸員専門研修 する専門職員等を対象に、学芸業務に関する専門的知識
会 ・技能の向上を図る研修を行う。
（ ）達成目標８－２－２

伝統的建造物群保 伝統的建造物群の保護行政に携る地方公共団体の職員等 －
護行政研修会 を対象に、職務遂行に必要な専門的事項に関する研修を

行なう。（ ）達成目標８－２－２

文化財行政講座 都道府県及び市（区）町村等において文化財行政に携わ －
る者を対象に、職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上（ ）達成目標８－２－３

の課題に関する講習会を実施する。

文化遺産オンライ 総務省と連携し、文化遺産のアーカイブ化を推進すると －
ン構想の推進 ともに、全国の博物館･美術館等の文化財等の文化遺産

情報を集約化し、インターネットで公開するなどの取り（ ）達成目標８－２－４

組みを進める。

⑧備考
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施策目標８－２（文化財の次世代への継承・発展）
平成１５年度の実績評価の結果の概要

基
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↓
想
定
ど
お
り
達
成

文化財に携
る人材の資
質・能力が
向上した

より多くの
国民に文
化財に関
する情報が
提供される
ようになっ
た

文化財の保
護対象が拡
大した

美術館・歴史博物館学芸員専
門研修会の実施
２百万円

指定文化財（美術工芸品）企
画展示セミナーの実施

３百万円

文化財行政講座の実施

文化遺産オンライン構想
の推進

＜達成目標８－２－１＞

＜達成目標８－２－３＞

＜達成目標８－２－４＞

文化財の保存・活用の取組を充実させて、文化財
に携る人材の確保と資質の向上を図るため、文化
財の保存及び活用に関する研修の実施を推進す
る。

→想定どおり達成

都道府県及び市区町村の文化財行政に携る者を
対象に職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上
の課題に関する講習会を行い、文化財行政の向
上に資する。

→想定どおり達成

国指定文化財について、文字情報及び画像情
報をデジタル化し、その公開の促進を積極的に
進める。また、国立博物館・美術館等の所蔵品
をデジタル化し、その分の公開の促進を積極的
に進める。

→想定どおり達成

＜達成目標８－２－２＞

近代の分野を含め文化財のうち重要なものの指
定等を着実に行い、保護のため必要な措置を講
ずることにより、その適切な保存整備・活用を図る。

→想定どおり達成

文化財の指定等

３３，８０２百万円の内数

伝統的建造物群保護行政
研修会の実施

1
7
2
（
施

策
目

標
８

－
２）



①上位の政策名 政策目標８ 文化による心豊かな社会の実現

②施策名 施策目標８－３ 文化振興のための基盤整備

③主管課 （主管課）文化庁政策課（課長：吉田大輔）／著作権課（課長：吉川晃）／
及び関係課 国際課（課長：池原光洋）／芸術文化課（課長：西阪 昇）／

（課長名） 国語課（課長：久保田治）／美術学芸課（課長：下坂守）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標８－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
高度化、多様化しつつある国民の文化への関心の高まりに応え

るため、新たな文化拠点等の整備を行うほか、文化に関する総合
的な情報システムの構築を進める。また、文化活動を支える基盤
である国語及び著作権制度の普及・啓発を図る。

達成目標８－３－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 18
平成 年度までに、国立新美術館の整備を行う。18

達成目標８－３－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、九州国立博物館（仮称）を開設する。17

達成目標８－３－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
文化庁ホームページを含めた文化情報総合システムの情報内容

の充実を図る。

達成目標８－３－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、国民の国語に関する意識の把握に努める17

とともに、国語の普及・啓発を図るため、より広範に、国語に関
する協議会等を開催する。

達成目標８－３－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗13 17
平成 年度までに、著作権の普及・啓発を図るため、より広17

範に、著作権に関する講習会等を開催する。

達成目標８－３－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成15 19
著作権教育の充実を図るため、全国の中学３年生にマンガ教材

を配布する。

⑤ 各達成目標の 達成目標８－３－１
現 達成度合い又 「平成１５年度には 「躯体工事 （平成１３年度～）を終了するとともに、引き続き「設備、 」
状 は進捗状況 工事 （２年計画の第１年次）に着手し、当初の予定通り工事を進めている。また施設の正式」
の （達成年度が 名称を「国立新美術館」と決定、管理運営に関する検討結果報告書（文化庁）に基づき、独立
分 到来した達成 行政法人国立美術館（国立新美術館設立準備室）において管理運営の具体的な在り方につき
析 目標について 検討を進めており、概ね順調に進捗しているものと判断。
と は総括）
今 達成目標８－３－２
後 平成１５年度には 「建設工事 （３年計画の第三年次）を終えるとともに、独立行政法人国、 」
の 立博物館において「展示工事（２年計画 」に着手しており、当初の予定通り博物館の整備が）
課 進んでいるため、概ね順調に進捗しているものと判断。
題

達成目標８－３－３
平成１５年度は、文化庁ホームページの情報内容の充実を図ったことにより、文化庁ホーム

ページへのアクセス数（月平均）が平成１４年度の約１．４倍に増加していることから、概ね
順調に進捗しているものと判断。

達成目標８－３－４
「言葉」について考える体験事業及び国語に関する問題について協議する研究協議会等の開催

個所の増加（１４年度：１６箇所→１５年度：２２箇所）や「言葉」について考える体験事業
についてそれまで対象者を「親子」と限定していたのをやめ、より自由な参加形態にするなど、参加者の拡
充によって、より広く参加者の意識の高揚が図られており，全体的に順調に進捗している。

達成目標８－３－５
著作権講習会の開催については、国民一般、教職員、図書館職員等の対象者別の講習会を計

画どおり１３箇所で開催し、多様な対象者に対するきめ細かな講習会を提供しており、概ね順
調に進捗している。

達成目標８－３－６
全国の中学３年生全員（１００％）にマンガ教材を配布することができ、想定どおり達成。

施策目標（基 平成１５年度の達成度合いについては、国立新美術館や九州国立博物館（仮称）の整備が進
本目標）の達 んでおり、新たな文化拠点等の整備が順調に進捗しているほか、文化庁ホームページの内容も

（施策目標８－３）173



成度合い又は 充実してきていることから、文化に関する総合的な情報システムの構築につながっている。ま
進捗状況 た、各種研修会等の実施により、文化活動を支える基盤である国語及び著作権制度の普及・啓

発も順調に進捗した。

今後の課題 達成目標８－３－１
（達成目標等 大型企画展の開催や全国的な公募展への施設提供など、我が国の美術の振興と国民の美術鑑
の追加・修正 賞機会の充実を図る新しい国立の美術展示施設の平成１８年度の開館を目指して、独立行政法
及びその理由 人国立美術館で準備及び整備を進める。
を含む）

達成目標８－３－２
日本文化の形成をアジア史的観点から捉えるという新しい視点をもった博物館の開設を目指

し、平成１６年度には「展示工事」を終えるとともに、平成１７年度の開館を目指しての独立
行政法人国立博物館での準備及び整備を進める。

達成目標８－３－３
文化庁ホームページのアクセス数は年々増加しており、国民の文化に対する関心が高まって

きていることがうかがえる。今後もコンテンツの充実を図り、文化に関する情報を国内外に総
合的に提供する。

達成目標８－３－４
指標が順調に推移していることから，多くの人々の意識高揚が図られているものと推測され

るが，さらに国語の普及・啓発を図るためには，内容の充実を進め参加者の満足度を高めてい
くことが必要である。

達成目標８－３－５
受講者のニーズに応じた講習会の実施に向け、講習会の在り方の検討を行う。

達成目標８－３－６
著作権教育研究指定校において活用の研究を行う。

以上のほか、基本目標全体としては 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」、
、 、等を踏まえ 特に情報化等の急速な進展による著作権侵害に対応することは喫緊の課題であり

海賊版対策の施策を実施することにより、一層の文化活動の基盤整備を図る必要がある。
また、全ての人々に対する著作権の普及啓発を実施するためには、講習会への参加が困難な

者が好きな時間に学習できるＥラーニング用教材を開発して学習機会の拡大を図る必要があ
る。

評価 結 果の 達成目標８－３－１
年度以降 平成１６年度も引き続き、我が国の美術の振興と国民の美術鑑賞機会の充実を図る新しい国16

の政策への反 立の美術展示施設の平成１８年度の開館を目指して、独立行政法人国立美術館で準備及び整備
映方針 を進める。

達成目標８－３－２
九州国立博物館（仮称）の整備については、予定通りの開館を達成できるよう、引き続き準

備及び整備を進める。

達成目標８－３－３
文化情報総合システムの内容の充実及び効果的な運用により、文化に関する情報の積極的な

推進を図る。

達成目標８－３－４
平成１６年度も引き続き、さらに国語の普及・啓発を図るため、内容の充実を進め参加者の

満足度を高めていくよう努めていく。

達成目標８－３－５、８－３－６
講習会及び教材の充実を図り、さらなる著作権の普及・啓発に努める。

以上のほか、基本目標全体としては、上述の今後の課題も踏まえて、海賊版対策の施策及び
情報化の進展に対応した著作権の普及啓発施策等を含めたコンテンツの保護と活用に関する施
策について平成 年度概算要求を行うとともに、これらの活動に対する目標を明確にするた17
め、平成 年度から以下の達成目標を追加するとともに、著作権普及啓発事業を実施すると17
いう内容の達成目標から、著作権の普及啓発を図るという内容の達成目標に変更する必要があ
る。

８－３－（追加） 海賊版対策を実施することにより、我が国の著作物の海外における適切な
保護を図る

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

国立新美術館の建設工事の進捗状況 基本設計 基本設計 基本設計 建設工事 建設工事
（達成目標８－３－１関係） 検討

九州国立博物館（仮称）の建設工事の 建築基本 建築実施 建設工事 建 設 工 建 設 工
進捗状況 設計、 設計、 事、 事、
（達成目標８－３－２関係） 常設展示 展示基本 展示実施 展示工事

（施策目標８－３）174



（施策目標８－３）175

計画 設計 設計

4,050 7,110 339,152 197,897 280,851情報提供システムへのアクセス数
（文化庁ホームページアクセス数（月
平均 ））
（達成目標８－３－３関係）

3 2 2 16 22国語の普及を図るための協議会等の開
催箇所数
（達成目標８－３－４関係）

11 11 11 13 13著作権の普及・啓発を図るための講
習会等の開催箇所数
（達成目標８－３－５関係）

1,450,500 1,431,700 1,410,000 1,364,900 1,257,591「中学生向けマンガ」の配布数
（達成目標８－３－６関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

国立新美術館の建 国立新美術館の建設工事を実施。 百万円1,987
設工事
（ ）達成目標８－３－１

九州国立博物館の 九州国立博物館（仮称）の建設工事（３年計画の３ 百万円3,399
建設工事 年次）を実施、完了。
（ ）達成目標８－３－２

九州国立博物館の 独立行政法人国立博物館において、平成１７年秋の 百万円39
展示工事 開館に向けて、展示工事（２年計画の１年次）を実

施。（ ）達成目標８－３－２

文化政策情報シス 広く国内外に我が国の文化に関する情報を提供する 百万円123
テムの整備 「文化政策情報システム整備」事業を実施。
（ ）達成目標８－３－３

国語の普及を図る 文化の基盤たる国語の普及・啓発を図るため、国語 百万円21
ための協議会等の に関する協議会等を開催する。
開催
（ ）達成目標８－３－４

著作権講習会の実 各都道府県著作権事務担当者・教職員・図書館等職 百万円5
施 員および一般の方々を対象とした著作権講習会を実

施。（ ）達成目標８－３－５

著作権マンガ教材 全国の中学３年生にマンガ教材を配布。 百万円51
の配布
（ ）達成目標８－３－６

⑧備考



国語の普及・啓発
が進んだ

新たなる文化拠点
の整備が進んだ

著作権制度の普及・
啓発が進んだ

施策目標８－３（文化振興のための基盤の整備）
－平成１５年度実績評価の結果の概要－
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か
、
文
化
に
関
す
る
総
合
的
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シ
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の
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進
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。
ま
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文
化
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る
国
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制
度
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及
・
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を
図
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↓
概
ね
順
調
に
進
捗

平成17年度までに、九州国立博物館（仮称）を開
設する。

→概ね順調に進捗

＜達成目標８－３－２＞

平成18年度までに、国立新美術館の整備を行う。

→概ね順調に進捗

＜達成目標８－３－１＞

＜達成目標８－３－３＞

文化庁ホームページを含めた文化情報総合シス
テムの情報内容の充実を図る。

→概ね順調に進捗

＜達成目標８－３－４＞

平成17年度までに、国民の国語に関する意識の把
握に努めるとともに、国語の普及・啓発を図るため、
より広範に、国語に関する協議会等を開催する。

→概ね順調に進捗

＜達成目標８－３－６＞

著作権教育の充実を図るため、全国の中学３年生
にマンガ教材を配布する。

→想定どおりに達成

国語の普及を図るための
協議会等の開催

２１百万円

著作権講習会の実施
５百万円

文化政策情報システムの
構築 １２３百万円

国立新美術館の建設

１，９８７百万円

九州国立博物館（仮称）の
建設 ３，３９９百万円

文化に関する総合
的な情報システム
の構築が進んだ

著作権マンガ教材の配布
５１百万円

＜達成目標８－３－５＞

平成１７年度までに、著作権の普及・啓発を図るた
め、より広範に、著作権に関する講習会等を開催
する。→概ね順調に進捗
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①上位の政策名 政策目標８ 文化による心豊かな社会の実現

②施策名 施策目標８－４ 国際文化交流の推進による芸術文化水準の向上、文化を通じた国際貢献、諸
外国との相互理解の増進

③主管課 （主管課）文化庁国際課（課長：池原充洋）
及び関係課 （関係課）文化庁芸術文化課（課長：西阪昇）／伝統文化課（課長：関裕行）／

（課長名） 美術学芸課（課長：下坂守）／記念物課（課長：村田善則）／
建造物課（課長：苅谷勇雅）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標８－４ （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
我が国の文化芸術活動の水準を向上し、文化を通じた国際貢献を行う ているが、一部につ

とともに諸外国との相互理解の増進を図るために、文化芸術振興、文化 いては想定どおり達
財保護における国際文化交流を推進する。 成できなかった

達成目標８－４－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
平成１７年度までに、ハイレベルな海外の芸術家・文化財専門家を招 ているが、一部につ

へいし、国際文化交流のためのネットワークの構築を図る。 いては想定どおり達
成できなかった

達成目標８－４－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
平成１７年度までに 我が国の芸術団体が海外公演を行うことにより ているが、一部につ、 、

文化芸術振興及び国際文化交流を推進する。 いては想定どおり達
成できなかった

達成目標８－４－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
平成１７年度までに、海外の芸術団体と我が国の芸術団体とが共同制 ているが、一部につ

作公演を行い、文化芸術振興及び国際文化交流を推進する。 いては想定どおり達
成できなかった

達成目標８－４－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ13 17
世界の文化遺産保護における国際協力について我が国の経験や技術を ているが、一部につ

活用するために、文化財専門家の派遣や招へい研修の充実を図る。 いては想定どおり達
成できなかった

⑤ 各達成目標の 達成目標８－４－１
現 達成度合い又 「外国人芸術家・文化財専門家招へい事業」という施策を行った結果、量的な面からすると
状 は進捗状況 予算の削減などを受け、招へい人数は若干減少しているものの、質的な面からすると、世界各
の （達成年度が 国で第一人者として活躍している芸術家・文化人の招へいを行っており、芸術家・文化財専門
分 到来した達成 家の質は確保されている。
析 目標について
と は総括） 達成目標８－４－２
今 「国際芸術交流支援事業（二国間交流・海外公演 」という施策を行った結果、量的な面か）
後 らすると、海外公演数は若干減少しているものの、質的な面からすると、世界の多様な芸術と

、 、の の相互刺激を通じて豊かな芸術を生み出すことが期待されている公演であることや スタッフ
課 キャスト等の専門性にも留意するなどの観点から審査を行っており、海外公演の質は確保され
題 ている。

達成目標８－４－３
「国際芸術交流支援事業（国際共同制作公演 」という施策を行った結果、量的な面からす）

ると「海外の芸術団体と我が国の芸術団体との共同制作公演数」の指標は概ね横ばいだが、質
的な面からすると、世界の多様な芸術との相互刺激を通じて豊かな芸術を生み出すことが期待
されている公演であることや、スタッフ、キャスト等の専門性にも留意するなどの観点から審
査を行っており、共同制作公演の質は確保されている。

達成目標８－４－４
「アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業 「アジア諸国文化財の保存修復等」、

協力事業（博物館・美術館の研究協力 「アジア諸国文化財の保存修復等協力事業（文化財）」、
建造物の保存修復協力 」については、量的には 「文化財修復等に関する招へい者数」の指標） 、
は減少しているが、これらの事業を行うことで、招へい者の資質の向上に繋がっており、また
事業の質は確保されている。

施策目標（基 施策目標８－４の下の各達成目標については、量的な面からすると、招へい人数が若干減少
本目標）の達 している部分ある。しかし、質的な面からすると、世界各国で第一人者として活躍している者
成度合い又は の招へいを行うなど、概ね達成目標を達成することができた。このことにより、①国際平和と
進捗状況 自由な世界の実現への貢献、②我が国と諸外国との間の人的ネットワークの構築、③国際社会

における日本及び日本人の存在感を高めることを可能とし、基本目標の達成につながったと言
える。

今後の課題 達成目標８－４－１
（達成目標等 今後も外国人芸術家・文化財専門家を招へいし、我が国関係者との意見交換、研究等の機会

（施策目標８－４）177



の追加・修正 を提供するために、引き続き支援の継続を図る必要がある。
及びその理由
を含む） 達成目標８－４－２

舞台芸術創造活動は、企画から公演の実施まで相当の期間を必要とする。今後は、芸術的な
完成度を高めるため、支援決定の早期化を図る必要がある。

達成目標８－４－３
舞台芸術創造活動は、企画から公演の実施まで相当の期間を必要とする。今後は、芸術的な

完成度を高めるため、支援決定の早期化を図る必要がある。

達成目標８－４－４
今後も文化財専門家の派遣や招へい研修を行い、技術者間の情報交換、研究等の機会を提供

するために、引き続き支援の継続を図る必要がある。

以上のほか、基本目標全体としては 「知的財産の想像、保護及び活用に関する推進計画」、
や「国際文化交流懇談会報告書」において、芸術家・文化人との国際的な協力・共同関係の構
築や強化のための事業の実施が指摘されており、特に国内外のコンテンツ制作等を行う者の僧
殿交流の促進や海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解
の増進を図る施策を実施することにより、一層の国際文化交流の推進を図る必要がある。

評価 結 果の 達成目標８－４－１
、 、16 年度以降 これまでの施策の効果を維持しつつ 今後も我が国と諸外国の芸術家・文化人との連携強化

、 「 」 。の政策への反 日本文化の発信を図るため 引き続き 外国人芸術家・文化財専門家招へい事業 を実施する
映方針

達成目標８－４－２
これまでの施策の効果を維持しつつ、支援決定の早期化を図り、今後も「国際芸術交流支援

事業（二国間交流・海外公演 」を講じることにより、引き続き海外公演が実施されるように）
する。

達成目標８－４－３
これまでの施策の効果を維持しつつ、支援決定の早期化を図り、今後も「国際芸術交流支援

事業（国際共同制作公演 」を講じることにより、引き続き共同制作公演が実施されるように）
する。

達成目標８－４－４
これまでの施策の効果を維持しつつ、今後も文化を通じた国際貢献を図るため 「アジア太、

平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業 「アジア諸国文化財の保存修復等協力事業（博」、
物館・美術館の研究協力 「アジア諸国文化財の保存修復等協力事業（文化財建造物の保存）」、
修復協力 」を実施する。）

以上のほか、基本目標全体としては、上述の今後の課題を踏まえて、国内外のコンテンツ制作
等を行う者の相互の交流の促進や海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文
化等に対する理解の増進を図る施策について平成 年度概算要求を行うとともに、これらの17
活動に対する目標を明確にするため、 年度から以下の達成目標を追加する。17

８－４－（追加） 国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進や海外における我
が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図る。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

31 34 31 31 29ハイレベルの芸術家・文化財専門家の招へい人数
（達成目標８－４－１関係）

125 164 177 207 196我が国の芸術団体による海外公演数
（達成目標８－４－２関係）

131 115 132 138 139海外の芸術団体と我が国の芸術団体との共同制作
公演数（達成目標８－４－３関係）

23 35 37 37 30文化財修復等に関する招へい者数
（達成目標８－４－４関係）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

外国人芸術家・文 外国の文化行政担当省庁の高官、博物館・美術館、文化 百万円14
化財専門家招へい 財研究所、芸術劇場の責任者などハイレベルの文化人を
事業 招へいして、我が国関係者との協議、講演等を実施
（ ）達成目標８－４－１

国際芸術交流支援 我が国と外国との二国間における芸術交流の推進と海外 百万円1,865
事業 とのオペラ等の共同制作等を支援する。
（ 、達成目標８－４－２

８－４－３）

（施策目標８－４）178



（施策目標８－４）179

アジア太平洋地域 アジア太平洋地域の文化財保護に関する国際協力の充実 百万円65
世界遺産等文化財 を図るため、①文化財保護関連データベースの構築、②
保護協力推進事業 文化財保護計画の策定等の研修、③世界遺産に関する国

際会議の開催を行う。（ ）達成目標８－４－４

アジア諸国文化財 アジア諸国の博物館・美術館及び文化財に関する研究機 百万円4
の保存修復等協力 関等へ研究者・技術者、学芸員等を派遣し、文化財の管
事業（博物館・美 理・展示公開に関する共同研究を行い、また、諸国の修
術館の研究協力） 理技術者等を我が国に招聘し、文化財の展示取扱、修理

技術、保存・管理に関する調査、研究、交流を行う。（ ）達成目標８－４－４

アジア諸国文化財 相手国の要請に基づき、我が国の文化財保存技術の専門 百万円7
の保存修復等協力 家として文化財調査官等を派遣し、歴史的建造物の共同
事業（文化財建造 調査や保存・修復について技術協力等を行い、また、相
物の保存修復協力 手国から文化財行政関係者や技術者を招へいし、研修を）

行う （アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復協力（ ）達成目標８－４－４ 。
事業（１５年度事業評価 ））

⑧備考



施策目標 ８－４ （国際文化交流の推進による芸術文化水準の向上，文化を通じた国際貢献，

諸外国との相互理解の増進） －平成１５年度実績評価の結果の概要－

達成目標８－４－２
我が国の芸術団体が海外公演を行うことによ

り，文化芸術振興及び国際文化交流を推進す
る。
→一定の成果が上がっているが、一部につい
ては想定どおりには達成できなかった。

達成目標８－４－１
ハイレベルな海外の芸術家・文化財専門家を
招へいなどし，国際文化交流のためのネット
ワークの構築を図る。
→一定の成果が上がっているが、一部につい
ては想定どおりには達成できなかった。

達成目標８－４－３
海外の芸術団体と我が国の芸術団体とが共

同制作公演を開催し，文化芸術振興及び国際
文化交流を推進する。
→一定の成果が上がっているが、一部につい
ては想定どおりには達成できなかった。

達成目標８－４－４
世界の文化遺産保護における国際協力につ

いて我が国の経験や技術を活用するために，
文化財専門家の派遣や招へい研修の充実を
図る。
→一定の成果が上がっているが、一部につい
ては想定したとおりには達成できなかった。
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外国人芸術家・文化財専門家
招へい事業 １４百万円

国際芸術交流支援事業
１，８６５百万円

アジア太平洋地域世界遺産等文化
財保護協力推進事業 ６５百万円

アジア諸国文化財の保存修復等協
力事業（博物館・美術館の研究協
力） ４百万円

アジア諸国文化財の保存修復等協
力事業（文化財建造物の保存修復
協力） ７百万円
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①上位の政策名 政策目標９ 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

②施策名 施策目標９－１ 日本人の心の見える国際教育協力の推進

③主管課 （主管課）大臣官房国際課国際協力政策室（室長：行松泰弘）
及び関係課 （関係課）国際統括官付（室長：石田徹）

（課長名）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標 － （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ9 1 13 17
開発途上国の貧困削減を進めるための最重要分野の一つである教育分 ているが、一部につ

野に対して、国際教育協力懇談会（文部科学大臣の私的懇談会）におけ いては達成できなか
る議論を踏まえつつ、我が国の経験と人材を生かした効果的な国際教育 った
協力を実現させ、また、我が国の「内なる国際化」を推進する。

達成目標 － － （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ9 1 1 13 17
拠点システムを整備し 協力経験の豊富な理数科教育 教員研修制度 ているが、一部につ、 、 、

教育行政、学校運営の諸分野において開発途上国における協力経験を蓄 いては達成できなか
積・分析し、協力関係者に伝達するとともに、協力経験の浅い他の分野 った
においては、ワークショップの開催や開発途上国における現地調査など
により、我が国の教育経験に関する情報提供と対話プロセスの強化を行
う。以上の活動を通じ、我が国の教育経験を広く途上国に普及する。

達成目標 － － （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 一定の成果が上がっ9 1 2 13 17
青年海外協力隊をはじめとする国際協力事業への現職教員の参加体制 ているが、一部につ

を整備・強化し、毎年度の参加人数が１００人以上となるようにする。 いては達成できなか
った

達成目標 － － （基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗9 1 3 13 17
行政から草の根までを含めた幅広い協力を実現するため、 や地NGO

方自治体との会合を定期的に開催する。

達成目標 － －４ (基準年度： 年度 達成年度： 年度) 概ね順調に進捗9 1 13 27
「万人のための教育」を主導するユネスコへの協力を通じて、開発途上
国における就学率の向上、識字率の向上、教育のすべての局面における
質の改善など 「ダカール行動の枠組み」で示された目標に向けた取り、
組みに貢献する。

9 1 1⑤ 各達成目標の 達成目標 － －
BEGIN現 達成度合い又 国際教育協力懇談会最終報告 並びにカナナスキスサミットで小泉総理が発表した、

状 は進捗状況 にも示された、我が国の教育経験の活用と現職教員の派遣を促進していくための国内実施体
の （達成年度が 制として、拠点システムを構築した。具体的には、まず、協力経験が豊富で我が国の主力と
分 到来した達成 なる教育分野（理数科教育・教員研修制度・教育行政・学校運営）に関し、これまでの協力
析 目標について 経験を蓄積・分析し、協力に共通して活用できる協力モデル（活動内容や教材等）の整備を
と は総括） 図り、次に、我が国としての協力経験の浅い分野（学校保健、環境教育等）に関して、分野
今 別のグループ形成を促進し、我が国の教育経験の整理を行うとともに、開発途上国との対話
後 の過程を通して情報提供の拡大を図っている。これらの活動の結果、拠点システムへの参加
の 団体数は平成１５年度において４２団体に上るなど、一定の成果は上がっている。しかし、
課 協力モデルの活用に係る現地での実証成果の近隣諸国への波及等については、現地調査およ
題 びワークショップの実施数が６回にとどまっており、今後の課題として残っているところで

あるため、一部想定した通りには達成していない。

9 1 2達成目標 － －
国際協力事業への現職教員の参加体制の整備・強化に関しては、都道府県教育委員会との

意見交換や現職教員参加制度の意義・趣旨等を周知するパンフレットの作成・配布を通し
て、協力参加人数の底上げに努めている （平成１５年度参加人数 名）。 56

9 1 3達成目標 － －
都道府県教育委員会との意見交換拠点システム運営委員会等による 、コンサルタNGO

ント企業との意見交換を行っている （平成１５年度公式会合開催数５回）。

達成目標 － －４9 1
これまで、アジア太平洋地域を対象とした識字事業等に対し、信託基金の拠出、専門家の

。 、 、派遣を通じた協力を行っている 平成２年から平成１２年までに アジア地域の非識字率は
約６．０％（１５百万人）の改善が見られる（全世界では、約４．４％の改善 。これは文）
部科学省による協力が寄与しているものと考えられる。

また、アジア太平洋地域の途上国における教育の質の改善を図るため 「アジア太平洋地、
域教育開発計画（以下、 」巡回講師団派遣事業(昭和 年～）及び 教育信託基金APEID 49 IT）
事業(平成 年～）を実施してきた。 巡回講師団派遣については、毎年３か国、約13 APEID
１０～２０名に対し研修を実施、 教育信託基金事業では、調査した各国別のデータや新IT
たに開発した教材等を利用し、アジア太平洋諸国における教員研修等を実施している。

（施策目標９－１）181



施策目標（基 施策目標９－１については、上記の通り一定の成果が上がってきているところである。
本目標）の達 これらの達成目標を達成することで、協力の基盤整備が着実に図られていると思料され、我
成度合い又は が国の経験と人材を活かした効果的な国際教育協力の実施や「内なる国際化」の推進という基
進捗状況 本目標の達成に寄与したものと言える。

ただし、達成目標９－１－１，９－１－２については、実績（ワークショップの開催数及び
青年海外協力隊「特別参加制度」への参加人数）を考慮し、一部については達成できなかった
と判断。

以上の状況を総合的に勘案すると、施策目標９－１については、一定の成果は上がってきて
いるが、一部については達成できなかったと判断。

今後 の 課題 拠点システムについては、参加団体数が４２団体に上るなど順調に基盤整備がなされてきた
（達成目標等 が、次の段階として、派遣される現職教員からの協力モデル活用結果を含めた現地経験を効果
の追加・修正 的に集約すること及び協力に適用できることが実証された我が国の教育経験を近隣諸国への波
及びその理由 及することが課題となってきている。これらの状況を踏まえ、参加団体数の拡大に引き続き努
を含む） めるとともに、上記の課題に対応するための第三国でのワークショップ開催等を含めた包括的

なものへと達成目標９－１－１を修正する。

ユネスコは、世界の全ての子供達の義務教育へのアクセスの確保、成人識字の改善等を内容
とする「万人のための教育」の達成を最優先に掲げ、また、世界教育フォーラムにおいて採択
された「ダカール行動枠組み」においては２００５（平成１７）年までに成人（特に女性）識
字率の５０％改善を目標としており、我が国としても、開発途上国における１億人以上の未就
学児童、約８億６千万人の非識字者の解消に向けたユネスコの取り組みに積極的に貢献してい
くことは重要である。

信託基金を拠出し、ユネスコにおいて実施してきた 巡回講師団の派遣事業についてAPEID
は、過去３０年に渡り殆どのアジア太平洋諸国において実施され、得られる成果は出し尽くし
たところであり、また、 教育研修等の事業については、平成１３年以来、計画通り事業をIT
展開し、一定の効果が見られため廃止する。

なお、第５７回国連総会において我が国の提案により、２００５年からの１０年を「国連持
」 、 。続可能な開発のための教育の１０年 とし ユネスコをその主導機関とすることが決議された

提案国である我が国としては 「 巡回講師団事業」や「 教育研修」等の事業において、 APEID IT
培われた経験とアジア太平洋地域において形成されたネットワークを生かし 「持続可能な開、
発のための教育（以下、 」の推進に主導的に貢献していく予定である。ESD）

評価結果の16 開発途上国の貧困削減に向け、標記の国内外における事業を今後も推進していきたい。
年度以降の政
策への反映方 拠点システムについては、上記の課題を踏まえ、帰国現職教員を対象としたワークショップ
針 を開催し、協力結果の活用を含めた現地経験の効果的な集約を図るとともに、第三国における

ワークショップを開催し、協力に適用できる我が国の教育経験の普及を促進するべく、事業を
拡大する方針である。

なお 「万人のための教育（ )」は、ユネスコの教育分野における最重点事業と位置づけ、 EFA
られ、途上国支援の一環として、我が国としてもかかるユネスコによる取り組みへの貢献が強
く求められている 「ダカール行動の枠組み」で示された就学率、識字率の向上等の目標の達。
成のため、途上国自身の取り組み及び先進国による支援の一層の強化が必要とされており、拠
出金の拠出、専門家の派遣を通じた我が国のこれまでのユネスコを通じた協力活動を強化して
いく必要がある。そのため文部科学省（ユネスコ国内委員会事務局）内において、ユネスコへ
の協力に関する総合的な企画立案能力の強化、ユネスコ、他国際機関及び諸外国との高度な調
整・交渉力を強化する体制を構築し、 に向けた国内体制の強化を図る必要がある。EFA

また、２００５（平成１７）が「国連持続可能な開発のための教育の１０年」の初年となる
ことから、平成１７年度から「持続可能な開発のための教育信託基金」を新設し 「ＥＳＤ」、
の主導機関であるユネスコと協力して事業を実施する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

42拠点システムへの参加団体数 － － － －
（達成目標 １ １関係） 団体9- -

経験の浅い協力分野における現地調査やワークシ － － － －
ョップ等の実施数 ６回
（達成目標 １ 関係）9- -1

57 49 35 63 56現職教員の青年海外協力隊「特別参加制度」への
参加人数 人 人 人 人 人
（達成目標 １ 関係）9- -2

地方自治体や との公式会合開催数 － － ７NGO 10 13
（達成目標 関係） 回 回 回9-1-3

参考指標 初等教育就学率（開発途上国）※ 年 年 － － －H2 H12
9- - 79.8% 82.1%（達成目標 １ ４関係）

非識字率（世界）※ 年 年 － － －H2 H12

（施策目標９－１）182



（施策目標９－１）183

9- - 24.7% 20.3%（達成目標 １ ４関係）

⑦主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
上位達成目標 予 算 額（ ）

「拠点システム 大学、 等を活用して、これまでの途上国に対する教 ８８百万円NGO
の構築 （達成目 育協力経験の蓄積・分析および我が国の教育経験の整理等」
標 ） を行う「拠点システム事業」を実施9-1-1,9-1-3

青年海外協力隊 ＪＩＣＡと協力し、全国の公立小・中・高等学校及び各都 庁費から支出
現職教員特別参 道府県・政令指定都市教育委員会に対して、当制度に係る
加精度に係るパ パンフレットを送付し、教員及び各自治体への広報活動を
ンフレットの作 実施。
成・配布（達成
目標 ）9-1-2

青年海外協力隊 ・ＪＩＣＡと共同し 「拠点システム」による青年海外協、
現職教員特別参 力隊派遣職員の資質向上と効果的な協力実現のため、派遣
加制度に関して 前研修を、全国３ヶ所において実施。
教育委員会等を ・文部科学省職員とＪＩＣＡ職員が神奈川県内の校長会等
訪問（達成目標 （１２ヶ所）に参加し、当制度への協力並びに応募の勧奨

） を働きかけ。9-1-3

「万人のための 世界教育フォーラムで採択された「ダカール行動枠組み」 １１０百万円
教育（ ）信 の就学率・識字率の向上等の目標達成を目指すユネスコをEFA
託基金 （達成目 支援するため、万人のための教育信託基金をユネスコに拠」
標 ） 出し、世界各国における識字教材の開発、研修、コミュニ9-1-4

ティ識字センターの設置、国家計画作成、学校教育の普及
・充実、女性教育、健康教育、国際的なネットワーク構築
の形成を支援した。

巡回講師 ユネスコによる 参加国におけるセミナー、ワーク ８百万円APEID APEID
団派遣信託基金 ショップ等の開催、巡回講師団の派遣等の支援を行った。
（ ）達成目標 9-1-4

教育信託基金 アジア太平洋地域の初等・中等学校教員及び関係者等を対 １３０百万円IT
達成目標 象に、 を活用した教育を推進するため、ユネスコによ（ ）9-1-4 IT

る研修・ワークショップ等の実施を支援した。

備 考 ※ユネスコ統計（出典：Gender and Education for all - THE LEAP TO EQULITY (EFA
) ）Monitoring Report 2003/4 UNESCO Publishing

参考指標は１０年ごとの指標



 

 

「拠点システムの

構築」事業 
８８百万円 

「万人のための教育信託

基金事業」 

１１０百万円 

青年海外協力隊現職教員特別

参加制度に関して、教育委員

会等を訪問 

APEID 巡回講師団

派遣信託基金 
８百万円 

IT 教育信託基金 
１３０百万円 

施策目標９－１ 日本人の心の見える国際教育協力の推進 

達成目標９－１－１ 
拠点システムを整備し、協力経験の豊富な理数科教育、教員研修制

度、教育行政、学校運営の諸分野において開発途上国における協力

経験を蓄積・分析し、協力関係者に伝達するとともに、協力経験の

浅い他の分野においては、ワークショップの開催や開発途上国にお

ける現地調査などにより、我が国の教育経験に関する情報提供と対

話プロセスの強化を行う。以上の活動を通じ、我が国の教育経験を

広く途上国に普及する。 
→拠点システムの参加団体数は４２団体に上るなど一定の成果は
上がっているが、現地調査やワークショップの開催数は６回にとど
まっており、一部想定した通りには達成していない。 

達成目標９－１－２ 
青年海外協力隊等、国際協力事業への現職教員の参加体制を整備・強化し、

参加人数を毎年度１００人以上を目標に増加させる。 

→ＪＩＣＡと協力し、全国の公立小・中・高等学校及び各都道府県・政令指
定都市教育委員会に対して、当制度に係るパンフレットを送付し、教員及
び各自治体への広報活動を実施した結果、１００人以上の応募者数を数え、
一定の成果は上がっているが、ＪＩＣＡの選考の結果、派遣者数が１００
人に満たないことから一部については、想定どおり達成できなかった。 

達成目標９－１－３ 

行政から草の根までを含めた幅広い協力を実現するため、NGO や自

治体との会合を定期的に開催する。 

→概ね順調に進捗 

・我が国の経験を生か

した効果的な国際教育

協力の推進の基盤整備

が図られた。 

・派遣教員を生かした

効果的な国際教育協力

が行われた。 

・派遣教員の得た経験

により「内なる国際化」

が進んだ 

達成目標９－１－４ 

「万人のための教育」を主導するユネスコへの協力を通じて、開発

途上国における就学率の向上、識字率の向上、教育のすべての局面

における質の改善など、「ダカール行動の枠組み」で示された目標

に向けた取り組みに貢献する。 

→概ね順調に進捗 
 

・我が国の経験を生

かした効果的な協

力の推進 

・拠点システム事業の推

進により、我が国の経験

を生かした効果的な国

際教育協力の基盤整備

が図られたが、ワークシ

ョップの開催等による

教育経験の途上国への

波及が今後の課題。 
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論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
我
が
国
の
経

験
と
人
材
を
生
か
し
た
効
果
的
な
国
際
教
育
協
力
を
実
現
さ
せ
、
ま
た
、
我
が
国
の
「
内
な
る
国
際
化
」
を

推
進
す
る
。 

↓
達
成
目
標
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
一
部
に
つ
い
て
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
と

判
断
。 

青年海外協力隊現職教員特別参

加制度に係るパンフレットの作

成・配布庁費から支出 



①上位の政策名 政策目標９ 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

②施策名 施策目標９－２ 諸外国との人材交流の推進

③主管課 （主管課）大臣官房国際課 （課長：川原田 信 市）
及び関係課 （関係課）高等教育局学生支援課（課長：栗 山 雅 秀）

（課長名）

④基本目標 達成度合い又は
及び達成目標 進捗状況

基本目標９－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 20
諸外国との人材交流等をとおして、国際的人材育成を推進するととも

に、諸外国の人材養成への協力、我が国と諸外国の相互理解の増進、我
が国の経済・社会構造の国際化等を図り、豊かな国際社会を構築する

達成目標９－２－１（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 想定どおり達成13 16
１０万人の留学生を我が国に受け入れる。

達成目標９－２－２（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 20
私費外国人留学生学習奨励費給付制度を通じて、成績優秀で、学習意欲
のある留学生が経済的に安心して勉学に専念できる留学環境の整備充実
を図る。

達成目標９－２－３（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 19
留学生宿舎の整備を通じて、留学環境の整備を図る。

達成目標９－２－４（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 19
国内外において実施され、渡日前に入学許可を得ることを可能とするた
め、日本留学試験の実施を推進する。

達成目標９－２－５（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
諸外国の初等中等教育段階の教職員を招へいし，我が国の教育制度，教
育事情に関する理解を深める機会を提供するとともに，我が国教職員と
の交流することにより，相互理解の増進及び教職員の資質向上を図る。

達成目標９－２－６（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
諸外国の行政官・学者・専門家を招へいするとともに，我が国の行政官
・学者・専門家を諸外国に派遣し，交流等を通じて相互理解の増進を図
り，教育・文化・スポーツ・学術・科学技術分野における二国間の連携
協力関係を図る。

達成目標９－２－７（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
スポーツの普及・発展に寄与するとともに、友好親善や国際的な視野と
資質を持った青少年の健全育成を目的として、諸外国との交流競技会等
を行うスポーツ交流事業を推進する。

達成目標９－２－８（基準年度： 年度 達成年度： 年度） 概ね順調に進捗14 18
外国語教育の多様化を推進するため、英語以外の外国語教育に取り組ん
でいる都道府県を推進指定地域に指定し、地域の関係機関との連携のも
とに実践的な調査研究を行い、外国語教育の一層の推進を図る。また、
国際理解教育を推進する観点から、日本人高校生を諸外国に派遣する。

⑤ 各達成目標の 達成目標９－２－１
現 達成度合い又 平成 年度の達成目標については、昭和 年 月に策定された「留学生受入れ１０万人計15 58 8
状 は進捗状況 画」に基づき、 世紀初頭における 万人の留学生受入れを目指し、留学生の渡日前から帰21 10
の （達成年度が 国後までの各種施策を総合的に推進してきたところである。また、平成 年 月に開催され12 4
分 到来した達成 たＧ８教育大臣会合において、今後 年間で学生等の国際的流動性を倍増させることが合意10
析 目標について されていた。

109,508 15 5と は総括） これらの施策を推進することにより、我が国における留学生数は 人（平成 年
今 月 日現在、対前年度伸び率約 ％）となり、当初想定した目標の１０万人の留学生を受入1 15
後 れることができたことから、想定どおりに達成と判断。
の
課 達成目標９－２－２
題 平成 年度の達成目標については、私費外国人留学生等に対する中核的な支援施策である15

学習奨励費の給付という施策を行った結果、その給付人数は対前年度比 人増の 人100 11,000
となり、留学環境の整備充実に寄与したことから、概ね順調に進捗と判断。

達成目標９－２－３
留学生宿舎については、国立大学、公益法人等による留学生宿舎の整備等の施策を推進して

いるが、特に平成 年度においては、東京の臨海副都心地区に留学生宿舎を含む国際研究交13
流大学村が開村する等により、留学生宿舎の拡充が図られたところである。平成 年度の達15

（施策目標９－２）185



成目標については、これらの施策を行った結果、公的宿舎の数は増え、公的宿舎に入居してい
る留学生数は前年に比して約 人増となり、留学環境の整備に寄与したことから、概ね順1,600
調に進捗と判断。

達成目標９－２－４
従来、我が国への留学希望者が大学等へ入学するためには、一般的に渡日し、私費外国人統

一試験等を受験した上で、さらに大学等がそれぞれ独自に実施する試験を受ける必要があり、
日本留学を躊躇させる要因の一つとなっていた。このため、平成 年度より新たに、留学希14
望者が自国にいながら、渡日前に入学許可が得られることを可能とした日本留学試験の実施を
本格的に進めており、この施策を行った結果、平成 年度においては、国内外 都市（対前15 27
年度比２都市増）で実施したことから、概ね順調に進捗と判断。

達成目標９－２－５
中国及び韓国より約２００名の初等中等教育教職員を招聘し，我が国の学校及び文化・社会

教育施設等の訪問や日本人教職員との交流を通じて，我が国の教育制度・教育事情に関する理
解が深められ，両国間の相互理解の増進及び教職員の資質向上が図られたことから、概ね順調
に進捗と判断。

達成目標９－２－６
諸外国からの行政官・学者・専門家を招聘するとともに我が国の行政官・学者・専門家を諸

外国へ派遣し，教育・文化・スポーツ・学術・科学技術分野における意見及び情報の交換を行
， ， 、うなどにより 専門分野における交流 ひいては二国間の相互理解の増進が図られたことから

概ね順調に進捗と判断。

達成目標９－２－７
中国や韓国をはじめ、諸外国とのスポーツ交流について、各競技団体が実施する既存のスポ

ーツ交流事業のほか、地方自治体へ委嘱して行う事業などにより、スポーツの普及・発展に寄
与するとともに、友好親善や国際的な視野と資質を持った青少年の健全育成が図られているこ
とから、概ね順調に進捗と判断。

達成目標９－２－８
我が国の高校生を中国に１３名，韓国に１１名それぞれ派遣し，現地の人々との交流により

相互理解・友好を深めるとともに，現地の学校にて語学学習を行い，国際理解教育の推進が図
られた。また，４県を推進指定地域に指定し，当該県の３８校で中国語及び韓国語の教育に取
り組み，英語以外の語学力の向上が図られたことから、概ね順調に進捗と判断。

施策目標（基 施策目標９－２の下の各達成目標については、上記のとおり留学生交流については、概ね順調
本目標）の達 に進捗している。これらの達成目標を達成することで、①人材の育成を通じた知的国際貢献、
成度合い又は ②国際的に開かれた社会の実現、③我が国と諸外国との間の人的ネットワークの形成や、相互
進捗状況 理解と友好関係の深化、④我が国の大学等の国際化、国際競争力の強化にもつながったものと

推論することができるため 「諸外国との人材交流等をとおして、国際的人材育成を推進する、
とともに、諸外国の人材養成への協力、我が国と諸外国の相互理解の増進、我が国の経済・社
会構造の国際化等を図り、豊かな国際社会を構築する」という基本目標が概ね順調に進捗して
いるものと言える。

教職員等の交流については，平成 年度より開始されたところである。二国間の相互理解14
の増進のためには継続的な人的交流が重要であり，引き続き過去の実績結果を踏まえ教職員・
学者・専門家・スポーツの交流を通じ相互理解の増進，国際交流の推進等を図る。

今後の課題 達成目標９－２－１
（達成目標等 我が国における留学生数は、約１１万人（平成１５年５月１日現在）となり 「留学生受入、
の追加・修正 れ１０万人計画」を達成したところであるが、高等教育機関の学生に占める留学生の割合は、

3.0 18.5 15.2 12.6 8.5及びその理由 我が国は ％にすぎず、英国 ％、オーストラリア ％、ドイツ ％、フランス
を含む） ％、米国 ％に比べると低く留まっており、国際的にはまだ十分な水準ではない。また、近6.5

年の留学生の急増に大学等受入れ体制が対応できておらず、留学生の質への懸念が増し、不法
就労などの問題も表面化していることが課題である。よって、その目標を「留学生の受入れ・
派遣の両面で一層の交流の推進を図るとともに、留学生の質を確保する」に変更した。

達成目標９－２－２
学習奨励費の給付人数の増加により、概ね順調に進捗していると言えるが、私費外国人留学

生の大幅な増加のため、受給者の割合は減少傾向にある。成績が優秀で、学習意欲のある留学
生が経済的に安心して勉学に専念できる留学環境の整備充実を図るために、引き続き私費外国
人留学生学習奨励費給付制度の充実を図ることが課題である。

達成目標９－２－３
公的宿舎に入居している留学生数の増加により、概ね順調に進捗していると言えるが、留学

生数の増加が更に大きいため、入居割合は低下の途をたどっている。留学環境の整備を図るた
め、引き続き留学生宿舎の整備を進めることが課題である。

達成目標９－２－４
留学生が渡日前に入学許可を得ることを可能とするため、引き続き平成 年度より本格的14

に実施している日本留学試験を推進することが課題である。

達成目標９－２－５～８
、 、教職員等の交流ついて 二国間の相互理解の増進のためには継続的な人的交流が重要であり

過去の実績を踏まえ教職員・学者・専門家・スポーツの交流を通じ相互理解の増進、国際交流
の推進を図ることが課題である。

（施策目標９－２）186



（施策目標９－２）187

評価 結 果の 留学生交流の推進については、これまでの施策の効果を維持しつつ、更に、今後の課題に対
年度以降 応することにより、一層の達成水準の向上を図るため、引き続き、私費外国人留学生等への援16

の政策への反 助、留学生のための公的宿舎の整備、渡日前入学許可を可能とする「日本留学試験」を推進す
映方針 る。

， ， ，教職員 学者専門家・スポーツ等の交流については 諸外国との相互理解の増進を図るため
引き続き交流の推進を図るとともに，より効果的な交流が図られるよう予算にも反映させてい
く。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

55,755 64,011 78,812 95,550 109,508我が国が受入れている留学生数（人）
（対前年度増加率（ ） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )% 8.7 14.8 23.1 21.2 14.6）

（達成目標９－２－１関係）

8,540 10,390 10,850 10,900 11,000私費外国人留学生学習奨励費給付者数（人）
（学習奨励費の受給者の割合( ） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )% 21.3 19.4 15.9 12.8 11.2）

（達成目標９－２－２関係）

18,210 20,583 23,228 25,743 27,359公的宿舎に入居している留学生数（人）
(割合( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )% 32.7 32.2 29.5 26.9 25.0

（達成目標９－２－３関係）

25 27日本留学試験の国内外実施都市数 － － －
（達成目標９－２－４関係）

（ ） （ ）諸外国の教職員の招へい（人） － － － 200 200受入 受入

（達成目標９－２－５関係）

（ ） （ ）諸外国との相互交流（人） － － － 150 150受入 受入

（ ） （ ）（達成目標９－２－６） 150 150派遣 派遣

（ ） （ ）交流競技会等の交流（人） － － － 150 120受入 受入

（ ） （ ）（達成目標９－２－７） 150 120派遣 派遣

外国語教育推進指定地域の指定校数（校数） － － － 校 校38 38
（派遣） （派遣）日本人高校生の諸外国への派遣者数（人） － － － 35 24

（達成目標９－２－８）

参考指標 留学生の学位取得率（％）
修士課程 －75% 75% 78% 78%
博士課程 －52% 51% 51% 51%

（達成目標９－２－１関係 ））

1.5 1.8 2.2 2.6 3.0我が国の高等教育機関の学生に占める留学生の割
合（％）

⑦ 主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成 年度15
（上位達成目標） 予 算 額

留学生交流の推進 私費外国人留学生等への援助、留学生のための公的宿 百万円53,887
舎の整備、日本留学試験の実施推進等、留学環境の整備（達成目標９－２－１

充実のため。～４）

新世紀国際交流プ 我が国と世界各国との二国間交流が活発になる中で、 百万円510
ロジェクト 二国間における国民間の相互理解を増進し、真の友好親

善関係を構築するため、教育・科学技術・学術・文化及（達成目標９－２－５

びスポーツ分野の促進を図るため。～８）

９－２－５：中国・韓国初等中等教職員招へい事業
９－２－６：諸外国行政官交流事業
９－２－７：スポーツ交流事業
９－２－８：高校生交流の推進事業

外国語教育多様化推進地域事業

⑧備考



施策目標９－２（諸外国との人材交流の推進 ）
平成１５年度の実績評価の結果の概要①

基
本
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標
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図
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↓
概
ね
順
調
に
進
捗

１０万人の留学生を我が国に受け入れる。

→我が国における留学生数は109,508 人（平成15

年５月１日現在）であり、目標の１０万人を想定

どおり達成。

＜達成目標９－２－１＞

＜達成目標９－２－３＞

＜達成目標９－２－４＞

私費外国人留学生学習奨励費給付制度を通じて

経済的に安心して勉学に専念できる留学環境を

整備する。→学習奨励費の給付人数は対前年度比

１００人増となっていることから、概ね順調に進捗。

留学生宿舎の整備を通じて、留学環境の整備

を図る。→公的宿舎に入居している留学生数は対前年度

約1,600人増となっていることから、概ね順調に進捗。

渡日前に入学許可を得ることを可能とするため、

日本留学試験の実施を推進する。

→平成１４年度より国内外２５都市で実施していた

日本留学試験の実施を平成１５年度には、国内外

２７都市で実施していることから、概ね順調に進捗。

＜達成目標９－２－２＞

留学生の受入れ推進

留学生宿舎の整備

日本留学試験の実施推進

私費外国人留学生学習奨
励費の給付

留学生交流の推進

平成１５年度予算額

５３，８８７百万円

留学生を受け入れることは、諸
外国の人材養成への協力等につ
ながる。

学習奨励費の給付は、留学環
境の整備につながり、日本への
留学生受入れを推進するととも
に、諸外国の人材養成への協力
等につながる。

留学生宿舎の整備は、留学環

境の整備につながり、日本への
留学生受入れを推進するととも
に、諸外国の人材養成への協力
等につながる。

留学希望者が自国にいながら、
渡日前に入学許可を得られるこ
とは、日本への留学生受入れを
推進するとともに、諸外国の人
材養成への協力等につながる。
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施策目標９－２（諸外国との人材交流の推進 ）
平成１５年度の実績評価の結果の概要②
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図
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諸外国の教職員を招聘

諸外国との交流競技会

高等学校における外国語
教育振興

諸外国の行政官等招聘

我が国の行政官等派遣

新世紀国際交流プロジェクト

平成１５年度予算額

５１０百万円 達成目標９－２－５
教育制度・教育事情に関する理
解が図られた。

達成目標９－２－６
専門分野における交流、ひいて
は二国間の相互理解の増進が
図られた。

達成目標９－２－７
スポーツの普及・発展に寄与す
るとともに、有効親善や国際的
な視野と資質を持った青少年の
健全育成が図られた。

達成目標９－２－８
現地の学校にて語学学習を行い、
国際理解教育の推進が図られ
た。
中国語及び韓国語の教育に取り
組み、英語以外の語学力の向
上が図られた。

＜達成目標９－２－５＞
諸外国の初等中等教育段階の教職員招聘。

＜達成目標９－２－６＞
行政官・学者・専門家を招聘・派遣。

＜達成目標９－２－７＞
諸外国とのスポーツ交流。

＜達成目標９－２－８＞
高校生交流の推進・外国語教育の多様化推
進。

→教職員、行政官・学者・専門家、スポーツ等

の交流を通じて、諸外国との人的交流等が促
進

され、相互理解の増進、国際交流の推進を図

る観点から、概ね順調に進捗。

○諸外国との国民間の相

互理解の深化

○教職員、学者・専門家

等の資質向上

○二国間連携協力関係の

強化

１
８

９
（
施

策
目

標
９

－
２

）



①上位の政策名 政策目標９ 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

②施策名 施策目標９－３ 大学等による国際協力活動の促進及び国際協力に携わる人材の育成・確保

③主管課
及び関係課 （主管課） 大臣官房国際課国際協力政策室（室長：行松泰弘）

（課長名）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標

基本目標９－３ 一定の成果があが（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
大学が有する「知」を活用した国際開発協力を効果的・効率的に進め っているが、一部に

るために、国際教育協力懇談会（文部科学大臣の私的懇談会）における ついては想定どおり
議論を踏まえつつ、大学が組織として国際開発協力活動を行うための基 達成できなかった
盤を整備する。

また、国際開発協力に携わる人材の育成・確保をはかる。

達成目標９－３－１ 一定の成果があがっ（基準年度： 年度 達成年度： 年度）13 17
国内大学における国際開発協力ポテンシャル（協力可能な教員、途上 ているが、一部につ

国への協力実績、協力に関する抱負等）を把握し、援助機関等の外部機 いては想定どおり達
関に対し国内大学を紹介可能とするため、大学組織および教員のデータ 成できなかった

、 、 。ベースを整備し 登録大学を 大学 登録教員を 人まで増やす300 3000

達成目標９－３－２ 想定どおり達成（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 16
大学における国際開発協力活動を支援するサポート･センターを整備

し、同センターを通じ、５の援助機関、１０の国内外大学関係機関、５
のその他連携機関との連携を開始・強化する。

達成目標９－３－３ 概ね順調に進捗（基準年度： 年度 達成年度： 年度）14 18
開発途上国の開発問題を専門とする若手人材が国際開発協力活動等に

携わることを推進し、人材の育成を図る。

⑤ 各達成目標の 達成目標９－３－１
現 達成度合い又 平成13年度～平成15年度にかけ、国際開発協力のための大学データベースを整備し、国立・公
状 は進捗状況 立・私立大学についての登録作業を行ったところ、登録大学は240大学、登録教員は3250人。
の （達成年度が ４年制大学の約１／３が大学データベースに登録。引き続き登録数の拡大を目指す。
分 到来した達成
析 目標について 達成目標９－３－２

は総括） 平成14年7月に提出された国際教育協力懇談会・最終報告を受け、平成14年度後半からサポー
トセンターの立ち上げに係る準備を行い、平成15年7月に正式に開所。現在、ネットワークを
構築していくべき主要な機関の把握がなされたところで、今後、サポート・センターの活動を
通じ、関連機関との関係の構築および連携の強化を図る。

達成目標９－３－３
開発援助人材養成研究科等（開発途上国の自立的、内発的発展を助け、これらの国々の発展に
資するため、国立の大学及び大学院に設置されている学部、研究科）からの国際機関等へのイ
ンターン数及び開発援助人材養成研究科等の援助関係機関への就職者数等は、15年度において
も順調に増加していると思われる （集計中）。

施策目標（基 平成 年度の基本目標達成度合いについては、15
本目標）の達
成度合い又は 以下のことから一定の成果があがっているが、一部については想定どおり達成できなかった。
進捗状況 ○４年制大学の約１／３が大学データベースに登録するなど、大学教員一般及び担当事務職員

には、サポート・センタープロジェクト及び大学データベースの趣旨を十分に理解を得た。
、 。○ほとんどの主催行事で参加者が定員を満たすなど 一部教職員及び援助関係者の反応は高い

○２０大学の理事長・学長・副学長を訪問、サポート・センタープロジェクト開所記念セミナ
ーへ３０大学の学長が参加し、１１の国立大学が中期計画でプロジェクト受託を表明するな
ど、一定の規模と人材を有する大学の執行部に対しては、十分な働きかけを行った。

16○学内に人材がいても、プロジェクト受託ができない学内の制度的な阻害要因を分析し、
年度以降大学が講じるべき対応（学内規則等の整備）について、重要な知見が得られた。

○各援助機関との協議では、透明化、効率化の方向に沿った大学への発注に前向きな姿勢が引
き出され、従来から大学との接点が多い国際協力機構（ ）では、大学への発注に伴うJICA
諸課題や連携スキームを検討、国際協力銀行（ ）も 年度以降の提案型案件形成調査JBIC 16
において、大学・自治体・ との連携を重視することとなった。NGO

○海外コンサルティング企業協会（ ）と連携して諸事業を進めた結果、開発コンサルタECFA
ントの間では、国内の大学との連携について協力的な意見が支配的になった。

▲プロジェクト受託を試みた大学において、基本的な事項の理解不足による意思決定上の混乱
がみられるなど、意思決定機構や事務職員全般には、まだ十分には理解されていないと思わ
れる。

▲各国立大学では法人化に伴う作業に追われ、法人化によるメリットを生かすための財務や人
事に関する学内制度の改正は 年度以降の各大学の対応に任されたため、 年度において16 15
は学内規則の具体的な検討に着手することができなかった。

（施策目標９－３）190



▲入門研修受講者の多くは国際交流担当の教職員であったため、現地での受託業務管理や財務
上の課題への対応等の技術的な課題については、当該研修では十分に対応できなかった。

今 後 の課題 平成 年度から始動した「サポート･センター」プロジェクトにおいて、大学の実務能力向15
（達成目標等 上を図るとともに、援助や連携機関等の関係機関と関係構築し、緊密な連携を行い、最終目標
の追加・修正 である大学による国際開発協力プロジェクト受託につなげていく必要がある。
及びその理由 「サポート・センター」プロジェクトによって、大学における国際開発協力が増加し、学生が
を含む） より国際開発協力プロジェクトを身近なものとしていく必要がある。

評価結果の16 平成 年度以降は、大学における国際開発協力促進のための「サポート･センター」プロジェ16
年度以降の政 クトにおいて、引き続き大学における基盤醸成および国内の援助・連携機関との関係構築に努
策への反映方 めるとともに、海外の援助・連携機関との関係構築にも努め、大学における国際開発協力プロ
針 ジェクトも国内援助機関のプロジェクトのみならず、国際援助機関のプロジェクト受託を目指

す。なお、達成目標９－３－２については、平成 年度が終期となっているが、 年度の成16 16
果等を踏まえ達成目標の見直し等を検討する。

⑥指標 指標名 １１ １２ １３ １４ １５

112 240国際開発協力のための大学データベース登録数
（大学組織、大学教員） － － － 大学 大学
（達成目標９－３－１関係）

人 人1673 3250

関係構築がなされている援助・連携機関数 － － － － ２ ５
（達成目標９－３－２関係） 団体

参考指標 開発援助人材養成研究科等から国際機関等にイン
ターンシップ等で派遣された学生数 － － ３６人 ５８人 集計中

（達成目標９－３－３関係）

開発援助人材養成研究科等から援助関係機関への
就職者数等（青年海外協力隊、 専門員、JICA Jr
コンサルタント等も含む） － － ４０人 ４０人 集計中

（達成目標９－３－３関係）

⑦主な政策手段 政策手段の名称 政策手段の概要 平成15年度
（上位達成目標） 予 算 額

サポート・センタ 開発協力に関する多様なニーズに対応し、我が国の大学 ４０百万円
ーの整備（達成目 が国際援助機関のプロジェクトに積極的に参画していく
標 ため、大学組織・大学教員に関するデータ ベースを充

） 実するとともに、国別・分野別の開発協力ネットワーク9-3-1,9-3-2,9-3-3
の形成を促進するなど、大学における国際開発協力を促
進するための支援機能（サポート・センター）の充実・
強化を図る。

備 考

（施策目標９－３）191



 

 

「大学における

国際開発協力を

促進するための

支援機能（サポ

ート・センター）

の充実・強化」

事業 

４０百万円 
 

施策目標９－３ 大学等による国際協力活動の推進及び国際協力に携わる人材の育成・確保 

達成目標９－３－１ 
国内大学における国際開発協力ポテンシャルを把

握し、援助機関等の外部機関に対し国内大学を紹

介可能とするため、大学組織及び教員のデータベ

ースを整備し、登録大学を 300 大学、登録教員を

3000 人まで増やす。 
→登録大学は 240 大学、登録教員は 3250 人とな
っており、4 年制大学の約１／３が大学データベ
ースに登録するなど一定の成果があがっている反
面、更なる認知と理解を得るために引き続き登録
数の拡大を図る必要がある。 

達成目標９－３－２ 

大学における国際開発協力活動を支援するサポー

ト･センターを整備し、同センターを通じ、５の援

助機関、１０の国内外大学関係機関、及び５のそ

の他の連携機関との連携を開始・強化する。 

→平成 15 年 7 月にサポート・センターが開所し、
関連機関との関係構築及び連携に取組んでおり
JICA、JBIC 等の援助機関や ECFA（海外コンサルテ
ィング企業協会）など、関係機関との連携が想定
どおりなされたが、まだまだ内外の関係機関との
関係構築及び連携の強化を図る必要がある。 
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国内大学の国際

開発協力ポテン

シャルの把握と

外部機関におけ

る認知拡大 

大 学 と 援 助 機

関・連携機関との

連携促進 

達成目標９－３－３ 

開発途上国の開発問題を専門とする若手人材が国

際開発協力活動等に携わることを推進し、人材の

育成を図る。 

→開発援助人材養成研究科等からの国際機関等へ
のインターン数及び援助関係機関への就職者数等
は順調に増加していると思われる（集計中）こと
から概ね順調に進捗。 

若手人材の量的

確保 
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